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はじめに


中国における知財問題の中でも、中小企業を中心に日本企業が現在最も関心のある問題の 1

つが、商標権の冒認出願（抜け駆け登録）問題である。例えば、日本企業や地方の農産品など

の商標が、いつの間にか中国において第三者により先に出願・登録されてしまっており、いざ

中国に進出し、ビジネスを始めようとすると、それが足枷となるケースが多発している。

本報告書では、最近の冒認出願の実例に鑑み、事前・事後にとり得る対策及び手続の流れ、

実際に日本企業が第三者から商標を取り戻した実例等を紹介する。

本報告書が、中国での商標権の冒認出願（抜け駆け登録）問題に悩まされている日本企業や

関係団体のお役に立てれば幸いである。

なお、本報告書は、森・濱田松本法律事務所に委託して作成したものである。

ジェトロ北京センター
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第一章　はじめに


近時、中国では、外国の有名なブランドやコンテンツ等を、第三者が商標として「冒認出願」 

1する事案が増加しており、大きな問題となっている。すなわち、中国では、インターネット

等を通じて、外国のブランドやコンテンツ等を知った者が、中国では当該ブランドやコンテン

ツ等がまだ商標登録出願されていないことを奇貨として、先に商標登録出願してしまうといっ

たことが、非常に起こり易くなっている。

中国の商標法は、日本等多くの国の商標法と同様に、「先願主義」を採用している（ 29条、 

7章等）。先願主義の下では、既に商標を実際に使用している者であっても、他の第三者が先

に当該商標を出願して登録を受けてしまうと、もはや、同一又は類似の指定商品では当該商標

の登録ができなくなるほか、もし登録名義人の許諾を得ずに当該商標を使用すると、商標権侵

害を理由に訴えられることになりかねない。例えば、当該商標を付した商品を中国に輸出・販

売しようとしても、商標登録者により販売等を差し止められたり、損害賠償を請求されたりす

るおそれがある。さらには、商標登録者から、当該商標を法外な値段で買い取るよう要求して

くるおそれもある。

しかし、外国のブランドやコンテンツ等がいまだ中国で商標登録されていないことを奇貨と

して先に当該商標の冒認出願を受けたような者を保護することは、信義誠実の原則に照らし、

明らかに不合理である。

以下、外国のブランドやコンテンツ等の冒認出願に対し、中国の商標法上どのような対策を

とることができるか等について、検討する。 

1. 外国の商標が中国では商標登録されていないことを奇貨として、第三者が先に当該商標を出願・登録することを、本報
告書では、「冒認出願」と呼ぶ。ほかに、「抜け駆け登録」、「剽窃出願」、「不正先行登録」といった言い方もある。

中国商標権冒認出願対策マニュアル 1



   

 

 

     

   

  

第二章　中国で第三者によって商標出願又は登録

されていた事例


日本企業との関連で「冒認出願」が大きな問題として報道されたものとしては、例えば、良

品計画の「無印良品」及び「 MUJI」というブランド、並びに、「クレヨンしんちゃん」の中国

語名及びキャラクター 2が、中国で第三者によって商標登録されていた事例が挙げられる 3。なお、

中国の商標登録・出願の状況は、ウェブサイト『中国商標網』 4で、ある程度まで調査するこ

とができる。以下に紹介する各事例の商標登録・出願の状況をウェブサイト『中国商標網』で

検索した結果を、本書の末尾に添付するので、参照されたい。

「無印良品」（指定商品：服装等）

「MUJI」（指定商品：服装等）

「クレヨンしんちゃん（図形）」（指定商品：眼鏡等）

「クレヨンしんちゃん（中国語の文字）」（指定商品：眼鏡等）

筆者が、ウェブサイト『中国商標網』で商標登録・出願の状況を調査してみたところ、いく

つかのアニメ・キャラクターについての出願も見受けられた。

日本のアニメ・キャラクターは中国国内においてもかなり有名なものが数多くある。それだ

けに、日本のアニメ・キャラクターは冒認出願の対象にされやすい。しかも、アニメ・キャラ

クターは、服装、靴、帽子、アクセサリー、文房具、玩具、自転車、時計、飲料、眼鏡等、何

にでも容易に使うことができる。にもかかわらず、アニメ・キャラクターの著作権を有する日

本のプロダクションや出版社等は、外国における知財管理を十分に行ってこなかったという事

情がある。今後、アニメ・キャラクターの冒認出願に関する紛争が増加するものと予想される。

また、日本では、 2006年 4月 1日より、地域ブランドを地域団体商標として登録すること

が認められるようになり（日本商標法 7条の 2）、数多くの登録出願がなされてきているとこ

ろである。しかし、地域ブランドの外国出願はあまり行われておらず、出願をしていない外国

において第三者に冒認出願されるおそれがあることが懸念される。 

2.	「クレヨンしんちゃん」事件の審決取消行政訴訟については、『国際商事法務 Vol.34 No.9』1208頁以下（谷口由記弁護士
執筆）。 

3.	 2005年 7月 1日付け読売新聞の記事『国家戦略を考える　第 3部　揺らぐ知力の基盤』、2005年 11月 28日付け日本経
済新聞の記事『法務インサイド　中国で奪われる商標』等。 

4.	 http://sbj.saic.gov.cn/ 
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第三章　日本企業のとるべき事前的対策


第 1節　総説

中国商標法が、商標登録の先願主義を採用している以上、外国の有名なブランドやコンテン

ツ等の冒認出願の問題が発生することは、今後も不可避である。一旦、日本企業が冒認出願の

被害に遭えば、中国ビジネスに与える悪影響は極めて大きい。しかも、冒認出願商標が登録さ

れてしまうと、それを取り消すためには、多くの時間的・金銭的・労力的コストがかかるだけ

でなく、最終的に日本企業が商標を取り戻すことができるとは限らない。

そこで、事後的対策よりも、事前的対策により冒認出願の出現を防止できれば、それに越し

たことはないといえる。以下では、日本企業のとり得る事前的対策を検討する。
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第 2節　具体的対策 

1　適時の商標出願・登録を行うこと

まず、当たり前のことであるが、中国で商標の出願・登録をきちんと行うことである。中国

での事業展開を想定している日本企業は、日本での商標出願だけでなく、中国での商標出願も

行うことが重要である。日本での事業展開の状況を見ながら中国での対応を検討するという選

択肢もあるが、日本の情報はインターネット等を通じてすぐに中国に伝わっている現在の状況

に鑑み、日本での事業展開と合わせてグローバルな戦略を立て、中国において適時に必要な商

標出願を行う体制を整備しておくことが望まれる。

とくに香港・マカオ・台湾において、ブランド展開・キャラクター展開をしていく場合は、

これらの地域だけでなく、中国大陸でも商標登録出願を行う必要がある。なぜなら、香港・マ

カオ・台湾と中国大陸は、法制度は異なるが、 1つの中華文化圏として捉えることができ、香港・

マカオ・台湾のいずれかの地域で有名になった日本のブランドやキャラクターは、同じ中華文

化圏である中国大陸においても、すぐに有名になる可能性があり、「冒認出願」を行う第三者

が出現する可能性が非常に高いといえるからである。

また、日本企業が事業展開する予定のある指定商品で出願・登録をするだけでなく、被服、

履物、日用品等、冒認出願をしようとする業者が比較的容易に製造できる物についても、指定

商品として先に出願・登録をしておくことが望ましい。 

2　著作権登録

中国での著作権登録は、①冒認出願への対抗措置を講じる上での根拠資料となる可能性があ

ること、②商標の出願・登録に比べて、手続きに要する時間や費用が少なくてすむこと、とい

った利点があり得る。また、中国だけでなく、「著作権保護に関するベルヌ条約」加盟国であ

る日本における著作権登録であっても、「冒認出願」への対抗手段となり得る。よって、費用

対効果の観点から商標の出願をしない場合であっても、著作権登録を行うことは検討に値しよ

う。

但し、著作物といえるためには、ある程度の創作性が必要であるため、例えば、単なる文字

商標の場合は、著作物性が認められにくいという問題がある。 

3　日本のブランド等のリストの提示

中国で冒認出願が多い理由の一つとして、中国の商標審査官が日本のブランドやコンテン
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ツ等をあまり知らないという事情もあり得る。例えば、日本の業界団体が定期的に日本のブラ

ンドやコンテンツ等のリストをまとめて中国の商標審査官に提出する等の方法をとることによ

り、「中国の商標審査官が日本のブランドやコンテンツ等をあまり知らない」という現在の状

況を改善し、冒認出願を減らす効果が期待される。 

4　出願情報の共同監視体制の構築

各企業が定期的に自社ブランドの冒認出願を監視する等して個別に対応することの他、業界

団体等が一元的に冒認出願を監視し、各企業に情報をフィードバックするような体制を構築す

ることが考えられる。

数多くの冒認出願を行っている悪質な者のブラックリストを作成し、関係当局に厳正な対処

を求めることも考えられる。
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第四章　日本企業のとるべき事後的対策


第 1節　総説

前述のような事前的対策をとった上で、なおも、中国で冒認出願がなされてしまった場合に

は、きちんと法的な対抗措置をとることが肝要である。

（費用対効果の観点から、中国で事業展開をしていない商品分類に係る冒認出願については

対抗措置をとらないとの判断もあり得るかもしれず、判断の分かれるところであるが、）少な

くとも、将来において中国で事業展開をする可能性がある商品分類に係る冒認出願については、

対抗措置をとることを積極的に検討すべきである。なぜなら、グローバル化した市場において

は、「日本市場のみのブランド」、「中国市場のみのブランド」というものはあまり意味がない

ばかりか、消費者に誤認・混同を与えかねないからである。

冒認出願への対抗措置をとる際には、とくに、申立ての期間制限に留意されたい。また、取

消の申立ての段階から、できるだけ多くの関連証拠を、早めに提出することが必要である。な

ぜなら、審決取消訴訟の段階で初めて新たな証拠を提出することは、原則として、認められな

いからである。

中国における商標の冒認出願の事案においては、後述するとおり、理論的にはいくつかの法

的手段をとることができるが、実際にどの法的手段を用いるか、とくに争点となるのはどのよ

うな点か、どのような証拠がとくに足りないか等については、ケース・バイ・ケースであり、

一概に論じることはできない。

以下では、まず、中国における商標の冒認出願に対し事後的にとり得る法的手段一般につい

て概観した上で、次に、いくつかの実務上の留意点について検討する。

6 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

    

   

第 2節　中国における商標の冒認出願に対しとり得る法的手段

中国商標法等の関連規定によると、冒認出願に対しとり得る法的手段として、以下のような

アプローチがあると考えられる。 

1　当該商標が著名商標であることを主張して、冒認出願の取消を請求するアプロ

ーチ（13条 1項）

（1）著名商標を根拠とする商標登録取消請求の概要

中国商標法においては、原則として、登録商標（商標局の審査を経て登録された商標）の

みが、商標専用権の保護を受けることができる（商標法 3条 1項、7章）。ただし、商標法は、

この原則を修正し、中国で未登録の商標であっても、それが著名商標（中国では「馳名商標」）

であるときは、一定の法的保護を与えることとしている。

まず ､中国で未登録の著名商標と同一又は類似の商品上に当該著名商標を複製、模倣又は翻

訳 5した商標を登録することを認めず、かつ当該商標の使用を禁止している（商標法 13条 1項）。

また、13条 2項は、同一又は類似しない商品について出願した商標の場合には、①当該著名

商標を中国で登録しており、②公衆に誤認させ、③当該著名商標権者の利益に損害を与えると

きには、その登録とその使用を禁止することができると規定している。

そして、商標法 41条 2項は、「登録された商標が、この法律の 13条、15条、16条、31条

の規定に違反している場合、商標の登録日から 5年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標

評審委員会にその登録商標の取消を請求することができる。ただし、著名商標の所有者は、悪

意による登録をした者に対して、5年間の期限の制限を受けない。」と規定しており、著名商標を

根拠として商標登録取消請求をすることが可能とされている。

以上のことから、冒認出願がなされた場合でも、当該商標が著名商標として保護される場合

には、登録商標の取消請求をすることができる。また、予め著名商標と認定されていれば、冒

認出願を阻止することも事実上容易となる。このように、冒認出願対策として、著名商標の認

定を受けることは有効である。 

5.	 ここにいう「複製」とは著名商標と完全又は基本的に同一であること、「模倣」とは著名商標と特徴的部分又は主体部分
が同一又は基本的に同一であること、「翻訳」とは著名商標と使用言語は異なるが、意味が同一であることをいう。著名

商標が中国において登録されているか否かにより、その商標登録面における保護範囲も異なる。中国において登録され

ていない著名商標の保護範囲は、その商標を使用する商品と同一又は類似の商品に限られる。中国において登録されて

いる著名商標の保護範囲は、状況に応じてその商標を使用する商品と同一でない又は類似しない商品まで拡大される（「新

商標法釈解与操作実務（修訂本）」（（扈紀華・胡可明・孫暁青主編、中国商業出版社、2003年）239頁以下）。
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（2）著名商標とは

「著名商標の認定及び保護に関する規定」 6は、「著名商標」につき、「中国において関係する

公衆 7に熟知され、かつ比較的高い名声を有する商標」と定義している。これにより、従来も

解釈上存在した「中国において」という限定が明文化された（ 2条 1項） 8。外国ブランド等の

冒認出願が問題となる事案においては、当該外国ブランド等が中国ではいまだ有名とはなって

おらず、「著名商標」には該当しない場合が多い。このため、冒認出願の事案において、著名

商標を根拠とする商標登録取消請求は困難である場合が多い。

（3）著名商標の保護を求める者がなしうる請求とは

「著名商標の認定及び保護に関する規定」によると、他人が初期査定を受けかつ公告した商

標、又は他人が既に登録した商標が、商標法 13条の規定に違反すると認めた者は、その者の

有する商標が著名であることを証明する関連資料を提出して、商標局に対して異議を提出し、

又は取消裁定を請求することができる（ 4条）。

また、商標法 13条の規定に違反すると認め、その著名商標の保護を請求する者は、工商行

政管理部門に対して、使用差止を請求することもできる（ 5条）。著名商標の保護を請求する

者は、その商標が著名であることを証明する関連資料とともに、市レベル以上の工商行政管理

部門に対して使用差止についての書面による請求を提出し、かつ、省レベルの工商行政管理部

門にその写しを提出し（ 5条）、その案件が商標法 13条に規定する事由に該当するか否かにつ

いての審査を受けなければならない（ 6条・ 7条）。

著名商標の認定に関する最終的な権限と責任を負うのは、国家工商行政管理総局商標局とさ

れている（ 8条）。

なお、パリ条約 6条の 2は、「同盟国は、一の商標が、他の一の商標でこの条約の利益を受

ける者の商標としてかつ同一もしくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟

国において広く認識されているとその権限ある当局が認めるものの複製である場合又は当該他

の一の商標と混同を生じさせやすい模倣もしくは翻訳である場合には、その同盟国の法令が許

すときは職権をもって、又は利害関係人の請求により、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効

とし、及びその使用を禁止することを約束する。一の商標の要部が、そのような広く認識され

ている他の一の商標の複製である場合又は当該他の一の商標と混同を生じさせやすい模倣であ

る場合も、同様とする」と規定している。 

6. 国家工商行政管理総局制定、 2003年 4月 17日公布、 2003年 6月 1日施行。 
7. ここにいう「公衆」には、消費者のみならず、商品の生産者、サービスの提供者、及び販売者等も含まれる（ 2条 2項）。 
8. 一般に、商標法等における「中国」には、香港・マカオ・台湾は含まれないと解釈されている。
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著名商標の関連規定の制定・改正の状況（ 2001年以降）

関連規定

商標法改正 

商標法実施条例 

商標民事紛争案件の審理

における法律適用の若干

問題に関する解釈 

著名商標の認定及び保護

に関する規定 

公布日

2001年 

10月 27日 

2002年 

8月 3日 

2002年 

10月 12日 

2003年 

4月 17日 

施行日 制定・改正のポイント

2001年 

12月 1日

著名商標に関する規定を

新設した。

2002年 

9月 15日

紛争案件ごとに、申請によ

り、著名商標の認定をする

制度に改めた。

2002年 

10月 16日

人民法院が著名商標の認

定をする権限を有するこ

とを明確化した。

2003年 

6月 1日

認定の効力は、基本的に当

該紛争案件のみとする制

度を採用した。

（4）著名商標と登録商標との差異

　著名商標と登録商標との差異は、下表のとおりである。

著名商標と登録商標との差異

項　　目

定　　義

判断主体

存続期間

著　名　商　標

中国において関係する公衆に熟知さ

れ、かつ比較的高い名声を有する商標。

国家工商行政管理総局商標局、商標

評審委員会、人民法院。

当該案件のみ有効。ただし、著名商

標として保護されたことが後の別件

でも考慮され得る。

登　録　商　標

商標局の審査を経て登録された商

標。

国家工商行政管理総局商標局。ただ

し、紛争になった場合は、商標評審

委員会及び人民法院も主体となる。

登録日から 10年（更新可）。

（5）認定申請の方法

著名商標認定申請の方法としては、下表のとおり、 4つの方法がある。
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著名商標認定申請の方法

方　　法

行政による著名商標認定①：

商標異議申立てにおいて著

名商標認定を申請する方法

行政による著名商標認定②：

商標取消請求において著名

商標認定を申請する方法

行政による著名商標認定③：

商標管理において著名商標

認定を申請する方法（行政

当局により模倣品の取締り

等を行なう場合等）

司法による著名商標認定：

人民法院による商標紛争案

件の審理において著名商標

認定を申請する方法

主管機関

国家工商行

政管理総局

商標局

商標評審委

員会

国家工商行

政管理総局

商標局

人民法院

対　　象 根拠規定

初期査定及び公告を

経たが、まだ登録に

至っていない商標

「著名商標の認定及

び保護に関する規

定」 4条 1項

既に登録された商標 「著名商標の認定及

び保護に関する規

定」 4条 2項

未登録商標の使用管

理。既登録商標の場

合は、商標評審委員

会の管理に従う。

「著名商標の認定及

び保護に関する規

定」 5条・ 6条、商

標法実施条例 45条

未登録商標、既登録

商標。

「商標民事紛争案件

の審理における法律

適用の若干問題に関

する解釈」 22条

著名商標の認定申請については、特別の手続があるわけではなく、具体的な案件の審理の中

で、原告や異議申立人等が著名商標を有しているか否かが判断され、その結果は、判決文等の

理由中で示されることになる。従って、とくに著名商標専用の認定申請書や決定書等があるわ

けではない。行政による著名商標認定は、商標異議申立て等の手続の決定書において、また、

司法による著名商標認定は、民事訴訟手続の判決書において、「著名商標である」ことが記載

されることになる。

国家工商行政管理総局商標局は、認定した著名商標のリストを公表している。しかし、法的

効力を有するのは、リストではなく、あくまで商標異議申立て等の手続の決定書の方である。

司法による認定の場合、著名商標の認定手続に関し、最高人民法院、高級人民法院、中級人

民法院という人民法院のランクによる違いはない。

（6）著名商標の認定の考慮要素

著名商標の認定の際に考慮すべき要素としては、①関連する公衆の当該商標に対する認知

度、②当該商標の継続的な使用期間、③当該商標のあらゆる宣伝業務の継続期間、程度及び地

理的範囲、④当該商標の著名商標としての保護記録、⑤当該商標が著名であることのその他の
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要素がある（商標法 14条）。

著名性の認定にあたっては、中国において当該当事者がどの程度、使用・宣伝等してきたか

等の事実が考慮される。この意味で、著名性の認定にあたっては、事実関係の立証がポイント

となるといえる。

（7）著名商標の認定の証明資料

「著名商標の認定及び保護に関する規定」 3条によると、以下に掲げる資料を、商標が著名

であることを証明する証拠資料とすることができる。

①関係する公衆の当該商標に対する認知の程度を証明する関連資料。

②当該商標の使用継続期間を証明する関連資料。これには、当該商標の使用、登録の経緯

及び範囲に関する関連資料が含まれる。

③当該商標の宣伝活動の継続期間、程度及び地理範囲を証明するいずれかの関連資料。こ

れには、広告宣伝及び販促活動の方式、地域範囲、宣伝媒体の種類、ならびに広告投入

量等の関連資料が含まれる。

④当該商標が著名商標として保護を受けた記録を証明する関連資料。これには、当該商標

がこれまでに中国又はその他の国及び地区において著名商標として保護を受けたことが

あるという関連資料が含まれる。

⑤当該商標が著名であることを証明するその他の証拠資料。これには、当該商標を使用す

る主要な商品の直近 3年間の生産量、販売量、販売収入、利益及び税金、販売区域等の

関連資料が含まれる。

（8）冒認出願の事案では著名商標の主張は役に立たない場合が多い

前述のように、中国で著名商標といえるためには、中国国内で著名でなければならない。し

かしながら、実際に日本の商標が中国で著名商標の認定を受けることは、容易でない。実際、

冒認出願が問題となる日本企業の多くの事案では、冒認出願されたブランドは、日本ではある

程度有名であるものの、中国では「著名」とはいえない場合が多いため、著名商標の主張は役

に立たない場合が多い。　 

2　他人の既存の権利を冒認出願によって侵害したり、不正な手段によって他人が

既に使用している一定の影響力を有する商標を冒認出願したことを理由として

商標登録取消を請求するアプローチ（ 31条）

中国の商標法 31条は、「商標登録の出願は、他人の既存の権利 9を侵害してはならない。他 

9. 中国語原文は「現有的在先権利」。
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人が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆けして登録して

はならない。」と規定している。既に登録された商標が商標法 31条の規定に違反している場合

は、商標の登録日から 5年以内に、商標所有者又は利害関係者は、商標評審委員会にその登録

商標の取消裁定を申し立てることができる（商標法 41条 2項）。

以下では、日本企業が商標法 31条を根拠として冒認出願の取消請求を行う際に主張立証す

べき内容について検討する。

（1）前段の「他人の既存の権利の侵害」の解釈 

2005年 12月に公表された「商標審理基準」（中国語では「商標審理標準」）10の「三」にも

記載されているとおり、登録を出願する商標は、他人が先に出願し、又は登録した商標と競合

してはならず、また、他人が先に取得したその他の合法的権利と競合してはならない。また、

本条に定める既存の権利とは、係争商標の登録出願日前に取得されたその他の権利を指し、商

号権、著作権、意匠特許権、氏名権、肖像権等が含まれる。

そこで、本条前段の適用を受けるためには、どのような「既存の権利」が侵害されたのかを

主張・立証しなければならないといえる。

しかし、中国における冒認出願が問題となる事案では、冒認出願の出願時において、日本企

業はまだ中国ビジネスを展開していない場合が多い。そのような場合においては、当該日本企

業は、いまだ中国では「既存の権利」といえるような権利を保持しておらず、商標法 31条前

段の主張をすることは困難であることが多い。

ところで、日本企業が日本で創作した著作物は、日本も中国も「著作権保護に関するベルヌ

条約」に加盟しているため、中国においても保護を受けることができる。従って、著作権に関

しては、日本企業が「既存の権利」として保持していることは十分あり得るのであり、その場

合には、商標法 31条前段の主張の可能性がある。但し、著作物といえるためには、ある程度

の創作性が必要であるため、単なる文字商標の場合は、著作物性が認められにくい。これに対

し、アニメのキャラクター等であれば、著作物性が認められる可能性が比較的高い。

なお、自然人の場合であれば、氏名権や肖像権等を「既存の権利」として主張することが可

能となるケースもあると考えられる 11。

（2）後段の「異議申立人の商標使用が先であり、かつ一定の影響力を有する場合」の解釈

商標法 31条後段の規定は、信義誠実の原則に基づき、既に使用されている一定の影響力を

有する商標を保護し、不正な手段による冒認出願行為を制止し、登録の原則を厳格に実施する

ことによって生じる可能性のある不公平な結果を補うものである。 

10. 2005年 12月に公表された「商標審査基準」（中国語では「商標審査標準」）も存在するが、異なるものであるので、留
　　意されたい。 http://sbj.saic.gov.cn/ 
11. 商標審理基準「三」の「５　氏名権」、「６　肖像権」の箇所を参照されたい。
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2005年 12月に公表された「商標審理基準」の「四 2」によれば、商標法 31条後段の適用条件は、

以下のとおりである。 

1）他人の商標が係争商標の出願日前に既に使用されていて一定の影響力を有していること 

2）係争商標が他人の商標と同一又は似通っていること 

3）係争商標を使用する商品 /サービスと他人の商標が使用される商品 /サービスとが同一

又は類似していること 

4）係争商標出願者が悪意であること

　

また、「商標審理基準」の「四 3」によれば、以下の規定もおかれている。 

3.1	 既に使用している一定の影響力を有する商標とは、中国で既に使用されており、一

定の地域の範囲内の関連する公衆に知られている未登録の商標をいう。

関連する公衆の判定には、「他人の著名商標の複製、模倣又は翻訳の審理基準」 

3.1の規定を適用する。 

3.2	 商標に一定の影響力があるかを判定するにあたっては、個々の事案の状況について

次に定める各種要素を勘案しなければならない。但し、当該商標が次のすべての要

素を満たすことが前提ではない。 

1）関連する公衆の商標に対する認知度 

2）当該商標の使用の継続期間及び地理的範囲 

3）当該商標のなんらかの宣伝活動の期間、方法、程度及び地理的範囲 

4）当該商標に一定の影響力を生じさせるその他の要素 

3.3	 上記参考要素は、次に定める証拠資料によって証明することができる。 

1）当該商標を使用する商品 /サービスの契約、領収書、貨物引替証、銀行入金証憑、

輸出入証憑等 

2）当該商標を使用する商品 /サービスの販売区域の範囲、販売網の分布及び販売

経路、方法に関する資料 

3）当該商標にかかわる放送、映画、テレビ、新聞、定期刊行物、ネットワーク、

戸外等のメディアの広告、メディアの評論及びその他の宣伝活動資料 

4）当該商標を使用する商品 /サービスについて参加した展示会、博覧会に関する資料 

5）当該商標を最初に使用した時期及び使用継続状況に関する資料 

6）当該商標の受賞状況 

7）当該商標に一定の影響力があることを証明することができるその他の資料

中国商標権冒認出願対策マニュアル 13 



   

 

 

3.4	 商標の使用状況の証明に用いる証拠資料は、使用した商標標章、商品 /サービス、

使用日及び使用者を示すことができるものでなければならない。 

3.5	 商標が一定の影響力を有しているかどうかは、原則として係争商標出願日を基準と

して判定する。

上記 3.1のとおり、	 「中国で既に使用されて」「一定の影響力を有する商標」といえるためには、

いることが必要である。

ちなみに、中国で出版されている商標法の解説書をみると、例えば、「中国商標注冊与保護」

は、商標法 31条後段の「他人が既に使用し」という文言は、中国国内での使用に限られると

明言している。実務上も、商標評審委員会等は、商標法 31条後段の適用が問題となる事案に

おいて、「商標登録者の出願時以前において、当該出願に係る指定商品に関して、取消審判申

立人たる外国企業の中国国内における使用の事実を証明する証拠」を提出するよう求めてくる

場合が多い。

しかし、商標法 31条後段の適用が問題となる事案における日本企業にとっては、商標登録

者の出願時以前においてはまだ中国ビジネスを展開する前であり、上記のような証拠を提出す

ることは不可能又は著しく困難であるのが通常である。この点がネックとなって、商標評審委

員会での無効審判に苦しんでいる日本企業は少なくない。

現行の商標法 31条をみれば明らかなとおり、「中国国内において」という文言は存在しない

にもかかわらず、実務上はそのような要件が付加されて解釈・運用されている。万一、第三者

に冒認出願されて紛争となり、商標法 31条後段の適用が問題となった場合は、「商標登録者の

出願時以前において、当該出願に係る指定商品に関して、取消審判申立人たる外国企業の中国

国内における使用の事実を証明する証拠」を社内や取引先からかき集めて提出する必要が生じ

ることとなる。

この点に関し、「使用」及び「一定の影響力」の要件を緩和しようとする最近の判例の傾向

が参考となる。例えば、「家家」商標に関する、 2004年 5月 24日付商標評審委員会商評字（ 2004）

第 1812号紛争裁定、 2004年 12月 27日付北京市第一中級人民法院（ 2004）一中行初字第 588

号行政判決、 2005年 5月 8日付北京市高級人民法院（ 2005）高行終字第 71号行政判決は、商

標法 31条後段の「使用」の「主体」、「時期・方法」及び「一定の影響力」について、ある程度、

緩やかに適用している。すなわち、①使用の「主体」については、商標所有者による自己使用

には限られないこと、②「時期・方法」については、紛争商標の登録出願より前から、商品の

生産を開始し広告宣伝を行っていたのであれば足りること、③「一定の影響力」については、

当該商標が広告宣伝の行き渡った範囲内での商品の消費者及び競業者の知るところとなってい

れば足りることを示している。
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「家家」商標に関する北京市高級人民法院判決

山西老伝統酒業有限公司（以下「老伝統公司」という）は、 1999年 10月、第 33類で「家

家」商標を登録し、 2001年 2月、当該商標登録が認められた。 

2002年 8月、老伝統公司は、山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下「杏花村公司」とい

う）が商標権を侵害しているという理由で訴訟を提起した。その結果、山西省呂梁地区中

級人民法院は、老伝統公司の請求を認め、杏花村公司に対し、侵害行為の停止及び損害賠

償 836万元の支払いを命じた。

杏花村公司は、商標評審委員会に対し、老伝統公司の「家家」商標の登録の取消を申し

立てた。商標評審委員会は、老伝統公司の悪意による登録を理由に、「家家」商標の登録の

取消裁定を下した。

老伝統公司が上記裁定を不服として行政訴訟を提起したが、北京市第一中級人民法院は、

以下の理由により、商標評審委員会の裁定を妥当とし、訴えを棄却した。老伝統公司は上

訴したが、北京市高級人民法院も、原審判決を妥当とし、上訴を棄却した。

「紛争商標出願日の 3か月から 4か月前に、杏花村公司及びその関連企業が、家家酒製

品の流通販売のために、外部に対し家家酒製品の包装全般のデザインを委託し、家家酒の

みに使用する容器、箱、商標ラベル、偽物防止キャップ等を 4社にそれぞれ発注したこと（注

文本数が家家酒 40万本分にもなる）、紛争商標出願日の数日前に、その生産した家家酒を

山西省衛生防疫站に提出し検査・測定を受けていることを含め、大量の準備作業を行って

いたことが十分に証明されている。また、関連の証拠により、紛争商標の出願日前に、家

家酒が公共メディアを通じて関連の消費者に知られていたことも証明されている。老伝統

公司と杏花村公司との間には過去に酒製品の製造について業務提携関係があり、また、両

者は同じ山西省呂梁地区に所在する酒製品製造企業であり、このような前提条件のもとで、

老伝統公司が杏花村公司の使用する『家家』商標と文字の構成、字体が基本的に同一の紛

争商標の登録を出願したその行為は、主観的に悪意が存在すると確信するに足るものであ

る。従って、老伝統公司が紛争商標を登録出願した行為は信義誠実の原則に違反し、商標

法 31条の規定に違反するものである。」

（3）後段の「不正な手段」及び「悪意」の解釈

「不正な手段」とは、商標を登録出願するために信義誠実の原則に反する方法を使用するこ

とをいう。その本質は、行為者が、他人の商標を剽窃しようとする主観的な悪意を持っている

ことである。すなわち、「不正な手段」であるといえるためには、「悪意」があると認められる

ことが必要である。そこで、具体的な事案において「悪意」をどのように認定するかが、重要

な問題として浮かび上がってくる。
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この点に関し、「商標審理基準」の「四４」によれば、係争商標出願者の「悪意」の有無を

判定するにあたっては、次に定める各種要素を勘案することができるとされている。 

1） 係争商標出願者と先使用者との間に過去に取引又は提携関係があった。 

2） 係争商標出願者と先使用者とが同一地域にあり、又は双方の商品 /サービスに同一

の販売経路及び地域範囲がある。 

3） 係争商標出願者と先使用者との間に過去に他の争いが生じたことがあり、先使用者

の商標を知っていた。 

4） 係争商標出願者と先使用者との間に過去に内部人員の行き来があった。 

5） 係争商標出願者に、登録後に、不当利益の獲得を目的とし、先使用者の一定の影響

力を有する商標の信望及び影響力を利用して誤認を招く宣伝を行い、先使用者に自

らとの取引提携を強要し、先使用者又は他人に高額の譲渡金、ライセンス料又は権

利侵害の賠償金等を要求する行為があった。 

6） 他人の商標に比較的強い独創性がある。 

7） 悪意と認定することができるその他の事情

「悪意」は主観的要素であるため、立証が困難となることも予想される。この点については、

日本の法制度の下でも同様の問題があり得るところ、日本特許庁の商標審査基準（改訂第 8版、 

2006年 4月 1日適用）の商標法４条１項 19号に関する箇所において、①一以上の外国におい

て周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものである

こと、及び②その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有

するものであること、の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の周知

な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとされていること、また、

不正の目的の認定にあたって勘案すべき資料が例示列挙されていることが参考となろう。筆者

の経験では、中国において商標冒認出願を行う者が、①外国における真の商標保有者に対し、

多額の金銭の要求を書面で行ってくるケース、②中国の 1社又は１個人の名義で、世界中の様々

なブランド・商標の出願・登録をしているケース、③その登録している商標のデザインが外国

における真の商標保有者のブランドのものとほとんど同一であり、偶然の一致ではあり得ない

ケース等が多い。これらのケースにおいては、冒認出願の主観的悪意が認定される可能性が比

較的高いと思料される。
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「CM」商標に関する商標評審委員会裁定

ある台湾企業が「 CM」という台湾での周知登録商標を有していたが、全く無関係の中

国企業が、中国において「 CM」を商標登録した。台湾企業の有する「 CM」商標と、中国

企業が登録した「 CM」商標のデザインはそっくりであった。台湾企業は、中国商標評審委

員会に対して、旧商標法 27条 12及び旧商標法実施細則 25条 13を根拠として、中国企業

が登録した「 CM」商標の取消を求めて申立をした。具体的な申立理由は、①当該中国企業

が登録した商標の文字と図形は、当該台湾企業が数年来継続して実際に使用していた商標

であること、②当該台湾企業は、台湾において対外販売の成績が優秀であり、「CM」商標

で多くの雑誌に大量の広告を掲載し、国際的に製靴市場で信用を得ていること、③「 CM」

商標は、当該台湾企業の「 CHUAN CHI MACHINE」の略称であるのに対し、当該中国企業

は「 CM」商標と無関係であること等であった。商標評審委員会は、結論として、上記申立

を認め、中国企業が登録した「 CM」商標を取り消した。理由は、中国企業が台湾企業の周

知商標を盗用し、中国で不正に商標登録したこと等であった。また、審理の手続において、

被申立人たる中国企業が答弁書を提出しなかったため、申立人の主張が全面的に認められ

たという事情もあった 14。

「ALCAFLEX」商標に関する商標評審委員会裁定

香港の嘉富力貿易有限公司（以下「香港嘉富力」という）は、 1980年に設立されて以来、

「ALCAFLEX」及び「嘉富力」商標を使用してきている。 1982年及び 1988年に、それぞれ

香港と中国大陸で、熟膠粉商品を指定商品として、「ALCAFLEX」商標を登録した。

ところで、広東省東カン市に本拠を有する厚街遠東万能廠（以下「遠東万能廠」という）は、 

1993年及び 1996年に「 ALCAFLEX」及び「嘉富力」等の商標登録を出願し（指定商品は、

接着剤、塗料、床ワックス等）、登録が認められた。

以上の事案において、商標評審委員会は、旧商標法 27条 15及び旧商標法実施細則 25条 

16を根拠として、遠東万能廠の登録した「 ALCAFLEX」等の商標を取り消す裁定を下した。 

12.	条文は以下のとおりであった。「既に登録してある商標が、本法第 8条の規定に違反している場合、又は欺瞞的手段若し
くはその他の不正な手段により登録を取得していた場合は、商標局はその登録商標を取り消す。その他の単位又は個人は、

商標評審委員会にその登録商標の取消裁定を申し立てることができる。」 
13.	本条は、欺瞞的手段及び不正な手段として、以下の 5つの事由を規定していた。「（1）事実真相を偽り、隠蔽し、又は出
願文書及び関連文書を偽造して登録を行うこと（ 2）信義誠実の原則に違反して、複製、模倣又は翻訳等の方式により他
人の周知の商標を登録すること（ 3）授権を得ずに、代理人が自己の名義により被代理人の商標を登録すること（ 4）他
人の適法な既存の権利を侵害して登録すること（ 5）その他不正手段によって登録を取得すること」。 

14.「台湾の著名な英文字図案化商標（『ＣＭ』）を盗用した商標登録取消事件」（『中国知的財産権判例 100選』（日本国際貿
易促進協会、 1997年 10月） 317頁以下）。 

15.	条文は以下のとおりであった。「既に登録してある商標が、本法第 8条の規定に違反している場合、又は欺瞞的手段若し
くはその他の不正な手段により登録を取得していた場合は、商標局はその登録商標を取り消す。その他の単位又は個人は、

商標評審委員会にその登録商標の取消裁定を申し立てることができる。」 
16.	本条は、欺瞞的手段及び不正な手段として、以下の５つの事由を規定していた。「（1）事実真相を偽り、隠蔽し、又は出
願文書及び関連文書を偽造して登録を行うこと（ 2）信義誠実の原則に違反して、複製、模倣又は翻訳等の方式により他
人の周知の商標を登録すること（ 3）授権を得ずに、代理人が自己の名義により被代理人の商標を登録すること（ 4）他
人の適法な既存の権利を侵害して登録すること（ 5）その他不正手段によって登録を取得すること」。
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裁定の理由は、①「ALCAFLEX」及び「嘉富力」は、香港嘉富力が創作した意味を有しな

い単語であり、文字の設計から配列まで独特のものであること、香港嘉富力は「ALCAFLEX」

及び「嘉富力」商標を長期にわたって宣伝広告に使用してきており、1981年以来、ドイツ、

スウェーデン、日本、台湾等に輸出され、一部は深センを経由して輸出していた等の事実

が認められる、②遠東万能廠の登録した「ALCAFLEX」等の商標と、香港嘉富力の使用し

てきた「ALCAFLEX」及び「嘉富力」商標は、文字の配列、書体が全く同一であるばかり

か、指定商品もほぼ同一であり、これを「偶然の一致」と解釈することはできない、③遠

東万能廠は、香港嘉富力が「ALCAFLEX」及び「嘉富力」商標を長期間使用してきており、

それら商標が業界内で一定の知名度を有していることを承知していたといえる、④以上の

ことから、遠東万能廠の「ALCAFLEX」及び「嘉富力」の商標登録行為は、信義誠実の原

則に反した不正な手段に該当する、という点にある 17。

「家家」商標に関する北京市高級人民法院判決

※事案については前掲箇所参照。

「紛争商標出願日の 3か月から 4か月前に、杏花村公司及びその関連企業が、家家酒製

品の流通販売のために、外部に対し家家酒製品の包装全般のデザインを委託し、家家酒の

みに使用する容器、箱、商標ラベル、偽物防止キャップ等を 4社にそれぞれ発注したこと（注

文本数が家家酒 40万本分にもなる）、紛争商標出願日の数日前に、その生産した家家酒を

山西省衛生防疫站に提出し検査・測定を受けていることを含め、大量の準備作業を行って

いたことが十分に証明されている。…（略）…老伝統公司と杏花村公司との間には過去に

酒製品の製造について業務提携関係があり、また、両者は同じ山西省呂梁地区に所在する

酒製品製造企業であり、このような前提条件のもとで、老伝統公司が杏花村公司の使用す

る『家家』商標と文字の構成、字体が基本的に同一の紛争商標の登録を出願したその行為は、

主観的に悪意が存在すると確信するに足るものである。従って、老伝統公司が紛争商標を

登録出願した行為は信義誠実の原則に違反し、商標法 31条の規定に違反するものである。」

（4）商標法 31条違反を法的根拠として主張し得る場面

商標法 31条違反は、冒認出願商標に係る商標局への異議申立てにおいても、また、冒認出

願して登録に至った商標に係る商標評審委員会への登録商標取消裁定申立てにおいても、法的

根拠として主張できる。

商標法 31条違反を理由に登録商標の取消を申し立てるためには、商標の登録日から 5年以 

17.「盗作、複製商標の登録取消に関する商標審査委員会決定」（『中国の工業所有権侵害判例集』（日本貿易振興会、2001年 
3月））。

18 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

  

内に、商標評審委員会に申し立てなければならない（商標法 41条 2項）。しかしながら、実際

には、日本企業が有するブランド等を中国で冒認出願されるケースにおいては、当該日本企業

が冒認出願の事実に気付かずに 5年以上経過することはよくあることと思われる。

（5）商標法 31条違反の立証は困難である場合が多い

商標法 31条違反は、現行制度下で、冒認出願商標の取消を申し立てようとする者がしばし

ば主張の根拠とするアプローチだが、前述したように、「商標登録者の出願時以前において、

当該出願に係る指定商品に関して、取消審判申立人たる外国企業の中国国内における使用の事

実を証明する証拠」を提出が困難である場合が多く、立証が容易でないという問題がある。 

3　冒認出願が欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で得られたものであることを

主張して登録取消を請求するアプローチ（ 41条 1項）

「商標審理基準」の「五」に記載されているとおり、商標登録出願は、信義誠実の原則を遵

守しなければならず、虚偽を弄する手段によって商標行政主管機関をあざむいて登録を受けて

はならず、また、不正競争を行い、不当利益を得ることを目的として悪意で登録を行ってはな

らない。このような趣旨から、商標法 41条 1項は、「既に登録された商標が･･･欺瞞的な手段

又はその他の不正な手段により登録を得ていた場合は、商標局は、その登録商標を取り消す。

その他の単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消裁定を申し立てることができ

る。」と規定している。

「商標審理基準」の「五 2」によれば、本条項は、①「欺瞞的な手段」（虚偽を弄する手段に

よって商標行政主管機関をあざむいて商標登録を受ける行為）や、②「その他の不正な手段」（不

正競争を行い、不当利益を得ることを目的として悪意で登録を行う行為）により商標登録して

いた場合等に適用される。

このように、商標法 41条 1項は、その文言からして、あくまで「既に登録された商標」の

取消しを求める際の法的根拠とすることができるのみであり、未登録商標の取消しを求める際

の法的根拠とすることはできない（この点で、前述した商標法 31条とは異なる）ことに注意

されたい。

（1）「欺瞞的な手段」

まず、①「欺瞞的な手段」（虚偽を弄する手段によって商標行政主管機関をあざむいて商標

登録を受ける行為） 18については、「商標審理基準」の「五 2.1」で以下の説明がされている。 

18.	 なお、商標法 26条は「商標登録出願のために申請する事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならない」
と規定している。
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これは、係争商標登録者が商標登録を出願するときに、商標行政主管機関に対して事実

を偽り、又は真相を隠し、偽造の出願書類又はその他の証明文書を提出して商標登録を受

ける行為をいう。これには、次のものが含まれるがこれに限らない。 

1） 出願書類の署名捺印を偽造する行為 

2）出願人の主体資格証明文書を偽造、改ざんする行為。これには、虚偽の身分証、営

業許可証等の主体資格証明文書を使用し、又は身分証、営業許可証等の主体資格証

明文書上の重要な登記事項等を改ざんする行為が含まれる。 

3） その他の証明文書を偽造する行為

上記のように「欺瞞的な手段」にあたるとの主張は、日本企業の有するブランド等の冒認出

願事案の多くの場合においては、あまり役に立たないと考えられる。「欺瞞的な手段」にあた

るとの主張は、例えば冒認出願をしようとする出願人が、自己の身分証明や住所等について出

願書類に虚偽記載をした場合等であれば認められる可能性があるが、そのような事実が存在し

なければ認められない。

（2）「その他の不正な手段」

次に、②「その他の不正な手段」（不正競争を行い、不当利益を得ることを目的として悪意

で登録を行う行為）については、「商標審理基準」の「五 2.2」で以下の説明がされている。

これは、商標法第 13条、第 15条、第 31条等の条項に定める場合のほかに、係争商標

登録者が他人が先に使用している商標であることを明らかに知り、又は知り得べきであっ

たにもかかわらず、その登録を出願したことを証明する十分な証拠がある場合をいう。か

かる行為は、他人の合法的権益を侵害し、公平競争の市場秩序を損なうため、係争商標を

登録せず、又は取り消す。

当事者が遅滞なく権利を行使し、商標に関する法律関係の相対的安定性を保つため、商

標の先行使用者が係争商標の登録が本項の場合に該当するとして取消を申し立てるときは、

商標法第 41条第 2項の期間に関する規定を参照し、その商標紛争裁定申立は、係争商標登

録の日から 5年以内に商標評審委員会に申し立てなければならない。 

1） 係争商標登録者の悪意の有無を判定するにあたっては、次の要素を勘案することが

できる。

①係争商標出願者と他人との間に過去に取引又は提携関係があった。

②係争商標出願者と他人とが同一地域にあり、又は双方の商品 /サービスに同一の

販売経路及び地域範囲がある。
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③係争商標出願者と他人との間に過去に係争商標に関する他の争いが生じたことが

ある。

④係争商標出願者と他人との間に過去に内部人員の行き来があった。

⑤係争商標登録後、係争商標登録者に、不当利益の獲得を目的とし、他人に自らと

の取引提携を強要し、他人に高額の譲渡金、ライセンス料又は権利侵害の賠償金

等を要求する行為があった。

⑥他人の商標に比較的強い独創性がある。

⑦悪意と認定することができるその他の事情。 

2） 係争商標が他人が先に使用している商標であること

先に使用しているとは、係争商標登録出願日の前に、他人が既に中国で当該商標

を使用していることをいう。 

3） 保護の範囲

先に使用している商標の保護の範囲は、原則として当該商標を使用する商品 /サ

ービスと同一又は類似の商品 /サービスに限られる。

上記の「商標審理基準」の内容によれば、冒認出願行為が、「不正競争を行い、不当利益を

得ることを目的として悪意で登録を行う行為」に該当するものと主張する場合、「係争商標登

録出願日の前に、他人が既に中国で当該商標を使用していたこと」を立証しなければならない

ことになる。また、商標法 41条 1項には主張の期間制限は無いにもかかわらず、上記の「商

標審理基準」は、係争商標の登録日から 5年以内に申し立てなければならないと規定している。

（3）商標法 41条 1項違反の立証も困難である場合が多い

商標法 41条 1項の解釈に関して一般的な説明をする文献は少なくないが、外国有名商標の

冒認出願の事案に 41条 1項を適用して当該登録商標を取り消すことができるのかという点に

ついて明確に論じた文献はなかなか見当たらないところ、上述した「商標審理基準」は、はっ

きりと、「係争商標登録出願日の前に、他人が既に中国で当該商標を使用していたこと」とい

う要件を要求している。もちろん、「商標審理基準」はあくまで商標評審委員会が商標紛争を

審理するときに用いられるものであり、人民法院がこれと同様の判断を示すとは限らない。し

かし、「商標審理基準」が商標実務に与える影響は非常に大きく、人民法院に対する影響も小

さくはなく、今後、日本企業のブランド等が中国で冒認出願された事案において、「係争商標

登録出願日の前に、他人が既に中国で当該商標を使用していたこと」という極めて難しい立証

を求められ、その立証ができないために多くの日本企業が標章を中国で第三者に奪われてしま

うことが懸念される。

また、「商標審理基準」が、商標法上には規定されていない期間制限、すなわち、「係争商標
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の登録日から 5年以内に申し立てなければならないという制限を規定している点については、

十分留意する必要がある。

このように、商標法 41条 1項は、商標法 31条と並んで、冒認出願商標の取消しを求めよう

とする者がしばしば主張の根拠とするアプローチだが、「係争商標登録出願日の前に、他人が

既に中国で当該商標を使用していたこと」の立証がネックとなる場合が多い。 

4　冒認出願が公序良俗違反であることを主張して登録取消を請求するアプローチ

（10条 1項 8号）

（1）商標法 10条 1項 8号の概要 

10条 1項は、「次に掲げる標章は、商標として使用してはならない」として、 8つの類型を

規定している。そのうち、 8号の「社会主義道徳、風習に害となり又はその他の悪影響を及ぼ

すもの」 19に該当するとして、冒認出願の取消請求をなしうるのではないかとも考えられる。

仮にこのアプローチが成立するのであれば、 41条 1項に基づいて取消請求ができることになる。

（2）冒認出願商標が他の企業名により構成されている場合等を除き、冒認出願の事案には

商標法 10条 1項 8号の適用は困難である場合が多い

結論としては、公序良俗違反を主張するアプローチは、冒認出願のほとんどの場合において

適用は困難と考えられる。すなわち、「商標審査基準」（前述した「商標審理基準」とは異なる

ので、留意されたい）の該当箇所には、「本条における社会主義の道徳、風習とは、わが国の人々

の共通の生活及びその行為の準則、規範並びに一定期間において社会一般に認められる良好な

風習、習慣をいう。その他好ましくない影響とは、商標の文字、図形、又はその他の構成要素

がわが国の政治、経済、文化、宗教、民族等の社会公共の利益及び公共の秩序に対し、消極的

かつマイナスの影響をもたらすものをいう。社会主義の道徳、風習を害するもの、又はその他

好ましくない影響をもたらすものの判定は、社会的背景、政治的背景、歴史的背景、文化伝統、

民族の風俗、宗教政策等の要素を考慮しなければならず、かつ商標の構成及びその商標を指定

して使用する商品及びサービスを考慮しなければならない。」と記載されており、商標の文字・

図形等が客観的に見て公序良俗に反するようなメッセージを発するものであるかが基準となっ

ているので、「冒認」であるかどうかという点とは全く関係のない観点から判断されるからで

ある。日本企業の有するブランド等が冒認出願された場合に、この 8号違反となる可能性は低

いと思われる。 

19.	 なお、日本の商標法では、 4条 1項 7号が、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録できない旨
を規定している。
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ただし、上記「商標審査基準」は、公序良俗違反となる場合の 1類型として、「商標が企業

名により構成され、又は企業名を含むものであって、その名称には出願人の名義とは実質的な

差異があり、公衆に商品又は役務の出所への誤認を生じさせやすいもの」を挙げており、これ

に関して、「①本条にいう企業名は全称、略称、中国語名称、英語名称及び名称の中国語表音

等を含む。②商標に含まれる企業名称の行政区画又は地域名称、屋号、業界又は経営の特徴、

組織状態が出願人の名義と一致しないものは、出願人の名義と実質的な差異があるものと判定

される。」と記載している 20。従って、登録商標が他の企業名により構成されている場合、あ

るいは他の企業名を含む場合に、公序良俗違反を主張できる可能性はあると考えられる。 

5　粗製濫造・品質詐欺・消費者欺罔等を主張して、冒認出願の取消を請求するア

プローチ（ 45条）

（1）商標法 45条の概要

登録商標を利用して、その商品を粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺瞞した場合は、各級

の工商行政管理部門がそれぞれの状況に応じて、期限を定めて是正を命じ、かつ公表（中国語

では「通報」）を行い、もしくは過料に処し、又は商標局がその登録商標を取り消す（商標法 

45条）。上記に従って過料を課する場合の金額は、不法経営額の 20％以下又は不法所得利益の 

2倍以下とされている（商標法実施条例 42条 1項）。

（2）商標法 45条は、粗悪品等の限られた場合に適用可能性があるのみ 

45条は、消費者法的観点から規定されている条文であるため、当該商標が付された商品が

粗悪品である等の限られた場合に適用可能性があるのみである。よって、そのような場合でなけ

れば、日本企業の有するブランド等の冒認出願事案では、実際上は役に立たないと考えられる。 

6　「3年間不使用」を主張して、冒認出願の取消を請求するアプローチ（ 44条 4号）

（1）商標法 44条 4号の概要

商標法 44条 4号は、登録商標の使用に際し、継続して 3年間使用 21を停止した場合は、商

標局は、期限を定めて是正を命じ、又はその登録商標を取り消す旨を規定している。従って、

商標法 44条 4号は、登録商標の取消を求める場合にのみ法的根拠とすることができ、未登録

商標の取消を求める場合の法的根拠とすることはできない。 

20.	 JETRO北京センターの和訳を参照。 http://www.jetro-pkip.org/falv.htm 
21.	 商標法及び商標法実施条例における商標の使用とは、商標を商品、商品包装又は容器及び商品取引文書上に用い、又は

商標を広告宣伝、展覧並びにその他の商業活動において用いることを含む（商標法実施条例 3条）。
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商標法 44条 4号による場合、いかなる者も、商標局に当該登録商標の取消を請求でき、か

つ関係状況を説明することができる。商標局は、商標登録者に通知しなければならず、その通

知を受け取った日から 2ヵ月以内に当該商標の取消請求の提出前に使用したことの証拠資料を

提供させるか、又は使用しなかった正当な理由を説明させる。期間が満了しても使用した証拠

資料を提出できず、又は証拠資料が無効であり、かつ正当な理由がないときは、商標局はその

登録商標を取り消すことになる（商標法実施条例 39条 2項）。上記の「使用したことの証拠資

料」は、商標登録者が登録商標を使用したことの証拠資料及び商標登録者が他人に登録商標の

使用を許諾したことの証拠資料を含む（商標法実施条例 39条 3項）。

（2）主張されるケースは多いが、相手方から「使用」の証拠が提出され、結果的に認めら

れないことがほとんど

実務上、冒認出願の事案において上記主張が提出されることが多くあるが、商標登録者から、

当該商標を「使用」したことの何らかの証拠が提出され、結局、上記主張は認められないこと

がほとんどである。 

7　不正競争防止法に基づいて、冒認出願を攻撃するアプローチ

その他、不正競争防止法に基づいて、冒認出願を攻撃するアプローチも想定される。

しかしながら、不正競争防止法 5条以下の個別規定に明らかに該当する場合は別だが、 2条 

2項の一般条項に該当するというだけでは、根拠が弱すぎ、冒認出願の多くの事案においては

あまり実効性がない主張であると思われる。
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第３節　登録商標取消裁定の手続と効果 

1　裁定の申立事由

登録商標取消（中国語では「撤銷」）裁定の申立て事由は、下表のとおりである。

登録商標取消裁定の申立て事由

申立て事由

既に登録された商標が商標法 10条

（商標使用が禁止される標章）、11

条（商標登録が禁止される商標）、 

12条（立体的形状としての登録が

禁止される場合）の規定に違反し

ている場合

欺瞞的な手段又はその他の不正な

手段により登録を得ていた場合

既に登録された商標が商標法 13条

（著名商標）、15条（無権代理人等

による冒認出願）、16条（地理的表

示）、31条（不正手段による冒認出

願の禁止）の規定に違反している

場合

上記の状況以外に、既に登録され

た商標に関し紛争が生じた場合（す

なわち、先に登録を出願した商標

登録者が、他人が後から登録を出

願した商標が同一商品又は類似商

品の登録商標と同一又は類似する

と認識した場合（商標法実施条例 

29条））

効　　果

商標局は、その登録商標を取り

消す。その他の単位又は個人は、

商標評審委員会にその登録商標

の取消裁定を申し立てることが

できる。

商標の登録日から 5年以内に、

商標所有者又は利害関係人は、

商標評審委員会にその登録商標

の取消裁定を申し立てることが

できる。著名商標の所有者は、

悪意による登録をした者に対し

て、5年の期間の制限を受けな

い。

当該商標の審査確認の上で登録

された日から 5年以内に、商標

評審委員会に裁定を申し立てる

ことができる。

条　文

商標法 41条 1項

商標法 41条 2項

商標法 41条 3項
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審査確認の上で登録される前に異議の申立てがあり、かつ裁定を経た商標については、再度

同一の事実及び理由で裁定を申し立てることはできない（商標法 42条）。 

2　裁定の手続

商標評審委員会は、裁定申立てを受領した後、関係当事者に通知し、かつ期間を定めて当事

者に答弁書を提出させなければならない（商標法 41条 4項）。

商標評審委員会の職員が、①当事者であるとき、又は当事者もしくは代理人の近親者である

とき、②当事者又は代理人とその他の関係があり、公正さに影響するおそれがあるとき、又は

③商標登録の出願又はその他商標に関する事項と利害関係を有するときのいずれかに該当する

場合、回避しなければならず、当事者又は利害関係人は、その忌避を申し立てることができる

（商標法実施条例 9条）。

商標評審委員会は、申立書を受領した後、審査を経て、受理条件に合致する場合はこれを受

理する。受理条件に合致しない場合はこれを受理せず、書面により申立人に通知し、理由を説

明する。補正を必要とする場合は、申立人に通知し、通知を受領した日から 30日以内に補正

させる。補正しても規定に合致しない場合は、商標評審委員会はこれを受理せず、書面により

申立人に通知し、かつ理由を説明する。期間が満了しても補正していない場合は、申立てを取

り下げたものとみなし、商標評審委員会は書面により申立人に通知しなければならない（商標

法実施条例 30条 2項）。

商標評審委員会は、商標審査の申立てを受理した後、受理条件に合致しないことを発見し

た場合は、これを却下し、書面により申立人に通知し、かつ理由を説明する（商標法実施条例 

30条 3項）。

商標評審委員会は、商標審査申立てを受理した後、速やかに申立書の副本を相手側当事者に

送付し、申立書の副本を受領した日から 30日以内に答弁させなければならない。期間が満了

しても答弁しない場合でも、商標評審委員会の審査には影響しない（商標法実施条例 31条）。

当事者は、審査申立てを提出し、又は答弁した後に関連証拠資料を補充する必要がある場合、

申立書又は答弁書において表明し、かつ申立書又は答弁書を提出した日から 3ヵ月以内に提出

しなければならない。期間が満了しても提出しない場合は、関連証拠資料の補充を放棄したも

のとみなされる（商標法実施条例 32条）。

商標評審委員会は、当事者の請求又は実際の必要性に基づき、審査申立てについて公開審

査を行うことを決定することができる（商標法実施条例 33条 1項）。商標評審委員会は、審査

申立てについて公開審査を行うことを決定した場合、公開審査の 15日前までに書面により当

事者に通知し、公開審査の期日、場所及び審査員を告知しなければならない。当事者は、通知

書において指定されている期間内に回答しなければならない（商標法実施条例 33条 2項）。申

26 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

立人が回答せず、公開審査にも参加しない場合、その審査申立ては取り下げられたものとみな

し、商標評審委員会は書面により申立人に通知しなければならない。被申立人が回答せず、公

開審査にも参加しない場合、商標評審委員会は欠席審査を行うことができる（商標法実施条例 

33条 3項）。

申立人は、商標評審委員会が決定又は裁定を出す前に申立ての取り下げを要求する場合、書

面により商標評審委員会に対して理由を説明することにより、取り下げることができる。申立

てを取り下げた場合、審査手続は終了する（商標法実施条例 34条）。

申立人は、商標審査申立てを取り下げた場合、同一の事実又は理由により審査申立てを再度

提出してはならない。商標評審委員会が商標審査申立てに対して既に裁定又は決定を出した場

合は、いかなる者も同一の事実又は理由により審査申立てを再度提出してはならない（商標法

実施条例 35条）。

商標評審委員会は、登録商標の維持又は取消の裁定をした後、関係当事者に書面で通知しな

ければならない（商標法 43条 1項）。

当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合は、通知を受領した日から 30日以内に、

人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定手続きの相手方当事者に第三者とし

て訴訟に参加する旨を通知しなければならない（商標法 43条 2項）。 

3　登録商標取消裁定の効果

取り消された登録商標の商標専用権は、始めから存在しなかったものとみなされる。登録商

標の取消に関する決定又は裁定は、取消前において人民法院が出し、かつ既に執行していた商

標権利侵害案件の判決又は裁定、工商行政管理局が出し、かつ既に執行していた商標権利侵害

案件の処理決定、及び既に履行された商標の譲渡又は使用許諾契約に対して、遡及力を有しな

い。ただし、商標登録者の悪意により他人に損失をもたらした場合は、賠償しなければならな

い（商標法実施条例 36条）。
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第 4節　実務上の留意点 

1　代理人の選任

中国では、①商標出願を主な業務とする商標代理人と、②訴訟業務を主な業務とする弁護士

（中国語では「律師」）とは、得意分野が異なることから、うまく使い分ける（あるいは、協働

させる）必要がある。商標局や商標評審委員会での審理の段階だけであれば、商標代理人のみ

に依頼しておけばよく、律師を選任する必要はないが、その後の訴訟の段階では、訴訟手続の

専門家である律師に依頼する必要性が高い。将来の訴訟のことを考えると、商標局や商標評審

委員会での審理の段階から、律師にも参加してもらうことも検討に値する。中国の商標代理人

や律師を選定する際には、日本（外国）企業のクライアントを多く持つ者に依頼することが、

日本（外国）企業にとって役立つノウハウ・情報の集積を利用できるという点（例えば、関連

法令の和訳が既に用意されていれば、非常に効率的である）からして、合理的である。

また、中国現地の代理人だけに任せていては、日本語でのコミュニケーションに難点がある

こと、日本企業の仕事の進め方に慣れていないこと、日本法と中国法との違いを把握できてい

ないために日本企業のニーズや要求を的確に把握することが難しいこと、法務サービスの水準

が低い場合があること等から、日本の弁護士・法律事務所により案件全体をコントロールする

ことが肝要である。なぜなら、中国の商標代理人や律師はレベルの差が大きく、これらの者を

選任する場合にも日本の専門家の関与が必要であり、選任後も継続してこれらの者を適切にコ

ントロールする必要があるからである。また、外国企業からの依頼をあまり扱っていない中国

の代理人の中には、日本企業のニーズの把握や日本企業との円滑なコミュニケーションに難が

ある者が多いのに対し、日本の弁護士・法律事務所であればそれらの点につき問題はないばか

りか、日本の弁護士・法律事務所は多くの日本企業の依頼を受けているため、そのニーズや問

題意識を把握しており、しかも中国の様々な情報を日本語で分かりやすく提供できるというメ

リットもある（例えば、中国法と日本法の違いを日本企業の担当者に分かりやすく説明できる

というメリットがある）。

日本企業と商標代理人や律師との間で、どの言語でコミュニケーションをとるかの問題は極

めて重要である。中国人の中でも、日本語能力にはかなり個人差がある。日本語により口頭で

話すだけでなく、日本語の文章を書かせてみて、日本語の論理的な文章を書く能力があるか否

かを確かめておく等の方策が考えられる。英語でコミュニケーションをとれば足りるとの意見

もあろうが、やはり日本語でコミュニケーションをとる場合に比べると、やり取りされる情報

の質・量の差は歴然としているというのが、実務をこなしてきた筆者の実感である（英語は、

日本人にとっても中国人にとっても母語ではないため、英語でのコミュニケーションの困難さ

はやむを得ないことであろう）。
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中国の商標代理人や律師は、転職・独立が多い。実際の仕事は商標代理人や律師が 1人で行

っているのではなく、その下で働いているスタッフが行っていることも多いので、その事務所

の執務体制の実態や仕事の進め方・細かさをよく見極める必要がある。 

2　費用

商標代理人や律師の代理費用については、個々の商標代理人・律師や事務所により異なる。

商標代理人の費用は、一般に、出願の場合と同様、「何をするか」という仕事の内容により

定型的に費用が決まっていることがほとんどである（日本の弁理士の場合も、同様である）。

仕事の内容が比較的に定型的であるため、費用はそれほど高くならないのが普通である（但し、

翻訳等の実費は別であるため、大量の文書の翻訳も依頼した場合には、予想外に実費が高くな

ることもある）が、仕事の進め方もルーティン・ワーク的であるため、短期間で大きなエネル

ギーをかける必要のある紛争事件のプロジェクト管理には向いていない傾向があるように思わ

れる。

他方、律師の場合、主に中国国内の案件のみを扱う律師が訴訟等の紛争事件の依頼を引き受

ける場合は、係争目的物の価額に応じて代理費用を受け取る方式をとることが多いが、当該価

額を算定することが困難な案件（商標の冒認出願の案件もここに含まれる場合が多いと思われ

る）の場合は、依頼者との協議により費用の算定方式を定めることになる。また、国際的な案

件や外国企業からの依頼を受任することが多い渉外律師（国際弁護士）の場合は、通常、案件

内容にかかわりなく、タイムチャージ方式（ 1時間当たりの額に、案件処理に実際に要した時

間を掛けて算出した額を請求する方式）で費用を算定することが多い。

商標の冒認出願の案件における商標代理人や律師の代理費用としていくらが適切かは、事案

の複雑性、被告の数、被告の対応如何等により様々であり一概に論じることはできない。 

3　事実関係の調査

商標の冒認出願の案件においては、例えば、 3年間不使用による登録商標取消を主張する前

提として登録商標権者の実際の使用状況を調査したり、外国企業のブランド等を大量に冒認出

願しているか否かを調査したりすることが多い。

簡単な調査であれば、自社従業員による調査（例えば、卸売り・小売店への訪問、登録商標

権者の商品のカタログ・サンプルの入手等）が可能であるが、登録商標権者に連絡をとって面

会等する場合には、むしろ、調査会社に依頼することが多い。

調査会社による調査は、通常、いくつかの段階（例えば、①登録商標権者の工商登記資料の

入手、②登録商標権者の実際の製造・販売場所への訪問調査、③登録商標権者及び関係者への
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電話聞き取り調査、④登録商標権者及び関係者との面会・インタビュー調査等）に分けて行わ

れる。調査会社による調査は、何をどこまで依頼するかにより費用は異なるが、一般的には、

数十万円程度であることが多い。調査対象や調査項目が多い場合や、手間隙がかかる調査の場

合、かなり多額の費用がかかることもあるので、調査の目的を明確にし、調査事項・調査対象

を絞ることが肝要である。

調査会社は、ダミー会社の名刺を使った買付け等の手段により、情報収集を行うこともある

ようである。しかし、登録商標権者側の警戒感が強く、証拠がほとんど入手できない場合もある。

また、中国では、必ずしも信頼のおける調査会社ばかりではないことにも留意すべきである。 

4　証拠収集

証拠の証明力を高めるため、公証人を通じて証拠を収集・保全することは、１つの有力な方

法である。

民事訴訟法 67条は、「法定手続を経て公証証明された法律行為、法律事実及び文書について

は、人民法院は事実認定の根拠とする。但し、公証証明を覆すに足る反証のある場合について

はこの限りではない。」と規定している。すなわち、公証を経た法律行為、法律事実及び文書

は、訴訟の際に比較的強い証拠能力を有する。従って、証拠を収集する際には、公証手続を行

い、証拠を固定すべきである。これから証拠を作成しようとする場合（例えば、これから物品

を購入するとき）には、（中国国内・国外を問わず）公証を行うことが強く望まれる。しかし、

中国国内で過去に作成された資料（例えば、数年前に締結された契約書等）を証拠として訴訟

に提出する場合は、必ずしも公証を経る必要はなく、写しを人民法院に提出するだけでよい（口

頭審理の際、原本と写しの同一性を裁判官が確認することになる）。

外国（香港・マカオ・台湾を含む）で作成された証拠は、その国又は地域で公証を行い、かつ

中国大使館領事部で認証を行わなければならないとされている（「民事訴訟証拠に関する若干規

定」 22 11条）。但し、外国で発行された雑誌等が中国の図書館に所蔵されている場合は、当該図

書館でとったコピーに図書館の印章を押印してもらえば足りる。日本で過去に作成された資料（例

えば、数年前に日本企業の間で締結された契約書等）であれば、宣誓認証の方法により公証人の

公証を受け、中国領事の認証を受けることが望まれる。 

5　中国のマスコミへの対策

日本企業が中国企業に対し、提訴等をする場合、中国企業及び中国の消費者から反発・批判

を受けることがある。 

22. 最高人民法院制定、 2001年 12月 21日公布、 2002年 4月 1日施行。
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マスコミに不公正な報道をされないための手段・方法として、以下のものが挙げられる。第 

1は、マスコミに事実を説明し、理解を得る方法である。多くの場合、真相がわかれば客観的

かつ公正な報道がなされ、関連報道も次第に少なくなる。第 2は、 PR会社を活用する方法である。

日系あるいは欧米系の PR会社は、マスコミ対応の能力や経験が豊富であると同時に、中国の

マスコミと独自のネットワークも持っているので、その活用も重要な手段である。第 3は、中

国の上層機関のマスコミへの指導、監督を利用する方法である。一般的なやり方としては、日

中友好団体や経済団体又は中国の業者団体を通じて外商投資企業の主管機関の理解と協力を得

ておき、その主管機関からマスコミの主管機関へ報告し、主管機関にマスコミに対する指導、

監督を行わせるという形になる。第 4は、消費者協会の理解と協力を得て、マスコミに公正な

報道を行わせる方法である。一般的に、消費者協会は既に発生した消費者問題に注目している

が、マスコミは報道する前に消費者協会の意見を求めることも多いため、消費者協会の見解が

マスコミに対して重要な影響を持つ。従って、例えば、冒認出願により消費者に誤認・混同を

生じ消費者問題に繋がる可能性があるような場合には、できるだけ早く消費者協会に報告し、

理解と協力を得ておくことが必要である。 

6　登録商標の買取要求への対応方法

冒認出願を行った者から、例えば、「1億円払えば、当該登録商標を貴社に売ってやっても

よい。」との文書が送付されてくることがある。

そのような買取要求への対応方法としては、①返信しない、②「現時点で和解の話をするつ

もりはない」旨の返信をする、③「支払要求には、一切、応じるつもりはない」旨の返信をす

る、④「○○万円なら和解に応じてもよい」旨の返信をする、⑤具体的な金額を明示せず、「和

解の交渉に応じる用意がある」旨の返信をする等が考えられる。

もちろん、個別具体的状況に応じて対応方法を検討する必要があるが、一般論として述べる

と、以下のことがいえる。

まず、上記④及び⑤の方法であるが、日本企業が商標登録者に対し、和解交渉の姿勢を示し

たからといって、本当に商標登録者が真摯に和解交渉に応じるかは疑問である。つまり、この

ようなケースにおける商標登録者の多くは、いわば「知財ゴロ」であり、まともなビジネス相

手ではない。このようなケースにおける商標登録者の目的は、「少しでも多くのカネを外国企

業からむしり取ること」にあり、仮に和解交渉をするとしても、スムーズにいくかは疑問であ

る。日本企業がどのような態度をとるにせよ、商標登録者が新たな攻撃（例えば、侵害訴訟提

起、税関における輸出差止め等）を仕掛けてくる可能性は否定できない。また、日本企業から

商標登録者に対し、和解の余地がある旨の書簡を送ると、商標登録者から新たな書簡が来るこ

とになると予想されるが、その場合、第三者（とくに裁判官）の目には、当事者同士がお互い
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に和解交渉中であるかのように見え、将来の訴訟において日本企業の不利に作用する可能性が

ある。この意味で、④及び⑤の方法を採用することは、日本企業に有利にならないだけでなく、

不利になるおそれが懸念される。

そこで、①乃至③の方法をとることが日本企業にとって得策であると考えられる。ただ、②

や③の方法のように、日本企業が商標登録者に対し返信の書簡を送付すると、今後も商標登録

者から新たな書簡が来ることが予想されるが、これは前述と同様、日本企業にとって不利とな

る可能性を完全には否定できない。

従って、結論としては、①の方法をとることが日本企業にとって最も望ましいと考えられる。

なお、商標登録者からの買取請求を記載した文書は、将来の審理・訴訟手続において、悪意

性の立証に用いることができ、日本企業にとってかえって好都合といえる。

但し、実務上、場合によっては、当該登録商標を買い取るという選択肢があり得ることも、

完全には否定できない。
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第五章　最近の日本企業の冒認出願紛争事例


第１節　「NIfCO」「TIfCO」の事例

第一審：北京市第一中級人民法院（ 2006）一中行初字第 651号

原告：深圳市旺利泰実業有限公司（以下「旺利泰公司」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：株式会社ニフコ

判決日： 2006年 9月 20日

第二審：北京市高級人民法院（ 2006）高行終字第 551号

上訴人：旺利泰公司

被上訴人：商標評審委員会

第三者：株式会社ニフコ

判決日： 2007年 3月 6日

出典：北京法院網 

1　事件の概要

（1）事実関係

株式会社ニフコは 1987年 1月 20日、工業用バックル製品に用いる第 20類において「 NIfCO」

商標を登録し、 1996年より、同社が香港において設立した NIFCO (HK) LTD.を通じて、北京、

上海、浙江、深圳、南京等の顧客に対し「 NIfCO」商標を付したプラスチック製バックル等の

販売を開始した。 2003年 8月 28日現在において、株式会社ニフコが中国大陸において有する

顧客は 90社に達し、行政区画は、北京、上海、江蘇、浙江、広東、福建、遼寧等の省・市及

び深圳、珠海経済特区にまで及んだ。

ところで、旺利泰公司は 1998年 9月 7日、鞄用バックル等に用いる第 26類において「 NIfCO」

商標の登録を取得した。旺利泰公司の当該係争登録商標と株式会社ニフコの商標は、下表のと

おり、字体、形態及び構造が同一であった。

株式会社ニフコの商標 旺利泰公司の係争登録商標
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2003年 9月 5日、株式会社ニフコは、商標評審委員会に対し、上記係争登録商標の取消裁

定を申し立てた。

その後、 2004年 12月には、旺利泰公司が株式会社ニフコの顧客に対し警告文を発し、また、 

2005年 8月には、旺利泰公司が株式会社ニフコに対して最後通牒を発したりした。 

2006年 3月 8日、商標評審委員会は、「商標法」第 31条を根拠に、旺利泰公司の「 NIfCO」

商標を取り消す旨の第 0528号紛争裁定書を下した。

旺利泰公司は当該裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に対し、裁定取消訴訟を提起し

た。

（2）第一審判決

第一審人民法院は、次のとおり判示した。

係争商標は株式会社ニフコが先に登録の審査確認を受けていた「 NIfCO」商標と字体、形態

及び構造上完全に同一であり、関連の公衆は両者の違いを区別できず、かつ係争商標が使用を

指定しているバックル、鞄用バックル等の商品と株式会社ニフコが「 NIfCO」商標を使用して

いるプラスチック製バックル等の商品との間には一定の関係があるため、容易に混同、誤認が

生じてしまう。

旺利泰公司の係争商標の登録出願以前に、株式会社ニフコの「 NIfCO」商標製品は既に中国

大陸で販売、使用されており、その販売量及びその販売範囲から、株式会社ニフコの「 NIfCO」

商標が関連の公衆の間で既に一定の影響をもっていたと認定でき、また、販売範囲には係争商

標権利者の所在地（深圳）も含まれている。「係争商標と株式会社ニフコの「 NIfCO」商標と

が字体、形態及び構造上いささかの区別もないのは偶然の一致にすぎない」という旺利泰公司

の主張には何ら根拠がなく、旺利泰公司は株式会社ニフコの「 NIfCO」商標を付した商品が中

国大陸の市場に入った後にその商標形態をもって係争商標の標識として登録出願したものと認

定でき、その行為は不正な手段によって他人が既に使用しかつ一定の影響力を有する商標を剽

窃、複製して抜け駆け登録する行為に該当する。

このほか、旺利泰公司は、係争商標の登録後、株式会社ニフコの「 NIfCO」製品の顧客に警

告文を送付し、権利侵害訴訟を提起し、また株式会社ニフコに高額な譲渡料及び賠償金を請求

する等していることからも、旺利泰公司の係争商標登録における主観的悪意を証明できる。

よって、以下のとおり判決する。

旺利泰公司の「 NIfCO」商標を取り消す旨の商標評審委員会第 0528号裁定を維持する。

（3）第二審判決

第二審人民法院は、第一審人民法院の判決を維持し、次のとおり判示した。

旺利泰公司は、株式会社ニフコの「 NIfCO」商標を付した商品が中国大陸市場に入った後、
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株式会社ニフコの「 NIfCO」商標の形態をもって係争商標の標識として登録出願したのであり、

かかる行為は不正な手段により他者が既に使用しなおかつ一定の影響力を有する商標を抜け駆

け的に登録した行為に該当し、信義誠実の原則に反し、公平な競争という市場秩序を損ない、

「商標法」第 31条にいう「他人が既に使用しており一定の影響力を有する商標を不正な手段に

より抜け駆け登録する行為」に該当するものである。

「立法法」第 84条に定める「法律不遡及」の精神に照らすと、「最高人民法院による商標事

件審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 6条は改正前の「商標法」第 

27条第 2項に定める状況に適用され、「商標法」第 27条第 1項に定める「商標法第 8条の規

定に違反した場合、又は詐欺もしくはその他不正な手段をもって登録を得た場合」には適用さ

れない。「詐欺もしくはその他不正な手段をもって登録を得た場合」については、改正前の「商

標法実施細則」第 25条に規定があり、当該規定は、信義誠実の原則に違反し、複製、模倣、

翻訳等の方式によって既に公衆に熟知されている他人の商標を登録する場合をも含むものであ

る。本件において、旺利泰公司が不正な手段をもって株式会社ニフコが既に使用しかつ一定の

影響力を有する商標を抜け駆け登録した行為は、改正前商標法第 27条第 1項に規定する状況

に該当し、「最高人民法院による商標事件審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する

解釈」第 6条に規定する状況には該当せず、 1年間の期限の制限を受けないため、商標評審委

員会が当該取消申立を受理したこと及び第一審人民法院が審理を行ったことはいずれも法律の

規定に違反するものではない。

従って、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。 

2　解説

上記のとおり、「NIfCO」商標の事案においては、「商標法」第 31条を根拠に、係争登録商

標の取消が認められた。

本判決においては、「商標法」第 31条の「既に使用しており一定の影響力を有する」といえ

るためには、商標局及び商標評審委員会の制定した『商標審理基準』や従来の裁定例の多くと

同様、中国大陸（香港・マカオ・台湾を除く）において、係争登録商標の出願日以前において、

同様の指定商品で、取消裁定申立人（ライセンス先等でもよい）により、既に使用されかつ一

定の影響力を有することを指すという考え方に従い、裁定及び判決が下された。実際の審理に

おいても、上記の要件を満たすための主張立証が行われた。その意味で、本事案における裁定

及び判決はオーソドックスな内容のものであるといえる。

ところで、登録商標「 TIfCO」についても「 NIfCO」と同様の紛争が生じたが、「TIfCO」商

標の事案においては、商標評審委員会は（「商標法」第 31条ではなく、）「商標法」第 41条第
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1項により係争登録商標を取り消す裁定を下した。そして、当該裁定は、北京市第一中級人民

法院及び北京市高級人民法院によって維持された。

何故、ほぼ同じ内容の事案であるにもかかわらず、異なる規定が適用されたのであろうか。

それは、「TIfCO」商標の事案においては、「NIfCO」商標の事案に比べて、先使用の証拠がは

るかに少なかったからである。そのため、商標評審委員会や人民法院は、「商標法」第 31条を

適用することに躊躇し、旺利泰公司の主観的悪意性を強調して「商標法」第 41条第 1項を適

用したものと思われる。「商標法」第 41条第 1項においても、『商標審理基準』によると、先

使用の証拠が必要であるが、「商標法」第 31条ほど厳格ではないようである。

このように、「NIfCO」商標の事案でも「 TIfCO」商標の事案でも、商標局及び商標評審委員

会の制定した『商標審理基準』や従来の裁定例に基づくオーソドックスな考え方が根底にあっ

たといえよう。 

3　企業へのメッセージ

上記のとおり、「NIfCO」商標の事案では、「商標法」第 31条の「既に使用しており一定の

影響力を有する」といえるためには、中国大陸（香港・マカオ・台湾を除く）において、係争

登録商標の出願日以前において、同様の指定商品で、取消裁定申立人（ライセンス先等でもよ

い）により、既に使用されかつ一定の影響力を有することを指すという考え方が前提とされた。

筆者の経験に照らせば、実際の事案において、上記要件の立証を行うことには極めて困難を伴

うのが通常である。なぜなら、そもそもそのような先使用の事実が無い（あるいは極めて少な

い）のが普通であり、あるいは、先使用の事実があっても証拠を残していないからである。

その意味で、「TIfCO」商標の事案のように先使用の証拠が乏しい場合には、「商標法」第 41

条第 1項を主張することが考えられる。

なお、係争登録商標の出願日以前において、中国大陸で著名商標（中国語では「馳名商標」）

といえるほどに有名なブランドであれば、商標法第 13条を根拠に、係争登録商標の取消を求

めることができる。
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第 2節　「無印良品」「MUJI」の事例

第一審：北京市第一中級人民法院（ 2006）一中行初字第 191号

原告：盛能投資有限公司（以下「盛能公司」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：株式会社良品計画

判決日： 2006年 8月 31日

第二審：北京市高級人民法院（ 2007）高行終字第 16号

上訴人：盛能公司

被上訴人：商標評審委員会

第三者：株式会社良品計画

判決日： 2007年 10月 19日

出典：北京法院網 

1　事件の概要

（1）事実関係

株式会社良品計画は、 1984年及び 1995年に日本において、衣服等を指定商品として、「無

印良品」、「無印良品 MUJI」の商標登録を出願した。また、 1991年には香港において、衣服等

を指定商品として、「無印良品 MUJI」及び「 MUJI」の商標登録を出願し、 1995年 6月 30日

に登録されたほか、他のいくつかの国でも同様に商標登録を受けている。

株式会社良品計画は、 1991年 11月、香港において香港永安百貨と合弁で「無印良品 MUJI」

商品の専売店を開設した。

ところで、 1994年 2月 8日、盛能公司は、中国商標局に「無印良品」商標の登録を、第 25

類の被服、履物、帽子を指定商品として出願し、 1995年 11月 28日、商標局の審査確認を経

て登録が認められた。

株式会社良品計画は、商標評審委員会に対し、上記の盛能公司の「無印良品」商標の登録の

取消裁定を出すよう申し立てた。 

2005年 11月 30日、商標評審委員会は、現行の「商標法」第 41条第 1項、第 2項及び第 43

条の規定に基づき、盛能公司が第 25類の被服等の商品において登録した第 795636号「無印良

品」商標を取り消すとの裁定を下した。その理由は次のとおりである。「商標法」第 31条の「既

に使用しており一定の影響力を有する」という文言は、中国大陸地区における先使用と一般的
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に理解されているため、株式会社良品計画の証明したその商標の香港地区における先使用及び

その影響は「商標法」第 31条の事由に該当しない。株式会社良品計画は、同社が先に使用し、

かつ世界各地において「無印良品 MUJI」商標を広範囲にわたり登録していたことを既に証明

しており、香港における登録時期についても盛能公司が中国において登録した時期より 2年も

早い。盛能公司は、株式会社良品計画と非常に類似した方式で商標を使用し、かつ自ら「日本

のブランドだ」と宣伝していた。

盛能公司は、その登録商標の取消裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に提訴した。

（2）第一審判決

第一審人民法院は、次のとおり判示した。

盛能公司が係争商標を中国において出願し、審査確認を受けた時期は、株式会社良品計画が

香港において当該係争商標を出願し、審査確認を受けた時期よりも遅い。盛能公司が当該係争

商標を使用した時期は、株式会社良品計画が香港において当該係争商標を使用した時期よりも

遅い。盛能公司は香港の会社であり、株式会社良品計画と同一地区、同一業種に属し、係争商

標が登録した商品区分についても株式会社良品計画と同一であり、同一市場における競争関係

が存在する。以上のことから、商標評審委員会が、盛能公司が係争商標を登録した主観的悪意

は明らかであり、係争商標を先行して出願登録した行為は「商標法」第 41条第 1項に定める「そ

の他の不正な手段により登録を得ていた」行為を構成すると認定したことは、事実認定及び法

律適用及び手続のいずれにおいても正確である。

よって、次のとおり判決する。被告商標評審委員会による商評字（ 2005）第 4078号の第 

795636号「無印良品」商標紛争に関する裁定を維持する。

（3）第二審判決

第二審人民法院は、次のとおり判示した。

「商標法」第 31条に定める「不正な手段によって」とは、主に係争商標の登録者に他人の商

標の市場における信望を盗用して不正競争を行おうとした悪意が主観的にあることを指し、悪

意による抜け駆け登録の禁止を主眼としており、抜け駆け登録された未登録の商標が中国大陸

地区において使用されていたかどうかは、当該条項の必須要件を構成しない。株式会社良品計

画は、 1991年に香港において「無印良品 MUJI」商品の専売店を開設した。一方、盛能公司は

香港に位置し、抜け駆け登録された商標が先に使用されていた地域と同一の区域にあり、かつ

双方はいずれも衣料品の製造及び経営に従事しており、盛能公司が本件係争商標を登録及び使

用した際に主観的悪意があったことは明らかである。従って、盛能公司の行為は、株式会社良

品計画が先に使用し、かつ一定の影響力を有する未登録商標を不正な手段によって抜け駆け登

録をしたものであり、「商標法」第 31条に基づき取り消すべきである。
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よって、第一審人民法院の法律適用には誤りがあるが、第二審人民法院は、「商標法」第 31

条を適用したうえで、次のとおり判決する。上訴を棄却し、原判決を維持する。 

2　解説

「商標法」第 31条は、「商標の登録出願は、他人の既存の権利を侵害してはならない。他人

が既に使用しており一定の影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆けして登録しては

ならない。」と規定している。「既に使用しており一定の影響力を有する」といえるためには、

中国大陸（香港・マカオ・台湾を除く）において、係争登録商標の出願日以前において、同様

の指定商品で、取消裁定申立人（ライセンス先等でもよい）により、既に使用されかつ一定の

影響力を有することを指すものと考えられてきた。商標局及び商標評審委員会の制定した『商

標審理基準』や従来の裁定例の多くも、そのような考え方を踏襲してきた。

本件事案では、株式会社良品計画は、香港では専売店を開設し、先使用及び一定の影響力が

認められるものの、中国大陸ではそのような事情がないため、「商標法」第 31条の適用は難し

かった。このことから、商標評審委員会及び第一審人民法院は、盛能公司の主観的悪意を強調

し、「商標法」第 41条第 1項に定める「その他の不正な手段により登録を得ていた」行為を構

成すると認定して、係争登録商標を取り消したものと思われる。

しかし、第二審人民法院は、「商標法」第 31条に規定する「既に使用しており一定の影響力

を有する」といえるためには、他人の商標の市場における信望を盗用して不正競争を行う悪意

がありさえすれば十分であり、中国大陸における使用の有無は必須要件ではないとの見解を示

した。そして、第二審人民法院は、盛能公司が香港にあり、株式会社良品計画もまた香港にお

いて経営活動を行っていたこと、株式会社良品計画が登録及び使用の両方において盛能公司よ

りも先であったこと等から、「商標法」第 31条の「既に使用しており一定の影響力を有する」

の要件を満たし、係争登録商標の取消裁定を下した。係争登録商標の取消という最終的な結論

が変わらないにもかかわらず、わざわざ適用規定を「商標法」第 41条第 1項から第 31条に変

更したことは、第二審人民法院の確固とした自信の現れとみることもできる。

なお、登録商標「 MUJI」についても「無印良品」と同様の紛争が生じ、商標評審委員会及

び北京市第一中級人民法院が「商標法」第 41条第 1項により登録商標「 MUJI」を取り消した

のに対し、北京市高級人民法院は、「商標法」第 31条により登録商標「 MUJI」を取り消すべきで、

原判決の法律適用には誤りがあるが結論には影響しないとして、上訴棄却、原判決維持の判決

を下した。
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3　企業へのメッセージ

「無印良品」「MUJI」に係る第二審人民法院判決は、従前より中国企業の冒認出願（抜け駆

け登録）問題に悩まされてきた日本企業にとっては朗報であり、今後、上記判決が定着してい

くことが望まれる。

しかし、①第二審人民法院の上記判決は、商標局及び商標評審委員会の制定した『商標審理

基準』とは異なる見解であること、②ニフコの「 TIfCO」事案では北京市高級人民法院（但し、

構成裁判官は異なる）が「商標法」第 41条第 1項により係争登録商標の取消裁定を下したこ

と等に鑑みると、「無印良品」「MUJI」に係る第二審人民法院判決の判旨が、今後のスタンダ

ードとなっていくと言い切るには、いまだ若干の躊躇を覚える。『商標審理基準』が上記判旨

に沿って改訂されるか、次回の商標法改正の際に上記判旨の内容が明文規定に取り込まれるこ

とを期待したい。
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第六章　冒認出願に関する中国での法制度改正

の議論状況


中国国内の有名企業もしばしば商標の冒認出願に悩まされてきており、中国国内企業や中国

の学者等の専門家にとっても、商標の冒認出願は解決困難な問題である。

そこで、以下では、中国の学者等の専門家が、商標の冒認出願問題をどのように認識し、ど

のような解決策を探ろうとしているのかについて、主に法制度改正の議論状況を、 7つの項目

に整理して紹介することとする。 

1　商標の先使用者に対するより広範な保護が必要

中国の商標法 3条は、「商標局の審査確認を経て登録された商標は、登録商標とする。商標

登録者は商標専用権を有し、本法の保護を受ける」と定めている。また、商標法 4条は、「自然人、

法人又はその他の組織は、その生産、製造、加工、選定又は販売する商品について商標専用権

を取得する必要がある場合、商標局に商品商標登録を出願しなければならない」と定めている。

このような登録の原則があるとはいえ、商標の冒認出願が不可避的に生じる可能性がある 23。

しかし、商標制度の実務は、単純な使用及び登録の取得のいずれにもそれぞれ回避不可能な弊

害があり、しかも登録の原則は中国の商標法が長期にわたって確立してきた基本原則であるた

め、商標法改正の過程でこの原則を完全に排除してしまうのは現実的ではない。よって、商標

法改正の過程で、登録の原則をあくまで維持すると同時に、商標法 31条の「既存の権利」及び「一

定の影響力を有する商標」の判断基準を具体化するといった提案をしている学者がいる 24。

（1）未登録商標の先使用者に対する商標出願優先権の付与

ポルトガルの 1995年工業所有権法 171条に、「未登録の標章を商標として使用する場合、出

願日から 6か月以内はその使用者が優先登録権を有し、かかる期間内においては、第三者の登

録出願に対して対抗することができる」という規定がある。中国でも、具体的な実状を踏まえ、

未登録商標の使用者に一定期間の優先的登録期間を与え、使用者が未登録商標を使用している

一定の期間内において、同一商標を同一又は類似のサービスに使用することについて商標局に

登録出願した場合、当該使用者は優先権を有するという制度が考えられる 25。

（2）未登録商標の先使用者に対する一定範囲の使用権の付与

第三者が同一又は類似の商標の登録を取得した後でも、先使用者が確かに有効な先使用の証

拠を提出した場合は、法律により先使用者に従来の範囲内で引き続き使用する権利を与える。 

23. 貢振羽「商標冒認登録現象から考える法的検討」、『科学の友』 2007年 1月、 79頁。 
24. 鄭向東「商標『冒認登録』の制度的原因及び商標法律制度の整備」、『エコノミスト』 2007年第 3期、 111頁。
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但し、使用時に必要な標章を付して商品の出所を区別できるようにし、関連の公衆の誤認や市

場の混乱を避けるようにしなければならない 26。 

2　自然人の商標登録に対する制限

商標法 4条は、「自然人、法人又はその他の組織は、その生産、製造、加工、選定又は販売

する商品について商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商品商標登録を出願しなけ

ればならない」と定めている。この規定は、自然人に商標の登録出願権を与えるものである。

しかし、実務においては、大量の自然人が登録出願した商標が登録を認められても実際に使用

されなければ商標資源の浪費を招き、中には商標の冒認出願ばかり行って金儲けをしようとす

る者もいるため、影響が大きい。そこで、国家工商行政管理総局は 2007年に「自然人の商標

登録出願手続における注意事項」 27を公布し、その第 5条で、自然人が商標を登録出願する商

品及びサービスの範囲は、その営業許可証又は関連登記文書において審査確認されている経営

範囲又はその自営する農副産品を限度とすることを明確に定めた。

商標法改正の際、自然人の商標登録の出願についてはさらに明確な制限を行うことも考えら

れるだろう。例えば、商標法 4条に定める商標登録出願に合致しないものについて商標局は当

該出願を受理しないと定めること等である 28。 

3　厳格な商標登録審査制度の確立

中国の登録商標審査制度には、制度構築がまだなされていない部分もある。例えば、商標

登録出願者の条件が広すぎること等である。営業許可証を受領している企業、事業単位であれ

ば、いずれも商標登録出願ができ、出願者が生産経営に従事しているのかどうかは問われない

し、また出願する登録商標がその従事している経営活動と一致しているのかどうかも問われな

い。商標の登録出願をする商品又はサービスと出願者の生産経営範囲が一致していないために

出願者による登録出願の氾濫をまねき、大部分の登録商標が商品に伴わない「遊休商標」とな

っている。

上記の原因から、厳格な商標登録審査のメカニズムを確立して、商標登録出願者の資格につ

いて審査し、出願者の出願する登録商標とその経営活動との関係性を厳しく求め、必要な場合

には当該商標を既に使用しているという証明を提出させて、出願者が使用しない商標を大規模

に登録することにより他人の商標の悪意による冒認出願がもたらされることを防ぐようにすべ 

25. 鄭向東「商標『冒認登録』の制度的原因及び商標法律制度の整備」、『エコノミスト』 2007年第 3期、 112頁。 
26. 鄭向東「商標『冒認登録』の制度的原因及び商標法律制度の整備」、『エコノミスト』 2007年第 3期、 112頁。 
27. 自然人の商標登録出願手続における注意事項、 http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=122&bm=flfg 
28. 馮暁青「商標法第三回改正の若干の問題」、『中華商標』 2007年 4月刊、 8頁。
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きだとの主張がある 29。 

4　商標と商号の関係を調整し、統一的な商標標章法律制度を確立

中国の商標と商号（企業名称の核心部分）の保護の実務においては、権利の取得方法や権

利の保護の範囲等の面で差異があるために、商標権の保護と商号権が抵触するという事案がど

んどん多くなっている。これについて、国家工商総局及び最高人民法院は、それぞれ規定を出

した。最高人民法院は、 2008年 2月に「登録商標、企業名称と既存の権利との抵触に係る民

事紛争案件の審理における若干問題に関する規定」を公布し、人民法院が登録商標、企業名称

と既存の権利との抵触に係る民事紛争案件を審理する場合の案件受理範囲及び法律適用等の問

題について明確にした。国家工商行政管理総局は、 1999年 4月に「商標と企業名称における

若干問題の解決に関する意見」を公布しており、その 6条で、商標と企業名称の混乱について

処理する場合は、「公平な競争の維持」及び「合法的権利の既存の権利者の利益の保護」の原

則を適用しなければならないと定めていた。その後、国家工商行政管理総局は調整後の「 2005

年登録商標専用権保護アクションプラン」の公布に関する通知において、著名商標の権益を侵

害し、公衆の誤認をまねく企業名称は、法に基づきこれを断固として是正すること、企業名称

を際立って使用し、著名商標に「乗っかる」ような不正競争行為に従事した場合は、断固とし

てこれを取り締まることが明確にされた。同時に、積極的に検索を行い、企業名称の審査確認

段階で、著名商標の権益を侵害する行為を予防し、阻止する保護メカニズムを構築しなければ

ならないとされた。

しかし、立法体制と制度設計上の理由から、これらの指導的意見や規定があっても日増しに

多くなる商標権と商号権の抵触を根本から解決することはできておらず、また増加してきてい

る、商標登録における他人の先行登記した商号の侵害又は商号登記時における他人の先行登録

している商標権の侵害といった行為を食い止めるのは難しい状況にある。商標権の保護と商号

の保護の調整に関する条項を追加すべきだという学者の意見がある 30。 

5　未登録の著名商標の保護については登録著名商標と同一の保護基準とすべき

著名商標に対する保護が不徹底である。中国の現行の「商標法」は、著名商標の保護について、

登録商標に限らないとしているが、登録された著名商標と未登録の著名商標は明確に区別され

ており、かつ両者に対しては異なる保護の方法がとられている。商標法 13条は、「同一又は類

似の商品について出願した商標が、中国で登録していない他人の著名商標を複製、模倣又は翻 

29. 貢振羽「商標冒認登録現象から考える法的検討」、『科学の友』 2007年 1月、 80頁 
30. 馮暁青「商標法第三回改正の若干の問題」、『中華商標』 2007年 4月刊、 10頁
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訳したもので、当該著名商標と混同しやすい場合は、これを登録せず、かつその使用を禁止する。

同一でない商品又は類似しない商品について出願した商標が、中国で登録した他人の著名商標

を複製、模倣又は翻訳したもので、かつ公衆が誤認し、当該著名商標の登録者の利益に損害を

与えるおそれのある場合は、これを登録せず、かつその使用を禁止する」と定めている。すな

わち、既に中国で登録されている著名商標については分類を超えて保護されるが、未登録の著

名商標に対しては同一分野のものに対してのみ保護される。このような差別的対応は、登録と

未登録の束縛から抜け切れておらず、著名商標に対する保護を有効に拡大することができない 

31。未登録の著名商標も登録された著名商標も同様に絶対的な顕著性を有しており、固定の消

費者がいるため、登録された著名商標に対してのみ分類を超えた保護を行うのでは不十分であ

り、未登録の著名商標に対しても同様の保護基準をとる必要があるとの意見がみられる 32。 

6　異議申立、再審査手続上の適正化

①現行の商標法 30条及び 32条は、初期査定した商標について何人も異議を申し立てること

ができ、出願を拒絶し、公告しない商標について、商標登録出願者がこれを不服とする

場合は、通知受領日から 15日以内に再審査を申し立てることができることを定めている。

言ってみれば、商標の初期査定を行う商標局が、自らが初期審査し公告した商標の正確性、

合法性を審査するため、利害関係者の時間的コストが増え、第三者につけこむすきを与

えるとも言える。これについて、全国人民代表大会代表の宗慶後は、商標の異議申立手

続及び再審査手続の二つをまとめることを提案し、かつ商標関連手続の審査期限制度を

確立して、立法により商標の受理、審査、公告、再審査等の各手続の期限を定め、長す

ぎる商標審査権利確定の期間を短縮し、行政効率をアップさせることを主張している 33。

②商標に対する異議申立人の資格を制限する。商標登録前の異議申立の現行制度は残すが、

商標法 30条の「何人も異議を申し立てることができる」を「利害関係者に限り異議を申

し立てることができる」に修正し、悪意による異議を減らすようにする 34。

③商標異議申立人の異議申立のコストを引き上げる。商標異議申立人のコストが相対的に低

いため、双方のコストに見合わない競争をもたらすことにもなっている。双方の競争コ

ストのバランスをとるため、異議申立人に相応の担保を提供することを求めることがで

きるようにし、異議が認められなかった場合、異議申立人は担保金を失うという代価を

払うようにする。こうした設計によって異議申立人が手続を開始する際にコストについ 

31. 謝家銀、蔡徳仿「著名商標の法律保護に関する私見」、『広西教育学院学報』 2005（4）。 
32. 鄭向東「商標『冒認登録』の制度的原因及び商標法律制度の整備」、『エコノミスト』 2007年第 3期、 112頁。 
33.	 宗慶後「『商標法』の改正及び整備に関する議案」 

http://npc.people.com.cn/GB/28320/78072/78086/5467593.html 
34.	 姚 （法制ネット記者）「商標法第三回改正　大幅改正か、小幅修正か」 

http://www.chinalaw.gov.cn/jsp/contentpub/browser/contentpro.jsp?contentid=co1823117912 
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て検討せざるを得ないようにすることが可能だと考えられる。また、これは商標法実施

細則 23条の「異議の裁定を経て審査確認の上で登録された商標は、当該商標の異議申

立期間が満了した日から異議の裁定が発効するまでは、他人が同一商品又は類似商品に

当該商標と同一又は類似の標章を使用する行為に対して、遡及力を有しない。但し、当

該使用者の悪意により商標登録者に損失をもたらした場合は、賠償しなければならない」

との規定にも合致する 35。また、異議申立の当事者双方が商標の登録出願及び異議申立

に慎重になるように、異議申立の当事者双方の商標登録のコストを引き上げる、すなわ

ち異議申立の当事者双方は、異議不成立の裁定結果について、相手方から異議を申し立

てられたことにより商標の登録が遅延して被った損失を賠償しなければならないように

してはどうかという意見がある 36。 

7　冒認出願を含む悪意の行為に対して、懲罰的法律規定を増やすべき

多年にわたり、悪意による登録、異議申立、譲渡等、多種多様の悪意による行為がまかり

通っている。例えば、他人の独創性のある商標や一定の知名度のある商標を非類似商品に商標

として登録して、その他の多くの企業の屋号や商標を自分の商標として集中的に冒認出願した

り、他人の商標を別の人に「譲渡」したりするといった行為が見受けられる。多くの商標出願

は、他人の悪意による異議申立によって一旦異議申立手続に入ってしまうと、異議を申し立て

られた商標は数年間は登録が完了できなくなる。これらの商標の権利確定手続で「魔手」が伸

びてくると、出願量の激増、異議申立量の激増といった一連の問題が生じ、正常な商標権利確

定の秩序が著しく損なわれる。そこで、商標権利侵害に対する賠償について、懲罰的規定の追

加、賠償額の引き上げ、賠償認定手続の簡素化等を提案する学者がいる 37。 

35.郝思怡「商標異議申立がゆすりの道具になりえようか」 
http://www.mingyong.com/fen/anliDetail.asp?uid=3 

36.	姚 （法制ネット記者）「商標法第三回改正　大幅改正か、小幅修正か」 
http://www.chinalaw.gov.cn/jsp/contentpub/browser/contentpro.jsp?contentid=co1823117912 

37.	姚 （法制ネット記者）「商標法第三回改正　大幅改正か、小幅修正か」 
http://www.chinalaw.gov.cn/jsp/contentpub/browser/contentpro.jsp?contentid=co1823117912 
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第七章　おわりに


以上、本報告書では、中国における商標の冒認出願の実態を紹介し、とり得る法的手段及び

実務上の対応策等について検討してきた。中国における商標の冒認出願事案については、筆者

はこれまでに日本企業をクライアントとして多くの案件に関与してきたところであり、実務上

のノウハウを蓄えてきている。筆者の経験では、中国で冒認出願を行った者が、法外な価格を

提示して登録商標の買取りを日本企業に求めてきたり、日本企業の取引先に警告状を送る等の

嫌がらせを行ったり、登録商標の買取りを拒否した日本企業に関する怪文書を流布させたりす

る等の行為もみられた。日本企業としては、このような悪質な冒認出願者に対し、毅然とした

態度で正々堂々と立ち向かうべきである。

中国商標法が、商標登録の先願主義を採用している以上、外国の有名なブランド、コンテン

ツ等の冒認出願の問題が発生することは、今後も不可避である。一旦、日本企業が冒認出願の

被害に遭えば、中国ビジネスに与える悪影響は極めて大きい。そこで、日本企業としては、（と

くに外国商標も含めた）日常の商標管理の重要性を改めて認識すべきであると考える。

中国における商標の冒認出願問題は、「無印良品」「MUJI」及び「 NIfCO」「TIfCO」の事例

をリーディング・ケースとしつつ、今後も、同様のトラブルに遭遇する日本企業が増加するも

のと思われる。日本企業としては、今すぐ、必要な対策を講じるべきである。
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第八章　参考資料
 

1　手続のフローチャート

（1）初期査定済みの商標に対する異議申立等の手続 
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（2）登録商標の取消手続 

ச༵తƽƿ5వϞఊ�(ࣞඟ41प)ࣙࢿࡋ 

ອӛ՟ٙࡋ 

க༰ऍƞ۱ഒֿƣ۷ݍ 

ࣙॄϠІҼ 

 ޖ  

ළ߭ףઓϻ૯फ़จකЎ 

ઓϻॄಜډ 

ළܿ߭ףफ़จකЎ 

 ډಜॄࡿ

ச༵ୖޛࣻࡤƣ 

ඟझผӼƟঝ ۆƤƟŹƁ¦࠾ฏझƤॉݺƠ4వணƀƀǀ

 తƀƾ30తϞఊƠୟਜࡱƠഖീƁŷǀत݉¦ସୖޛ
(
ࣞඟ43प) 

ແڕతƀƾ3ƀڔϞఊ�(ܶণਜऑඟ57प) 

ЀॉಡڎƠഖീƁŷǀत݉¦ಡ࣋ڎతƀƾ15తϞఊ 

Ơझਜୟ֙�

(
ܶণਜऑඟ58प) 

झਜभࡱతƀƾ2ƀڔϞఊ�(ܶণਜऑඟ60प) 

48 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

 

 

 

 

 

 

   

2　「NIfCO」「TIfCO」の裁定及び判決（和訳）

（1）「NIfCO」

ア　商標評審委員会の裁定

国家工商行政管理総局商標評審委員会

第 1204572号「 NIfCO」商標紛争に関する裁定書

商評字（ 2006）第 0528号

申立人 ：日本　株式会社ニフコ

住所 ：日本

委託代理人 ：北京再言商標代理有限公司

被申立人 ：深圳市旺利泰実業有限公司

住所 ：広東省深圳市羅湖区愛国西路布心南路東楽花園群鏘楼 68棟 6A

委託代理人 ：東莞市隆天連邦知識産権代理有限公司

申立人は、 2003年 9月 9日に被申立人が第 26類バックル等を指定商品として登録した第 

1204572号「 NIfCO」商標（以下「紛争商標」という）に対して登録取消の申立を提出した。

当委員会は法に従いこれを受理し、かつ申立書の副本を被申立人に送付した。被申立人は当委

員会の定める期間内に答弁を行った。当委員会は、「商標評議審査規則」第 24条の規定に基づ

き、合議廷を設置して法に従い審理を行い、現在、審理は既に終了した。

申立人の主要理由は、申立人は「 NIfCO」について著作権を享有し、中国において先に使用

しており、かつ関連する公衆の間で極めて高い知名度を有しており、被申立人による紛争商標

の登録は完全に主観的な悪意によるもので、高額譲渡を目的とするものであるため、これを制

止すべきであるというものである。

一　申立人は「 NIfCO」商標の独特なデザインに対して著作権を享有する

「NIfCO」は、申立人の旧英語名称 Nihon Industrial Fastener Corp.（日本工業ファスナー株式

会社）の頭文字を組合せてデザインしたものであり、独創性を有するアルファベトの組合せで

ある。申立人は、その主要業務、すなわちバックル及びファスナー製品の生産販売を強調する

ため、わざと商標の中のアルファベット「 f」について他の 4つのアルファベットと異なる装

飾字体を選択し、かつ小文字の形で拡大して目立たせるデザインにし、黒地に白抜きの配色で、

その他の 4つのアルファベットと色彩的にも対照的にしている。当該商標は 1969年に正式に
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創作が完成され、申立人はその年に出版した会社の「製品紹介」において初めて公表した。申

立人の「 NIfCO」商標に対する独特なデザインは、当該作品に著作権法が要求する独創性及び

芸術性を備えさせており、かかるデザインは文字著作物及び美術著作物とみなされるべきであ

り、著作権の保護を受けるべきである。

二　「NIfCO」は申立人の商標及び会社の商号として既に世界各国で数十年にわたり使用され、

極めて高い知名度を有しており、かつ日本において著名商標に認定されている

申立人は、バックル製品を専門に生産する国際的な日本企業であり、伝統的な金属バックル

に代わってプラスチックバックルを登場させたのは申立人の発明であり、これらのバックル製

品は広く自動車、家電、事務用品、家庭用品等多くの分野で応用され、並びに箱、服飾等のバ

ックル製品等に使用されている。 1970年、申立人は社名を「 NIFCO INC.」に変更し、今日ま

で使用している。申立人は日本各地に多くの支店及び生産拠点を設立しているほか、アメリカ、

スペイン、韓国等の国々並びに台湾、香港及び中国大陸では上海と東莞に傘下会社及び代表機

構を設立しており、そのほとんどがが「 NIfCO」を会社の商号として使用している。さらに申

立人は「 NIfCO」を多くの国及び地域において商標として登録及び使用しており、なかでも日

本では 1976年に「 NIfCO」の商標権を取得し、申立人が各国及び各地域で登録した商標には

いずれも独特なデザインの「 NIfCO」標識が統一して使用されている。申立人の「 NIfCO」標

識は、広く申立人の企業名称、製品、製品リスト及び各種の取引文書に使用されている。「NIfCO」

商標は既に日本において著名商標として認定され、かつ最近の「日本有名商標集」にも収録さ

れている。

三　被申立人が紛争商標を登録出願する前、申立人の「 NIfCO 」商標は既に中国において広く

使用され、広告宣伝及び製品の大量販売によって、既に中国の関連する公衆の間で非常に

高い知名度を有していた 

1987年 7月、申立人は香港に全額出資による子会社香港利富高公司（ NIFCO（HK）LTD.）

を設立した。 1993年、申立人は香港利富高公司と許諾契約を締結し、 1988年 6月 28日に香港

で登録許可を取得した「 NIfCO」商標を当該香港の子会社に授権して使用させた。香港利富高

公司は、契約に基づき、 1993年より生産を開始し、かつ中国大陸地区に向けて大量に「 NIfCO」

バックル製品を販売した。申立人のバックル製品は広く受け入れられ、 1996年 7月から 1997

年 3月までのわずか 9か月間で、香港利富高公司の各種バックルの中国大陸における販売数は

約 50万個にのぼった。「NIfCO」商標も香港 NIfCO公司の製品、契約、販売請求書、為替証憑、

運送証券等の文書において広く使用され、申立人の製品もまた中国の顧客から「 NIfCO」製品

と呼ばれ、当該商標は既に申立人及びその製品との間に密接な関係を形成している。
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四　被申立人の紛争商標の登録には明らかに悪意がある

被申立人は、「NIfCO」及び申立人のもう 1つのブランド「 TIfCO」を登録したほか、さらに

バックル業界の別の 2件の著名商標「 DURAFLEX」「ITWNEXUS」をも登録し、しかも被申立

人は、字体から全体のデザインに至るまで全く同じにそっくりそのまま当該 4件の商標を剽窃

した。被申立人が同業種内の異なる所有者に属する独創性を有する 4件の著名商標を同時に登

録したことが決して偶然の一致ではないことは明らかである。 

2004年 11月 16日、被申立人は、申立人に宛てた弁護士レターにおいて 1800万香港ドル（約 

230万米ドル）の最低譲渡金額を要求し、申立人がこれを拒否したところ、さらに 2004年 12

月 1日に最後通牒の形で、高額で紛争商標を譲り受けなければ、さらに高い金額で紛争商標を

その他の第三者に譲渡すると申立人を脅迫した。 

2005年 5月、被申立人はさらに商標の権利侵害を理由として申立人及び耐克（蘇州）体育

用品有限公司等の申立人の主要な顧客を深圳市中級人民法院に訴え、申立人の応訴期間中に、

被申立人はさらに 2005年 8月 16日及び 8月 23日の 2回にわたり法廷外で積極的に紛争商標

の譲渡価格を協議するよう書簡を送り付け、申立人がこれを拒否すると、被申立人は、 2005

年 9月 8日に、訴えの取下げを申し立てた。このことからも、被申立人の真の意図は、法的手

続により紛争を解決することではなく、訴訟を提起することにより申立人に圧力をかけ、高額

の譲渡料を請求する目的を果たそうとしたことにあることがわかる。

被申立人は、申立人にその高額譲渡の要求を強引に承諾させるため、 2004年からたて続け

に多くの地方工商局に対し申立人の多くの顧客を訴えだし、申立人及びその顧客の正常な商業

経営を著しく混乱させ、申立人及びその顧客に重大な損失をもたらした。

以上のことから、紛争商標の登録の取消を請求する。

申立人が当委員会に提出した証拠は、主に次のものである。 

1　申立人が 1969年に出版した「 NIfCO」標識を掲載した会社の「製品紹介」及びその中

国語訳文 

2　申立人の会社紹介、世界各地の会社及び工場の紹介、申立人の製品カタログ 

3　申立人の日本等多くの国及び地域における「 NIfCO」商標登録証明 

4　申立人の商標が収録された「日本有名商標集」及び中国語訳文 

5　申立人の中国における「 NIfCO」商標登録証明のコピー 

6　香港利富高公司の設立登記証明資料 

7　申立人の香港における「 NIfCO」商標登録証明のコピー 

8　申立人が香港利富高公司に使用を許諾した「 NIfCO」商標の許諾契約及びその中国語訳文 

9　香港利富高公司と大陸地区の購買側との取引のインボイス、為替証憑、運送証券、注文

書及び往復書簡等 

10 申立人の 2003年 8月 28日時点の中国大陸における顧客リスト
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11 被申立人が抜け駆け登録した 4件の商標の商標公告資料 

12 被申立人が何度も申立人に譲渡料を請求した弁護士レター、「最後通牒」等の書状、被

申立人が申立人の顧客に発送した警告文 

13 被申立人が深圳市中級人民法院に提出した提訴状、深圳市中級人民法院が申立人に送

付した訴訟文書及び被申立人の訴え取下げを認めた裁定書 

14 深圳市工商行政管理局福田分局が発行した財産差押通知書 

15 2003年 9月 5日、申立人が提出した「商標紛争裁定申立書」の書留書簡受取書

被申立人の答弁は、次のとおりである。

一　紛争期間は既に 5年を超えている。紛争商標の登録期日は 1998年 9月 7日であり、申

立人は 2003年 9月 9日に紛争を提出し、既に 5年が経過した。

二 申立人は「NIfCO」の組合せに対して既存の権利を有さず、著作権を享有しない。「NIfCO」

の 5つのアルファベットの字体は一般的に常用されている印刷字体であり、独創性を

有しておらず、申立人は著作権を享有しない。

三 申立人は、 1997年以前、第 26類商品について「 NIfCO」商標を使用していなかった。

申立人がその販売状況について提供した証拠は、いずれの商品に使用されていたか

を明確にしておらず、またほとんどの資料がすべて同一企業のものである。例えば、 

PINE CAMPING PRODUCTS CO., LTD.に関する書簡は 29頁もあったが、実際に発注

した製品はたった 1種類である。申立人は 98社の顧客名簿を提出したが、詳細に立証

した 7社は顧客名簿の中には記載されていない。申立人の証拠自体が互いに矛盾して

おり、顧客名簿の顧客数を水増しして、顧客が多いように見せかけようとする意図が

うかがえる。また、申立人は、紛争商標の登録出願以前に中国大陸において引証商標

を宣伝したことの証拠を提出していない。

四 申立人が紛争商標を登録したことは正当な商業行為である。

紛争商標の発想の由来は「 New In Fashion Co.」すなわち「新潮流服飾公司」の英語

の頭文字をとったもので、「Fashion」を目立たせるために、黒地に白抜きでアルファベ

ット「 F」を効果的に際立たせたものであり、申立人の会社の英語名称の略と同一なの

は全くの偶然である。

前述のとおり、申立人は 1997年以前に第 26類商品に「 NIfCO」商標を使用したこ

とはなく、従って被申立人が自らデザインした紛争商標を登録し、関連商品に連続し

て使用することに、いわゆる抜け駆け登録及び不正行為は存在しない。

　 被申立人は紛争商標を登録した後、積極的に申立人と連絡をとってはいない。むしろ

申立人のほうから積極的に被申立人と譲渡要求の協議を求めてきたのだが、被申立人

は価格が適正ではないとしてこれを受け入れなかった。

以上、紛争商標の登録を維持するよう請求する。
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被申立人は、当委員会に対し、その自らデザインしかつ使用した「 NIfCO」製品の

包装袋等の証拠を提出した。

以上の双方当事者の陳述、提出された評議審査請求、提出された証拠資料、書面による証拠

に対する質疑の状況及び関連の商標データファイルに基づき、当委員会は審理の結果、以下の

事実を明らかにした。 

1 紛争期間の問題については、本件の紛争申立が提出されたとき、北京市柳沈律師事務

所が申立人の委託代理人となった。当委員会は、 2003年 9月 9日に本件申立について

書状を受領し処理する際、当該代理人が郵送した本件「登録商標紛争裁定書」の書留

書簡の封筒の原本と一緒にファイルに収めた。封筒の消印日は 2003年 9月 5日で、書

留番号は「挂 0305」であった。申立人の証拠 18・書留書簡の受領書の消印日と書留番

号は、封筒原本といずれも完全に一致する。「商標評議審査規則」第 56条の規定によ

ると、申立人の当委員会に対する裁定申立の提出日は、発送の消印日を基準とする、

すなわち 2003年 9月 5日を基準日とすべきであり、当委員会の実際の受領日 2003年 9

月 9日ではない。従って、本件の申立は紛争商標登録の日から 5年以内の期間とする

という要求に合致している。 

2 紛争商標の登録状況については、第 1204572号「 NIfCO」商標は、被申立人が 1997年 

5月 26日に登録出願を行い、 1998年 9月 7日に登録が認可され、第 26類バックル、

服飾用ボタン等の商品に使用することが決定された。 

3 申立人の商標の登録状況については、第 275152号「 NIfCO」商標は申立人が 1986年 3

月 10日に登録出願を行い、 1987年 1月 20日に登録認可され、バックル、工業用プラ

スチック製品等の商品に使用することが決定された。これは、当時の国内商品分類第 

30類に該当し、 1997年 1月 20日の更新の際に、商品類別を国際商品分類第 20類とす

ると決定された。また、申立人の証拠 3、7等は、申立人の「 NIfCO」商標が 1976年 5

月 24日に日本において金属に代わってプラスチックバックル等の商品について登録が

認可され、 1988年 6月 28日に香港でプラスチック製品等の商品に登録が認可されたこ

とを証明している。 

4 申立人の「 NIfCO」商標の紛争商標の登録出願前における使用状況について、申立人

は証拠 6～ 10を提供した。「商標法実施条例」第 39条の規定によると、このうち証拠 

6～ 9から、香港利富高公司の「 NIfCO」商標の使用は申立人の使用とみなすべきであ

ると認定することができる。このうち証拠 9において、申立人は 1996年 2月から 1997

年 5月までの香港利富高公司と深圳、南京、上海、北京、浙江等の地区の顧客との販

売インボイス、運送証券、注文書等の取引文書の一部の原本について挙証し、これに

は商品がプラスチックバックル、ファスナー等であることが明示されている。証拠 10

に挙げたのは申立人の中国大陸における顧客名簿であり、香港利富高公司の顧客名簿
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ではない。よって、被申立人がその答弁理由三においてかかる証拠に対して主張した

証拠質問意見はいずれも成立しない。これらの証拠を総合すると、紛争商標の出願登

録前、申立人の「 NIfCO」商標は既に中国大陸において継続的に使用され、販売区域は

比較的広く、販売金額も比較的大きく、関連する公衆が「 NIfCO」商標を使用した製品

と申立人とを関連付けることができたことを証明している。 

申立人と被申立人の間の商標譲渡紛争の状況については、被申立人はその理由を支持

する証拠を提供していないが、申立人は証拠 12～ 14を提供した。当該証拠は、被申

立人が何度も申立人に高額の譲渡料及び賠償金を請求し、かつ申立人の「 NIfCO」製

品の顧客に警告文を発送し、申立人の商品が市場に流通することを阻止しようと企み、

同時に権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式によって申立人及びその顧客の

商業経営を正常に行えなくさせたことを証明できる。

当事者の陳述、請求に基づき、当委員会は、本件の争点は以下の点にあると考える。①申立

人は「 NIfCO」標識に対して既存の著作権を享有するか、②被申立人の紛争商標の出願登録前

に、申立人の「 NIfCO」商標は既に中国大陸において使用されかつ一定の影響力を有していたか、

被申立人の紛争商標の出願は、不正な手段により他人が既に使用している一定の影響力を有す

る商標を抜け駆け登録する状況に該当するか。

問題①について、申立人がバックル、ファスナー、プラスチック製品等の商品上に使用した

「NIfCO」商標は、その中のアルファベット「 f」が N、I、C、Oの 4つのアルファベットと字体、

大文字と小文字、色彩及びサイズ比率等の面において異なっており、当該アルファベットの組

合せに表現形式において一定の特徴を持たせていると判断する。しかし、当該商標はよく見か

ける字体のアルファベットを組合せて構成されているだけであり、これを著作権法における美

術著作物、すなわち線、色彩又はその他の方式により構成される審美的な平面又は立体の造型

美術著作物であると認定するまでには至らない。従って、当該標識は著作権法上の保護を受け

られるべきだという申立人の主張は、理由が成立しない。

問題②について、まず、申立人の証拠は、紛争商標の登録出願前、申立人の「 NIfCO」商標

を表示した製品が既に中国大陸において販売使用されていたことを証明でき、その販売金額及

び販売範囲から、当該商標が既に関連する公衆の中で一定の影響力を形成していたと認定でき

る。次に、申立人の「 NIfCO」商標を表示した製品の販売範囲は被申立人の所在地を含んでおり、

紛争商標が使用を指定したバックル、かばんのバックル等の商品と、申立人が「 NIfCO」商標

を使用するプラスチックバックル、ファスナー等の商品とは、機能、用途、消費対象等の面に

おいて密接な関係がある。紛争商標は申立人の「 NIfCO」商標と完全に一致しており、被申立

人がその「 NIfCO」製品の包装袋を提供し、紛争商標の独創性を証明しようとしたとしても、

当該包装袋の「 NIfCO」標識の表現形式の特徴は紛争商標と同一ではなく、しかも当該包装袋

だけでは包装袋にある当該標識が被申立人により独自に創作されたことを直接証明できず、ま
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た包装袋そのものの印刷製造時期も証明できず、袋の当該標識の印刷時期を推定することもで

きない。従って、当該証拠によって、被申立人のいう紛争商標が申立人の「 NIfCO」商標と同

一であることは全くの偶然であるという答弁理由を証明することはできない。以上の理由を総

合すると、被申立人は同業者として「 NIfCO」商標が他人が所有しかつ一定の影響力を有する

ものであることを知っていたはずであると推定でき、紛争商標は申立人の「 NIfCO」商標の剽窃・

複製に該当するといえる。紛争商標の登録後、被申立人は、何度も申立人に高額な譲渡料及び

賠償金等を要求し、かつ申立人の「 NIfCO」製品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害訴訟、

権利侵害の苦情申立等の方式により、申立人の商品が市場に流通することを阻止しようと企み、

申立人及びその顧客の正常な商業経営に深刻な影響を及ぼした。これらの行為も被申立人の商

標登録に悪意があったことを証明できる。

被申立人の紛争商標を登録した主観的意図、市場行為及び申立人にもたらした損害の結果を

総合して考えると、被申立人は「 NIfCO」商標が既に他人により使用されかつ一定の影響力を

持っていることを明らかに知っていたか、又は知っていたはずでありながら、依然として剽窃、

複製の方式により紛争商標を出願登録しており、かかる被申立人の行為は、信義誠実の商業活

動の基本原則に違反し、公平競争の市場秩序を損ね、「商標法」第 31条にいう「不正な手段に

より他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を抜け駆け登録する」状況に該当する

と認められる。

「中華人民共和国商標法」第 31条、第 41条第 2項及び第 43条の規定に基づき、当委員会は

次のとおり裁定する。

被申立人の第 26類バックル等の商品において登録した第 1204572号「 NIfCO」商標を取り

消す。

当事者は、本裁定に不服のある場合、当該裁定書を受領した日から 30日以内に北京市第一

中級人民法院に申し立てることができ、かつ「商標評議審査規則」第 35条第 1項の規定に従い、

人民法院に対して訴状を提出すると同時に、又は訴状提出から遅くとも 15日以内に当該訴状

の副本を当委員会に送付するか、又は別途書面により当委員会に通知するものとする。

合議廷構成員：　段暁梅

郭京平

喬炜宏 

2006年 3月 8日

【国家工商行政管理総局商標評審委員会の印】

写し送付先：国家工商行政管理総局商標局
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イ　北京市第一中級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市第一中級人民法院

行政判決書

（2006）一中行初字第 651号

原告 ：深圳市旺利泰実業有限公司

住所 ：広東省深圳市羅湖区愛国西路布心南路東楽花園群鏘楼 68棟 6A

法定代表者 ：黄蓉、総経理

委託代理人 ：符立新、男、漢族、 1963年 9月 29日生、東莞市隆天連邦知識産権代理有限

公司総経理

現住所 ：広東省深圳市宝安区龍華鎮富士公司宿舎

委託代理人 ：王玉双、女、漢族、 1968年 10月 13日生、隆天国際知識産権代理有限公司

経理

現住所 ：甘粛省蘭州市城関区南昌路 328号

被告 ：中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

住所 ：北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：侯林、主任

委託代理人 ：段暁梅、中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

委託代理人 ：徐琳、中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

第三者 ：株式会社ニフコ、住所：日本国神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 184番地 1

法定代表者 ：渡辺隆治、社長

委託代理人 ：賈軍、北京市中諮律師事務所律師

委託代理人 ：陳学民、北京市中諮律師事務所律師

原告深圳市旺利泰実業有限公司（以下「旺利泰公司」という）は、被告である中華人民共和

国国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）の 2006年 3月 8

日付け商評字（ 2006）第 0528号「第 1204572号『 NIfCO』商標紛争裁定」（以下「第 0528号裁定」

という）を不服とし、法定期間内に本院に対して訴えを提起した。本院は 2006年 5月 17日に

本件を受理した後、法に基づき合議庭を構成し、かつ株式会社ニフコに第三者として訴訟に参

加するよう通知し、 2006年 7月 17日、公開で審理を行った。原告旺利泰公司の委託代理人符

立新、被告商標評審委員会の委託代理人段暁梅、徐琳、第三者株式会社ニフコの委託代理人賈
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軍、陳学民が公判に参加し、本件は既に結審した。

第 0528号裁定は、旺利泰公司が登録した第 1204572号「NIfCO」商標（以下「紛争商標」という）

に対する株式会社ニフコの取消申立について、商標評審委員会が下した裁定である。商標評審

委員会は、当該裁定において次のとおり認定した。 

1．株式会社ニフコがバックル、ファスナー、プラスチック製品等の商品上に使用した

「NIfCO」商標の中のアルファベット「 f」は、 N、I、C、Oの 4つのアルファベットと字体、

大文字と小文字、色彩及びサイズ比率等の面において異なっており、当該アルファベ

ットの組合せに表現形式において一定の特徴を持たせている。しかし、当該商標はよ

く見かける字体のアルファベットを組合せて構成されているだけであり、これを著作

権法における美術著作物、すなわち線、色彩又はその他の方式により構成される審美

的な平面又は立体の造型美術著作物であると認定するまでには至らない。従って株式

会社ニフコの当該標識は著作権法上の保護を受けるべきだという主張は、理由が成立

しない。 

2．まず、株式会社ニフコの証拠は、紛争商標の登録出願前、株式会社ニフコの「 NIfCO」

商標を表示した製品が既に中国大陸において販売使用されていたことを証明でき、そ

の販売金額及び販売範囲から、当該商標が既に関連する公衆の中で一定の影響力を形

成していたと認定できる。次に、株式会社ニフコの「 NIfCO」商標を表示した製品の販

売範囲は旺利泰公司の所在地を含んでおり、紛争商標が使用を指定したバックル、か

ばんのバックル等の商品と、株式会社ニフコが「 NIfCO」商標を使用するプラスチック

バックル、ファスナー等の商品とは、機能、用途、消費対象等の面において密接な関

係がある。紛争商標は株式会社ニフコの「 NIfCO」商標と完全に一致しており、旺利泰

公司がその「 NIFCO」製品の包装袋を提供し、紛争商標の独創性を証明しようとした

としても、当該包装袋の「 NIFCO」標識の表現形式は紛争商標と同一ではなく、しか

も当該包装袋だけでは包装袋にある当該標識が旺利泰公司により独自に創作されたこ

とを直接証明できず、また包装袋そのものの印刷製造時期も証明できず、袋の当該標

識の印刷時期を推定することもできない。従って、当該証拠によって旺利泰公司のいう、

全くの偶然であるという答弁理由を証明することはできない。以上の理由を総合する

と、旺利泰公司は同業者として「 NIfCO」商標が他人が所有しかつ一定の影響力を有す

るものであることを知っていたはずであると推定でき、紛争商標は株式会社ニフコの

「NIfCO」商標の剽窃・複製を構成するものといえる。紛争商標の登録後、旺利泰公司

は何度も株式会社ニフコに高額な譲渡料及び賠償金等の要求を提出し、かつ株式会社

ニフコの「 NIfCO」製品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害訴訟、権利侵害苦情申

立等の方式により、株式会社ニフコの商品が市場に流通することを阻止しようと企み、

株式会社ニフコ及びその顧客の正常な商業経営に深刻な影響を及ぼした。これらの行
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為も旺利泰公司の商標登録に悪意があったことを証明している。

被告は、旺利泰公司の紛争商標を登録した主観的意図、市場行為及び既にもたらされた損害

の結果を総合的に勘案し、旺利泰公司は「 NIfCO」商標が既に他人により使用されかつ一定の

影響力を持っていることを明らかに知っていたか、又は知っていたはずでありながら、依然と

して剽窃、複製の方式により紛争商標を出願登録したと認定し、その行為は、信義誠実の商業

活動の基本原則に違反し、公平競争の市場秩序を損ねるものであり、「中華人民共和国商標法」

（以下「商標法」という）第 31条にいう「不正な手段により他人が既に使用している一定の影

響力を有する商標を抜け駆け登録した」状況に該当すると認定した。

以上から、被告商標評審委員会は、「商標法」第 31条、第 41条第 2項及び第 43条の規定に

基づき、旺利泰公司が第 26類バックル等の商品において登録した第 1204572号「 NIfCO」商

標を取り消す旨の裁定を下した。

原告旺利泰公司は当該裁定を不服とし、訴訟を提起して次のとおり主張した。 

1．原告は、 1997年 5月 26日に中華人民共和国国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」

という）に紛争商標の登録を出願し、 1998年 9月 7日に登録が審査確認され、第 26類

バックル、服装用ボタン等の商品に使用することが決定された。一方、第三者が 1986

年 3月 10日に登録を出願した「 NIfCO」商標は、 1987年 1月 20日に登録が審査確認

され、第 20類ベルトバックル、バックル、工業用プラスチック等の商品に使用するこ

とが決定されたものである。第三者の提出した会社パンフレット及び関連証拠からは、

第三者が主に自動車、家電製品等の工業製品のプラスチックバックル、ファスナーの製

造に従事する企業であって、その登録及び使用が決定された商品の類別もその製品の使

用分野と関連していることがわかる。第三者が大陸で生産した製品は、香港利富高を通

じて販売されており、大陸では販売されていない。第三者が提出した証拠は、中国大陸

において「 NIfCO」商標を使用し、かつ一定の販売量があるということを証明している

にすぎないにもかかわらず、被告は第三者の商標を使用している商品を無視して、第三

者の「 NIfCO」商標が中国大陸で既に関連の公衆に熟知されていたとの結論を導き出し

た。第三者が登録しかつ使用を決定された類別を逸脱して商標を使用したのは、登録商

標に対する不合理な使用であり、保護されるべきではない。紛争商標は、原告の登録後、

一貫して第 26類の商品に使用されており、その製品については中国大陸に既に一定の

消費者群がおり、紛争商標を原告と一体のものとして結び付けている。従って、紛争商

標を付したプラスチックバックル製品はいずれも第三者の商標商品の範囲内に含まれ

るとした被告の認定には、事実的根拠がない。 

2．第三者の「 NIfCO」商標について、日本、香港特別行政区及び世界のその他の国々で関

連類別の商標登録を行っている状況は、当該商標が中国市場で継続的に使用され、宣伝

されているという事実の証明にはならない。
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3．原告は、登録商標を取得した後、一貫して使用を認められた商品上に合理的に当該紛争

商標を使用しており、これまで既に 9年の歴史がある。紛争商標を譲渡して利益を取

得しようと考えたことはない。 

4．原告が登録した紛争商標は、第三者の登録した商標と同一ではあるが、使用を認められ

た商品の類別は異なり、消費者を混同させることはない。従って、原告の登録行為は「商

標法」第 31条に定める事由にはあたらず、被告が同条項を根拠に出した裁定は法律の

適用に誤りがあり、取り消されるべきである。 

5．紛争商標は商品の出所を示すという役割を果たすものであり、客観的には不正競争をも

たらすという結果は生じ得ず、「商標法」第 41条に反するものではなく、不正手段に

より登録するという行為にはあたらない。原告が紛争商標を登録し使用した行為は商

標法の基本原則に合致するものであって、被告が「商標法」第 41条を根拠に出した裁

定は法律の適用に誤りがあり、取り消されるべきである。以上より、被告の出した第 

0528号裁定を取り消すよう人民法院に請求する。

被告商標評審委員会は次のとおり述べた。

一．紛争商標の登録出願前における第三者の「 NIfCO」商標の中国大陸での使用状況につい

て 

1．はじめに明確にしておきたいのは、被申立裁定書において認定した基本的事実は、「第

三者の『 NIfCO』商標」の先行使用状況に関するものであって、原告が提訴理由に

おいて述べている「引証商標」の先行使用状況ではないということである。両者は、

表現形式は同様だが、しかし、前者は第三者のプラスチックバックル、ファスナ

ー等の商品に使用されている「 NIfCO」商標を指し、当時、第三者は当該類の商品

に中国で商標登録を行っていなかったのに対し、後者は第三者が国際商品分類第 

20類の工業用プラスチック製品、バックル等の商品について当時既に中国で登録

の認可を得ていた第 275152号「NIfCO」商標であるという点に明らかな区別がある。

被申立裁定書において第三者が提供した証拠及び被告がこれに基づいて認定した

事実が指しているのは、いずれも前者の使用状況であり、被申立裁定書は、後者

について、第三者の商標登録状況の一部として説明したもので、その使用状況に

ついて述べているわけではない。つまり、被申立裁定書が適用している法律条項は、

「商標法」第 31条後半にある「他人が既に使用している一定の影響力を有する商

標を不正な手段によって先駆けて登録してはならない」との条項、すなわち未登

録商標の保護条項である。 

2．被申立裁定書第 6頁及び第 7頁において、「証拠 9において、第三者は 1996年 2月

から 1997年 5月までの香港利富高公司と深圳、南京、上海、北京、浙江等の顧客

との販売インボイス、貨物輸送伝票、発注書等の取引文書の一部原本について挙
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証し、これには商品がプラスチックバックル、ファスナー等である旨が明記され

ている」と明確に述べており、原告が主張するように、「第三者商標の商品を軽視

した」のではない。 

3．未登録商標は使用することができ、当事者が異なる種類の商品に使用し、又は登録

した同一の商標は独立した 2件の商標とみなすべきであることは、商標の分野に

おいては基本的な常識である。上記第 1項に述べたように、被申立裁定書におい

て認定した第三者が先行使用しかつ一定の影響力を有する未登録商標と、被告が

主張する引証商標は、 2つの商標である。「商標法」は、当事者がある種類の商品

についての商標を登録した後、他の種類の商品に表現形式が同様の同一標識を使

用してはならないとは定めていない。第三者がその他の種類の商品に登録してい

ない商標を使用することを、登録済みの商標の商品範囲を逸脱する使用であると

原告がみなすことには法的な根拠がなく、本件では基本的な事実的根拠にももと

るものである。 

4．原告の、台協利富高（東莞）塑料制品有限公司、東莞利富高塑料制品有限公司に

対する調査状況は、被申立裁定とは全く無関係である。まず、被申立裁定書第 6

頁及び第 7頁で認定した事実は、第三者の証拠 6から 9までを総合的に考慮して、

香港利富高公司の「 NIfCO」商標の使用は第三者の使用とみなすべきであると認定

したもので、上記 2社については言及していない。次に、上記 2社のうち、前者

は 2001年に、後者は 2002年に設立されているが、被申立裁定書で認定したのは、

紛争商標についての 1997年 5月 26日付の登録出願以前の第三者の「 NIfCO」商標

の使用状況であって、原告のいう調査は、基本的な時間の先後が混乱している。

二　第三者と原告の間の商標譲渡紛争についての状況

当事者は、自らが提起する法的請求の根拠となる事実又は相手方の法的請求に対す

る反論の根拠となる事実について、証拠を提供し、証明する責任を有する。当事者の

事実の主張を証明する証拠がない場合、又はこれが不足する場合は、挙証責任を負う

当事者が不利な結果を負う。これは、「商標評議審査規則」における基本的な証拠原則

であるだけでなく、民事訴訟にも共通する証拠原則の基本である。第三者と原告の間

の商標譲渡紛争の状況について、被告は、被申立裁定書において、原告及び第三者が

それぞれ提出した証拠によってしか関連事実を認定することはできない。訴えを申し

立てられた行政手続において、原告はこれについて何ら証拠を提出せず、同時にまた

第三者の証拠に対してこれに反論するに足る反対証拠も提出していない。従って、被

告は第三者の証拠 12から 14までを採用して関連の事実を認定した。
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三　適用する法律の問題について 

1．「商標法」第 31条について。

被申立裁定書第 8頁において当該条項の適用について詳述しているため、ここ

では割愛するが、当該条項の適用基準について、以下のとおり補足して明確にする。

（1）第三者の「 NIfCO」商標は、紛争商標の登録出願前に既に使用され、かつ一定

の影響力を有しており、しかもこの影響力は原告にも及んでいた。

（2）紛争商標は、第三者の一定の独創性を有する「 NIfCO」商標と完全に同一であ

り、合理的な説明もない。

（3）紛争商標が使用を指定しているバックル、鞄のバックル等の商品と、第三者

が「 NIfCO」商標を使用しているプラスチックバックル、ファスナー等の商

品は、その機能、用途、消費対象等の面において密接に関係している。

（4）原告が悪意を有するとは、第三者に対して高額の譲渡費及び賠償金等を要求

することだけでなく、第三者の「 NIfCO」製品の顧客に警告文を発送する、

権利侵害訴訟を提起する、権利侵害のクレームをつける等の方法によって、

第三者の商品が市場に出回りつづけることを意図的に阻止しようとし、第三

者及びその顧客の正常なビジネスに著しい影響を与えたことを含む。

このほか、原告がその紛争商標の使用状況について提供したテナント契約の証拠は

証明力に欠け、紛争商標が真実かつ有効に実際に商業上使用されていたことを証明す

るには不十分である。 

2．「商標法」第 13条、第 41条第 1項について、被申立裁定書では当該条項のいずれ

も引用していないので、原告の関連提訴理由については答弁しない。

以上のとおり、被告の第 1204572号「 NIfCO」商標紛争案件の審理における事実認定は明ら

かであり、適用する法律も正確であり、手続も適法であるため、第 0528号裁定を維持するよ

う請求する。

第三者ニフコは次のとおり述べた。 

1．第三者は、各種用途のバックルを製造、販売するグローバル会社であり、その歴史は、 

1967年に遡る。答弁人は独特な「 NIfCO」商標（そのうち「 f」は小文字のアルファベ

ットで記す）を設計し、 1969に最初にこれを使用した。当該商標は、設立当初の会社

名である日本工業ファスナー株式会社の英語名称の頭文字（ Nippon Industrial Fastener 

Corporation）に由来する。「NIfCO」の商標は、その使用開始の時期より現在まで世界

で継続して 40年近く使用されており、その信用と評判も極めて高いことから、日本国

際知的財産保護協会により「日本著名商標集」に収録されている。 

2．第三者は、 1987年に「 NIfCO」商標を登録した。その中には、バックル、ベルトバック

ルに用いられる第 275152号「NIfCO」商標を含み、また、 1986年に香港において利富高（香
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港）有限公司を設立し、同社に「 NIfCO」商標の使用権を与え、関連の業務を担当させ

た。利富高（香港）有限公司の努力により、「NIfCO」商標を付した商品は中国の数多

くの地区で使用され、かつ一定の影響力をもつに至った。第三者は、原告が第 1204572

号商標を登録出願した期日よりもずっと早い時期から中国において「 NIfCO」商標を使

用している。「NIfCO」は普通の英単語ではなく、辞書にも載っておらず、第三者の幅

広い使用によって一定の影響をもつようになったものである。業界において、「NIfCO」

は、第三者の商標として広く認められているということを除いては、その他如何なる

由来も存在しない。原告は、第三者が先行使用する商標を完全に剽窃している。さらに、

原告が主張する「 NIfCO」商標の由来についての説明は条理に反し、かつ事実的根拠も

ない。このほかにも、原告は、第三者の「 NIfCO」商標の使用が原告の商標権の侵害行

為にあたるとして、第三者の顧客に警告文を出し、かつ第三者に対して高額の商標譲

渡料を要求した。目的を達せないとわかると、工商行政管理部門への苦情申立、人民

法院への訴訟提起等の方法により第三者に嫌がらせを行い、第三者の正常な業務活動

を妨害した。

以上のとおり、被告が「商標法」第 31条に基づいて出した第 1204572号「 NIfCO」商標の

取消の裁定は、事実認定は妥当であり、法律の適用にも誤りはない。従って、第三者は、原告

の訴訟請求を棄却し、被告の出した第 0528号裁定を維持する判決を下されるよう請求する。

本院の審理の結果、次の点が明らかになった。

第三者株式会社ニフコは、 1987年 1月 20日に、商標局から「 NIfCO」商標の登録を取得した。

商標登録証は第 275152号で、使用することが決定された商品類別は第 20類、使用が決定され

た商品は、他の類別には該当しない工業用プラスチック製品で、ピン、ボルト、ナット、リベ

ット、ファスナー、締め具、ブラケット、ガスケット、バックル、リング、ストラップ、フッ

クである。有効期間は 2007年 1月 19日まで延長されている。一方、原告は、 1998年 9月 7日、

商標局から「 NIfCO」商標の登録を取得した。商標登録証は第 1204572号で、使用することが

決定された商品類別は第 26類、使用が決定された商品は、服装用ボタン、服装用ファスナー、

バックル、ガーター用留め具、サスペンダー用留め具、ベルトクラスプ、靴用留め具、紳士服

用ボタン、鞄用バックルである。上記商標の字体、形態及び構造は寸分の差もなく全く一致し

ている。

第三者株式会社ニフコは、 1988年 6月 28日、香港特別行政区政府知的財産権署商標登録処

が審査確認した「 NIfCO」商標登録証を取得した。商標類別は第 20類で、その番号は 1988第 

2038号、使用することが決定された商品は、プラスチック製品である。第三者は、 1986年 11

月 14日、香港において旧称 SUSUPE LIMITEDという会社を設立、登録した。 1987年 7月 10日、

同社は名称を NIFCO (HK) LIMITEDに変更した。 2003年 12月 24日、同社の名称として上記

英語名称をもとに中国語名の利富高（香港）有限公司を追加した。その後、さらに利富高（香港）
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有限公司に第三者の製品を製造、販売することを授権した。 1996年 2月から 1997年 5月まで、

利富高（香港）有限公司は北京、上海、浙江、深圳、南京等の顧客に対して「 NIfCO」商標を

付したプラスチックバックル、ファスナー等を大量に販売した。 2003年 8月 28日現在において、

第三者が中国大陸において有する顧客は 90社に達し、行政区画には、北京、上海、江蘇、浙江、

広東、福建、遼寧等の省・区及び深圳、珠海経済特区が含まれる。 

2004年 12月 20日、原告が委託した広東新智商標代理有限公司は、「NIfCO」商標について

第三者の顧客に対してそれぞれ警告文を送付した。 2005年 8月 16日、原告は第三者に対して

最後通牒を出し、同通知のなかの民事訴訟に関する部分に関し、次のとおり述べた。「もし当

社が勝訴した場合、こちらは 2000万香港ドルを下らない経済的損失、訴訟費用、精神的負担

等の賠償を求めるでしょう。」同通知の最新の結論部分では、第三者に対して「 NIfCO」商標

及び「 TIFCO」商標の譲渡料 500万香港ドルを請求すると述べている。原告は、広東省深圳市

中級法院に第三者がその登録商標専用権を侵害したとして提訴したが、 2005年 9月 1日にな

ると受理法院に対して訴えの取下げを申し立てている。 

2003年 9月 5日、第三者は商標評審委員会に対して登録商標紛争裁定申請書を提出した。

商標評審委員会は、 2006年 3月 8日に第 0528号裁定書を出した。

商標評審委員会の紛争商標審理期間において、原告は紛争商標の登録前及び登録取得後にお

ける当該商標の実際の使用についての有効な証拠を提出しなかった。

上記の事実については、第 0528号裁定書、紛争商標の商標登録証、第三者「 NIfCO」商標

の商標登録証、利富高（香港）有限公司と中国大陸の顧客との発注書、パッキングリスト、イ

ンボイス、第三者の顧客名簿、原告が第三者の顧客に送付した警告文及び第三者に対して送付

した最後通牒等の証拠並びに当事者の陳述が、事件の証左となる。

本院は、当事者の抗弁主張に基づき、本件の争点は、第 0528号裁定書が「商標法」第 31条

の規定に従い紛争商標を取り消したという具体的行政行為が法律規定に合致するか否かにある

と考える。

「商標法」第 31条は、商標の登録出願は、他人の既存の権利を侵害してはならず、また他人

が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆けして登録しては

ならないと定めている。本件で明らかになった事実によれば、紛争商標は第三者が先行して登

録を審査確認されていた「 NIfCO」商標と字体、形態及び構造上寸分の違いもなく、完全に同

一で、関連の公衆は両者の違いを区別できず、かつ紛争商標が使用を指定されているバックル、

鞄のバックル等の商品と第三者が「 NIfCO」商標を使用しているプラスチックバックル、ファ

スナー等には一定の関係があるため、混同、誤認が生じやすい。同時に、原告が紛争商標を登

録出願する前に、第三者の「 NIfCO」商標を付した製品は既に中国大陸で販売、使用されてお

り、その販売量及びその販売範囲から、第三者の「 NIfCO」商標が関連の公衆の間で既に一定

の影響をもっていたと認定でき、販売範囲も紛争商標権利者の所在地を含んでいる。紛争商標
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と第三者の「 NIfCO」商標とが字体、形態及び構造上いささかの区別もないのは偶然の一致に

すぎないという原告の理由には何ら根拠がない。紛争商標と第三者の「 NIfCO」商標が完全に

同一であることから、原告は第三者の「 NIfCO」商標を付した商品が中国大陸の市場に入って

から第三者の商標形態をもって紛争商標標識として登録出願したものと認定でき、その行為は、

実質的には不正な手段によって他人が既に使用し一定の影響力を有する商標を剽窃、複製して

抜け駆け登録する行為であり、当該行為は信義誠実の原則に反し、公平な競争という市場秩序

を損ない、「商標法」第 31条にいう他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正

な手段により抜け駆け登録する行為に該当するため、かかる行為は禁止されなければならない。

このほか、紛争商標が登録された後、原告は第三者の「 NIfCO」製品の顧客に警告文を送付する、

権利侵害訴訟を提起する、また第三者に高額な譲渡料及び賠償金を請求する等していることか

らも、原告の紛争商標登録における主観的悪意を証明できる。原告の訴訟請求には事実と法的

根拠がなく、本院はこれを認めない。

以上のとおり、被告の紛争裁定の事実認定は明らかであり、法律の適用も正確であり、手続

も適法であるため、本院はこれを維持する。原告の訴訟請求は事実及び法的根拠に欠けるため、

本院はこれを認めない。「中華人民共和国行政訴訟法」第 54条第（ 1）項の規定に基づき、以

下のとおり判決する。

被告中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会による商評字（2006）第 0528号「第 

1204572号『 NIfCO』商標紛争裁定」を維持する。

本件の事件受理費 1000元は、原告深圳市旺利泰実業有限公司の負担とする（納付済み）。

本判決に不服がある場合は、原告深圳市旺利泰実業有限公司及び被告中華人民共和国国家工

商行政管理総局商標評審委員会は本判決書送達日から 15日以内に、第三者株式会社ニフコは

本判決書送達日から 30日以内に、本院に上訴状を提出することができ、かつ相手方当事者の

人数分の副本を添えて、中華人民共和国北京市高級人民法院に上訴するものとする。

裁　判　長：　劉海旗

代理裁判官：　周雲川

代理裁判官：　芮松艶

（北京市第一中級人民法院　印） 

2006年 9月 20日

本文は原本と相違なし
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ウ　北京市高級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市高級人民法院

行政判決書

（2006）高行終字第 551号

上訴人（一審原告）深圳市旺利泰実業有限公司

住所 ：広東省深圳市羅湖区愛国西路布心南路東楽花園群鏘楼 68棟 6A

法定代表者 ：黄　蓉　総経理

委託代理人 ：徐家力　北京市隆安律師事務所弁護士

委託代理人 ：王　亨　男　漢族　 1980年 2月 22日生

　　　　　　 北京市隆安律師事務所弁護士アシスタント

住所 ：遼寧省興城市温泉街道弁事処温泉居委二組

被上訴人（一審被告）中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

住所 ：北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：侯　林　主任

委託代理人 ：段暁梅　当該委員会幹部

委託代理人 ：徐　琳　当該委員会幹部

一審第三者 ：（日本国）株式会社ニフコ

住所 ：日本国横浜市戸塚区舞岡町 184番地 1

法定代表者 ：渡辺隆治　菫事長

委託代理人 ：賈　軍　北京市中諮律師事務所弁護士

委託代理人 ：陳学民　北京市中諮律師事務所弁護士

上訴人深圳市旺利泰実業有限公司（以下「旺利泰公司」という）は、商標行政紛争事件を原

因とする中華人民共和国北京市第一中級人民法院（ 2006）一中行初字第 651号行政判決を不服

として、本院に上訴を提起した。本院は 2006年 11月 17日にこれを受理し、法に基づき合議

廷を組織し、 2007年 1月 30日に公開法廷にて審理を行った。上訴人旺利泰公司の法定代表者

黄蓉及び委託代理人徐家力、王亨、被上訴人国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商

標評審委員会」という）の委託代理人徐琳、段暁梅、被上訴人（日本国）株式会社ニフコ（以

下「株式会社ニフコ」という）の委託代理人賈軍、陳学民が出廷して訴訟に参加した。本件の

審理は既に終了した。
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株式会社ニフコは、旺利泰公司が第 26類ベルト式バックル等の商品上に登録した第 

1204572号「 NIfCO」商標（以下「紛争商標」という）につき、商標評審委員会に対して登録

取消の申立を行い、商標評審委員会は、 2006年 3月 8日、商標法第 31条、第 41条第 2項及

び第 43条の規定に基づき、第 1204572号「 NIfCO」商標に関する商評字（ 2006）第 0528号紛

争裁定（以下「第 0528号裁定」という）（旺利泰公司が第 26類ベルト式バックル等の商品上

に登録した第 1204572号「 NIfCO」商標の登録を取り消すという裁定）を下した。旺利泰公司

は当該裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に対し訴訟を提起した。

北京市第一中級人民法院の審理の結果、以下のことが明らかになった。株式会社 NIfCOは 

1987年 1月 20日「 NIfCO」商標登録を取得し、使用商品類別は第 20類とすることが決定され

た。旺利泰公司は 1998年 9月 7日に「 NIfCO」商標登録を取得し、商標登録証書は第 1204572

号、使用商品類別は第 26類とすることが決定された。上記の 2つ商標の字体、形態及び構造

は完全に同一であった。

株式会社ニフコは 1986年 11月 14日、香港において SUSUPE LIMITEDを登録設立した。 

1987年 7月 10日、当該会社の名称を NIfCO（HK）LIMITEDと変更した。株式会社ニフコ

は、 1988年 6月 28日、香港特別行政区政府知的財産権署商標登録処が審査確認した「 NIfCO」

商標登録証書を取得し、その商標類別は第 20類であった。 2003年 12月 24日、 NIfCO（HK） 

LIMITEDは中国語名称「利富高（香港）有限公司」を追加した。 1996年 2月から 1997年 5月

まで、利富高（香港）有限公司は北京、上海、浙江、深圳、南京等の顧客に対し「 NIfCO」商

標を付した大量のプラスチックバックル、ファスナー等を販売している。 2003年 8月 28日ま

でに、株式会社ニフコが中国大陸において有する顧客は 90社に達しており、行政区画は北京、

上海、江蘇、浙江、広東、福建、遼寧等の省及び深圳、球海経済特区にわたる。 

2003年 9月 5日、株式会社ニフコは商標評審委員会に対し、商標取消紛争申立書を提出した。 

2004年 12月 20日、旺利泰公司は株式会社ニフコの顧客に対し警告文を発送した。 2005年 

8月 16日、旺利泰公司は株式会社ニフコに対して最後通牒を出した。

商標評審委員会は 2006年 3月 8日に第 0528号裁定を下した。

北京市第一中級人民法院は以下のように認定した。紛争商標と先に登録が審査確認された株

式会社ニフコの「 NIfCO」商標とは字体、形態及び構造において全く差異がなく、完全に同一

であり、関連公衆が両者を区別することは不可能であり、なおかつ紛争商標が使用を指定する

ベルト式バックル、鞄バックル等の商品と株式会社ニフコが「 NIfCO」商標を使用するプラス

チックバックル、ファスナー等の商品は一定の関連性があるため、容易に混同と誤認を生じさ

せる。また、旺利泰公司が紛争商標の登録出願を行うより以前に、株式会社ニフコの「 NIfCO」

商標を付した製品は既に中国大陸において販売使用されており、その販売数及びその販売範囲

から、株式会社ニフコの「 NIfCO」商標は関連公衆の間で一定の影響力を有していたと認定で

き、この販売範囲には紛争商標権利人の所在地も含まれている。紛争商標と株式会社ニフコの
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「NIfCO」商標が字体、形態及び構造上全く違いが見られないのは偶然の一致であるという旺

利泰公司の理由は全く根拠のないものである。紛争商標と株式会社ニフコの「 NIfCO」商標が

完全に同一であるため、旺利泰公司は株式会社ニフコの「 NIfCO」商標を付した商品が中国大

陸の市場に入ってから株式会社ニフコの商標形態をもって紛争商標標識として登録出願したも

のであると認定でき、その行為は、実質的には不正な手段によって他人が既に使用し一定の影

響力を有する商標を剽窃、複製して抜け駆け登録したものであって、当該行為は信義誠実の原

則に反し、公平な競争という市場秩序を損ない、商標法第 31条にいう他人が既に使用してい

る一定の影響力を有する商標を不正な手段により抜け駆け登録する行為に該当するため、かか

る行為は禁止されなければならない。このほか、紛争商標が登録された後、旺利泰公司は株式

会社ニフコの「 NIfCO」製品の顧客に警告文を送付する、権利侵害訴訟を提起する、また株式

会社ニフコに高額な譲渡料及び賠償金を請求する等していることからも、旺利泰公司の紛争商

標登録における主観的悪意を証明できる。

以上を総合し、北京市第一中級人民法院は「中華人民共和国行政訴訟法」第 54条第 1項の

規定に基づき、第 0528号裁定を維持する判決を下した。

旺利泰公司は一審判決を不服とし、本院に上訴を提起し、一審判決及び第 0528号裁定の取

消を請求した。その主要な上訴理由は以下のとおりである。

一　一審判決の事実認定は明確でなく、証拠が不足している。 

1 類別を超えた商標使用の問題について。株式会社ニフコの「 NIfCO」商標は第 20

類の別の類別に属さない工業用プラスチック製品（ピン、ボルト、ナット、リベット、

ファスナー、締め具、ブラケット、ガスケット、ベルトバックルの商品）上に使

用されており、旺利泰公司の「 NIfCO」登録商標が使用を決定した第 26類の服装

バックル、洋服ボタン、ベルトバックル等の商品とは類似しない。株式会社ニフ

コが「 NIfCO」商標をプラスチックベルトバックル、ファスナー、鞄バックル上に

使用することは類別を超えた使用であり、旺利泰公司の「 NIfCO」登録商標の専用

権に対する権利侵害にあたる。 

2 既存の権利の問題について。株式会社ニフコが第 26類に登録した「 NIfCO」商標

の審査確認時期は 2004年 8月 16日であり、株式会社ニフコが日本、香港特別行

政区及び世界のその他の国で登録した「 NIfCO」商標は、著名商標として認定され

ておらず、著名商標の特別保護を享受しないため、一審判決及び第 0528号裁定が、

この「 NIfCO」商標が第 26類商品上で既存の権利を享受すると認定したのは誤り

である。 

3 普及範囲の問題について。株式会社ニフコが第 26類商品上に「 NIfCO」商標を登

録しかつ使用することは旺利泰公司の既存の権利及び商標専用権に対する権利侵

害であり、なおかつ商標法第 31条の規定に違反し、その「 NIfCO」商標標識を付

した商品の販売範囲は北京、上海、浙江、深圳、南京等を含むという証拠は、株
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式会社ニフコが、旺利泰公司が先行登録した「 NIfCO」商標を類別及び地区を超え

て使用したことを証明しており、旺利泰公司の商標専用権を侵害している。 

4 主観的悪意の問題について。旺利泰公司は株式会社ニフコの権利侵害行為につい

て、何度も株式会社ニフコと話し合いを行っており、これは法律の規定にも合致

しており、第一審及び第 0528号裁定がこれをもって旺利泰公司に主観的悪意があ

ったと認定したのは誤りである。

二　一審判決の法律適用は誤りであり、手続は違法である。

旺利泰公司の「 NIfCO」商標の登録の審査確認期日は 1998年 9月 7日であり、 1999

年 9月 7日時点で既に満一年が経過しており、他方、株式会社ニフコは 2003年 9月 5

日に商標紛争の申立を提出した。本件は「商標評議審査規則」第 59条第 2項又は「最

高人民法院による商標事件審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」

第 6条の規定を適用すべきであり、改正前の商標法第 27条第 2項が規定する申立の提

出期限を適用して処理すべきである。株式会社ニフコの申立は既に一年間の申立期限

が過ぎているため、その申立は却下されるべきである。第 0528号裁定が商標法第 41

条の規定を適用して紛争商標の評議審理申立を受理したのは誤りであり、一審判決が

商標法第 31条の規定に基づき、旺利泰公司が主観的悪意を有し、かつ不正な行為をも

って、他者が既に使用しかつ一定の影響力を有する商標を抜け駆け的に登録したと認

定したことは支持証拠が欠けている。一審判決が商標法第 31条、行政訴訟法第 54条

第 1号の規定に基づき第 0528号裁定を維持するとしたことは法律適用の誤りにあたる。

一審判決は期限の問題について積極的に審査することなく第 0528号裁定を取り消した

ことは手続の違法にあたる。

商標評審委員会、株式会社ニフコは一審判決に異議を唱えなかった。

審理の結果、以下のことが明らかになった。株式会社ニフコは、中華人民共和国国家工商

行政管理局商標局（以下「商標局」という）の審査確認を経て、 1987年 1月 20日に「 NIfCO」

登録商標を獲得し、商標登録番号は第 275152号であり、商品分類第 20類の別の類別に属さな

い工業用プラスチック製品（ピン、ボルト、ナット、リベット、ファスナー、締め具、ブラケ

ット、ガスケット、バックル、リング、ストラップ、フック）への使用が確定された。当該登

録商標は既に期限延長がなされ、有効期限は 2007年 1月 19日である。

旺利泰公司は 1997年 5月 26日に「 NIfCO」商標登録出願を行い、商標局は 1998年 9月 7

日にこれを審査確認し、商標登録証書番号は第 1204572号であり、第 26類商品（服装用ボタ

ン、服装用ファスナー、バックル、ガーター用留め具、サスペンダー用留め具、ベルトクラス

プ、靴用留め具、紳士服用ボタン、鞄用バックル）への使用が確定された。当該登録商標の字

体、形態は株式会社ニフコの「 NIfCO」登録商標と完全に一致する。
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1986年 11月 14日、株式会社ニフコは香港において SUSUPE LIMITEDを登録設立した。 

1987年 7月 10日、当該会社の名称を NIfCO（HK）LIMITEDと変更した。 1988年 6月 28日、

株式会社ニフコは香港特別行政区政府知的財産権署商標登録処が審査確認した「 NIfCO」商

標登録証書を獲得し、商標類別は第 20類で、番号は 1988第 2038号であり、使用が決定され

た商品はプラスチック製品である。 1993年 11月 15日から、株式会社ニフコは NIfCO（HK） 

LIMITEDにその特許権、 NIfCO商標、技術機密等を使用し、香港においてプラスチック製の

多機能バックル、部品、ベルトバックル及び開閉パーツ等の製品を製造、販売することを許諾

した。 1996年 2月から 1997年 5月まで、 NIfCO（HK）LIMITEDは北京、上海、浙江、深圳、

南京等の顧客に対して「 NIfCO」商標の付されたプラスチックベルトバックル、ファスナー等

を大量に販売した。 2003年 8月 28日までに、株式会社ニフコが中国大陸において有する顧客

は 90社に達し、行政区画は北京、上海、江蘇、浙江、広東、福建、遼寧等の省及び深圳、珠

海経済特区にわたっている。 2003年 12月 24日、 NIfCO（HK）LIMITEDは中国語名称「利富

高（香港）有限公司」を追加した。 

2003年 9月 5日、株式会社ニフコは商標評審委員会に対し、商標取消紛争申立書を提出した。 

2004年 12月 20日、旺利泰公司は「 NIfCO」商標について株式会社ニフコの顧客に対して

警告文を送付した。 2005年 8月 16日、旺利泰公司は株式会社ニフコに対し最後通牒を出し、

同通知のなかの民事訴訟に関する部分に関し、次のとおり述べた。「もし当社が勝訴した場合、

こちらは 2000万香港ドルを下らない経済的損失、訴訟費用、精神的負担等の賠償を求めるで

しょう。」このほか、同通知には、株式会社ニフコに対して「 NIfCO」商標及び「 TIFCO」商

標の譲渡料 500万香港ドルを請求する旨の記述もあった。 

2006年 3月 8日、商標評審委員会は第 0528号裁定を下した。当該裁定は以下のとおり認定

した。 

1 株式会社ニフコがバックル、ファスナー、プラスチック製品等の商品上に使用した

「NIfCO」商標は、その中のアルファベット「 f」が N、I、C、Oの 4つのアルファベッ

トと字体、大文字と小文字、色彩及びサイズ比率等の面において異なっており、当該

アルファベットの組合せに表現形式において一定の特徴を持たせている。しかし、当

該商標はよく見かける字体のアルファベットを組合せて構成されているだけであり、

これを著作権法における美術著作物であると認定するまでには至らない。従って、当

該標識は著作権法上の保護を受けられるべきだという株式会社ニフコの主張は、理由

が成立しない。 

2 まず、株式会社ニフコの証拠は、紛争商標の登録出願前、株式会社ニフコの「 NIfCO」

商標を表示した製品が既に中国大陸において販売使用されていたことを証明でき、そ

の販売金額及び販売範囲から、当該商標が既に関連する公衆の中で一定の影響力を形

成していたと認定できる。次に、株式会社ニフコの「 NIfCO」商標を表示した製品の販

売範囲は旺利泰公司の所在地を含んでおり、紛争商標が使用を指定したバックル、か
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ばんのバックル等の商品と、株式会社ニフコが「 NIfCO」商標を使用するプラスチック

バックル、ファスナー等の商品とは、機能、用途、消費対象等の面において密接な関

係がある。さらに、紛争商標は株式会社ニフコの「 NIfCO」商標と完全に同一であり、

旺利泰公司がその「 NIfCO」製品の包装袋を提供し、紛争商標の独創性を証明しようと

したとしても、当該包装袋の「 NIfCO」標識の表現形式の特徴は紛争商標と同一ではな

く、しかも当該包装袋だけでは包装袋にある当該標識が旺利泰公司により独自に創作

されたことを直接証明できず、また包装袋そのものの印刷製造時期も証明できず、袋

の当該標識の印刷時期を推定することもできない。従って、当該証拠によって旺利泰

公司のいう紛争商標が株式会社ニフコの「 NIfCO」商標と同一であることは全くの偶然

であるという答弁理由を証明することはできない。以上の理由を総合すると、旺利泰

公司は同業者として「 NIfCO」商標が他人が所有しかつ一定の影響力を有するものであ

ることを知っていたはずであると推定でき、紛争商標は株式会社ニフコの「 NIfCO」商

標の剽窃・複製に該当するといえる。紛争商標の登録後、旺利泰公司は、何度も株式

会社ニフコに高額の譲渡料及び賠償金等を要求し、かつ株式会社ニフコの「 NIfCO」製

品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式により、

株式会社ニフコの商品が市場に流通することを阻止しようと企み、株式会社ニフコ及

びその顧客の正常な商業経営に深刻な影響を及ぼした。これらの行為も旺利泰公司の

商標登録に悪意があったことを証明できる。

商標評審委員会は、旺利泰公司の紛争商標を登録した主観的意図、市場行為及び株式会社

ニフコにもたらした損害の結果を総合し、旺利泰公司は「 NIfCO」商標が既に他人により使用

されかつ一定の影響力を持っていることを明らかに知っていた又は知っていたはずでありなが

ら、依然として剽窃、複製の方式により紛争商標を出願登録したと認定し、かかる旺利泰公司

の行為は、信義誠実の商業活動の基本原則に違反し、公平競争の市場秩序を損ね、「商標法」

第 31条にいう「不正な手段により他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を抜け

駆け登録する」状況に該当すると認定した。

以上の事実に基づき、商標評審委員会は、商標法第 31条、第 41条第 2項及び第 43条の規

定に基づき、旺利泰公司が第 26類バックル等の商品上に登録した第 1204572号「 NIfCO」商

標を取り消す旨の裁定を下した。

上記の事実については、第 0528号裁定書、紛争商標の商標登録証、株式会社ニフコの「 NIfCO」

商標の商標登録証、株式会社ニフコが香港において登録設立した NIFCO（HK）LIMITEDのフ

ァイル、授権契約、 NIFCO（HK）LIMITEDと中国大陸の顧客との発注書、パッキングリスト、

インボイス、旺利泰公司が株式会社ニフコの顧客に送付した警告文及び株式会社ニフコに対し

て送付した最後通牒等の証拠並びに当事者の陳述が、事件の証左となる。

本院は以下のように認定する。商標法第 31条は、「商標の登録出願は、他人の既存の権利を
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侵害してはならず、また、他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段に

よって抜け駆けして登録してはならない。」と規定している。本件の調査で明らかになった事

実から、株式会社ニフコは 1987年 1月に第 20類商品上に「 NIfCO」商標を登録し、 1996年か

らプラスチックバックル、ファスナー等の商品上に「 NIfCO」商標を使用し始めたことが確認

できる。プラスチックバックル、ファスナー等の商品の販売範囲は北京、南京、深圳等の地区

にわたり、関連公衆の間で既に一定の影響力が形成されていたといえる。紛争商標と株式会社

ニフコが先行使用しかつ一定の影響力を有する「 NIfCO」商標は、その字体、形態及び構造が

同一であり、関連公衆が両者を区別するのは難しく、かつ紛争商標が使用を指定するベルトバ

ックル、鞄バックル等の商品と株式会社ニフコが「 NIfCO」商標を使用するプラスチックバッ

クル、ファスナー等の商品は類似しており、容易に混乱と誤認を生じさせる。よって、株式会

社ニフコの「 NIfCO」商標を付した商標が中国大陸市場に入った後、旺利泰公司が株式会社ニ

フコの「 NIfCO」商標の形態をもって紛争商標の標識として登録出願したとし、かかる行為は

不正な手段により他者が既に使用しなおかつ一定の影響力を有する商標を抜け駆け的に登録し

た行為に該当し、誠実信用の原則に反し、公平な競争という市場秩序を損ない、商標法第 31

条にいう「他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段により抜け駆け登

録する行為」にあたると認定した一審判決は正確である。このほか、一審判決では、紛争商標

の登録後において、旺利泰公司が株式会社ニフコの「 NIfCO」製品の顧客に警告文を送付する、

権利侵害訴訟を提起する、また第三者に高額な譲渡料及び賠償金を請求する等していることか

らも、旺利泰公司の紛争商標登録における主観的悪意を証明できると認定している。よって、

一審判決の事実認定に誤りがあるとの旺利泰公司の上訴請求には事実及び法的根拠がなく、本

院はこれを認めない。

「最高人民法院による商標事件審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 

6条は、「当事者は、商標法改正決定の施行時において既に満 1年が経過している登録商標に

ついて紛争が発生した場合、商標評審委員会の裁定を不服として人民法院に訴訟を提起したと

きは、改正前の商標法第 27条第 2項に規定する申立提出期限を適用して処理する。」と規定する。

改正前の商標法第 27条第 1項は、「商標法第 8条の規定に違反した場合、又は詐欺もしくはそ

の他不正な手段をもって登録を得た場合は、商標局は当該登録商標を取り消し、その他単位又

は個人は商標評審委員会に対して当該登録商標の取消裁定を請求することができる。」と規定

している。第 2項は、「前項に規定する場合を除き、既に登録された商標につき紛争がある場

合は、当該商標の登録の審査確認の日より 1年以内に、商標評審委員会に対し裁定を申し立て

ることができる。」と規定している。「中華人民共和国立法法」第 84条に定める「法律不遡及」

の精神に照らし、上記の法律規定及び司法解釈を検討すると、「最高人民法院による商標事件

審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 6条は改正前の商標法第 27条第 

2項に定める状況に適用されるのであり、商標法第 27条第 1項に定める「商標法第 8条の規
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定に違反した場合、又は詐欺もしくはその他不正な手段をもって登録を得た場合」には適用さ

れない。改正前の商標法実施細則第 25条は、詐欺手段又はその他不正な手段をもって登録を

得る状況について定めており、これには信義誠実の原則に違反し、複製、模倣、翻訳等の方式

によって既に公衆に熟知されている商標を登録する場合も含まれる。本件において、旺利泰公

司が不正な手段をもって株式会社ニフコが既に使用しかつ一定の影響力を有する商標を抜け駆

け登録した行為は、改正前商標法第 27条第 1項に規定する状況に該当し、「最高人民法院によ

る商標事件審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 6条に規定する状況に

は該当せず、 1年間の期限制限を受けないため、商標評審委員会が当該取消申立を受理したこ

と及び一審法院が審理を行ったことはいずれも法律規定に違反するものではない。よって、旺

利泰公司のいう、本件には「商標評議審査規則」第 59条第 2項又は「最高人民法院による商

標事件審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 6条の規定、修正前の商標

法第 27条第 2項に規定する申立提出の期限を適用して処理すべきで、株式会社ニフコの申立

は却下されるべきであり、一審判決の手続及び法律適用はいずれも誤りであるとの上訴理由は

成立せず、本院はこれを認めない。

以上のとおり、一審判決の事実認定は明確であり、適用法律は正確であるから、これを維持

すべきである。旺利泰公司の上訴理由は成立せず、本院はその上訴請求を認めない。「中華人

民共和国行政訴訟法」第 61条 1号の規定に基づき、以下のとおり判決を下す。

上訴を棄却し、一審判決を維持する。

一審、二審の事件受理費各 1,000人民元は、いずれも深圳市旺利泰実業有限公司の負担とす

る（いずれも既に納付済み）。

本判決をもって終審判決とする。

裁　判　長：　張　冰

代理裁判官：　李燕蓉

代理裁判官：　焦　彦 

2007年 3月 6日

（北京市高級人民法院の印）

本文は原本と相違なし
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（2）「TIfCO」

ア　商標評審委員会の裁定

国家工商行政管理総局商標評審委員会

第 1208577号「 TIfCO」商標紛争に関する裁定書

申立人

住所

委託代理人

：日本　株式会社ニフコ

：日本

：北京再言商標代理有限公司

商評字（ 2006）第 1359号

被申立人

住所

委託代理人

：深圳市旺利泰実業有限公司

：広東省深圳市羅湖区愛国西路布心南路東楽花

：東莞市隆天連邦知識産権代理有限公司

園群鏘楼 68棟 6A

申立人は、 2003年 9月 8日、被申立人が第 26類服飾用ボタン等を指定商品として登録した

第 1208577号「 TIfCO」商標（以下「紛争商標」という）に対して登録取消の申立を提出した。

当委員会は法に従いこれを受理し、かつ申立書の副本を被申立人に送付した。被申立人は当委

員会の定める期間内に答弁を行った。当委員会は、「商標評議審査規則」第 24条の規定に基づ

き、合議廷を設置して法に従い審理を行い、現在、審理は既に終了した。

申立人はまた被申立人の第 1204572号「 NIfCO」商標に対しても登録取消の申立を提出した。

当委員会は、法に従いこれを受理したうえで、両事件の申立人及び被申立人が同一であり、ま

た主要理由及び証拠が密接に関連していることを勘案し、申立人の請求に応じて、両事件に対

して併合審理を行った。

申立人の主要理由は、申立人は「 TIfCO」について著作権を享有し、中国において先に使用

しており、かつ関連する公衆の間で極めて高い知名度を有しており、被申立人の紛争商標登録

は完全に主観的な悪意によるもので、高額譲渡を目的とするものであるため、これを制止すべ

きであるというものである。

一　申立人は「 TIfCO」商標の独特なデザインに対して著作権を享有する

「TIfCO」は、申立人が 1983年に台湾に投資設立した台湾扣具工業股份有限公司（以下「台

扣公司」という）の英語名称 TaiWan Industrial Fastener Corp.の頭文字を組合せてデザインした

ものであり、独創性を有するアルファベトの組合せである。申立人は、その主要業務すなわち
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バックル及びファスナー製品の生産販売を強調するため、わざと商標の中のアルファベット「 f」

について他の 4つのアルファベットと異なる装飾字体を選択し、かつ小文字の形で拡大して目

立たせるデザインにし、当該作品に著作権法に要求される独創性及び芸術性を持たせた。当該

標識は、台扣公司の設立と同時に会社の英語の商号及び商標として正式に確定され、これまで

会社が毎年出版している「会社紹介」及び「製品カタログ」には全て掲載され、使用されている。

申立人の「 TIfCO」標識は文字著作物及び美術著作物とみなされるべきであり、著作権の保護

を受けるべきである。

二　「TIfCO」は申立人の関連企業の屋号であり、申立人が商号権を享有する

申立人は、バックル製品を専門に生産する国際的な日本企業であり、その前身である日本工

業ファスナー株式会社（ Nihon Industrial Fastener Corp.）の英語名称の頭文字をとった「 NIfCO」

を屋号としている。申立人は、日本各地に多くの支店及び生産拠点を設立しているほか、アメ

リカ、スペイン、韓国等の国々並びに台湾、香港及び中国大陸では上海と東莞に独資会社及び

合弁会社を設立しており、これらの会社のほとんどが「 NIfCO」を会社の商号又は製品商標と

して使用している。このうち、台扣公司はさらにその所在地域の英語の頭文字「 T」と「 IfCO」

を組合せた「 TIfCO」を企業の屋号として登録し、これにより地域の特色を有しつつ、製品の

性質及び出所も表せるようにし、「TIfCO」と「 NIfCO」標識を共同で使用している。

三　紛争商標が登録出願される前に、申立人の「 TIfCO」商標は既に中国を含む関連地域にお

いて使用され、一定の知名度を有していた 

1984年 4月 16日には、申立人の「 TIfCO」商標は既に台湾において登録され（登録番号は 

242524）、かばんのバックル、ファスナー等の商品に使用することが決定されていた。 

1983年以降、「TIfCO」標識を表示した製品は、国際的な影響力を有する各種専門又は総合

業種の展覧会にしばしば出展している。例えば、 1989年度「国際靴類皮革展」、1990年度「国

際靴製作機及び材料展」、1991年「国際ゴム・プラスチック展」、1992年度「国際スポーツ用品展」、 

1993年「台北国際ゴム・プラスチック展」、1995年度「コンピュータ展」等がある。「TIfCO」

ブランドを普及させるため、申立人はさらに 1987年から連続してアジアの人気雑誌に大量の

広告及び権利保護声明を掲載した。 

1994年 10月 31日、申立人は「 TIfCO」標識が刻印されたリュックサック用バックルを申立

人が香港に設立した全額出資子会社である香港利富高公司（ NIFCO（HK）LTD.）から日本の

貿易会社トーメンを経由して浙江省糧油食品進出口公司嘉興分公司に販売し、リュックサック

製品に使用した。その後今日に至るまで、「TIfCO」のバックルは多くの有名なかばんメーカ

ーによってそのリュックサック等の製品に使用されており、関連する公衆の間で非常に高い知

名度を有している。
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四　被申立人の紛争商標登録には明らかに悪意がある

紛争商標と申立人の「TIfCO」商標とは、アルファベットの選択、配列はもちろん、さらに

真ん中の最も特色のある「f」までもが完全に一致しており、紛争商標が使用指定した服飾用

ボタン等の商品と申立人の商標が使用されるバックル等の商品とは、機能用途、原料、消費対

象及び販売ルート等いずれの面においても非常に類似しており、両商標は極めて容易に消費者

に商品の出所に対して混同を生じさせてしまう。被申立人は、「TIfCO」と申立人のもう 1つ

のブランド「NIfCO」を登録したほか、さらにバックル業界の別の 2件の著名商標「DURAFLEX」

「ITWNEXUS」をも登録し、しかも被申立人は、字体から全体のデザインに至るまで全く同じ

にそっくりそのまま当該 4件の商標を剽窃した。被申立人が同業種内の異なる所有者に属する

独創性を有する 4件の著名商標を同時に登録したことが決して偶然の一致ではないことは明ら

かである。 

2004年 11月 16日、被申立人は申立人に宛てた弁護士レターにおいて「「TIfCO」及び「NIfCO」

商標について少なくとも 1800万香港ドル（約 230万米ドル）の譲渡料を請求し、申立人がこ

れを拒否したところ、さらに 2004年 12月 1日に最後通牒の形で、高額で紛争証商標を譲り受

けない場合は、紛争商標をさらに高額でその他の第三者に譲渡すると申立人を脅迫した。 

2005年 5月、被申立人はさらに商標の権利侵害を理由として申立人及び耐克（蘇州）体育

用品有限公司等の申立人の主要な顧客を深圳市中級人民法院に訴え、申立人の応訴期間中に、

被申立人はさらに 2005年 8月 16日及び 8月 23日の 2回にわたり法廷外で積極的に紛争商標

の譲渡価格を協議するよう書簡を送り付け、申立人がこれを拒否すると、被申立人は 2005年 

9月 8日、訴えの取下げを申し立てた。このことから、被申立人の真の意図は、法的手続によ

り紛争を解決することにあるのではなく、訴訟を提起することにより申立人に圧力をかけ、高

額の譲渡料を請求する目的を果たそうとしたことにあるとわかる。

被申立人は申立人にその高額譲渡の要求を強引に承諾させるため、2004年からたて続けに

多くの地方工商局に対し申立人の多数の顧客を訴えだし、申立人及びその顧客の正常な商業経

営を著しく混乱させ、申立人及びその顧客に重大な損失をもたらした。

以上の事実に基づき、紛争商標の登録取消を請求する。

申立人が当委員会に提出した証拠は、主に次のものを含む。 

1 台湾工業扣件有限公司の簡単な紹介及びその設立登記証明資料 

2 台扣公司の 1988年 1月発行の宣伝用パンフレット、「TIfCO」を著作物とすることの記

録が記載されている。 

3 申立人の台湾での「TIfCO」商標登録証及び商標登録簿 

4 「TIfCO」標識の表示された製品が 1989～ 1995年にかけて多くの国際的な専門又は総

合業種の展覧会に出展した際の写真のコピー 

5 申立人の「TIfCO」標識に関して掲載した広告の一部及び権利保護声明
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6 申立人の「 TIfCO」標識の表示されたリュックサック用バックル、 1994年 10月 31日、

香港利富高公司（ NIFCO（HK）LTD.）から日本のトーメンを経由して浙江省糧油食品

進出口公司嘉興分公司に販売した際の送り状、インボイス、パッキングリスト、運送

証券、ファクシミリ及びこれらの中国語訳、バックル製品の実物及び写真のコピー 

7 台扣公司の「 TIfCO」製品カタログ 

8 被申立人が抜け駆け登録した 4件の商標の商標公告資料 

9 被申立人が何度も申立人に譲渡料を請求した弁護士レター、「最後通牒」等の書状、被

申立人が申立人の顧客に発送した警告文 

10 被申立人が深圳市中級人民法院に提出した訴状、深圳市中級人民法院が申立人に発行

した訴訟文書及び被申立人の訴え取下げを認めた裁定書 

11 深圳市工商行政管理局福田分局が発行した財産差押通知書

被申立人の答弁は、次のとおりである。

一　申立人は「TIfCO」の組合せに対して既存の権利を有さず、著作権を享有しない。「TIfCO」

の 5つのアルファベットの字体は一般的に常用されている印刷字体であり、独創性を

有しておらず、申立人は著作権を享有しない。

二 被申立人が紛争商標を登録したことは正当な商業行為である。

紛争商標の発想の由来は「 Today’s In Fashion Co.」すなわち「今日潮流服飾公司」

の英語の頭文字をとったもので、申立人の会社の英語名称の略と同一なのは全くの偶

然の一致である。紛争商標の登録出願前において、申立人は中国大陸において「 TIfCO」

商標を第 26類商品に使用、登録し又は宣伝したことはなく、ただ台湾地区において登

録しただけである。従って被申立人が自らデザインした紛争商標を登録し、かつ関連

商品に連続して使用することに、いわゆる抜け駆け登録及び不正行為は存在しない。

被申立人は紛争商標を登録した後、積極的に申立人と連絡をとってはいない。むし

ろ申立人のほうから積極的に被申立人と譲渡要求の協議を求めてきたのだが、被申立

人は価格が適正ではないとしてこれを受け入れなかった。

以上、紛争商標の登録を維持するよう請求する。

被申立人は、当委員会に対し「 TIfCO」製品の包装袋等の証拠を提出した。

以上の双方当事者の陳述、証拠資料及び証拠に対する質疑の意見、関連する商標データファ

イルに基づき、また「 NIfCO」事件との併合審理により、当委員会は、以下の事実を明らかにした。 

1 紛争商標第 1208577号「 TIfCO」商標は、被申立人が 1997年 6月 5日に登録出願を行い、 

1998年 9月 21日に登録され、第 26類バックル、服飾用ボタン等の商品に使用するこ
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とが決定された。 

2 申立人の証拠 3は、次のことを証明できる。申立人の「 TIfCO」商標は台湾において最

初に 1984年 4月 16日に登録認可され、その登録番号は 242524であり、かばんのバッ

クル、ファスナー等の商品に使用することが決定され、 1994年 3月 5日から 1998年 8

月 23日まで、台湾扣具工業股份有限公司が使用することが許可された。 

3 申立人の「 TIfCO」商標の紛争商標登録出願前における使用状況について、申立人は証

拠 4～ 7を提供した。このうち証拠 4は、台扣公司が 1988 ı 1995年の間に専門又は総

合業種の展覧会に何度も出展した際の写真のコピーであるが、出展地は全て台湾地区

である。証拠 5は申立人が 1987年に掲載した一部の雑誌広告及び権利保護の声明を含

んでいるが、申立人はこれらの雑誌が大陸で発行されていることの関連証拠を提出し

ていないため、上記証拠によってその「 TIfCO」標識の大陸における使用状況を証明す

ることはできず、また大陸の関連する公衆が適切な経路により関連の展覧会又は広告

の情報を知ることにより当該標識を知っていたことを証明することもできない。証拠 6

は香港利富高公司が 1994年 10月 31日に「 TIfCO」標識の表示された製品を販売した

ことの関連証拠である。香港利富高公司は申立人が香港に設立した全額出資による子

会社であり、販売される製品には、型番 L25S、金型番号 X045-TW-X-XXX-02のプラス

チックバックル 20,600セットが含まれている。当該証拠について、被申立人は証拠に

対する質疑の意見を提出し、香港利富高公司が販売するのはその本社の製品であるの

だから、商標は「 NIfCO」であり、「TIfCO」であるはずはないと主張した。調査の結果、

上記金型番号の「 TW」は台扣公司の「 TIfCO」バックルを表しており、当該型番のバ

ックル製品の実物には明らかに金型で刻印された「 TIfCO」標識があり、同時に申立人

の証拠 7の台扣公司の「 TIfCO」製品カタログにも当該型番のバックルが掲載されてい

る。上記の状況は、申立人の「 TIfCO」商標が台湾で登録され及び使用を許可されてい

る状況と一致する。従って、申立人の証拠 3、6、7を総合すると、紛争商標の登録出

願前に、申立人の関連企業の「 TIfCO」標識を表示した製品が既に中国大陸で販売、使

用されていたことを説明できる。 

4 申立人、被申立人の間における商標譲渡紛争の状況について、被申立人はその理由を

支持する証拠を提供していないが、申立人は証拠 9～ 11を提供した。当該証拠は、被

申立人が何度も「 TIfCO」及び「 NIfCO」標識について申立人に高額の譲渡料及び賠償

金を請求し、かつ申立人の製品の顧客に警告文を発送し、申立人の商品が市場に流通

することを阻止しようと企み、同時に権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式

によって申立人及びその顧客の商業経営を正常に行えなくさせたことを証明できる。

以上の調査により判明した事実に基づき、当委員会は、本件の争点は以下の点にあると考え
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る。①申立人は「 TIfCO」標識に対して既存の著作権を享有するか、②被申立人の紛争商標の

出願は、申立人の商号権を侵害するか、③被申立人の紛争商標の出願は「 TIfCO」商標が他人

の所有するものであることを明らかに知り又は知り得べきでありながら不正な手段によって登

録を取得したものであるか。

問題①について、申立人の「 TIfCO」標識のアルファベット「 f」を小文字表記で少し字体を

大きくし、その他の 4つのアルファベットを大文字表記でやや小さくしている当該文字の組合

せは、表現形式において一定の特徴を有するが、当該標識はよくある字体のアルファベットを

組合せて構成されているだけであり、これを著作権法における美術著作物、すなわち線、色彩

又はその他の方式により構成される審美的な平面又は立体の造型美術著作物であると認定する

までには至らない。従って申立人の「 TIfCO」標識は著作権を享有するという主張については、

これを認めない。

問題②について、申立人の証拠は「 TIfCO」標識が台湾に投資設立した台湾工業扣件有限公

司（ Taiwan Industrial Fastener Corp.）の英語の頭文字をとったものであることを証明するが、当

該アルファベットの省略は台湾工業扣件有限公司の商号権を構成しない。また、申立人と台扣

公司はそれぞれ 2つの異なる独立した主体であり、申立人が台扣公司の商号権を享有するとは

認定できない。このほか、申立人の提供した証拠は、「TIfCO」標識が既に中国の関連する公衆

の間で使用されていたことにより一定の知名度を有していたと証明するには不十分であり、従

って紛争商標がその商号権を損害したという申立人の主張は事実的根拠が欠けている。

問題③について、紛争商標の登録出願前、申立人の関連企業の「 TIfCO」標識を表示した製

品は既に中国大陸で販売、使用されており、そのプラスチックバックル等の商品は紛争商標

が使用を指定したバックル、かばんのバックル等の商品と機能、用途、消費対象等の面にお

いて密接な関係がある。紛争商標は申立人の「 TIfCO」標識と完全に一致しており、被申立人

がその「 TIfCO」製品の包装袋を提供し、紛争商標の独創性を証明しようとしたとしても、当

該包装袋の「 TIfCO」標識の表現形式は紛争商標と同一ではなく、しかも当該包装袋の印刷時

期を証明する証拠もない。従って、当該証拠のみによって被申立人のいう紛争商標が申立人の

「TIfCO」商標と同一であることは全くの偶然の一致であるという答弁理由を証明することは

できない。

また、「NIfCO」事件と併合審理を行ったことにより、被申立人は「 TIfCO」商標の出願登録

を行うと同時にさらに「NIfCO」商標の登録出願を行っており、また当該商標は申立人の「NIfCO」

商標と字体の書式、色彩及び大きさの比率等の表現上の特徴が全く同一であること、そして被

申立人が上記 2つの商標を出願登録する前、申立人の「 NIfCO」商標は既に使用され、関連す

る公衆の間で一定の影響力を持っていたことがわかった。被申立人は 2つの紛争商標を出願登

録した後、「TIfCO」及び「 NIfCO」標識について何度も申立人に高額の譲渡料及び賠償金等の
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要求をし、かつ申立人の製品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情

申立等の方式により、申立人の商品が市場に流通することを阻止しようと企み、申立人及びそ

の顧客の正常な商業経営に深刻な影響を及ぼした。以上の被申立人の紛争商標を登録した状

況、その市場行為及び申立人にもたらした損害の結果を総合すると、被申立人は同業者として

「TIfCO」商標が他人の所有であることを知っていたはずでありながら、依然として不正競争

及び違法利益の獲得を目的として、剽窃、複製の方式により紛争商標を出願登録したと推測で

き、その悪意の登録行為は信義誠実の商業活動の基本原則に違反し、「商標法」第 41条第 1項

にいう「不正な手段により登録を得ていた」状況に該当する。

「中華人民共和国商標法」第 41条第 1項及び第 43条の規定に基づき、当委員会は次のとお

り決定する。

被申立人が第 26類服飾用ボタン等の商品において登録した第 1208577号「 TIfCO」商標を

取り消す。

当事者は、本裁定に不服のある場合、当該裁定書を受領した日から 30日以内に北京市第一

中級人民法院に申し立てることができ、かつ「商標評議審査規則」第 35条第 1項の規定に従い、

人民法院に対して訴状を提出すると同時に、又は訴状提出から遅くとも 15日以内に当該訴状

の副本を当委員会に送付するか、又は別途書面により当委員会に通知するものとする。

合議廷構成員：段暁梅

喬炜宏

郭京平 

2006年 5月 11日

【国家工商行政管理総局商標評審委員会の印】

写し送付先：国家工商行政管理総局商標局
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イ　北京市第一中級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市第一中級人民法院

行政判決書

（2006）一中行初字第 771号

原告 ：深圳市旺利泰実業有限公司

住所 ：中華人民共和国広東省深圳市羅湖区愛国西路布心南路東楽花園群鏘楼 68棟 

6A

法定代表者 ：黄　蓉、総経理

委託代理人 ：符立新、東莞市隆天連邦知識産権代理有限公司総経理

委託代理人 ：雷志剛、北京隆天国際知識産権代理有限公司法律部職員

被告 ：中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

住所 ：中華人民共和国北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：侯　林、主任

委託代理人 ：段暁梅　女　中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

委託代理人 ：劉国棟　男　中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

第三者 ：株式会社ニフコ、住所：日本国神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 184番地 1

法定代表者 ：渡辺隆治、代表取締役

委託代理人 ：賈　軍、中諮律師事務所律師

委託代理人 ：陳学民、中諮律師事務所律師

原告深圳市旺利泰実業有限公司は、商標紛争行政決定事件を原因とする被告中華人民共和国

国家工商行政管理総局商標評審委員会の商評字 [2006]第 1359号「第 1208577号『 TIfCO』商

標紛争裁定」（以下「紛争裁定」という）を不服とし、 2006年 6月 15日に本院に対して行政

訴訟を提起した。本院は受理後、法に基づき合議庭を組成し、 2006年 9月 14日及び 26日に

公開開廷にて本件の審理を行った。原告の委託代理人符立新及び雷志剛、被告の委託代理人段

暁梅、劉国棟、第三者の委託代理人賈軍、陳学民が公判に参加し、本件は既に結審した。 

2006年 5月 11日、被告は第三者が提出した登録取消の申立に対して紛争裁定を下した。そ

の主な内容は以下のとおりである。
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第三者は、 2003年 5月 11日に原告が第 26類服飾バックル等の商品上に登録した第 1208577

「TIfCO」商標（以下、「紛争商標」という）に対し、登録取消の申立を提起した。被告は法に

基づいて受理した後、合議廷を組成し、法に基づき審理を行い、既に結審した。

第三者は同時に原告の第 1204572号「 NIfCO」商標に対しても登録取消の申立を提起した。

被告は、法に基づいてこれを受理し、両事件の第三者及び原告が共通であり、主な理由及び証

拠等が密接な関係にあることに鑑み、第三者の請求に応じて、両事件を合併審理することとし

た。

第三者が被告に提出した証拠は主に以下のとおりである。 

1 台湾工業扣件有限公司（以下「台扣公司」という）の簡単な紹介及びその設立登記証

明資料 

2 台扣公司の 1988年 1月発行の宣伝用パンフレット、「TIfCO」を著作物とすることの記

録が記載されている。 

3 第三者の中華人民共和国台湾省（以下「台湾省」という）における「 TIfCO」商標登録

証及び商標登録簿 

4 「TIfCO」標識の表示された製品が 1989 ı 1995年にかけて多くの国際的な専門又は総合

業種の展覧会に出展した際の写真のコピー 

5 第三者の「 TIfCO」標識に関して掲載した広告の一部及び権利保護声明 

6 第三者の「 TIfCO」標識の表示されたリュックサック用バックル、 1994年 10月 31日、

中華人民共和国香港特別行政区（以下「香港」という）利富高公司（ NIFCO（HK） 

LTD.）から日本のトーメンを経由して中華人民共和国浙江省糧油食品進出口公司嘉興

分公司に販売した際の送り状、インボイス、パッキングリスト、運送証券、ファクシミ

リ及びこれらの中国語訳、バックル製品の実物及び写真のコピー 

7 台扣公司の「 TIfCO」製品カタログ 

8 原告が抜け駆け登録した 4件の商標の商標公告資料 

9 原告が何度も第三者に譲渡料を請求した弁護士レター、「最後通牒」等の書状、原告が

第三者の顧客に発送した警告文 

10 原告が中華人民共和国広東省深圳市中級人民法院に提出した訴状、中華人民共和国広

東省深圳市中級人民法院が第三者に発行した訴訟文書及び原告の訴え取下げを認めた

裁定書 

11 中華人民共和国広東省深圳市工商行政管理局福田分局が発行した財産差押通知書

原告は被告に対し「 TIfCO」製品の包装袋等の証拠を提出した。

登録取消申立の当事者（すなわち原告及び第三者）の陳述、証拠資料及び証拠に対する質疑
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意見、関連の商標登ファイルに基づき、「NIfCO」事件との合併審理を経て、被告は以下の事

実を明らかにした。 

1 紛争商標第 1208577号「 TIfCO」商標は、原告が 1997年 6月 5日に登録出願を行い、 

1998年 9月 21日に登録され、第 26類バックル、服飾用ボタン等の商品に使用するこ

とが決定された。 

2 第三者の証拠 3は、次のことを証明できる。第三者の「 TIfCO」商標は台湾において最

初に 1984年 4月 16日に登録認可され、その登録番号は 242524であり、かばんのバッ

クル、ファスナー等の商品に使用することが決定され、 1994年 3月 5日から 1998年 8

月 23日まで、台扣公司が使用することが許可された。 

3 第三者の「 TIfCO」商標の紛争商標登録出願前における使用状況について、第三者は証

拠 4～ 7を提供した。このうち証拠 4は、台扣公司が 1988 ı 1995年の間に専門又は総

合業種の展覧会に何度も出展した際の写真のコピーであるが、出展地は全て台湾地区

である。証拠 5は第三者が 1987年に掲載した一部の雑誌広告及び権利保護の声明を含

んでいるが、第三者はこれらの雑誌が大陸で発行されていることの関連証拠を提出し

ていないため、上記証拠はその「 TIfCO」標識の大陸における使用状況を証明すること

はできず、また大陸の関連する公衆が適切な経路により関連の展覧会又は広告の情報

を知ることにより当該標識を知っていたことを証明することもできない。証拠 6は香

港利富高公司が 1994年 10月 31日に「 TIfCO」標識の表示された製品を販売したこと

の関連証拠である。香港利富高公司は第三者が香港に設立した全額出資による子会社

であり、販売される製品には、型番 L25S、金型番号 X045-TW-X-XXX-02のプラスチ

ックバックル 20,600セットが含まれている。当該証拠について、原告は証拠に対する

質疑の意見を提出し、香港利富高公司が販売するのはその本社の製品であるのだから、

商標は「 NIfCO」であり、「TIfCO」であるはずはないと主張した。調査の結果、上記

金型番号の「 TW」は台扣公司の「 TIfCO」バックルを表しており、当該型番のバック

ル製品の実物には明らかに金型で刻印された「 TIfCO」標識があり、同時に第三者の証

拠 7の台扣公司の「 TIfCO」製品カタログにも当該型番のバックルが掲載されている。

上記の状況は、第三者の「 TIfCO」商標が台湾で登録され及び使用を許可されている状

況と一致する。従って、第三者の証拠 3、6、7を総合すると、紛争商標の登録出願前に、

第三者の関連企業が「 TIfCO」標識を表示した製品を既に中国大陸で販売、使用してい

たことを説明できる。 

4 第三者、原告の間における商標譲渡紛争の状況について。原告はその理由を支持する

証拠を提供していないが、第三者は証拠 9～ 11を提供した。当該証拠は、原告が何度

も「 TIfCO」及び「 NIfCO」標識について第三者に高額の譲渡料及び賠償金を請求し、

かつ第三者の製品の顧客に警告文を発送し、第三者の商品が市場に流通することを阻
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止しようと企み、同時に権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式によって第三

者及びその顧客の商業経営を正常に行えなくさせたことを証明できる。

以上の調査により判明した事実に基づき、被告は、本件の争点は以下の点にあると考えた。

①第三者は「 TIfCO」標識に対して既存の著作権を享有するか、②原告の紛争商標の出願は、

第三者の商号権を侵害するか、③原告の紛争商標の出願は「 TIfCO」商標が他人の所有するも

のであることを明らかに知り又は知り得べきでありながら不正な手段によって登録を取得した

ものであるか。

問題①について、第三者の「 TIfCO」標識のアルファベット「 f」を小文字表記で少し字体

を大きくし、その他の 4つのアルファベットを大文字表記でやや小さくしている当該文字の組

合せは、表現形式において一定の特徴を有するが、当該標識はよくある字体のアルファベット

を組合せて構成されているだけであり、これを著作権法における美術著作物、すなわち線、色

彩又はその他の方式により構成される審美的な平面又は立体の造型美術著作物であると認定す

るまでには至らない。従って第三者の「 TIfCO」標識は著作権を享有するという主張について、

これを認めない。

問題②について、第三者の証拠は「 TIfCO」標識が台湾省に投資設立した台扣公司（ Taiwan 

Industrial Fastener Corp.）の英語の頭文字をとったものであることを証明するが、当該アルファ

ベットの省略は台扣公司の商号権を構成しない。また、第三者と台扣公司はそれぞれ 2つの異

なる独立した主体であり、第三者が台扣公司の商号権を享有するとは認定できない。このほか、

第三者の提供した証拠は、「TIfCO」標識が既に中国の関連する公衆の間で使用されていたこ

とにより一定の知名度を有していたと証明するには不十分であり、従って紛争商標がその商号

権を損害したという第三者の主張は事実的根拠が欠けている。

問題③について、紛争商標の登録出願前、第三者の関連企業の「 TIfCO」標識を表示した製

品は既に中国大陸で販売、使用されており、そのプラスチックバックル等の商品は紛争商標が

使用を指定したバックル、かばんのバックル等の商品と機能、用途、消費対象等の面におい

て密接な関係がある。紛争商標は第三者の「 TIfCO」標識と完全に一致しており、原告がその

「TIfCO」製品の包装袋を提供し、紛争商標の独創性を証明しようとしたとしても、当該包装袋

の「 TIfCO」標識の表現形式は紛争商標と同一ではなく、しかも当該包装袋の印刷時期を証明

する証拠はない。従って、当該証拠のみによって原告のいう紛争商標が第三者の「 TIfCO」商

標と同一であることは全くの偶然の一致であるという答弁理由を証明することはできない。

また、「NIfCO」事件と併合審理を行ったことにより、原告は「 TIfCO」商標の出願登録を行

うと同時にさらに「 NIfCO」商標の登録出願を行っており、また当該商標は第三者の「 NIfCO」

商標と字体の書式、色彩及び大きさの比率等の表現上の特徴が全く同一であること、そして原
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告が上記 2つの商標を出願登録する前、第三者の「 NIfCO」商標は既に使用され、関連する公

衆の間で一定の影響力を持っていたことがわかった。原告は 2つの紛争商標を出願登録した後、

「TIfCO」及び「 NIfCO」標識について何度も第三者に高額の譲渡料及び賠償金等の要求をし、

かつ第三者の製品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情申立等の方

式により、第三者の商品が市場に流通することを阻止しようと企み、第三者及びその顧客の正

常な商業経営に深刻な影響を及ぼした。以上の原告の紛争商標を登録した状況、その市場行為

及び第三者にもたらした損害の結果を総合すると、原告は同業者として「 TIfCO」商標が他人

の所有であることを知っていたはずでありながら、依然として不正競争及び違法利益の獲得を

目的として、剽窃、複製の方式により紛争商標を出願登録したと推測でき、その悪意の登録行

為は信義誠実の商業活動の基本原則に違反し、「中華人民共和国商標法」（以下「商標法」とい

う）第 41条第 1項にいう「不正な手段により登録を得ていた」状況に該当する。

被告は、「商標法」第 41条第 1項、第 43条の規定に基づき、「原告が第 26類服飾用ボタン

等の商品において登録した第 1208577号「 TIfCO」商標を取り消す」旨の裁定を下した。

被告は、告訴された具体的行政行為の合法性を証明するために、本院に対し下記の証拠を提

出した。 

1 紛争裁定公文書受渡票：被告が紛争裁定書を送達した事実を証明する。 

2 紛争商標電子ファイル：紛争商標の基本状況を証明する。 

3 第三者が行政手続において被告に提出した申請書及び補充資料 

4 第三者が行政手続において被告に提出した主要証拠資料（台扣公司の簡単な紹介及び

設立登記証明資料等計 11件の証拠を含む） 

5 原告が行政手続において提出した答弁書 

6 原告が行政手続において提出した主要証拠資料（原告がデザインし、使用した ｢ TIfCO｣

製品の包装袋等 2件の証拠を含む）

証拠 3～ 6は、被告が当事者の申立及び答弁の事実、理由、請求に対して評議審査を行った

こと、並びに紛争裁定における事実認定が明確であり、適用した法律が正確であったことを証

明している。

原告は以下のとおり主張した。 

1 原告が紛争商標を登録出願する以前においては、第三者は ｢ TIfCO｣ 商標製品を中国大

陸において広範に使用及び販売してはおらず、当該製品は中国大陸において広範に使

用及び販売されていたという紛争裁定の認定には証拠がない。 

2 第三者が行政手続において被告に提出した証拠は本件と無関係で、かつ紛争商標は台

湾省においてのみ登録されたもので、著名商標とはいえず、また台湾省は「工業所有
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権の保護に関するパリ条約」のメンバーでもない。被告が ｢ TIfCO｣ 商標と「 NIfCO」商

標を合併審理したことは妥当でない。 

3 原告は合法的に紛争商標を登録しており、かつ一貫して当該商標を使用しており、ま

た合法的ルートにより自己の商標権益を擁護しようとするものであり、不当な手段に

よって非合法的利益を得るものではない。原告は法院に対し紛争裁定の取消しを求め

るものである。

原告は立証期間内において、本院に以下の証拠を提出した。 

1 ｢TIfCO｣ 商標登録証：紛争商標の状況を証明する。 

2 原告代理人が調査した第三者の東莞石竜及び長安の 2工場に関する書証：第三者が東

莞に持つ二つ工場は第 26類商品と関連する製品を生産していないことを証明する。 

3 第三者が原告に ｢ TIfCO｣ 商標の譲渡を求めたことを示すファクシミリ文書：第三者が

商標譲渡を求めたのであり、原告の悪意に基づくものでないことを証明する。 

4 第三者が原告の ｢ TIfCO｣ 商標の譲渡請求を委託した仲介者の証言：第三者が商標の譲

渡を請求したが、原告が同意しなかったことを証明する。 

5 国内 EMS明細票：原告が人民法院に訴状を郵送した日を証明する。

被告は以下のとおり弁論した。 

1 第三者が行政手続きにおいて提出した証拠 3、6、7は第三者の「 TIfCO」商標が紛争商

標登録前に既に中国大陸にて使用されていたことを証明している。 

2 原告の東莞利富高の 2つの工場に対する調査は本件とは無関係である。まず被提訴裁

定が認定した事実は上記の 2つの工場に関するものではなく、上記の 2つの工場の設

立時期はともに、使用時（すなわち 1994年 10月 31日）より後である 

3 原告と第三者の間の商標譲渡紛糾状況については、原告は行政手続において終始いか

なる証拠証明をも提出せず、また第三者に反論しうる証拠も提出しなかったため、被

告は第三者の証拠 9～ 11を採用した。 

4 本件の法律適用につき、本件の根拠法律は「商標法」第 41条第 1項である。第三者の

商標は紛争商標が登録される以前に既に使用されているが、紛争商標と第三者の商標

は全く同一のものであり、指定商品もまた類似している。原告は何度も第三者に高額

の譲渡料及び賠償金を要求しており、さらに第三者の顧客に対し警告状を発信すると

ともに、権利侵害訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式により、第三者及びその顧客の

経営を正常に行えなくさせ、これは原告に悪意が存在することを認定するに足り、よ

って不当な方式で登録したことに該当するといえる。紛争裁定が認定した事実は明確

であり、法律の適用は正確で、その手続は適法なものであり、被告は人民法院に対し
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紛争裁定の維持を請求するものである。

第三者は以下のとおり陳述した。 

1 「TIfCO」商標の由来は第三者の英文名称の頭文字であり、 1983年に台湾省で投資設立

された台扣公司によって「 TIfCO」商標の使用が開始された。 

2 第三者は 1983年に台湾省において「 TIfCO」商標を登録出願し、台扣公司に使用を授

権し、その後、「TIfCO」商標のある製品は、第三者の系列会社である香港利富高公司

を通じて、中国大陸に向けて販売されており、かつ原告が「 TIfCO」商標を出願する以

前に、既に中国大陸において販売及び使用されていた。 

3 原告は悪意をもって「 TIfCO」商標を抜け駆け登録し、第三者に対して高額な譲渡料を

要求している。第三者は、紛争裁定が認定する事実は明らかであり、法律の適用は正

確で、手続きも適法であると認識しており、従って第三者は紛争裁定を維持するよう

請求する。第三者は、本院に対し、未だ証拠を提出していない。

被告が提出した証拠について、原告は証拠の関連性、真実性、合法性及び証拠 1、2の証明

力に対しては異議を申し立てなかったが、証拠 3～ 6の証明力に対しては異議を申し立て、被

告の訴訟主張を認めることはできないと主張した。第三者は上述の証拠に対しては異議を申し

立てなかった。原告の提出した証拠について、被告は証拠 1、5に対しては異議を申し立てず、

証拠 2及び 4に対しては行政手続において被告に提出されなかったため、本件とは無関係であ

るとした。証拠 3の関連性、真実性、合法性については異議はないが、原告の訴訟主張を認め

ることはできないと主張した。第三者は被告が述べた証拠に対する質疑意見に同意した。

法廷での証拠に対する質疑及び合議廷での評議を経て、本院は当事者の提出した証拠に対し

以下のとおり認証した。被告が提出した証拠及び原告が提出した証拠 1、3、5は証拠の関連性、

合法性、真実性に合致しており、かつ上記の証拠は紛争商標の状況、第三者の提出した取消申

立、原告と第三者が行政手続において提出した証拠、被告による紛争裁定の関連状況及び原告

が本院に訴状を郵送した時期を証明しうるものであると、本院は確認した。原告が提出した 2、 

4の証拠は本件と関連がなく、本院はこれに対し確認を行わない。

上述の有効な証拠に基づいて、本院が審理した結果、次の点が明らかになった。 1998年 9月、

中華人民共和国国家行政管理総局商標局は、原告が第 26類服装用ボタン等商品において登録

出願した紛争商標を審査確認した。第三者は紛争商標につき、 2003年 9月に被告に対して登

録の取消を申し立て、併せて台扣公司の会社概要及び設立登記証明資料等 11件の証拠を提出

した。原告は第三者の取消申立に対し答弁を行い、併せて被告に対して、原告がデザインし使

用していた「 TIfCO」製品の包装袋を含む 2件の証拠を提出した。被告は法に基づいて受理し
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た後、合議廷を組織して審理を行った。第三者が同時に原告の第 1204572号「 NIfCO」商標に

ついても登録の取消を申し立てていたことから、被告は法に基づいてこれを受理したうえ、両

事件の第三者と原告が共通であること、主な理由や証拠が密接に関連していることから、被告

は第三者の請求に応じて、両事件を合併審理した。被告は審理の後、紛争裁定を行い、紛争商

標を取消した。原告は紛争裁定を不服として、本院に行政訴訟を提起した。

本院は、｢商標法 ｣第 41条第 1項の規定に基づき、被告には登録商標取消申立を受理し、

紛争裁定を行なう法定職権があると考える。その他の不正な手段によって登録商標を取得した

場合には、当該登録商標は商標局により取り消され、他方、その他の企業、機関又は個人は被

告に当該登録商標の取消の裁定を請求することができる。

本件において、第三者が被告に提出した証拠は、紛争商標の登録出願前に、その関連企業

の ｢ TIfCO｣ 標識を付した製品が既に中国大陸において販売使用されていたこと、そのプラス

チックバックル等の商品と紛争商標が指定使用しているバックル、カバン用バックル等の商品

はその機能、用途、消費対象等の方面で密接な関連があることを証明している。紛争商標と第

三者の ｢ TIfCO｣ 標識は全く同一であり、原告が行政手続において述べた、争議商標と第三者

の ｢ TIfCO｣ 商標が同一であることは全くの偶然によるものであるという弁解は、事実的根拠

が欠けている。被告が合併審理した「 NIfCO」商標事件（本院において別件として処理）と結

びつけると、原告は ｢ TIfCO｣ 商標を登録出願すると同時に、「NIfCO」商標をも登録出願した

が、当該商標もまた第三者の「 NIfCO」商標と同一である。原告は数回にわたって ｢ TIfCO｣ 及

び「 NIfCO」標識につき第三者に高額の譲渡料及び賠償金等を要求し、併せて第三者の製品の

顧客に対する警告文の送付、権利侵害訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式により第三者の商品

が市場に流通することを阻み、第三者及びその顧客の正常な商業経営に深刻な影響を与えた。

上述の原告の紛争商標登録の状況、その市場行為及び第三者にもたらした損害結果を総合する

と、原告が同業者として「 TIfCO」商標が他人の所有するものであることを知っていたはずで

ありながら、依然として不正競争及び非合法な利益の獲得を目的として、剽窃、複製の方式に

より紛争商標を登録出願したものと推測でき、その悪意の登録行為は、信義誠実の商業活動の

基本原則に違反し、その行為は既に「商標法」第 41条第 1項にいう不正な手段によって登録

を取得したという状況に該当している。

以上のとおり、被告の紛争裁定において認定された主な事実は明確であり、法律の適用は

正確で、「NIfCO」商標事件との併合審理も関連法律、法規又は規定に違反するものではなく、

手続は合法的で、紛争商標取消の裁定も不当なものではなく、本院はこれを認定するものであ

る。原告の訴訟請求は事実と法律根拠が欠けており、本院はこれを認めない。以上を総括して、

最高人民法院の ｢『中華人民共和国行政訴訟法』の執行に関する若干の問題についての解釈 ｣

第 56条第 4号の規定に照らして、以下のとおり判決する。
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原告深圳市旺利泰実業有限公司の請求する、中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審

委員会の 2006年 5月 11日付商評字（ 2006）第 1359号「第 1208577号『 TIfCO』商標紛争裁定」

取消の訴訟請求を棄却する。

本件の事件受理費 1000元は、原告深圳市旺利泰実業有限公司の負担とする（納付済み）。

　

本判決に不服がある場合は、原告深圳市旺利泰実業有限公司及び被告中華人民共和国国家

工商行政管理総局商標評審委員会は本判決書送達日から 15日以内に、第三者株式会社ニフコ

は本判決書送達日から 30日以内に、本院に上訴状を提出することができ、かつ相手方当事者

の人数分の副本を添えて、中華人民共和国北京市高級人民法院に上訴するものとする。上訴人

が人民法院から人民法院の訴訟費用予納通知を受け取った後、 7日以内に訴訟費用を予納せず、

延納申請書も提出しない場合には、上訴を自ら取り下げたものとして処理する。

裁　判　長：　張　傑

代理裁判官：　喬　軍

人民陪審員：　高　雪

（北京市第一中級人民法院　印） 

2006年 10月 18日

本文は原本と相違なし

書　記　官：　龍　非
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ウ　北京市高級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市高級人民法院

行政判決書

（2007）高行終字第 127号

上訴人（一審原告）：深圳市旺利泰実業有限公司

住所 ：中華人民共和国広東省深圳市羅湖区愛国西路布心南路東楽花園群鏘楼 68棟 

6A

法定代表者 ：黄　蓉、総経理

委託代理人 ：徐家力、北京市隆安弁護士事務所弁護士

委託代理人 ：王　亨、男性、 27歳、北京市隆安弁護士事務所実習弁護士

住所 ：遼寧省興城市温泉街道弁事処温泉居委会二組

　

被上訴人（一審被告）：中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

住所 ：中華人民共和国北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：侯　林、主任

委託代理人 ：徐　琳、中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

委託代理人 ：段暁梅、中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

　

被上訴人（一審第三者）：株式会社ニフコ

住所 ：日本国神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 184番地 1

法定代表者 ：渡辺隆治、董事長

委託代理人 ：賈　軍、北京市中咨律師事務所弁護士

委託代理人 ：陳学民、北京市中咨律師事務所弁護士

上訴人深圳市旺利泰実業有限公司（以下、旺利泰公司という）は、商標行政裁決事件を原因

とする中華人民共和国北京市第一中級人民法院（ 2006）一中行初字第 771号行政判決を不服と

して、本院に上訴を提起した。本院は、法に基づき合議廷を組織し、公開法廷にて本件を審理

した。上訴人旺利泰公司の法定代表者黄蓉及び委託代理人徐家力、王亨、被上訴人中華人民共

和国国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下、「商標評審委員会」という）の委託代理人

徐琳、株式会社ニフコの委託代理人賈軍、陳学民が出廷して訴訟に参加した。本件は、本件の

審理は既に終了した。
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2006年 5月 11日、商標評審委員会は、株式会社ニフコの提出した登録取消の申立につい

て、「中華人民共和国商標法」（以下、「商標法」という）第 41条第 1項、第 43条の規定に基

づき、第 1208577号「 TIfCO」商標に関する商評字 [2006]第 1359号紛争裁定（以下「第 1359

号商標紛争裁定」という）を下し、旺利泰公司が第 26類服装バックル等の商品に登録した第 

1208577号「 TIfCO」商標（以下、「紛争商標」という）を取り消した。旺利泰公司は、当該裁

定を不服として、 2006年 6月 15日に中華人民共和国北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提

起した。

中華人民共和国北京市第一中級人民法院は、次のとおり判決を下した。本件において株式

会社ニフコが商標評審委員会に提出した証拠は、紛争商標の登録出願前に、その関連企業の

｢TIfCO｣ 標識を付した製品が既に中国大陸において販売使用されていたこと、そのプラスチッ

クバックル等の商品と紛争商標が指定使用しているバックル、カバン用バックル等の商品はそ

の機能、用途、消費対象等の方面で密接な関連があることを証明している。紛争商標と株式会

社ニフコの ｢ TIfCO｣ 標識は全く同一であり、旺利泰公司が行政手続において述べた、紛争商

標と株式会社ニフコの ｢ TIfCO｣ 商標が同一であることは全くの偶然によるものであるという

弁解は、事実的根拠が欠けている。商標評審委員会が合併審理した「 NIfCO」商標事件と結び

つけて検討すると、旺利泰公司は ｢ TIfCO｣ 商標を登録出願すると同時に、「NIfCO」商標をも

登録出願したが、当該商標もまた株式会社ニフコの「 NIfCO」商標と同一である。旺利泰公司

は数回にわたって ｢ TIfCO｣ 及び「 NIfCO」標識につき株式会社ニフコに高額の譲渡料及び賠償

金等を要求し、併せて株式会社ニフコの製品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害訴訟、権

利侵害の苦情申立等の方式により株式会社ニフコの商品が市場に流通することを阻み、株式会

社ニフコ及びその顧客の正常な商業経営に深刻な影響を与えた。上述の旺利泰公司の紛争商標

登録の状況、その市場行為及び株式会社ニフコにもたらした損害結果を総合すると、旺利泰公

司が同業者として「 TIfCO」商標が他人の所有するものであることを知っていたはずでありな

がら、依然として不正競争及び非合法な利益の獲得を目的として、剽窃、複製の方式により紛

争商標を登録出願したものと推測でき、その悪意の登録行為は、信義誠実の商業活動の基本原

則に違反し、その行為は既に「商標法」第 41条第 1項にいう不正な手段によって登録を取得

したという状況に該当している。以上のとおり、商標評審委員会の第 1359号商標紛争裁定に

おいて認定された主な事実は明確であり、法律の適用は正確で、「NIfCO」商標事件との併合

審理も関連の法律、法規又は規定に違反するものではなく、手続は適法で、紛争商標取消の裁

定も不当なものではない。他方、旺利泰公司の訴訟請求は事実と法律根拠が欠けている。よっ

て、最高人民法院の ｢『中華人民共和国行政訴訟法』の執行に関する若干の問題についての解

釈 ｣第 56条第 4号の規定に基づき、旺利泰公司の第 1359号商標紛争裁定の取消の訴訟請求を

棄却する判決を下した。
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旺利泰公司は、一審法院の判決を不服として本院に上訴を提起した。その主要理由は、次の

とおりである。 

1 紛争商標の登録前に株式会社ニフコは、中国大陸において「 TIfCO」標識付きの製品を

販売、使用していなかった。株式会社ニフコが商標評審委員会に提出した証拠 4、5は、

その「 TIfCO」標識の大陸における使用状況を証明できず、大陸の関連公衆が適切なル

ートにより関連の展覧会又は広告情報を通じて当該標識を知ることができたことを証

明することもできなかった。証拠 6、7は、中華人民共和国香港特別行政区（以下「香港」

という）において形成された証拠であり、関連の証明手続がなされておらず、真実性、

合法性を有しない。従って、株式会社ニフコは、紛争商標の登録前に中国大陸におい

て「 TIfCO」標識を使用するリュック用バックル等の製品を販売していたことを証明で

きない。 

2 旺利泰公司には、株式会社ニフコの登録商標を抜け駆け登録し、その商品が中国市場

に入ることを阻止し、不法な利益を獲得する悪意はなく、さらには信義誠実の原則に

違反する不正競争行為もない。 

3 株式会社ニフコが商標評審委員会に提出した紛争商標の取消申立は、法定の申立期限

を徒過している。「商標評議審査規則」第 59条第 2項の規定によると、本件には、改

正前の商標法第 27条第 2項の 1年の法定申立期限が適用されるべきである。 

4 旺利泰公司は、適法な方法により商標の登録を出願し、かつ登録商標を取得しており、

その適法な権利は、法律の保護を受けるべきである。株式会社ニフコの「TIfCO」商標は、

中華人民共和国台湾省（以下「台湾省」という）においてのみ登録され、かつ著名商

標に該当しない。非登録商標と登録商標が衝突した場合、商標法の先願主義の原則に

基づき、旺利泰公司の「 TIfCO」商標専用権が保護を受けるべきである。旺利泰公司は、

以上の内容に基づき、一審判決及び第 1359号商標紛争裁定の取消を請求する。

被上訴人商標評審委員会が次とおり答弁した。 

1 本件紛争は、株式会社ニフコが「商標法」第 41条に基づき提起したものであり、行政

手続及び一審段階における紛争の争点は、紛争商標が「商標法」第 41条第 1項にいう

不正な手段により登録を取得したという状況に該当するか否かという点にある。本件

は、「商標法」第 41条第 3項及び「中華人民共和国商標法実施条例」第 29条に定める

商標の同一及び類似の問題について提起された紛争には該当しない。よって、本件の

受理期限は、 5年であり 1年ではない。 

2 株式会社ニフコが提出した証拠 6は一連の証拠からなり、このうち多くの商業書類が

相互の裏付けとなっており、かつその証拠 3及び 7と完全な証拠の連鎖を形成しており、

株式会社ニフコの関連企業の「 TIfCO」標識を付した製品が先に中国大陸において販売
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されたことを証明することができる。以上の証拠は、原本と照合した結果、誤りはな

かった。「商標評議審査規則」第 42条、第 43条の規定によると、強制的な公証もしく

は認証又は原本の提示を要求していない。旺利泰公司は、行政手続において、国外で

形成された証拠の公証及び認証の問題、並びに写しと原本の確認の問題について質疑

を提出しなかった。株式会社ニフコが提出した証拠 3、6及び 7は、株式会社ニフコの

「TIfCO」商標が先に使用された状況を認定することができる。 

3 旺利泰公司の紛争商標の登録状況、その市場行為及び株式会社ニフコにもたらした損

害結果から、旺利泰公司が同業者として「 TIfCO」商標が他人が所有しているもので

あると知りえながら、不正競争及び不法利益の獲得を目的として、剽窃、複製の方式

により紛争商標の登録を出願したと推定でき、かかる行為は、信義誠実の商業活動の

基本原則に違反し、不正な手段により登録を取得した状況に該当する。以上のとおり、

第 1359号商標紛争裁定の事実認定は明確であり、法律の適用が正確で、手続が適法で

あるため、二審法院に対し一審判決及び第 1359号商標紛争裁定を維持するよう請求す

る。

被上訴人株式会社ニフコは、次のとおり答弁した。 

1 「TIfCO」商標は、株式会社ニフコが台湾省に設立した台湾扣具工業股份有限公司（以

下「台扣公司」という）、すなわち Taiwan Industrial Fastener Corporationの頭文字をとっ

たものである。株式会社ニフコが提出した証拠 3、6、7により、 1998年 9月 21日よ

り以前にその附属企業の「 TIfCO」商標付き商品が既に中国大陸で販売、使用され、そ

のプラスチックバックル等の商品が紛争商標の使用が指定されるバックル等の商品と

機能、用途及び消費対象等の面において密接に関わっていることが証明されるている。

紛争商標と株式会社ニフコが販売かつ使用している「 TIfCO」商標は、完全に同一であ

り、同一なのは全くの偶然であるという旺利泰公司の主張は、事実的根拠が欠けている。

旺利泰公司が株式会社ニフコが先に使用しかつ一定の影響を有する「 NIfCO」商標を駆

け抜け的に登録した事実及び 2004年から警告文を送付して高額の譲渡料を要求した等

の行為に鑑みると、旺利泰公司が商業活動において信義誠実の原則に違反したと認定

することができる。 

2 株式会社ニフコの取消申立理由は、旺利泰公司が詐欺の手段又はその他の不正な手段

により商標登録を取得した点にあり、 又は 1993年「商「商標法」第 41条第 1項によるか、

標法」第 27条第 1項によるかにかかわらず、商標法上、期限の制限を受けない。よって、

二審法院に対し一審判決を維持し、旺利泰公司の上訴請求を棄却するよう請求する。

審理の結果以下の事実が明らかとなった。紛争商標は、旺利泰公司が登録した第 1208577 
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号「 TIfCO」商標であり、出願日は 1997年 6月 5日、指定使用商品は第 26類の「服装ボタン、

服装ファスナー、バックル、ガーター用留め具、サスペンダー用留め具、ベルトスクラプ、靴

用留め具、紳士服用ボタン、カバン用バックル」であり、専用期間は、 1998年 9月 21日から 

2008年 9月 20日までである。

株式会社ニフコ（ NIFCO INC.）は、 1983年に台湾省において台扣公司（ Taiwan Industrial 

Fastener Corp）を投資設立し、かつ 1984年 4月 16日に台湾省において「 TIfCO」商標の登録

を受けた。登録番号は 242524で、使用商品はカバン用バックル、ファスナー等とされている。 

1994年 3月 5日から 1998年 8月 23日まで、株式会社ニフコは、台扣公司に「 TIfCO」商標の

使用許可を与えた。紛争商標の登録出願前に、株式会社ニフコの関連企業の「 TIfCO」標識付

きプラスチックバックル製品は、既に中国大陸で販売、使用されていた。

紛争商標と株式会社ニフコの商標は、完全に同一である。 

2003年 9月 8日、株式会社ニフコは、紛争商標につき商標評審委員会に対して登録の取消

を申し立てた。その理由は次のとおりである。 1.株式会社ニフコは、「TIfCO」商標につき著

作権を享有する。 2.「TIfCO」は、株式会社ニフコの関連企業の商号である。 3.紛争商標の登

録出願前に、株式会社ニフコの「 TIfCO」商標は、既にその使用を通じて中国を含む関連地域

において一定の知名度を有していた。 4.旺利泰公司の紛争商標登録は、明らかな悪意を有する。

株式会社ニフコは、商標評審委員会に対して以下の証拠を提出した。 

1 台扣公司の簡単な紹介及びその設立登記証明資料 

2 台扣公司の 1988年 1月発行の宣伝用パンフレット 

3 株式会社ニフコの台湾での「 TIfCO」商標登録証及び商標登録簿 

4 「TIfCO」標識の表示された製品が 1989～ 1995年にかけて多くの国際的な専門又は総

合業種の展覧会に出展した際の写真のコピー。出展地はいずれも台湾省。 

5 株式会社ニフコの「 TIfCO」標識に関して掲載した英語雑誌広告及び権利保護声明。こ

れらの雑誌が大陸において発行されたことの関連証拠を添付していない。 

6 株式会社ニフコの「 TIfCO」標識の表示されたリュックサック用バックル、 1994年 10

月 31日、香港利富高公司（ NIFCO（HK）LTD.）から日本のトーメンを経由して中華

人民共和国浙江省糧油食品進出口公司嘉興分公司に販売した際の送り状、インボイス、

パッキングリスト、運送証券、ファクシミリ及びこれらの中国語訳、バックル製品の

実物及び写真のコピー 

7 台扣公司の「 TIfCO」製品カタログ 

8 旺利泰公司が抜け駆け登録した 4件の商標の商標公告資料 

9 旺利泰公司が何度も株式会社ニフコに譲渡料を請求した弁護士レター、「最後通牒」等

の書状、旺利泰公司が株式会社ニフコの顧客に発送した警告文 

10 旺利泰公司が中華人民共和国広東省深圳市中級人民法院に提出した訴状、中華人民共
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和国広東省深圳市中級人民法院が株式会社ニフコに発行した訴訟文書及び旺利泰公司

の訴訟え下げを認めた裁定書 

11 中華人民共和国広東省深圳市工商行政管理局福田分局が発行した財産差押通知書

株式会社ニフコの取消請求に対して、旺利泰公司は答弁を行い、かつ商標評審委員会に対し

て旺利泰公司がデザインし、使用した「 TIfCO」製品の包装袋等を含む 2件の証拠を提出した。

商標評審委員会は、法に基づき受理した後、合議廷を組織し、審理を行った。株式会社ニフ

コは、同時に、旺利泰公司の第 1204572号「 NIfCO」商標に対しても登録取消の申立を提出した。

商標評審委員会は、両事件の当事者が共通しており、主要理由及び証拠が密接に関わっていた

ため、株式会社ニフコの請求に応じて両事件に対し併合審理を行った。商標評審委員会の審理

を結果以下の事実が明らかとなった。 

1 紛争商標は、旺利泰公司が 1997年 6月 5日に登録出願を行い、 1998年 9月 21日に登

録され、第 26類バックル、服飾用ボタン等の商品に使用することが決定された。 

2 株式会社ニフコの証拠 3は、次のことを証明できる。株式会社ニフコの「 TIfCO」商標

が台湾において最初に 1984年 4月 16日に登録認可され、その登録番号は 242524であり、

かばんのバックル、ファスナー等の商品に使用することが決定され、 1994年 3月 5日

から 1998年 8月 23日まで、台扣公司が使用することが許可された。 

3 株式会社ニフコの「 TIfCO」商標の紛争商標登録出願前における使用状況について、株

式会社ニフコは証拠 4～ 7を提供した。このうち証拠 4は、台扣公司の 1988～ 1995

年の間に専門又は総合業種の展覧会に何度も出展した際の写真のコピーであるが、出

展地は全て台湾省である。証拠 5は株式会社ニフコが 1987年に掲載した一部の雑誌広

告及び権利保護の声明を含んでいるが、株式会社ニフコはこれらの雑誌が大陸で発行

されていることの関連証拠を提出していないため、上記証拠はその「 TIfCO」標識の大

陸における使用状況を証明することはできず、また大陸の関連する公衆が適切な経路

により関連の展覧会又は広告の情報を知ることにより当該標識を知っていたことを証

明することもできない。証拠 6は香港利富高公司が 1994年 10月 31日に「 TIfCO」標

識の表示された製品を販売したことの関連証拠である。香港利富高公司は株式会社ニ

フコが香港に設立した全額出資による子会社であり、販売される製品には、型番 L25S、

金型番号 X045-TW-X-XXX-02のプラスチックバックル 20,600セットが含まれている。

当該証拠について、旺利泰公司は証拠に対する質疑の意見を提出し、香港利富高公司

が販売するのはその本社の製品であるのだから、商標は「 NIfCO」であり、「TIfCO」で

あるはずはないと主張した。調査の結果、上記金型番号の「 TW」は台扣公司の「 TIfCO」

バックルを表しており、当該型番のバックル製品の実物には明らかに金型で刻印され

た「 TIfCO」標識があり、同時に株式会社ニフコの証拠 7の台扣公司の「 TIfCO」製品

カタログにも当該型番のバックルが掲載されている。上記の状況は、株式会社ニフコ

94 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

 4

の「TIfCO」商標が台湾省で登録され及び使用を許可されている状況と一致する。従って、

株式会社ニフコの証拠 3、6、7を総合すると、紛争商標の登録出願前に、株式会社ニ

フコの関連企業の「 TIfCO」標識を表示した製品が既に中国大陸で販売、使用されてい

たことを説明できる。 

株式会社ニフコ、旺利泰公司の間における商標譲渡紛争の状況について、旺利泰公司

はその理由を支持する証拠を提供していないが、株式会社ニフコは証拠 9～ 11を提供

した。当該証拠は、旺利泰公司が何度も「 TIfCO」及び「 NIfCO」標識について株式会

社ニフコに高額の譲渡料及び賠償金を請求し、かつ株式会社ニフコの製品の顧客に警

告文を発送し、株式会社ニフコの商品が市場に流通することを阻止しようと企み、同

時に権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式によって株式会社ニフコ及びその

顧客の商業経営を正常に行えなくさせたことを証明できる。

以上の調査により判明された事実に基づき、商標評審委員会は、本件の争点は以下の点にあ

ると考えた。①株式会社ニフコが「 TIfCO」標識に対して既存の著作権を享有するか。②旺利

泰公司の紛争商標出願は、株式会社ニフコの商号権を侵害するか。③旺利泰公司の紛争商標出

願は、「TIfCO」商標が他人の所有するものであると明確に知りながら又は知りえたにもかか

わらず、不正な手段により登録を取得した行為に該当するか。

問題①及び②について、商標評審委員会は、審査の結果、株式会社ニフコの主張を認めなか

った。

問題③について、商標評審委員会は以下のとおり認定した。紛争商標の登録出願前、株式会

社ニフコの関連企業の「 TIfCO」標識を表示した製品は既に中国大陸で販売、使用されており、

そのプラスチックバックル等の商品は紛争商標が使用を指定したバックル、かばんのバックル

等の商品と機能、用途、消費対象等の面において密接な関係がある。紛争商標は株式会社ニフ

コの「 TIfCO」標識と完全に一致しており、旺利泰公司がその「 TIfCO」製品の包装袋を提供し、

紛争商標の独創性を証明しようとしたとしても、当該包装袋の「 TIfCO」標識の表現形式は紛

争商標と同一ではなく、しかも当該包装袋の印刷時期を証明する証拠はない。従って、当該証

拠のみによって旺利泰公司のいう紛争商標と株式会社ニフコの「 TIfCO」商標が同一であるこ

とは全くの偶然の一致であるという答弁理由を証明することはできない。

また、「NIfCO」事件と併合審理を行ったことにより、旺利泰公司は「 TIfCO」商標の出願登

録を行うと同時にさらに「 NIfCO」商標の登録出願を行っており、また当該商標は株式会社ニ

フコの「 NIfCO」商標と字体の書式、色彩及び大きさの比率等の表現上の特徴が全く同一であ

ること、そして旺利泰公司が上記 2つの商標を出願登録する前、株式会社ニフコの「 NIfCO」

商標が既に使用され、関連する公衆の間で一定の影響力を持っていたことがわかった。旺利泰

公司は 2つの紛争商標を出願登録した後、「TIfCO」及び「 NIfCO」標識について何度も株式会

社ニフコに高額の譲渡料及び賠償金等を要求し、かつ株式会社ニフコの製品の顧客に対する警
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告文の送付、権利侵害の訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式により、株式会社ニフコの商品が

市場に流通することを阻止しようと企み、株式会社ニフコ及びその顧客の正常な商業経営に深

刻な影響を及ぼした。以上の旺利泰公司の紛争商標を登録した状況、その市場行為及び株式会

社ニフコにもたらした損害の結果を総合すると、旺利泰公司は同業者として「 TIfCO」商標が

他人の所有であることを知っていたはずでありながら、依然として不正競争及び違法利益の獲

得を目的として、剽窃、複製の方式により紛争商標を出願登録したと推測でき、その悪意の登

録行為は信義誠実の商業活動の基本原則に違反し、「商標法」第 41条第 1項にいう「不正な手

段により登録を得ていた」状況に該当する。 

2006年 5月 11日、商標評審委員会は、第 1359号商標紛争裁定を下し、「商標法」第 41条

第 1項及び第 43条の規定に基づき、旺利泰公司が第 26類服装用バックル等の商品に登録した

紛争商標を取り消す旨の裁定を下した。

また、（2006）高行終字第 551号中華人民共和国北京市高級人民法院行政判決書によって判

明した事実によると、株式会社ニフコは、 1987年 1月 20日に、中華人民共和国国家工商行政

管理総局商標局の審査確認を経て「 NIfCO」商標を登録した。その使用が認められた商品は、

第 20類の別の類別に属さない工業用プラスチックバックル、ベルトバックル等の商品であり、

かつ現在まで更新されている。 1997年 5月以前に、株式会社ニフコは、北京、深圳、南京等

各地における「 NIfCO」商標のプラスチックバックル、ファスナー等の商品を販売、使用して

おり、関連公衆の間で既に一定の影響力を有していた。他方、旺利泰公司は紛争商標「 TIfCO」

を登録すると同時に、第 26類の「服装用ボタン、服装ファスナー、バックル、ガーター用留

め具、サスペンダー用留め具、ベルトスクラプ、靴用留め具、紳士服用ボタン、カバン用バッ

クル」商品につき第 1204572号「 NIfCO」商標の登録を出願し、出願日は 1997年 5月 26日、

審査確認日は、 1998年 7月 7日であった。旺利泰公司の「 NIfCO」商標もまた株式会社ニフコ

の商標と完全に同一である。商標評審委員会は、 2006年 3月 8日に第 1204572号「 NIfCO」商

標に関する商評字［ 2006］第 0528号紛争裁定を行い、旺利泰公司が「 NIfCO」商標は他人が

先に使用しかつ一定の影響力を有するものであると明らかに知りながら又は知りえたにもかか

わらず、剽窃、複製の方式により紛争商標の登録出願を行ったと認定し、その行為は、信義誠

実の商業活動の基本原則に違反し、公平競争の市場秩序を損なうものであるとして、「商標法」

第 31条の規定に基づき、旺利泰公司が第 26類バックル等の商品に登録した「 NIfCO」商標を

取り消す旨の裁定を下した。当該裁定は、人民法院の終審判決によっても維持された。 

1986年 11月 14日、株式会社ニフコは、香港に SUSUPE LIMITED,を登録設立し、かつ 

1987年 7月 10日に NIfCO（HK）LIMITED,と社名変更した。中国語名は、利富高（香港）有

限公司である。
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一審法院の審理期間において、商標評審委員会はその行為の合法性を証明するために、下記

の証拠を提出した。 

1 紛争裁定公文書受渡票 

2 紛争商標電子ファイル 

3 株式会社ニフコが行政手続において商標評審委員会に提出した申請書及び補充資料 

4 株式会社ニフコが行政手続において商標評審委員会に提出した証拠 1～ 11 

5 旺利泰公司が行政手続において提出した答弁書 

6 旺利泰公司が行政手続において提出した 2件の証拠

旺利泰公司は一審法院に対し以下の証拠を提出した。 

1 ｢TIfCO｣ 商標登録証 

2 旺利泰公司代理人が調査した株式会社ニフコの東莞石竜及び長安の 2工場に関する書

証 

3 株式会社ニフコが旺利泰公司に ｢ TIfCO｣ 商標の譲渡を求めたことを示すファクシミリ

文書 

4 株式会社ニフコが旺利泰公司の ｢ TIfCO｣ 商標の譲渡請求を委託した仲介者の証言 

5 国内 EMS明細票

株式会社ニフコは、証拠を提出しなかった。

以上の証拠はすべて本件とともに本院に移送された。本院が調査を行った結果、一審におい

て商標評審委員会が提出した証拠及び旺利泰公司が提出した証拠 1、3、5は、証拠の関連性、

合法性、真実性に合致し、かつ上記証拠は、紛争商標の状況、株式会社ニフコによる取消申立、

旺利泰公司及び株式会社ニフコが行政手続において提出した証拠、商標評審委員会の紛争裁定

の関連状況及び旺利泰公司が訴状を送付した時期を証明することができるため、上記証拠はす

べて採用する。旺利泰公司が提出した証拠 2、4は、本件に関連性がなく、採用すべきでない

とする認証意見も相当であるため、本院は、当該意見を認める。

二審期間において、旺利泰公司は本院に対し上訴状とともにインターネットからダウンロ

ードした浙江省糧油食品輸出入公司嘉興公司の会社紹介、顧客森・濱田松本法律事務所の北京

市商業企業専用インボイスの写し、紛争商標を継続使用していることの資料の写し、「TIfCO」、

「NIfCO」標識について世界各国において同様の商標が日常的に存在する旨のネット上の資料

等の証拠を提出した。また、法廷審理においては、旺利泰公司が紛争商標を既に使用しかつ継

続的に使用していることの証明として、 2006年 5月 15日に旺利泰公司と深圳市火鳳凰貿易有

限公司が締結した契約及び商品インボイスを新しい証拠として提出することのみ主張した。旺
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利泰公司が本院に対し上訴状とともに提出した証拠は、すべて写しであり、行政手続において

正当な理由がなく商標評審委員会に提出しておらず、かつ法廷審理においても主張しなかった

ため、本院はこれを採用しない。旺利泰公司が法廷審理で提出した証拠は、本件に関連性がな

いため、本院はこれを採用しない。

「商標法」第 41条第 1項であるか、又は 1993年の「商標法」第 27条第 1項であるかにかか

わらず、詐欺の手段又はその他の不正な手段により商標登録を取得したことを理由に登録商標

の取消を要求することについて、両者の規定は一致しており、いずれも期限を限定していない。

本件紛争は、株式会社ニフコが「商標法」第 41条に基づき提出したものであり、行政手続及

び一審の過程において、その争点は紛争商標が「商標法」第 41条第 1項にいう不正な手段に

よる登録取得に該当するか否かという点にあり、本件は、 1993年の「商標法」第 27条第 2項

に規定する状況に該当しない。よって、商標評審委員会が株式会社ニフコの提出した取消申立

を受理したことは、適法である。本件には改正前「商標法」第 27条第 2項に規定する一年の

法定期限を適用すべきであるという旺利泰公司の上訴理由は成立せず、本院はこれを認めない。

「商標評議審査規則」第 43条は、「当事者が商標評審委員会に提出した証拠が中華人民共和

国領域外で形成され又は香港、マカオ、台湾地区で形成された場合において、相手方当事者が

当該証拠の真実性について疑問を持ちかつこれを支持する相応の証拠があるとき、又は商標評

審委員会が必要があると認めたときは、関連の規定に基づき相応の公証、認証手続を行わなけ

ればならない。」と規定している。かかる規定からわかるように、行政手続において、商標評

審委員会は当事者の提出した国外又は香港、マカオ、台湾地区で形成された証拠について公

証、認証手続を行うよう要求しなければならないわけではない。本件において、株式会社ニフ

コが提出した証拠 6、7は香港で形成されたものであり、原本と照合した結果いずれも誤りは

なかった。証拠 6、7にある出荷書、インボイス、パッキングリスト、船舶運送領収書、ファ

クス、バックル製品の実物及び写真の写し、台扣公司の「 TIfCO」製品のカタログは相互に裏

付けることができる。行政手続において、旺利泰公司は、国外で形成された証拠の公証認証の

問題、写しと原本の照合の問題について質疑を提出せず、かつ相応の証拠も提出せず、証拠 6

についてのみ、香港利富高公司が販売したのはその自社製品であるのだから、商標は「 NIfCO」

であり「 TIfCO」であるはずはないという質疑意見を提出したに過ぎない。旺利泰公司の質疑

意見に対して、商標評審委員会は、調査の結果、紛争商標の登録出願前に、株式会社ニフコ

の関連企業の「 TIfCO」標識付き製品は、既に中国大陸において販売使用されていたと判断し

た。商標評審委員会の上記の事実認定は明確であり、証拠は充分であり、「商標評議審査規則」

の規定に合致している。よって、紛争商標の登録出願前に、株式会社ニフコが中国大陸におい

て「 TIfCO」標識付き製品を販売使用していなかったという旺利泰公司の上訴理由は成立せず、

本院はこれを認めない。

「TIfCO」標識は、株式会社ニフコが先に使用した商標であり、紛争商標の登録出願前にそ
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の関連企業の「 TIfCO」標識付き製品は既に中国大陸で販売使用されており、そのプラスチッ

クバックル等の商品と紛争商標の使用が決定されたバックル、カバン用バックル等の商品と

は、機能、用途、消費対象等の面において密接に関わっている。紛争商標と株式会社ニフコの

「TIfCO」標識は、完全に同一であり、旺利泰公司が行政手続において述べた紛争商標が株式

会社ニフコの「 TIfCO」商標と一致したことは全くの偶然という弁解は、事実的根拠が欠けて

いる。旺利泰公司が「 TIfCO」商標の登録を出願したと同時に不正な手段により株式会社ニフ

コが既に使用しかつ一定の影響力を有する「 NIfCO」商標を抜け駆け的に登録した事実、並び

に旺利泰公司が何回も「 TIfCO」及び「 NIfCO」標識につき株式会社ニフコに対して高額の譲

渡料及び賠償金等を要求し、かつ株式会社ニフコ製品の顧客に対する警告文の送付、権利侵害

訴訟、権利侵害の苦情申立等の方式により株式会社ニフコの商品が市場に流通することを阻止

しようとし、株式会社ニフコ及びその顧客の正常な商業経営に深刻な影響をもたらした事実を

総合的に判断すれば、旺利泰公司が紛争商標の登録を出願した主観的悪意を充分に証明するこ

とができる。よって、旺利泰公司には株式会社ニフコの商標を抜け駆け的に登録し、その商品

が中国市場に流通することを阻止し、不法利益を貪る悪意はなく、信義誠実の原則に違反する

不正競争もなかったという上訴理由は成立せず、本院はこれを認めない。

商標は、商品又はサービスの出所を判別するために用いられ、商標登録の出願は、信義誠実

の原則を遵守しなければならない。誠実信用の原則に違反して取得した登録商標は法律の保護

を受けることはできない。「商標法」第 41条第 1項は、「既に登録された商標が欺瞞的な手段

又はその他の不正な手段により登録を得ていた場合は、商標局は、その登録商標を取り消す。

その他の単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消裁定を申し立てることができ

る。」と規定している。本件において旺利泰公司は、「TIfCO」商標は他人が所有するものであ

ると明らかに知りながら、不正競争、不法利益の獲得という目的のために誠実信用の原則に違

反し、剽窃、複製の方式により紛争商標の登録の出願を行った。商標評審委員会は、その悪意

の登録行為は「商標法」第 41条第 1項に規定する不正な手段による登録取得に該当すると判

断し、かかる判断に基づき出された紛争商標取消裁定における事実認定は明確であり、理由は

充分であり、法律の規定にも合致している。よって、紛争商標の商標専用権は法律の保護を受

けるべきであるとする旺利泰公司の上訴理由は成立せず、本院はこれを認めない。

以上のとおり、旺利泰公司の上訴要求は成立するものではなく、本院はこれを認めない。一

審判決は正確であり、本院はこれを支持する。「中華人民共和国行政訴訟法」第 61条第 1号の

規定に基づき以下のとおり判決する。

上訴を棄却し一審判決を維持する。

二審案件の受理費用 1000人民元は、上訴人深圳市旺利泰実業有限公司の負担とする（既に
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納付済み）。

本判決をもって終審判決とする。

本文は原本と相違なし

裁　判　長：　任全勝

代理裁判官：　景　滔

代理裁判官：　朱海宏 

2007年 9月 20日

書　記　員：　王　芳
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3　「無印良品」「MUJI」の裁定及び判決（和訳）

（1）「無印良品」

ア　商標評審委員会の裁定

国家工商行政管理総局商標評審委員会

第 795636号「無印良品」商標に関する紛争裁定書

商評字［ 2005］第 4078号

申立人 ：株式会社良品計画

住所 ：日本国東京都豊島区東池袋 3-1-1

委託代理人 ：北京金杜知識産権代理有限公司

被申立人 ：盛能投資有限公司

住所 ：香港

申立人は、 2000年 5月 8日に、被申立人が第 25類服装等商品について登録した第 795636号「無

印良品」商標（以下「紛争商標」という）につき登録取消の申立を提出した。当委員会は、法

に基づきこれを受理し、かつ当該申立書の副本を被申立人に送付した。申立人は、当初、永新

専利商標代理有限公司に本件の代理人を委任していたが、その後、代理人を北京金杜知識産権

代理有限公司に変更した。被申立人は当委員会の定める期限内に答弁を行わなかった。当委員

会は、「商標評議審査規定」第 24条の規定に基づき、合議廷を組織し、法に基づき審議を行い、

本件は既に結審した。

申立人の主張は以下のとおりである。 

申立人の親会社である日本西友グループは「無印良品」及び「 MUJI」商標の考案者

であり、かつ最初の使用者である。当該商標は 20世紀 80年代初頭に考案された。申

立人は 1989年に設立されたこの 2つのブランド商品を専門的に販売する会社である。 

1993年時点において、申立人は日本に 210店舗の「無印良品 MUJI」の専門店を開設し

ており、その販売高は 308億円に達していた。また、申立人はイギリス及び被申立人

の所在地である香港にも多くの「無印良品 MUJI」の専門店を開設しており、高い知名

度を有している。さらに、申立人は、この広汎な使用と同時に、「無印良品 MUJI」商

標を香港、日本、韓国、フランス、イギリス、ドイツ等数十ヶ国において幅広く登録

しており、その登録の類別は 25類を含む数種に及んでいる。
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2 申立人の商品は、早くは 1985年に、香港の現地企業との合作により香港市場において

販売され、その商品の簡単、自然、エコロジー等の特徴は市民に広く受け入れられた。 

1991年、申立人が香港現地の有名店である永安百貨と合作により海洋センター「無印

良品 MUJI」専門店を開設した際には、現地の消費者の間で大きな話題となり、香港及

び日本の多くのメディアによって報じられた。その後 1993年に至るまで、申立人は香

港に 3店舗の「無印良品 MUJI」専門店を開設しており、 1991年より香港において「無

印良品 MUJI」商標を広汎に登録している（これには本件にかかわる第 25類も含まれ

ている）。よって、申立人の「無印良品 MUJI」商標は、既に、先に使用された一定の

影響力を有する商標になっていたといえる。被申立人の紛争商標と申立人の独創的な

「無印良品 MUJI」商標とは中国語の部分が完全に一致していおり、また、被申立人は

同一の時期に中国大陸において「 MUJI」商標を第 25類上に登録しており（当該商標に

ついては、申立人は同時に異議を申し立てており、商標評審委員会に併合審理を請求

している。）、かかる 2つの商標の登録出願行為はいずれも申立人が香港に専門店を開

設し、かつ商標を登録してから 3年後に行われている。このことから、紛争商標は被

申立人が「無印良品 MUJI」商標の帰属を明らかに知っていながら剽窃し、かつ悪意に

よって抜け駆け登録したものであることがわかる。 

3 被申立人は、紛争商標及び関連の「 MUJI」商標を登録した後、申立人が先に使用した

方式と同一の方式及びカラーを採用して宣伝及び使用しており、その販売ウェブサイ

トにおいて、当該紛争商標は日本のブランドであると宣伝している。このことは、被

申立人が申立人の「無印良品 MUJI」商標を明らかに知っていながら中国大陸におい

て抜け駆け登録し、かつその実際の使用において故意に被申立人と申立人の製品を混

同させる誤った宣伝を行っていることをより強く証明しており、これにより申立人の

製品の良好な信用は侵害を受けている。その悪意の登録及び使用の意図は明白であり、

よって、かかる紛争商標は不正な手段によって登録を取得した商標に該当するという

べきである。 

4 申立人は過去に商標局に「無印良品 MUJI」商標の登録出願を提出したが、この時、商

標局から、かかる文字は商品の特徴を直接表示するものであり、使用禁止条項に違反

するとの理由で「無印良品」の文字を削除するよう要求された。よって、紛争商標も

同様に商標法に違反するため、取り消されるべきである。

以上の事実に基づき、申立人は、 「中華人民共和国商標法」 「改2001年 10月 27日改正前の （以下

正前商標法」という）第 8条第 1項第 6号及び第 27条並びに現行「中華人民共和国商標法」（以

下「現行商標法」という）第 31条及び第 41条の規定に基づき、紛争商標の登録の取消を請求

するものである。
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申立人は、前後して当委員会に対し以下の主要証拠を提出した。 

1 申立人の 1993年会計年度報告の写し：申立人の「無印良品 MUJI」商品の売上高が巨

額であることを証明する。 

2 申立人の「無印良品 MUJI」商品の紹介：申立人の「無印良品 MUJI」商品の種類が豊

富であることを証明する。 

3 日本、イギリス、香港、韓国の新聞紙等のメディアの「無印良品 MUJI」商品の紹介記

事の写し：申立人の「無印良品 MUJI」商標の高い知名度を証明する。 

4 申立人の「無印良品 MUJI」商標の世界各国における登録状況の一覧表及び一部の登録

証の写し 

5 商標局が申立人の「無印良品 MUJI」商標出願に対して下した審査意見書の写し：「無

印良品」の文字は商標法の使用禁止条項に違反するため、登録すべきでないことを証

明する。 

6 西友グループの香港での訴状の写し及び香港最高法院の 1989、A2036号判決の写し：

申立人が「無印良品 MUJI」商標の真の所有者であることを証明する。 

7 広州越秀流花木記時装店の「個人商工業者の休業に関する基本状況」：被申立人のいう

「MUJI」は「木記」に由来するとの説明が信用できないものであることを証明する。 

8 広州無印良品発展有限公司の「企業登録基本資料」：被申立人の董事長が申立人の「無

印良品」商標を企業名称として抜け駆け登録したことを証明する。 

9 被申立人の関連企業が大陸において「無印良品」及び「 MUJI」商標を実際に使用して

いた写真 

10 申立人が生産するセーターの写真及び男性用靴下、女性用靴下各 1足：証拠 9とともに、

被申立人が申立人の「無印良品 MUJI」商標の形式を盗用したことを証明する。 

11 広州市白雲区公証所の発行した（ 2003）穂白内民証字第 0620号及び第 0621号公証書

及びその添付テープ：被申立人が申立人の商標を剽窃したことを証明する。 

12 シンガポールの小売店が申立人に宛てた電子メール：紛争商標及びその使用が既に関

連の公衆に混同をもたらしていることを証明する。 

13 申立人がその各専門店の店長に出した「無印良品」商品仕入要求の書簡：申立人の製

品が多種多様であること及び幅広く宣伝していることを証明する。 

14 申立人の 1990年から 1994年までの日本における「無印良品 MUJI」商品の販売額及び

広告費用の統計表 

15 申立人の香港支店の 1990年から 1994年までの香港における「無印良品 MUJI」商品の

販売額及び広告費の統計表 

16 申立人の香港専門店の「無印良品 MUJI」商品リストの 1頁目の写し及び宣伝パンフレ

ットの概要の写し
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17 申立人のウェブサイトからダウンロードした「無印良品 MUJI」の専門店についての紹

介 

18 2004年第 1回フィガロ国際中国語版「無印良品」：申立人の「無印良品 MUJI」が高い

知名度を有することを証明する。 

19 2004年第 1回「 Design」雑誌における申立人の会社紹介及び商品紹介：申立人の商品

の中国における宣伝活動及び普及活動を証明する。 

20 申立人が 2004年 6月 28日付「 21世紀経済報道」に掲載した声明：申立人が消費者に

偽物に注意するよう喚起したことを証明する。 

21 広州無印良品発展有限公司のウェブページの公証書：被申立人の「無印良品 MUJI」服

装の販売拠点を証明する。 

22 広州無印良品発展有限公司に関する調査報告書：被申立人の中国における「無印良品 

MUJI」商標の登録及び使用が主観的悪意を有していたことを証明する。 

23「中国特許及び商標」に掲載された事件：商標評審委員会の過去の類似事件では、審議

の結果、すべて取消の裁定がなされていることを証明する。

当委員会は、当事者の陳述、提出された評議審査請求及び証拠資料並びに関連の商標ファイ

ルに基づき、調査により下記の事実を明らかにした。

一　紛争商標は 1994年 2月 8日に被申立人によって商標局に登録出願され、 1995年 11月 

28日に登録が認められた。使用指定商品は衣類、靴及び帽子である。

二　紛争商標出願日以前における申立人の商標の登録状況

申立人は、 1984年 1月 21日に、日本において第 2683504号「無印良品」商標の登録を出願

した。その使用指定商品は、衣服、 Tシャツ、帽子等である。また 1995年 12月 15日に日本

において第 4026074号「無印良品 MUJI」商標の登録を出願した。その使用指定商品は第 25類

衣服等である。

申立人は、 1991年 11月 28日に、香港において「無印良品 MUJI」商標を登録した（登録番

号 1995B05368）。その使用指定商品は第 25類の衣類、靴及び帽子である。また、 1991年 11月 

28日、香港において「 MUJI」商標を登録した（登録番号 199501150）。その使用指定商品は衣類、

靴、帽子、ブーツ及び靴下である。

申立人は、 1992年 1月 29日にフランスにおいて「 MUJI」商標の登録を出願した。その使

用指定の類別は第 25類を含む数種である。

申立人は、 1991年 7月 4日、 1991年 7月 30日にイギリスにおいて第 1469762号「無印良品 

MUJI」商標及び第 1472081号「 MUJI」商標の登録を出願した。その使用指定商品はいずれも

第 25類商品である。
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申立人は 1992年 10月 22日にスペインにおいて第 M1726100号「 MUJI」商標及び第 

M1726114号「無印良品」商標を登録した。その使用指定商品は衣類、靴及び帽子である。

三　紛争商標出願日以前における申立人の商標の使用状況

申立人は、 1991年 11月に、香港において香港永安百貨との合弁により「無印良品 MUJI」

商品の専門店を設立した。この出来事は「快報」、「香港商報」、「成報」、「星島晩報」、「信報」

等の香港メディアや「繊研新聞」、「日経流通新聞」等の日本のメディアによって報道された。

申立人は、 1991年 7月に、イギリスロンドンにおいて「無印良品 MUJI」商品の専門店を設立

した。この出来事は、「読売新聞」、「日本経済新聞」、「朝日新聞」等の多くの日本のメディア

によって報道された。

四　紛争商標登録後における被申立人の使用状況

被申立人の董事長楊永康は、同時に広州無印良品発展有限公司の株主兼法定代表者である。

広州無印良品発展有限公司の多くの販売サイト上において、多くの販売員が「無印良品 MUJI」

は日本のブランドであると発言している。

当委員会は以下のとおり認定する。

申立人の当初の紛争申立の法的根拠は改正前「商標法」第 8条及び第 27条であったが、そ

の申立理由の一部が現行「商標法」第 11条第 1項、第 13条、第 31条に規定する事由に該当

するため、「商標評議審査規則」第 99条の規定に基づき、かかる一部の理由については現行「商

標法」の関連規定を適用して評議審査を行うものとする。申立人は、自己の商標が著名商標に

あたることの認定を請求しておらず、かつ補充提出した理由においても現行「商標法」第 31

条を法的根拠として追加しただけであったため、本件では、紛争商標が現行「商標法」第 13

条の規定に違反するか否かについて審議を行わない。以上を総括すると、本件の争点は以下の 

3点となる。 

1 紛争商標は商品の特徴を直接に表示したに過ぎないか、現行「商標法」第 11条第 1項

の規定に違反するか否か。 

2 申立人の「無印良品 MUJI」商標は先に使用されておりかつ一定の影響力を有していた

といえるか否か。紛争商標の登録は不正な手段による抜け駆け登録に該当するか否か。 

3 紛争商標の登録は改正前「商標法」第 27条第 1項及び現行「商標法」第 41条第 1項

に定める「欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録を得る」行為に該当する

か否か。

争点 1について、当委員会は、「無印良品」の 4文字は現代中国語において商品の品質を示

す常用単語にはあたらないと考える。当該文字を服装商品等に使用した場合、商品の出所を表
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示する役割を果たすことができ、商標が備えるべき顕著性を備えているため、紛争商標は現行

商標法第 11条第 1款の規定に反するものではない。

争点 2について、当委員会は、現行「商標法」第 31条にいう「既に使用している一定の影

響力を有する」とは一般的に「中国大陸において先に使用されていること」を指すものと理解

する。申立人が提出した、その商標が香港において先に使用されていたこと及びその影響力に

ついての証拠は現行「商標法」第 31条に定める状況に該当しないため、申立人の現行「商標法」

第 31条に基づく紛争申立理由は成立しない。

争点 3について、申立人は「無印良品 MUJI」を先に使用し、かつ世界各国において広汎に

登録したことを証明した。特に被申立人の所在地である香港において紛争商標出願日の 2年以

上も前に「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ登録したことを証明した。さらに、「無印

良品 MUJI」商標自体が一定の独創性を有しており、被申立人が実際の使用過程において、紛

争商標を、被申立人が同時期に登録した「無印良品」商標と一緒に使用し、商標の実際の使用

方式についても申立人の商標と非常に類似した方式を採用しており、販売段階においても販売

員が自己のブランドは日本のブランドであると発言しており、これらの数々の事実は、被申立

人の紛争商標の登録及び使用における主観的悪意を証明している。よって、被申立人の紛争商

標の登録出願行為は改正前「商標法」第 27条第 1項及び現行「商標法」第 41条第 1項にいう

「その他不正な手段によって登録を得る」行為に該当するといえる。

当委員会は、現行「商標法」第 41条第 1項、第 2項及び第 43条の規定に基づき、以下のと

おり裁定を下す。

被申立人が第 25類服装等商品上に登録した第 795636号「無印良品」商標を取り消す。

当事者は、本裁定を不服とする場合は、本裁定書の受領日から 30日以内に、北京市第一中

級人民法院に訴えを提起することができ、改正後の「商標評審委員会」第 35条第 1項の規定

に基づき、人民法院に訴状を提出すると同時に、又は訴状提出の日から遅くとも 15日以内に、

訴状の副本を当委員会に送付するか、又は別途書面により当委員会に通知するものとする。

以上

合議廷裁判員：薛寅君

　　　　　　　何　敏

　　　　　　　林麗娟

（国家工商行政管理総局商標評議審査委委員会の印あり） 

2005年 11月 30日

写し送付先：国家工商行政管理総局商標局
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イ　北京市第一中級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市第一中級人民法院

行政判決書

（2006）一中行初字第 191号

原告 ：盛能投資有限公司

住所 ：香港新界葵涌葵芳路 223号新都会広場オフィスビル 2棟 30階 3009室

法定代表者 ：楊永康　董事長

委託代理人 ：張　雯　北京市君合律師事務所弁護士

委託代理人 ：何　芳　北京市君合律師事務所弁護士

被告 ：中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

住所 ：北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：候　林　主任

委託代理人 ：崔迎琪　国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

委託代理人 ：薛寅君　国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

第三者 ：株式会社良品計画　

住所 ：日本東京都豊島区東池袋 4丁目 26番 3号

法定代表者 ：松井忠三　代表取締役

委託代理人 ：李中聖　北京市金杜律師事務所弁護士

委託代理人 ：徐　静　北京市金社律師事務所弁護士

原告盛能投資有限公司（以下「盛能公司」という）は、国家工商行政管理総局商標評審委員

会（以下「商標評審委員会」という）が 2005年 11月 30日に下した第 795636号「無印良品」

商標に関する商評字［ 2005］第 4078号紛争裁定書（以下「［2005］第 4078号裁定」という）

を不服として、法定の期間内に本院に行政訴訟を提起した。本院は、 2006年 1月 18日に本件

を受理し、法に基づき合議廷を組織し、株式会社良品計画に本件の第三者として訴訟に参加す

るよう通知を出した。 2006年 4月 18日、本院は、公開により本件の開廷審理を行った。原告

盛能公司の委託代理人張雯、何芳、被告商標評審委員会の委託代理人崔迎琪、薛寅君、及び第

三者株式会社良品計画の委託人徐静が訴訟に参加し、本件は既に結審した。
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［2005］第 4078号裁定は、被申立人盛能公司の第 25類服装等商品に関する第 795636号「無

印良品」登録商標（以下「紛争商標」という）に対する申立人株式会社良品計画の 2000年 5

月 8日付登録取消申立について、被告商標評審委員会が 2005年 11月 30日に下した裁定である。

被告商標評審委員会は、以下のように認定した。 

1 「無印良品」の文字は現代中国語において商品の品質を示す常用単語にはあたらず、当

該文字が服装商品等に使用された場合、商標の顕著性を備え、商品の出所を表示する

役割を果たすことができるため、紛争商標は現行商標法第 11条第 1款の規定に反する

ものではない。 

2 現行「商標法」第 31条にいう「既に使用している一定の影響力を有する」とは一般的

に「中国大陸において先に使用されていること」を指すものと理解する。申立人が提

出した、その商標が香港において先に使用されていたこと及びその影響力についての

証拠は現行「商標法」第 31条に定める状況に該当しないため、申立人の現行「商標法」

第 31条に基づく紛争申立理由は成立しない。 

3 申立人は「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ世界各国において広汎に登録した

ことを証明した。申立人は香港において被申立人よりも 2年以上も前に紛争商標を先

に使用し、かつ登録したことを証明した。 

4 「無印良品 MUJI」商標自体が一定の独創性を有しており、被申立人は商標の実際の使用

方式について申立人の商標と非常に類似した方式を採用しており、販売においても被申

立人の販売員が自己のブランドは日本のブランドであると発言している。よって、被告は、

上記の事実が被申立人の紛争商標の登録及び使用における主観的悪意を証明していると

認定し、被申立人の紛争商標の登録出願行為は改正前「商標法」第 27条第 1項及び現行「商

標法」第 41条第 1項にいう「その他不正な手段によって登録を得る」行為に該当するも

のとして、現行「商標法」第 41条第 1項、第 2項及び第 43条の規定に基づき、被申立

人盛能公司が第 25類服装等商品について登録した第 795636号「無印良品」商標を取り

消す旨の裁定を下した。

原告盛能公司は、被告商標評審委員会が下した［ 2005］第 4078号裁定を不服をとして、法

定の期間内に本院に行政訴訟を提起し、以下のように主張した。 

1 被告は、法に定められた送達及び通知の義務を果たさなかった。被告は、原告に答弁

通知を直接に送達せず、原告と代理関係のない中国専利代理（香港）有限公司（以下「港

専公司」という）に答弁通知を送達した。被告は 2001年 5月 21日に「商標公告」に

紛争商標の答弁送達公告を掲載したが、原告の会社名である「盛能投資有限公司」を「威

能投資有限公司（香港）」と誤って記載した。そのため、原告が答弁通知を受け取るこ

とができず、適時に答弁に参加できず、これにより原告の権利は失われた。 

2 原告は、答弁通知を受け取っておらず、答弁には参加できなかったため、第三者が評
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議審査過程において提出した証拠資料を把握していないが、原告は第三者の提出した

紛争商標に関する資料は別の「 MUJI」商標に関する証拠資料とはほぼ同様ではないか

と推測する。第三者の「 MUJI」商標にかかわる一部の証拠資料は証拠提出期限の経過

後に提出されたものであるため、被告はかかる部分の証拠を紛争商標事件の事実認定

の根拠とすべきではない。 

3 第三者の「無印良品 MUJI」商標は 1991年 11月 28日に香港で登録されたとの被告の

事実認定は誤りである。インターネットで調べたところ、第三者の「無印良品 MUJI」

商標の香港での登録日は 1995年 6月 30日である。 

4 第三者が「 MUJI」商標に関して提出した証拠資料は、第三者が香港で紛争商標を先行

使用したことの根拠とすべきではない。第三者が提出した証拠により、第三者が紛争

商標の出願日以前に既に香港で「無印良品 MUJI」商標を登録し、かつ使用していたこ

とを認定できるとしても、 1993年以前に第三者の商標が香港において高い知名度を有

していたことを証明することはできない。 

5 原告の中国大陸における紛争商標の登録出願行為には悪意はない。「無印良品」商標は、

原告の董事長である楊永康氏が自ら考案したものである。大陸において紛争商標を登

録出願し、かつ登録を受けた時点では、第三者が香港で「無印良品 MUJI」商標を登録

及び使用していたことを知らなかった。 

6 被告が、原告の商標登録後の使用行為をもって原告が紛争商標の登録出願時に悪意を

もっていたことの判断根拠としたことは、改正前「商標法」第 27条第 1項及び現行「商

標法」第 41条第 1項の規定に違反する。 

7 原告は数年にわたり紛争商標を登録及び使用しているため、紛争商標は法律による保

護を受けるべきである。原告は 1994年 2月 8日に中国大陸において紛争商標の登録を

出願し、 1995年 11月に登録を受けて以来、大陸で紛争商標を十数年にわたり使用し続

けており、一定の知名度及び高いビジネス価値を有している。原告の登録した紛争商

標が取り消されると、原告は莫大な経済的損害を被り、取引の安全が害されることと

なる。

以上の理由により、被告が下した［ 2005］第 4078号裁定は、法定の手続に違反し、事実認

定及び法律適用に誤りがあるため、人民法院に対し、同裁定を取り消し、被告及び第三者に本

件に関するすべての訴訟費用を負担させる旨の判決を下すことを請求するものである。

被告商標評審委員会は、以下のとおり抗弁した。

被告は、第 795636号「無印良品」商標に関する紛争申立を受理した後、遅滞なく原告の商

標代理人に答弁通知を発送し、かつ 2001年 5月 21日付 2001年第 19号「商標公告」において

答弁通知の公示送達を行った。従って、被告は、答弁通知の送達義務を果たしている。商標評
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議審査過程において、原告は権利行使を怠り、答弁意見を最後まで提出しなかった。本件訴訟

において、原告は、答弁意見を提出しなかったことを理由に、被告が下した裁定の取消を請求

しているが、かかる原告の訴えは事実と一致せず、法的根拠に欠ける。以上のとおり、被告が

下した［ 2005］第 4078号裁定は、事実認定が明らかであり、法律適用も適切であり、評議審

査手続も適法であるため、人民法院に本裁定の維持を請求する。

第三者株式会社良品計画は、以下のとおり陳述した。 

1 被告は、答弁通知の送達義務を果たしている。被告は、原告の港専公司に対する授権

に基づき、港専公司に答弁通知を送達した。また、被告は、公告方式によって、答弁

通知の送達を行っている。 

2 第三者は、期間内に証拠を提出しているうえ、新しい評議審査規則の規定に基づき、

提出済みの証拠について公証認証手続を行っている。 

3 第三者が香港において紛争商標を使用及び登録したのは、原告が登録出願した時期よ

りも早いため、第三者が紛争商標について既存の権利を有することには疑いの余地は

ない。 

4 商標評議手続において、第三者の証拠提出時期はすべて 2000年 5月 8日であり、すべ

てについて公証認証手続を行っている。 

5 紛争商標には独創性がある。「無印良品」という四つの漢字は中国語の常用単語ではな

く、明らかな日本語の特徴を帯びている。原告は、中国大陸において「無印良品」商

標の登録を受けただけでなく、第三者の「 MUJI」商標についても登録を受けている。

原告は香港の会社であり、中国大陸において第三者と完全に同一する商標につき同一

商品において登録を受けていることから、その主観的な悪意は明らかである。

以上の理由により、商標評審委員会が下した［2005］第 4078号裁定は、事実認定が明白であり、

法律適用も適切であるため、人民法院に本裁定を維持を請求する。

本院での審議の結果、以下の事実が明らかとなった。

一　答弁通知の送達に関する事実について 

1994年 1月 22日、盛能公司は、港専公司に「無印良品」商標手続の代理を委任した。委任

状に記載された授権範囲は、「中国における登録出願、登録更新、譲渡、再審査、異議申立及

び取消等」である。 

2000年 8月 16日、被告商標評審委員会は、港専公司に対し（ 2000）商評総字第 956号通

知を送達した。同通知には、「株式会社良品計画は、 2000年 5月 8日に、貴社が登録した第 

795636号「無印良品」商標に対して登録商標不正出願に関する裁定の申立を提出し、当委員
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会は法に基づき当該申立を受理した。ここに、「商標評議審査事件申立書」（副本）一部を本書

状とともに転送する。貴社は、 2000年 9月 30日までに書面にて答弁されたい。期限を徒過し

ても答弁を行わず、又は答弁を拒否した場合は、当委員会は法に基づき裁定を下す。」と記載

されていた。 2000年 8月 18日、港専公司は上記の通知を受け取った。 

2001年 5月 21日、被告は、 2001年第 19号「商標公告」（週刊）の 894頁目に第 795636号「無

印良品」商標に関する答弁送達公告を掲載した。同公告には、紛争商標、登録番号、事件の種

類、答弁人が記載されていた。同公告の答弁人欄の会社名は「威能投資有限公司（香港）」と

記載されていた。 

2005年 3月 11日、盛能公司は、港専公司に書簡を送付し、第 795636号「無印良品」商標

の取消の件について状況を尋ねた。 

2005年 3月 23日及び同年 9月 10日、盛能公司は、被告に書簡を送付し、答弁を行わなか

った理由について説明した上で、書面の答弁意見を追加提出することを請求した。 

2005年 11月 30日に被告が［ 2005］第 4078号裁定を下すまでに、被告は盛能公司から書面

の答弁意見を受け取らなかった。

二　第三者による紛争商標の登録及び使用の状況

（一）登録状況 

1984年 1月 21日、第三者は、日本において第 2683504号「無印良品」商標の登録

を出願した。その使用指定商品は、衣服、 Tシャツ、帽子等である。 

1995年 12月 15日、第三者は、日本において第 4026074号「無印良品 MUJI」商標

の登録を出願した。その使用指定商品は第 25類衣服等である。 

1991年 7月 4日及び 1991年 7月 30日、第三者は、イギリスにおいて第 1469762号

「無印良品 MUJI」商標及び第 1472081号「 MUJI」商標の登録を出願した。その使用指

定商品はいずれも第 25類商品である。 

1991年 11月 28日、第三者は、香港において「無印良品 MUJI」及び「 MUJI」商標

の登録を出願し、実際の登録日は 1995年 6月 30日であった。登録番号は 1995B05368

及び 199501150であり、使用指定商品は第 25類衣服、靴及び帽子等である。登録商標

の有効期限は 2012年 11月 28日である。 

1992年 1月 29日、第三者は、フランスにおいて「 MUJI」商標の登録を出願した。

その使用指定の類別は第 25類を含む。 

1992年 10月 22日、第三者は、スペインにおいて第 M1726114号「無印良品」商標

及び第 M1726100号「 MUJI」商標を登録した。その使用指定商品は衣類、靴及び帽子

である。

（二）使用状況について
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「香港商報」、「快報」、「成報」、「星島晩報」、「信報」等多くの香港メディア及び「織

研新聞」、「日経流通新聞」等多くの日本メディアの報道によると、第三者は、 1991

年 11月に、香港において、香港永安百貨店との合弁により、「無印良品 MUJI」商品

の専門店を設立している。

「読売新聞」、「日本経済新聞」及び「朝日新聞」等多くの日本メディアの報道によ

ると、第三者は、 1991年 7月に、イギリスのロンドンにおいて合弁により「無印良

品 MUJI」商品の専門店を設立している。 

2000年 5月 8日、第三者は、我が国の「商標法」第 27条及び「商標法実施細則」

第 25条の規定に基づき、盛能公司の「無印良品」商標の登録は不正なものであると

して、商標評審委員会に当該商標の取消申立を提出した。 2005年 11月 30日、商標

評審委員会は、現行「商標法」第 41条第 1項、第 2項及び第 43条の規定に基づき、

盛能公司が第 25類服装等の商品に登録した第 795636号「無印良品」商標を取り消す

旨の裁定を下した。

三　原告による紛争商標の登録及び使用の状況について

（一）登録状況： 1994年 2月 8日、原告盛能公司は我が国の商標局に商標「無印良品」の

登録を出願した。 1995年 11月 28日、商標局の審査を経て登録を受けた。使用指定

商品は衣服、靴及び帽子である。

（二）使用状況：本件訴訟において、原告は、中華人民共和国長安公証処が 2006年 4月 5

日に発行した（ 2006）長証内経字第 2393号公証書を提出した。同公証書には、原告

の「無印良品」商標の使用状況を証明するために、中国国際展覧センターが開催した

「2006年中国国際服装服飾博覧会」第 4号館第 W4316号展示コーナーにて写真撮影

をしたことが記載されている。

四　第三者が商標評議審査手続において申立人として提出した証拠資料は、以下のとおりであ

る。 

1 第三者の 1993年会計年度報告の写し：第三者の「無印良品 MUJI」商品の売上高が

巨額であることを証明する。 

2 第三者の「無印良品 MUJI」商品の紹介：第三者の「無印良品 MUJI」商品の種類が

豊富であることを証明する。 

3 日本、イギリス、香港、韓国の新聞紙等のメディアによる第三者の「無印良品 MUJI」

商品の紹介記事の写し：第三者の「無印良品 MUJI」商標の知名度を証明する。 

4 第三者の「無印良品 MUJI」商標の世界各国における登録状況の一覧表及び一部の登

録証の写し。
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5	 商標局が第三者の「無印良品 MUJI」商標出願に対して下した審査意見書の写し：「無

印良品」の文字は商標法の使用禁止条項に違反するため、登録すべきでないことを証

明する。 

6 西友グループの香港での訴状の写し及び香港最高法院の 1989A2036号判決：申立人 

38が「無印良品 MUJI」商標の真の所有者であることを証明する。 

7 広州越秀流花木記時装店の「個人商工業者の休業に関する基本状況」：被申立人 39の

いう「MUJI」は「木記」に由来するとの説明が信用できないものであることを証明する。 

8 広州無印良品発展有限公司の「企業登録基本資料」：原告が第三者の「無印良品」商

標を企業名称として抜け駆け登録したことを証明する。 

9 原告の関連企業が大陸において「無印良品」及び「 MUJI」商標を実際に使用してい

た写真。 

10 第三者が生産するセーターの写真及び男性用靴下、女性用靴下各 1足：証拠 9ととも

に、原告が第三者の「無印良品 MUJI」商標を盗用したことを証明する。 

11 広州市白雲区公証所の発行した（ 2003）穂白内民証字第 0620号及び第 0621号公証書

及びその添付テープ：原告が第三者の商標を剽窃したことを証明する。 

12 シンガポールの小売店が第三者に宛てた電子メール：紛争商標及びその使用が既に関

連の公衆に混同をもたらしていることを証明する。 

13 第三者がその各専門店の店長に出した「無印良品」商品仕入要求の書簡：第三者の製

品が多種多様であること及び幅広く宣伝していることを証明する。 

14 第三者の 1990年から 1994年までの日本における「無印良品 MUJI」商品の販売額及

び広告費用の統計表。 

15 第三者の香港支店の 1990年から 1994年までの香港における「無印良品 MUJI」商品

の販売額及び広告費の統計表。 

16	 第三者の香港専門店の「無印良品 MUJI」商品リスト及び宣伝パンフレット。 

17 第三者のウェブサイトからダウンロードした「無印良品 MUJI」の専門店についての

紹介。 

18	 2004年第 1回フィガロ国際中国語版「無印良品」：第三者の「無印良品 MUJI」が高

い知名度を有することを証明する。 

19	 2004年第 1回「 Design」雑誌における第三者の会社紹介及び商品紹介：第三者の商

品の中国における宣伝活動及び普及活動を証明する。 

20 第三者が 2004年 6月 28日付「 21世紀経済報道」に掲載した声明：第三者が消費者

に偽物に注意するよう喚起したことを証明する。 

21 広州無印良品発展有限公司のウェブページの公証書：原告の「無印良品 MUJI」服装

の販売拠点を証明する。
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22 広州無印良品発展有限公司に関する調査報告書：原告の中国における「無印良品 

MUJI」商標の登録及び使用が主観的悪意を有していたことを証明する。 

23「中国特許及び商標」に掲載された事件：商標評審委員会の過去の類似事件では、審

議の結果、すべて取消の裁定がなされていることを証明する。

上記の事実については、［2005］第 4078号裁定書、盛能公司の委任状、（2000）商評総字第 

956号通知、 2001年第 19号「商標公告」、「無印良品」商標に関する登録状況、メディア報道、

法廷で確認された被告の評議審査ファイル、当事者の陳述及び法廷記録が、事件の証左である。

本院は、原告の主張について被告の具体的行政行為を審査するにあたり、本件紛争の争点は

主に以下の点にあると考える。①商標評議審査手続において、被告は原告に対して答弁通知の

送達義務を果たしたか否か。②別件の商標紛争事件において提出された証拠に基づき、第三者

が提出した証拠が挙証期限を過ぎたものと推定するとの原告の主張は成立するか否か、及びそ

れは本件における事実認定に影響を与えるか否か。③被告が認定した、第三者の「無印良品」

商標の香港における登録時期に誤りがあったか否か。④原告が不正な手段により登録を取得し

たとの被告の認定は成立するか否か。

一　商標評議審査手続において、被告は原告に対して答弁通知の送達義務を果たしたか否か。

まず、原告は香港の会社である。被告は、盛能公司の港専公司に対する授権に基づ

き、郵送方式で港専公司宛に答弁通知を送達し、さらに「商標公告」においても公示

送達の方法により答弁通知の送達を行った。答弁公告には、企業名称、紛争商標の名称、

紛争商標の登録番号等の内容が記載されていた。原告が提出した証拠には、港専公司

が 2000年 8月 18日に当該答弁通知を受領したこと、原告が答弁の件について港専公

司に問い合わせたことが記載されている。これら事実により、被告は原告に対して郵

送及び公示の方式により答弁通知を送達し、その送達義務を果たしたと認定すること

ができ、本院はかかる事実を確認する。

次に、被告が公示送達において「盛能投資有限公司」を「威能投資有限公司（香

港）」と記載したことは、確かに誤りであり、速やかに訂正されるべきであった。しか

し、公示送達の内容をみると、企業名称だけでなく、紛争商標に関するその他の情報

も記載されており、そこには『「無印良品」商標、登録番号第 795636号』と明記され、

これらの情報には誤りはない。公示送達の情報における紛争商標についての趣旨はは

っきりしており、送達の対象は本件の原告であると確定することができる。被告が「盛

能投資有限公司」を「威能投資有限公司（香港）」と記載したことは、誤記であるが、

この誤記をもって、被告による答弁通知の送達義務の履行を否定することはできず、
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また、これをもって原告が権利行使を怠った理由とすることはできない。実際、被告

が紛争商標に対して裁定を下す前に、原告は港専公司に書簡を送付し、第三者が紛争

商標の登録取消を申し立てたことについて問い合わせている。また、原告は、 2005年 

3月及び同年 9月に二度にわたり、被告に対して書簡を送付し、答弁を行わなかった理

由及び書面の答弁申請を補充提出することを説明している。これらの事実は、被告が

紛争商標について裁定を下す以前に、原告が、第三者が商標評審委員会に対して紛争

商標の取消を申し立てたことを知っていたことのみならず、原告が商標評審委員会に

対して書面の答弁意見の補充提出を申し立てたことをも証明している。しかしながら、

被告が裁定を下すまでの 8か月近くの期間において、原告は、その答弁意見を提出し

なかったのである。本件訴訟において、原告は、答弁通知を受け取っていなかったこと、

「商標公告」を購読していなかったため「商標公告」の内容を知ることができなかった

こと、及び商標公告の内容に誤りがあったことを理由に、被告が送達義務を果たさな

かったと強く主張したが、原告のかかる主張は明らかに事実に合致しないため、その

訴訟理由は成立せず、本院はこれを認めない。

二　原告は、別件の商標紛争事件において提出された証拠に基づき、第三者の提出した証

拠が挙証期限を過ぎたものであると推測したが、かかる推測が成立するか否か、また、

本件にかかわる事実認定に影響を与えるものか否かについて

原告は、訴訟において、第三者が紛争商標評議審査事件について証拠資料を提出し

たことを知らず、また、答弁も行わなかったが、別件の紛争商標事件における証拠資

料から、本件の第三者の証拠提出時期は挙証期限を徒過していると推測すると主張し

た。原告は、第三者が商標評審委員会に紛争商標の取消申立を提出したことを知った後、

合理的な期限内に積極的にその抗弁権を行使しなかったが、本件訴訟においては、別

件の紛争事件の資料に基づき、本件の第三者の証拠提出時期が挙証期限を徒過してい

る推測して、被告の認定した案件事実を否定している。原告の当該推測は相応の証拠

証左が欠けているため、本院はこれを認めない。

三　被告が認定した、第三者の「無印良品」商標の香港における登録時期に誤りがあったか

否かについて

商標の香港における登録時期は、現地の法律に従い判断しなければならない。香港

知的財産権署が発行した商標登録証書の掲載によると、第三者は 1991年 11月 28日に

香港において「無印良品 MUJI」商標を登録し、実際の登録日は 1995年 6月 30日であり、

登録番号は 1995B05368であり、使用指定商品は、第 25類の服装、靴及び帽子であり、

登録満了日は 2012年 11月 28日である。被告は、第 4078号裁定において、香港知的

財産権署が発行した登録証書の記載に基づき、第三者が 1991年 11月 28日に香港にお
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いて「無印良品 MUJI」商標を登録したと認定したが、かかる認定は被告の事実認定の

誤りには該当しない。原告は、かかる主張について、挙証責任を負わなければならない。

四　原告が不正な手段により登録を取得したとの被告の認定は成立するか否かについて

被告のかかる認定が成立するか否かを判断するには、まず、原告の紛争商標登録行

為に不正な手段があったか否かを審査しなければならない。第一に、「無印良品」商標

の出願と登録の時期の点からみると、第三者は 1991年 11月 28日に香港において「無

印良品 MUJI」商標を登録出願しており、登録が認められた時期は、 1995年 6月 30日

である。他方、原告は、 1994年 2月 8日に我が国の商標局に対して紛争商標を登録出

願し、 1995年 11月 28日に商標局の審査確認を経て登録された。原告の出願及び登録

の時期はいずれも第三者の出願及び登録の時期よりも遅い。第二に、「無印良品」商標

の香港における使用状況をみると、第三者は、 1991年 11月に、香港において永安百貨

店との合弁により「無印良品 MUJI」商品の専門店を開設した。他方、原告は、紛争商

標使用の証拠として、「2006年中国国際服装服飾博覧会」での宣伝写真を提供しただけ

である。当該証拠の作成時期は 2006年であり、第三者が「無印良品 MUJI」商標を使

用及び登録出願した時期よりも後である。当該宣伝写真において、原告は、紛争商標

を使用しているだけでなく、第三者が国際的に登録している「 MUJI」商標をも使用し

ている。第三に、原告は香港の会社であり、第三者が紛争商標を登録及び使用する地

域と同一地域に所在し、かつ原告と第三者はともに同一の業界に属し、服装製品の生

産及び経営を行っており、また、原告が紛争商標について登録した商品類別は第三者

の登録した商品類別と同一である。両者の間には、同一市場における競争関係が存在

する。第四に、紛争商標の国際的登録状況の点からみると、第三者は、 1984年に日本

において、 1991年にイギリスにおいて、 1992年にスペインにおいてそれぞれ登録を行

っている。原告の紛争商標は、第三者の製品が香港に市販されてから 2年以上が経っ

た後の 1994年 11月に国内において登録出願されたものである。第五に、紛争商標の

構造をみると、紛争商標は「無印良品」という四つの漢字から成り立っており、中国

語で通常見かける単語ではなく、また、中国語の造語習慣にも合致しない。異なる文

化と言語の環境のもとで、全く同じデザインが生じる可能性は極めて低い。以上の理

由から、原告の紛争商標登録における主観的な悪意は明らかであり、原告は不正な手

段により登録を取得したと被告が認定したことについて、不当性はない。原告は、紛

争商標は原告の董事長である楊永康氏が考案したもので、紛争商標を登録出願した時

点において、第三者が香港において既に登録及び使用していたことを知っておらず、

主観的悪意は存在しなかったと主張したが、かかる訴訟理由は到底受け入れられるも

のではなく、本院はこれを認めない。
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以上の事実に基づき、原告の紛争商標登録行為は改正前「商標法」第 27条 1項及び現行「商

標法」第 41条 1項にいう「その他の不正な手段により登録を取得する行為」に該当するとし

た被告商標評審委員会の裁定は、その事実認定が明らかであり、法律の適用が正確であり、審

理手続に不当性がないため、本院は、「中華人民共和国行政訴訟法」第 54条 1号の規定に基づ

き、以下のとおり判決を下す。

被告中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会が下した第 795636号「無印良品」

商標紛争事件に関する商評字［ 2005］第 4078号裁定を維持する。

本件の受理費 1000元は、原告盛能投資有限公司の負担とする（納付済）。

本判決を不服とする場合は、原告盛能投資有限公司及び第三者株式会社良品計画は、本判決

の送達日より 30日以内に、被告中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会は本判

決の送達日より 15日以内に、本院に上訴状及び副本を提出することができ、かつ上訴事件受

理費 1000元を納付するものとする（口座開設銀行：中国工商銀行北京支店黄楼出張所、口座

名義：北京市第一中級人民法院、口座番号： 144537-48）。上訴は中華人民共和国北京市高級人

民法院において行うものとする。

裁　判　長：　劉　勇

裁　判　官：　蘇　杭

代理裁判官：　董暁敏 

2006年 8月 31日

（北京市第一中級人民法院の印あり）

本文は原本と相違なし

書　記　官：　周麗婷 

38. 訳注：「第三者」の誤り。 
39. 訳注：「原告」の誤り。
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ウ　北京市高級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市高級人民法院

行政判決書

（2007）高行終字第 16号

上訴人（原審原告）盛能投資有限公司

住所 ：香港新界葵涌葵芳路 223号新都会広場オフィスビル 2棟 30階 3009室

法定代表者 ：楊永康　董事長

委託代理人

　

被上訴人（原審被告）中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会　

住所 ：北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：候　林　主任

委託代理人 ：崔迎琪　国家工商行政管理総局商標評審委員会　幹部

委託代理人 ：薛寅君　国家工商行政管理総局商標評審委員会　幹部

　

原審第三者 ：株式会社良品計画　

住所 ：日本東京都豊島区東池袋 4丁目 26番 3号

法定代表者 ：松井忠三　代表取締役社長

委託代理人 ：李中聖　北京市金杜律師事務所　弁護士

委託代理人 ：徐　静　北京市金杜律師事務所　弁護士

上訴人盛能投資有限公司（以下「盛能公司」という）は、商標取消行政紛争事件につき、北

京市第一中級人民法院の（ 2006）一中行初字第 191号行政判決を不服として、本院に上訴を提

起した。本院は、 2007年 1月 4日に本件を受理した後、法に基づき合議廷を組織し、本件を

審議し、本件は既に結審した。

盛能公司は、第 795636号登録商標「無印良品」の商標権者である。 2000年 5月 8日、株式

会社良品計画は、国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）に

対し当該登録商標の取消を申し立てた。商標評審委員会は、 2005年 11月 30日に、（2005）第 

4078号裁定を下し、盛能公司の第 795636号登録商標を取り消すこととした。盛能公司は、こ

れを不服として、北京市第一中級人民法院に訴訟を提起した。

118 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

北京市第一中級人民法院は、審議の結果、次の事実を明らかにした。商標評審委員会は、郵

送及び公告の方法により盛能公司に答弁通知を送達し、既に送達義務を果たした。盛能公司

は、答弁通知を受け取っておらず、「商標公告」を購読していなかったため、商標公告を知る

ことができなかったこと、また、商標公告の内容に誤りがあったことを理由に、商標評審委員

会が送達義務を果たさなかったと一貫して主張してきたが、かかる主張は、事実と明らかに異

なるため、これを認めない。盛能公司は、株式会社良品計画が商標評審委員会に紛争商標の取

消を申し立てたことを知りながら、合理的な期間内にその抗弁権を積極的に行使せず、本件訴

訟において、別件紛争の資料に基づき、本件第三者による証拠の提出は挙証期限を徒過したも

のであると推定し、かかる推定もって商標評審委員会が認定した事件の事実を否定しようと

した。かかる推定は関連の証拠証左が欠けているため、これを認めない。香港知的財産権署

が発行した商標登録証書の記載によれば、株式会社良品計画は 1991年 11月 28日に香港にお

いて「無印良品 MUJI」商標を登録し、実際の登録日は 1995年 6月 30日であり、登録番号は 

1995B05368である。商標評審委員会が、かかる登録証書に基づき、株式会社良品計画は 1991

年 11月 28日に香港において「無印良品 MUJI」商標を登録したと認定したことには、不当性

はない。株式会社良品計画は、 1991年 11月に香港において香港永安百貨との合弁により「無

印良品 MUJI」商品の専門店を設立した。他方、盛能公司は、香港の会社であり、株式会社良

品計画が「無印良品 MUJI」商標を登録及び使用している地域と同一地域に所在し、同一の業

界に属し、いずれも服装製品を生産及び経営する企業であり、両者の間には同一の市場におけ

る競争関係が存在する。盛能公司の紛争商標は、株式会社良品計画の製品が香港において販売

されてから 2年以上が経った 1994年 11月に国内で登録出願されたものである。盛能公司の紛

争商標登録における主観的な悪意は明らかであり、「盛能公司は不正な手段により登録を得た」

と商標評審委員会が認定したことには、不当性はない。以上の理由に基づき、原審法院は、「中

華人民共和国行政訴訟法」第 54条第 1項の規定に従い、商標評審委員会の（ 2005）第 4078号

裁定を維持する旨の判決を下した。

盛能公司は、これを不服として、北京市高級人民法院に上訴を提起し、一審判決及び商標評

審委員会の（ 2005）第 4078号裁定の取消を請求した。盛能公司は、上訴において、次のとお

り主張した。第一に、商標評審委員会は、「商標法」に規定する送達及び通知の義務を果たさ

なかった。第二に、盛能公司は、紛争商標を既に長年登録及び使用しているので、法により保

護されるべきである。さもなければ、取引の安全が害される。第三に、一審判決及び商標評審

委員会の（ 2005）第 4078号裁定の認定事実には誤りがあり、証拠も不足しており、法律適用

にも誤りがある。

商標評審委員会及び株式会社良品計画は、原審判決を受け入れた。

審議の結果、以下の事実が判明した。 1984年 1月 21日、株式会社良品計画は、日本におい

て「無印良品」商標の登録を出願した。使用指定商品は衣類、 Tシャツ及び帽子等の商品であ
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る。 1991年 7月、株式会社良品計画は、イギリスにおいて「無印良品 MUJI」商標の登録を出

願し、使用商品を第 25類商品と指定した。これと同時に、株式会社良品計画は、ロンドンに

おいて合弁により「無印良品 MUJI」専門店を開設した。 1991年 11月 28日、株式会社良品計

画は、香港において「無印良品 MUJI」商標を出願し、当該出願は 1995年 6月 30日に登録さ

れた。使用指定商品は第 25類の衣服、靴及び帽子等である。これと同時に、株式会社良品計

画は、香港において香港永安百貨との合弁により「無印良品 MUJI」専門店を開設した。 1994

年 1月 22日、盛能公司は、中国専利代理（香港）有限公司（以下「港専公司」という）に商

標出願業務を依頼した。授権範囲は、中国における商標登録出願、更新、譲渡、再審査、異議

申立、取消申立等である。 1994年 2月 8日、盛能公司は、港専公司を経由して、中国商標局

に「無印良品」商標を出願した。当該出願は 1995年 11月 28日に登録された。使用指定商品

は第 25類衣服、靴及び帽子であり、商標登録番号は 795636号である。 2000年 5月 8日、株

式会社良品計画は、商標評審委員会に同登録商標の取消を申し立てた。 2000年 8月 18日、商

標評審委員会は、港専公司に対し、「株式会社良品計画からの盛能公司の第 795636号「無印良品」

商標に対する取消申立事件を既に受理したので、期間内に答弁するように」との通知を発した。 

2001年 5月 21日、商標評審委員会は、 2001年第 19号「商標公告」に送達公告を掲載し、盛

能公司に答弁するよう通知した。 2005年 3月 11日、盛能公司は、港専公司に書簡を送り、第 

795636号商標の取消事件について問い合わせをした。 2005年 3月 23日及び同 9月 10日、盛

能公司は、商標評審委員会に書簡を送り、答弁を行わなかった理由を説明し、また、書面の答

弁意見を追加提出することを請求したが、その後答弁意見を提出しなかった。 2005年 11月 30日、

商標評審委員会は、（2005）第 4078号裁定を下し、盛能公司の第 795636号登録商標「無印良

品」を取り消した。商標評審委員会は、次のとおり認定した。「無印良品」は商標が備えるべ

き顕著性を備えており、「商標法」第 11条第 1項の規定を満たすものである。「商標法」第 31

条にいう「既に使用している一定の影響力を有する」とは一般的に「中国大陸において先に使

用されていること」を指すものと理解する。株式会社良品計画が提出した、その商標が香港に

おいて先に使用されていたこと及びその影響力についての証拠は当該条項に定める状況に該当

しない。株式会社良品計画は「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ世界各国において広

汎に登録したことを証明した。特に、香港においては盛能公司よりも 2年以上も前に「無印良

品 MUJI」商標を先に使用し、かつ登録しており、盛能公司は、実際の使用過程において、紛

争商標を、他人が同時期に登録した「無印良品」商標と一緒に使用していた。上記の事実は、

盛能公司の紛争商標の登録及び使用における主観的悪意を証明しており、盛能公司の行為は「商

標法」第 41条第 1項の規定に違反しており、紛争商標は不正な手段により登録を得たものと

いうべきである。

上記の事実については、第 795636号登録商標ファイル、商標評審委員会の（ 2005）第 4078

号裁定書、盛能公司の委任状、 2001年第 19号「商標公告」、当事者の陳述及び法廷記録が、

事件の証左である。
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本院は、次のように考える。「商標法」第 31条は、「商標の登録出願は、不正な手段によっ

て他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を抜け駆け登録してはならない」と規定

している。不正な手段とは、主に紛争商標の登録者がその主観において他人の商標の市場上の

信用を盗用し、不正競争を行おうとする悪意を有することを指す。同条項の目的は、悪意によ

る抜け駆け登録を禁止することにある。抜け駆け登録された未登録の商標が中国大陸地域で使

用されたか否かは、同条項の必要適用要件とはされない。本件において、株式会社良品計画は、

早くは 1991年に香港において「無印良品 MUJI」商品の専門店を開設していた。盛能公司は、

香港に所在し、抜け駆け登録された商標が先に使用された地域と同一の地域にあり、かつ双方

とも服装商品を生産及び経営する企業である。このことから、盛能公司が本件紛争商標を登録

及び使用する際に主観的な悪意を有していたことは明らかである。盛能公司は、不正な手段に

より株式会社良品計画が先に使用し、かつ一定の影響力を有していた未登録商標を抜け駆け登

録したというべきであり、盛能公司の第 795636号「無印良品」商標は取り消されるべきである。

商標評審委員会の（ 2005）第 4078号裁定及び一審判決が「商標法」第 41条第 1項を適用して

本件紛争を裁決したことには妥当でない部分もあるが、本件の最終的な処理結果には影響しな

いため、本院はこれを認める。盛能公司は、商標評審委員会が評議審査手続において送達と告

知の義務を果たさなかったと主張したが、かかる主張は事実と一致せず、成立するものではな

いため、本院はこれを認めない。以上のとおり、商標評審委員会の（ 2005）第 4078号裁定及

び一審判決における事実認定は明確であり、法律適用も基本的に正確であり、審理手続も適法

であるため、本院はこれを認める。上訴人盛能公司の上訴理由は成立しないため、かかる上訴

請求についてはこれを認めない。以上の理由に基づき、本院は、「中華人民共和国行政訴訟法」

第 61条第 1項の規定に従い、以下のとおり判決する。

上訴を棄却し、原審判決を維持する。

第一審及び第二審の事件受理費用計 2,000元は、すべて盛能投資有限公司の負担とする（納

付済）。

本判決は、終審判決とする。

裁　判　長：　劉継祥

裁　判　官：　莎日娜

代理裁判官：　钟　鳴 

2007年 10月 19日

（北京市高級人民法院　印鑑）

本文は原本と相違なし

書　記　官：　劉　悠
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（2）「MUJI」

ア　商標評審委員会の裁定

国家工商行政管理総局商標評審委員会

第 799693号「 MUJI」商標に関する紛争裁定書

商評字（ 2005）第 4079号

申立人 ：株式会社良品計画

住所 ：日本国東京都豊島区東池袋 3-1-1

委託代理人 ：北京金杜知識産権代理有限公司

被申立人 ：盛能投資有限公司

住所 ：香港

委託代理人 ：中国国際貿易促進委員会専利商標事務所

申立人は、 2000年 5月 8日に、被申立人が 25類服装等商品について登録した第 799693号

「MUJI」商標（以下「紛争商標」という）につき登録取消の申立を提出した。当委員会は、法

律に基づきこれを受理し、かつ本申立書の副本を被申立人に送付した。申立人は、当初、永新

専利商標代理有限公司に本件の代理人を委任していたが、その後、代理人を北京金杜知識産権

代理有限公司に変更した。被申立人は当委員会の定める期限内に答弁を行い、出頭した。当委

員会は、「商標評議審査規定」第 24条の規定に基づき、合議廷を組織し、法に基づき審議を行

い、本件は既に結審した。

申立人の主張は以下のとおりである。 

1 申立人の親会社である日本西友グループは「無印良品」及び「 MUJI」商標の考案者

であり、かつ最初の使用者である。当該商標は 20世紀 80年代初頭に考案された。申

立人は 1989年に設立されたこの 2つのブランド商品を専門的に販売する会社である。 

1993年時点において、申立人は日本に 210店舗の「無印良品 MUJI」の専門店を開設し

ており、その販売高は 308億円に達していた。また、申立人はイギリス及び被申立人

の所在地である香港にも多くの「無印良品 MUJI」の専門店を開設しており、高い知名

度を有している。さらに、申立人は、この広汎な使用と同時に、「無印良品 MUJI」商

標を香港、日本、韓国、フランス、イギリス、ドイツ等数十ヶ国において幅広く登録

しており、登録の類別は 25類を含む数種に及んでいる。 

2 申立人の商品は、早くは 1985年に、香港の現地企業との合作により香港市場において
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販売され、その商品の簡単、自然、エコロジー等の特徴は市民に広く受け入れられた。 

1991年、申立人が香港現地の有名店である永安百貨と合作により海洋センター「無印

良品 MUJI」専門店を開設した際には、現地の消費者の間で大きな話題となり、香港及

び日本の多くのメディアによって報じられた。その後 1993年に至るまで、申立人は香

港に 3店舗の「無印良品 MUJI」専門店を開設しており、 1991年より香港において「無

印良品 MUJI」商標を広汎に登録している（これには本件にかかわる第 25類も含まれ

ている）。よって、申立人の「無印良品 MUJI」商標は、既に、先に使用された一定の

影響力を有する商標になっていたといえる。被申立人の紛争商標と申立人の独創的な

「無印良品 MUJI」商標とは英語の部分が完全に一致していおり、また、被申立人は同

一の時期に中国大陸においても「無印良品」の中国語商標を第 25類上に登録しており（当

該商標については、申立人は同時に異議を申し立てており、商標評審委員会に併合審

理を請求している。）、かかる 2つの商標の登録出願行為はいずれも申立人が香港に専

門店を開設し、かつ商標を登録してから 3年後に行われている。このことから、紛争

商標は被申立人が「無印良品 MUJI」商標の帰属を明らかに知っていながら剽窃し、か

つ悪意によって抜け駆け登録したものであることがわかる。 

3 被申立人は、紛争商標及び関連の「無印良品」商標を登録した後、申立人が先に使用

した方式と同一の方式及びカラーを採用して宣伝及び使用しており、その販売ウェブ

サイトにおいて、当該紛争商標は日本のブランドであると宣伝している。このことは、

被申立人が申立人の「無印良品 MUJI」商標を明らかに知っていながら中国大陸におい

て抜け駆け登録し、かつその実際の使用において故意に被申立人と申立人の製品を混

同させる誤った宣伝を行っていることをより強く証明しており、これにより申立人の

製品の良好な信用は侵害を受けている。その悪意の登録及び使用の意図は明白であり、

よって、かかる紛争商標は不正な手段によって登録を取得した商標に該当するという

べきである。

以上の事実に基づき、申立人は、 2001年 10月 27日改正前の「中華人民共和国商標法」（以

下「改正前商標法」という）第 27条並びに現行「中華人民共和国商標法」（以下「現行商標法」

という）第 31条及び第 41条の規定に基づき、紛争商標の登録の取消を請求するものである。

申立人は、前後して当委員会に対し以下の主要証拠を提出した。 

1 申立人の 1993年会計年度報告の写し：申立人の「無印良品 MUJI」商品の売上高が巨

額であることを証明する。 

2 申立人の「無印良品 MUJI」商品の紹介：申立人の「無印良品 MUJI」商品の種類が豊

富であることを証明する。 

3 日本、イギリス、香港、韓国の新聞紙等のメディアの「無印良品 MUJI」商品の紹介記
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事の写し：申立人の「無印良品 MUJI」商標の高い知名度を証明する。 

4 申立人の「無印良品 MUJI」商標の世界各国における登録状況の一覧表及び一部の登録

証の写し 

5 商標局が申立人の「無印良品 MUJI」商標出願に対して下した審査意見書の写し：「無

印良品」の文字は商標法の使用禁止条項に違反するため、登録すべきでないことを証

明する。 

6 西友グループの香港での訴状の写し及び香港最高法院の 1989、A2036号判決の写し：

申立人が「無印良品 MUJI」商標の真の所有者であることを証明する。 

7 広州越秀流花木記時装店の「個人商工業者の休業に関する基本状況」：被申立人のいう

「MUJI」は「木記」に由来するとの説明が信用できないものであることを証明する。 

8 広州無印良品発展有限公司の「企業登録基本資料」：被申立人の董事長が申立人の「無

印良品」商標を企業名称として抜け駆け登録したことを証明する。 

9 被申立人の関連企業が大陸において「無印良品」及び「 MUJI」商標を実際に使用して

いた写真 

10 申立人が生産するセーターの写真及び男性用靴下、女性用靴下各 1足：証拠 9とともに、

被申立人が申立人の「無印良品 MUJI」商標の形式を盗用したことを証明する。 

11 広州市白雲区公証所の発行した（ 2003）穂白内民証字第 0620号及び第 0621号公証書

及びその添付テープ：被申立人が申立人の商標を剽窃したことを証明する。 

12 シンガポールの小売店が申立人に宛てた電子メール：紛争商標及びその使用が既に関

連の公衆に混同をもたらしていることを証明する。 

13 申立人がその各専門店の店長に出した「無印良品」商品仕入要求の書簡：申立人の製

品が多種多様であること及び幅広く宣伝していることを証明する。 

14 申立人の 1990年から 1994年までの日本における「無印良品 MUJI」商品の販売額及び

広告費用の統計表 

15 申立人の香港支店の 1990年から 1994年までの香港における「無印良品 MUJI」商品の

販売額及び広告費の統計表 

16 申立人の香港専門店の「無印良品 MUJI」商品リストの 1頁目の写し及び宣伝パンフレ

ットの概要の写し 

17 申立人のウェブサイトからダウンロードした「無印良品 MUJI」の専門店についての紹

介 

18	 2004年第 1回フィガロ国際中国語版「無印良品」：申立人の「無印良品 MUJI」が高い

知名度を有することを証明する。 

19	 2004年第 1回「 Design」雑誌における申立人の会社紹介及び商品紹介：申立人の商品

の中国における宣伝活動及び普及活動を証明する。

124 中国商標権冒認出願対策マニュアル



   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

20 申立人が 2004年 6月 28日付「 21世紀経済報道」に掲載した声明：申立人が消費者に

偽物に注意するよう喚起したことを証明する。 

21 広州無印良品発展有限公司のウェブページの公証書：被申立人の「無印良品 MUJI」服

装の販売拠点を証明する。 

22 広州無印良品発展有限公司に関する調査報告書：被申立人の中国における「無印良品 

MUJI」商標の登録及び使用が主観的悪意を有していたことを証明する。 

23「中国特許及び商標」に掲載された事件：商標評審委員会の過去の類似事件では、審議

の結果、すべて取消の裁定がなされていることを証明する。

被申立人は、次のように答弁した。 

1 被申立人は 1989年 3月に設立された。楊永康は、当該会社の董事長兼総経理はである

と同時に、被申立人の関連会社 Fullway Enterprise Corporationの董事長兼総経理でもある。

当該会社は大陸に広州盛能制衣廠、広州盛能洗染有限公司及び花都市富威制衣廠有限

公司の 3つの会社を設立し、当該三社の代表者はいずれも楊永康である。被申立人の

会社の設立目的は、香港、中国大陸、台湾、韓国等の地域の服飾市場を開拓すること

であり、 10余年の企業努力により、大きな成果を上げている。 

2 被申立人が登録した本件紛争商標「 MUJI」は中国語の「木記」に由来する。「木」は

楊永康の姓である「楊」の偏に由来している。よって紛争商標と申立人の「無印良品 

MUJI」とは何ら関係がない。 

3 申立人は、香港において「無印良品 MUJI」について既存の権利を有していないため、

紛争商標は申立人の商標に対する模倣にはなりえない。 

4 申立人の補充証拠資料について、申立人が「中華人民共和国商標法実施条例」（以下

「商標法実施条例」という）第 32条及び「商標評議審査規則」第 23条の規定に基づき、 

2002年 4月、 2003年 4月 10日、 2003年 5月 22日、 2004年 10月 15日に 4回にわた

って提出した補充証拠資料はいずれも法定の提出期限を徒過しているため、これを採

用すべきでない。 

5 期限を徒過していることのほか、申立人が補充提出した証拠資料に関する事実はほと

んどが紛争商標の出願日以降に生じたもので、本件とは何ら関係なく、また、中国大

陸地域における宣伝や使用及び著名性を証明するものでもない。 

6 申立人の証拠収集方法は不正な手段によるものであり、かつ証拠の前後が矛盾してお

り、事実との間に不一致があるため、これを採用すべきでない。

以上の理由により、被申立人は、紛争商標は改正前「商標法」 27条及び「商標法実施細則」

第 25条の規定に違反しないと思料するため、紛争商標の登録の維持を請求する。
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被申立人は、当委員会に対し以下の主要証拠資料を提出した。 

1 被申立人の香港における登記証書の写し：被申立人が適法に登録された会社であるこ

とを証明する。 

2 被申立人及び関連会社の状況証明資料：被申立人の中国における幅広い活動と紛争商

標は被申立人が考案したものであることを証明する。 

3 広州市越秀流花木記時装店の営業許可証の写し：「MUJI」が「木記」のピンインである

ことを証明する。 

4 申立人から被申立人の弁護人に宛てた書状の写し：申立人が悪意をもって被申立人を

脅迫したことを証明する。 

5 税関が被申立人の商標権に対する第三者の権利侵害商品を押収したことの証拠：被申

立人が自社の知的財産権を重視し、全力で登録商標を保護していることを証明する。

当委員会は、双方当事者の陳述、提出された評議審査請求及び証拠資料、書面による証拠質

疑並びに関連の商標ファイルに基づき、調査により下記の事実を明らかにした。

一　紛争商標は 1994年 3月 17日に被申立人によって商標局に登録出願され、 1995年 12月 

14日に登録が認められた。使用指定商品は衣類、靴及び帽子である。

二　紛争商標出願日以前における申立人の商標の登録状況

申立人は、 1984年 1月 21日に、日本において第 2683504号「無印良品」商標の登録を出願

した。その使用指定商品は、衣服、 Tシャツ、帽子等である。また 1995年 12月 15日に日本

において第 4026074号「無印良品 MUJI」商標の登録を出願した。その使用指定商品は第 25類

衣服等である。

申立人は、 1991年 11月 28日に、香港において「無印良品 MUJI」商標を登録した（登録番

号 1995B05368）。その使用指定商品は第 25類の衣類、靴及び帽子である。また、 1991年 11月 

28日、香港において「 MUJI」商標を登録した（登録番号 199501150）。その使用指定商品は衣類、

靴及び帽子である。

申立人は、 1992年 1月 29日にフランスにおいて「 MUJI」商標の登録を出願した。その使

用指定の類別は第 25類を含む数種である。

申立人は、 1991年 7月 4日、 1991年 7月 30日にイギリスにおいて第 1469762号「無印良品 

MUJI」商標及び第 1472081号「 MUJI」商標の登録を出願した。その使用指定商品はいずれも

第 25類商品である。

申立人は 1992年 10月 22日にスペインにおいて第 M1726100号「 MUJI」商標及び第 

M1726114号「無印良品」商標を登録した。その使用指定商品は衣類、靴及び帽子である。
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三　紛争商標出願日以前における申立人の商標の使用状況

申立人は、 1991年 11月に、香港において香港永安百貨との合弁により「無印良品 MUJI」

商品の専門店を設立した。この出来事は「快報」、「香港商報」、「成報」、「星島晩報」、「信報」

等の香港メディアや「繊研新聞」、「日経流通新聞」等の日本のメディアによって報道された。

申立人は、 1991年 7月に、イギリスロンドンにおいて「無印良品 MUJI」商品の専門店を設立

した。この出来事は、「読売新聞」、「日本経済新聞」、「朝日新聞」等の多くの日本のメディア

によって報道された。

四　紛争商標登録後における被申立人の使用状況

被申立人の董事長楊永康は、同時に広州無印良品発展有限公司の株主兼法定代表者である。

広州無印良品発展有限公司の多くの販売サイトにおいて、多くの販売員が「無印良品 MUJI」

は日本のブランドであると発言している。

当委員会は以下のとおり認定する。

被申立人が主張する、申立人の補充証拠資料が提出期限を徒過しているとの問題について、

本件は「商標法実施条例」及び現行「商標評議審査規則」の施行前に受理された事件であり、

かつ上記の 2件の法規は遡及効について明確に規定していないため、当該法規の期限について

の要件は本件には適用されず、従って、被申立人のかかる主張は成立しない。

申立人の当初の紛争申立の法的根拠は改正前「商標法」第 27条であったが、その申立理由

の一部が現行「商標法」第 13条、第 31条に規定する事由に該当するため、「商標評議審査規則」

第 99条の規定に基づき、かかる一部の理由については現行「商標法」の関連規定を適用して

評議審査を行うものとする。申立人は、自己の商標が著名商標にあたることの認定を請求して

おらず、かつ補充提出した理由においても現行「商標法」第 31条を法的根拠として追加した

だけであったため、本件では、紛争商標が現行「商標法」第 13条の規定に違反するか否かに

ついて審議を行わない。以上を総括すると、本件の争点は以下の 2点となる。 

1 申立人の「無印良品 MUJI」商標は先に使用されておりかつ一定の影響力を有していた

といえるか否か。紛争商標の登録は不正な手段による抜け駆け登録に該当するか否か。 

2 紛争商標の登録は改正前「商標法」第 27条第 1項及び現行「商標法」第 41条第 1項

に定める「欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録を得る」行為に該当する

か否か。

争点 1について、当委員会は、現行「商標法」第 31条にいう「既に使用している一定の影

響力を有する」とは一般的に「中国大陸において先に使用されていること」を指すものと理解

する。申立人が提出した、その商標が香港において先に使用されていたこと及びその影響力に
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ついての証拠は現行「商標法」第 31条に定める状況に該当しないため、申立人の現行「商標法」

第 31条に基づく紛争申立理由は成立しない。

争点 2について、申立人は「無印良品 MUJI」を先に使用し、かつ世界各国において広汎に

登録したことを証明した。特に被申立人の所在地である香港において紛争商標出願日の 2年以

上も前に「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ登録していることを証明した。さらに、「無

印良品 MUJI」商標自体が一定の独創性を有しており、被申立人は「 MUJI」の由来は中国語の「木

記」であると答弁したが、被申立人は実際の使用過程において、紛争商標と「木記」を一緒に

使用しておらず、他方、紛争商標を、被申立人が同時期に登録した「無印良品」商標と一緒に

使用しており、商標の実際の使用方式についても申立人の商標と非常に類似した方式を採用し

ており、販売段階においても販売員が自己のブランドは日本のブランドであると発言しており、

これらの数々の事実は、被申立人の紛争商標の登録及び使用における主観的悪意を証明してい

る。よって、被申立人の紛争商標の登録出願行為は改正前「商標法」第 27条第 1項及び現行「商

標法」第 41条第 1項にいう「その他不正な手段によって登録を得る」行為に該当するといえる。

当委員会は、現行「商標法」第 41条第 1項、第 2項及び第 43条の規定に基づき、以下のと

おり裁定を下す。

被申立人が第 25類服装等商品上に登録した第 799693号「 MUJI」商標を取り消す。

当事者は、本裁定を不服とする場合は、本裁定書の受領日から 30日以内に、北京市第一中

級人民法院に訴えを提起することができ、改正後の「商標評審委員会」第 35条第 1項の規定

に基づき、人民法院に訴状を提出すると同時に、又は訴状提出の日から遅くとも 15日以内に、

訴状の副本を当委員会に送付するか、又は別途書面により当委員会に通知するものとする。

以上

合議廷裁判員：薛寅君

　　　　　　　何　敏

　　　　　　　林麗娟

（国家工商行政管理総局商標評議審査委委員会の印あり） 

2005年 11月 30日

写し送付先：国家工商行政管理総局商標局
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イ　北京市第一中級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市第一中級人民法院

行政判決書

（2006）一中行初字第 1172号

原告 ：盛能投資有限公司

住所 ：香港新界葵涌葵芳路 223号新都会広場オフィスビル 2棟 30階 3009室

法定代表者 ：楊永康　董事長

委託代理人 ：王小青　中国国際貿易促進委員会専利商標事務所商標代理人

委託代理人 ：徐初萌　中国国際貿易促進委員会専利商標事務所商標代理人

被告 ：中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

住所 ：北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：候　林　主任

委託代理人 ：薛寅君　国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

委託代理人 ：臧宝清　国家工商行政管理総局商標評審委員会幹部

第三者 ：株式会社良品計画

住所 ：日本東京都豊島区東池袋 4丁目 26番 3号

法定代表者 ：松井忠三　代表取締役社長

委託代理人 ：李中聖　北京市金杜律師事務所弁護士

委託代理人 ：徐　静　北京市会杜律師事務所弁護士

原告盛能投資有限公司（以下「盛能公司」という）は、国家工商行政管理総局商標評審委員

会（以下「商標評審委員会」という）が 2005年 11月 30日に下した第 799693号「 MUJI」商

標に関する商評字［ 2005］第 4079号紛争裁定書（以下「「2005］第 4079号裁定」という）を

不服とし、法定の期間内に本院に対し行政訴訟を提起した。本院は、 2006年 9月 25日に本件

を受理し、法に基づき合議廷を組織し、株式会社良品計画に本件の第三者として訴訟に参加す

るよう通知を出した。 2007年 3月 16日、本院は、公開により本件の開廷審理を行った。原告

盛能公司の委託代理人である王小青、徐初萌、被告商標評審委員会の委託代理人薛寅君、臧宝

清、及び第三者株式会社良品計画の代理人徐静が訴訟に参加し、本件は既に結審した。

［2005］第 4079号裁定は、被申立人盛能公司の第 25類服装等商品に関する第 799693号「MUJI」
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登録商標（以下「紛争商標」という）に対する申立人株式会社良品計画の 2000年 5月 8日付

登録取消申立について、被告商標評審委員会が 2005年 11月 30日に下した裁定である。被告

商標評審委員会は、以下のように認定した。 

1 現行「商標法」第 31条にいう「既に使用している一定の影響力を有する」とは一般的に「中

国大陸において先に使用されていること」を指すものと理解する。株式会社良品計画

が提出した、その商標が香港において先に使用されていたこと及びその影響力につい

ての証拠は現行「商標法」第 31条に定める状況に該当しないため、株式会社良品計画

の現行「商標法」第 31条に基づく紛争申立理由は成立しない。 

2 株式会社良品計画は「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ世界各国において広汎

に登録していることを証明した。特に盛能公司の所在地である香港において紛争商標

出願日の 2年以上も前に「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ登録したことを証

明した。さらに、「無印良品 MUJI」商標自体が一定の独創性を有しており、盛能公司

は「 MUJI」の由来は中国語の「木記」であると答弁したが、盛能公司は実際の使用過

程において、紛争商標と「木記」を一緒に使用しておらず、他方、紛争商標を、盛能

公司が同時期に登録した「無印良品」商標と一緒に使用しており、商標の実際の使用

方式についても株式会社良品計画の商標と非常に類似した方式を採用しており、販売

段階においても販売員が自己のブランドは日本のブランドであると発言している。よ

って、被告は、これらの数々の事実は、盛能公司の紛争商標の登録及び使用における

主観的悪意を証明していると判断し、盛能公司の紛争商標の登録出願行為は改正前「商

標法」第 27条第 1項及び現行「商標法」第 41条第 1項にいう「その他不正な手段に

よって登録を得る」行為に該当するものとして、現行「商標法」第 41条第 1項、第 2

項及び第 43条の規定に基づき、盛能公司が第 25類服装等商品上に登録した第 799693

号「 MUJI」商標を取り消す旨の裁定を下した。

原告盛能公司は、被告商標評審委員会が下した［ 2005］第 4079号裁定を不服として、法定

の期間内に本院に行政訴訟を提起し、次のように主張した。 

1 原告の商標は、原告が自ら考案し、法に基づき登録を受けたものであり、第三者の既

存の権利と衝突しない。原告の商標「 MUJI」は原告会社の董事長である楊永康氏の名

字「楊」の偏である「木」を取って考案されたものであり、その意味は「木記」である。

原告は 1994年に出願してから現在に至るまで、 12年間もの長い期間、商標の維持と使

用に力を注ぎ、既に市場において良好な名声を得ている。紛争商標の出願日から 12年

後に登録が取り消されるとすれば、商標法律関係の安定と取引の安全に悪影響がもた

らされる。また、第三者は中国において合法的な既存の権利を有しておらず、その商

標について原告の出願日以前に中国において先に出願し、かつ先行使用したこともな

く、ましてや中国において知名度又は一定の影響力を有することはあり得ない。
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2 第 4079号裁定において認定された事実は主な証拠が不足している。第三者は 5回にも

わたって被告に紛争に関する補充理由及び証拠を提出したが、それらは、法定の期限

を徒過しているため、被告はかかる証拠を採用すべきではなく、本件の判断の根拠と

すべきではない。被告は、採用すべきでない証拠に基づいて第三者の商標が「先に使

用されており、かつ世界各国において広く登録されていた」と認定したが、これは事

実に合致しない。また、商標出願の地域性の原則に基づき、他国での出願又は登録は

中国における登録及び使用を意味しない。第三者が香港で行った一部の広告宣伝につ

いては、原告はこれを全く知らなかった。原告は、第三者による極めて限定的な経営

又は宣伝を全く知らず、被告が認定した証拠は、原告が商標出願時に主観的な悪意を

有していたということを十分に証明していない。 

3 第 4079号裁定の法律適用は不適当である。被告は、第三者の引用商標が「商標法」第 

13条に定められた著名商標にも該当しなければ、「商標法」第 31条に定められた先に

使用され、一定の影響力のある商標にも該当しないと認定したにもかかわらず、原告

の商標が商標法第 41条第 1項にいう「その他不正な手段により登録を得ていた」に該

当すると認定したが、かかる認定は事実に合致せず、法的根拠も欠けている。

以上のとおり、原告の紛争商標登録出願行為は商標法第 41条第 1項にいう「その他不正な

手段により登録を得る」行為に該当しない。被告は、原告の商標の出願時における事実を客

観的に審査せず、判断根拠とすべきでない資料を採用しており、その事実認定は明確でなく、

法律適用も不適当であるため、人民法院に対し、［2005］第 4079号裁定を取り消し、かつ第 

799693号「 MUJI」商標の異議申立について改めて審理を行うよう請求するものである。

被告商標評審委員会は、次のとおり弁論した。 

1 原告は、「MUJI」という言葉は楊永康氏の名字の偏である「木」に由来するものであり、

その意味は「木記」であると主張するが、かかる原告の主張はこじつけであり、合理

性がない。しかも、現実において、原告は「 MUJI」を「木記」と一緒に使用しておらず、

反対に、「MUJI」を「無印良品」と一緒に使用している。後者の「無印良品」はまさ

に第三者が日本等多くの国において登録及び使用している商標であり、原告の両商標

と第三者の両商標は完全に同一であり、そのような偶然が生じる可能性はゼロに近い。

以上の事実から、原告の商標は原告が自ら考案したものではなく、第三者の商標に対

する剽窃であることが分かる。次に、法定の手続に基づき登録を受けたからといって、

その権利が必ずしも合法的でありかつ有効なものであるとは限らない。そうでなけれ

ば、商標紛争手続の存在意義がなくなってしまう。 

2 証拠提出期限については、第 4079号裁定において既に説明されている。原告の商標法

第 41条第 1項に関する理解には誤りがある。文書偽造等の手段以外の「その他不正

な手段」により登録を受けた場合についても、同条に基づき同様に取り消すことがで
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きるのである。第 4079号裁定は、第三者が「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、か

つ世界各国で広く登録を受けたこと、原告の所在地である香港において「無印良品 

MUJI」商標を先行使用し、かつ登録を受けたこと、「無印良品 MUJI」商標自体が独創

性を有すること、及び原告の紛争商標及び別の登録商標である「無印良品」について

の実際の使用態様等の多くの事実を認定した上で、原告の紛争商標の登録出願におけ

る主観的な悪意を判断したのであり、法律適用には不当性はない。

以上の理由に基づき、被告が下した［ 2005］第 4079号裁定は、事実認定が明らかであり、

法律適用も適切であり、手続も適法であるため、人民法院に本裁定の維持を請求する。

第三者株式会社良品計画は、次のとおり陳述した。 

1 盛能公司による行政訴訟の提起は、既に法定の期限を徒過しているため、かかる提訴

を却下するよう人民法院に請求する。被告は 2005年 11月 30日に本件裁定を下し、盛

能公司は 2005年 12月 2日に同裁定を受け取っており、その提訴期限は 2006年 1月 1

日までである。しかし、本件の立件時期は 2006年 9月であり、法に定める期限を著し

く徒過している。例え盛能公司が期限どおりに訴状を提出していたとしても、人民法

院が渉外訴訟当事者に与える公証認証手続のための一定の猶予期間を利用し、故意に

訴訟を引き延ばした可能性がある。 

2 原告による「 MUJI」商標の出願及び使用はいずれももう一つの商標である「無印良品」

と一緒に行われている。この 2つの商標はいずれも第三者が先に使用した商標であり、

かかる商標は造語による組合せであるため、偶然の一致となる可能性は極めて低い。

従って、原告の自ら考案したとの主張は明らかにこじつけである。また、「商標法」第 

31条は第 4079号裁定における紛争商標取消の理由及び根拠ではないため、第三者は既

存の権利を有しないとの原告の主張は本件と関係がない。 

3 第三者は期限経過後に証拠を提出したのではない。本件に適用される商標局の 1995年

「商標評議審査規則」には、立証期限についていかなる制限も設けられていない。被告

の裁定において認定された証拠の大部分は、原告が 2000年 5月 8日に提出した証拠で

あるか、又は立証期限の制限を受けない新しい証拠である。従って、立証期限を徒過

したという問題は存在しない。 

4 第 4079号裁定の事実認定は明らかであり、法律適用も正確である。盛能公司の紛争商

標登録には悪意があり、盛能公司が紛争商標を長年使用していたことは盛能公司が紛

争商標を継続使用できる合法的な理由にはならない。第 4079号裁定が「商標法」第 41

条第 1項の規定に基づき紛争商標を取り消す旨の裁定を下したことは商標法の趣旨に

合致する。従って、人民法院に対し、原告の訴訟請求を棄却し、第 4079号裁定を維持

するよう請求する。

審議の結果、以下の事実が明らかになった。
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一　第三者による紛争商標の登録及び使用の状況

（一）登録状況 

1995年 12月 15日、第三者は、日本において第 4026074号「無印良品 MUJI」商標

の登録を出願した。その使用指定商品は第 25類衣服等である。 

1991年 7月 4日及び 1991年 7月 30日、第三者は、イギリスにおいて第 1469762号「無

印良品 MUJI」商標及び第 1472081号「 MUJI」商標の登録を出願した。その使用指定

商品はいずれも第 25類商品である。 

1991年 11月 28日、第三者は、香港において「無印良品 MUJI」及び「 MUJI」

商標の登録を出願し、実際の登録日は 1995年 6月 30日であった。登録番号は 

1995B05368及び 199501150であり、使用指定商品は第 25類衣服、靴及び帽子等である。

登録商標の有効期限は 2012年 11月 28日である。 

1992年 1月 29日、第三者は、フランスにおいて「 MUJI」商標の登録を出願した。

その使用指定の類別は第 25類を含む。 

1992年 10月 22日、第三者は、スペインにおいて第 M1726114号「無印良品」商

標及び第 M1726100号「 MUJI」商標を登録した。その使用指定商品は衣類、靴及び

帽子である。

（二）使用状況について

「香港商報」、「快報」、「成報」、「星島晩報」、「信報」等多くの香港メディア及び「織

研新聞」、「日経流通新聞」等多くの日本メディアの報道によると、第三者は、 1991

年 11月に、香港において、香港永安百貨店との合弁により、「無印良品 MUJI」商品

の専門店を設立している。

「読売新聞」、「日本経済新聞」及び「朝日新聞」等多くの日本メディアの報道によ

ると、第三者は、 1991年 7月に、イギリスのロンドンにおいて合弁により「無印良

品 MUJI」商品の専門店を設立している。

二　原告による紛争商標の登録及び使用状況について

（一）登録状況： 1994年 3月 17日、原告盛能公司は我が国の商標局に対し商標「 MUJI」の

登録を出願した。 1995年 12月 14日、商標局の審査を経て登録を受けた。使用指定

商品は衣服、靴及び帽子である。

（二）使用状況：本件訴訟において、原告は、中華人民共和国長安公証処が 2006年 4月 5

日に発行した（ 2006）長証内経字第 2393号公証書を提出した。同公証書には、原告

の「 MUJI」商標の使用状況を証明するために、中国国際展覧センターが開催した「 2006

年中国国際服装服飾博覧会」第 4号館第 W4316号展示コーナーにて写真撮影をした

ことが記載されている。
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三　商標評議審査手続の状況 

2000年 5月 8日、第三者は、我が国の「商標法」第 27条及び「商標法実施細則」第 25条

の規定に基づき、盛能公司の「 MUJI」商標登録行為は不正なものであるとして、商標評審委

員会に対し当該商標の取消申立を提出した。

第三者が商標評議審査手続において申立人として提出した証拠資料は、以下のとおりであ

る。 

1 第三者の「無印良品 MUJI」及び「 MUJI」商標の香港における登録証書：申立人が早く

は 1991年に香港において上記の商標を登録したことを証明する。 

2 1991年の「快報」、「香港商報」、「成報」、「星島晩報」、「信報」における「無印良品 

MUJI」、「MUJI」商品に関する記事の写し：第三者が 1991年に既に香港において専門

店を開設していたことを証明する。 

3 「MUJI」商標のフランス、イギリス、スペインにおける登録更新証明及び「無印良品」

商標のイギリス、スペインにおける登録更新証明書：第三者の商標の他国における登

録状況を証明する。 

4 第三者の代表取締役社長による宣誓書及び添付書類：第三者が早くは 1991年に香港に

において無印良品 MUJIの専門店を開設していたことを証明する。 

5 第三者の「無印良品」、「MUJI」、「無印良品 MUJI」商標の日本特許庁における登録ファ

イル：第三者が早くは 1984年に日本で「無印良品」商標の登録を出願し、第三者が上

記の 3つの商標の真の所有者であることを証明する。 

2005年 11月 30日、商標評審委員会は、現行「商標法」第 41条 1項、第 2項及び第 43条

の規定に基づき、盛能公司が第 25類の服装等の商品に登録した第 799693号「 MUJI」商標を

取り消す旨の裁定を下した。

上記の事実については、［2005］第 4079号裁定書、「MUJI」商標の登録状況、メディア報道、

法廷で確認された被告の評議審査ファイル、当事者の陳述及び法廷記録が、事件の証左である。

本院は、原告の主張について被告の具体的行政行為を審査するにあたり、本件紛争の争点は

主に以下の 2点にあると考える。

一　第三者が行政手続において提出した証拠は、挙証期限を徒過しているか否か。それは、

本件における事実認定に影響を与えるか否か。

本件において、第三者が紛争商標に対し紛争商標取消申立を提出した時期は 2000年 

5月 8日である。他方、証拠資料の提出期限について明確な規定を定める「商標法実施

条例」及び「商標評議審査規則」は、それぞれ 2002年 8月 3日及び 2002年 9月 17日

に制定及び改正されたものであり、いずれも上記の取消申立の提出時期よりも後に制

定又は改正されている。法律不遡及の原則に従い、本件においては「商標法実施条例」
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及び「商標評議審査規則」における証拠資料の提出時限に関する規定は適用されない。

従って、被告が裁定書において第三者の補充提出した証拠資料を引用し、評価をした

ことには不当性はなく、法定の期限を徒過して補充提出された第三者の証拠には証明

力がないとの原告の主張については、本院はこれを認めない。

二　原告が不正な手段により登録を取得したとの被告の認定は成立するか否か。 

1 第三者の「 MUJI」商標の香港における登録と使用の状況をみると、第三者は 1991年 

11月 28日に香港において「 MUJI」及び「無印良品 MUJI」商標の登録を出願し、 1995

年 6月 30日に登録を受けている。そして、 1991年 11月には、香港において、香港永

安百貨との合資により「無印良品 MUJI」商品の専門店を開設しており、このことは、

現地の多くのメディアに報道されている。 

2 原告の紛争商標の登録と使用の状況をみると、原告は 1994年 3月 17日に我が国の商

標局に対して紛争商標の登録を出願し、 1995年 12月 14日にその登録が認められてい

る。かかる出願及び登録の時期はいずれも第三者の「 MUJI」商標の出願及び登録の時

期よりも後であり、第三者が香港において「 MUJI」商標を使用した時期よりも後である。

使用の状況については、原告は、その証明資料として、「2006年中国国際被服服飾博覧会」

の宣伝写真を提出しただけである。かかる証拠の作成時期は 2006年であり、第三者が「無

印良品 MUJI」商標を登録出願及び使用した時期よりも後である。 

3 原告及び第三者が所在する地域と業界の関係から考えると、原告は香港の会社であり、

中国本土に隣接しており、香港は、第三者が紛争商標を登録出願及び使用した地域の

一つである。また、原告と第三者はともに服装製品を製造及び経営する企業であり、

原告の紛争商標の登録商品類別と第三者の「 MUJI」商標の登録商品類別は同一であり、

いずれも第 25類である。従って、両者の間には市場競争関係が存在する。 

4 「MUJI」商標の国際登録の状況をみると、第三者は、 1991年にイギリス、 1992年にス

ペイン及びフランスにおいて登録を行っている。 

5 紛争商標の構造をみると、紛争商標「 MUJI」には特定の意味はない。また、原告が提

出した「 2006年中国国際被服服飾博覧会」の宣伝写真をみると、紛争商標「 MUJI」は

第三者のもう一つの商標である「無印良品」と一緒に大量に使用されている。異なる

文化と言語環境のもとで、先願商標とデザインが全く同じになる可能性はとても低い。

原告は、「MUJI」商標は楊永康氏の名字である「揚」の偏である「木」から取ったもの

であり、その意味は「木記」であると主張したが、かかる原告の主張はこじつけであり、

受け入れられるものではない。

以上の点を総合的に判断すると、原告は香港の会社として、第三者が香港において既に

「MUJI」商標を登録及び使用していたことを明らかに知っていながら、香港に隣接し、かつ貿

易取引が頻繁な中国本土において悪意をもって本件の紛争商標を登録したと、本法廷が信じる
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に相当な理由があり、原告の紛争商標の登録における主観的な悪意は明白であるから、原告が

不正な手段により登録を得たと被告が認定したことには不当性はない。

原告の提訴は法定の期限を徒過しているとの第三者の主張について、法廷で確認したとこ

ろ、人民法院が発行した「訴訟資料提出受領リスト」の記載によると、原告が最初に行政提訴

状を提出した時期は、 2005年 12月 30日であり、当該日付は法定の提訴期限内である。第三者は、

原告が悪意によって訴訟を遅らせたと主張したが、かかる事実を証明する証拠を提出していな

いため、かかる主張については、本院はこれを認めない。

以上の事実に基づき、原告の紛争商標の登録出願及び登録行為は改正前「商標法」第 27条 

1項及び現行「商標法」第 41条 1項にいう「その他不正な手段により登録を得る」行為に該

当するとした被告商標評審委員会の裁定は、その事実認定が明らかであり、適用法律も正確で

あり、審理手続にも不当性がないため、「中華人民共和国行政訴訟法」第 54条第 1号の規定に

基づき、本院は以下のとおり判決する。

被告中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会が下した第 799693号「 MUJI」商

標に関する商評字［ 2005］第 4079号紛争裁定を維持する。

本件の事件受理費は 1000元は、原告盛能投資有限公司の負担とする（納付済）。

本判決を不服とする場合は、原告盛能投資有限公司及び第三者株式会社良品計画は、本判決

の送達日より 30日以内に、被告中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会は本判

決の送達日より 15日以内に、本院に上訴状及び副本を提出することができ、かつ上訴事件受

理費 100元を納付するものとする（口座開設銀行：中国工商銀行北京支店黄楼出張所、口座名

義：北京市第一中級人民法院、口座番号： 144537-48）。上訴は中華人民共和国北京市高級人民

法院において行うものとする。

裁　判　長：　劉　勇

裁　判　官：　蘇　杭

代理裁判官：　董暁敏 

2007年 6月 28日

（北京市第一中級人民法院　印鑑）

本文は原本と相違なし
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ウ　北京市高級人民法院の判決

中華人民共和国

北京市高級人民法院

行政判決書

（2007）高行終字第 495号

上訴人（原審原告）：盛能投資有限公司

住所 ：中華人民共和国香港特別行政区新界葵涌葵芳路 223号新都会広場オフィスビ

ル 2棟 30階 3009室

法定代表者 ：楊永康　董事長

委託代理人 ：王小青　中国国際貿易促進委員会特許商標事務所商標代理人

委託代理人 ：徐初萌　中国国際貿易促進委員会特許商標事務所商標代理人

被上訴人（原審被告）：中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会　

住所 ：中華人民共和国北京市西城区三里河東路 8号

法定代表者 ：候林　主任

委託代理人 ：崔迎琪　国家工商行政管理総局商標評審委員会　幹部

　

原審第三者 ：株式会社良品計画　

住所 ：日本国東京都豊島区東池袋 4丁目 26番 3号

法定代表者 ：松井忠三　代表取締役社長

委託代理人 ：李中聖　北京市金杜律師事務所　弁護士

委託代理人 ：徐　静　北京市金杜律師事務所　弁護士

上訴人盛能投資有限公司（以下「盛能公司」という）は、商標取消行政紛争事件につき、中

華人民共和国北京市第一中級人民法院（以下「北京市第一中級人民法院」という）の（ 2006）

一中行初字第 1172号行政判決を不服として、本院に上訴を提起した。本院は、 2007年 10月 

29日に本件を受理した後、法に基づき合議廷を組織し、 2007年 12月 6日に公開により本件の

開廷審理を行った。上訴人盛能公司の委託代理人である徐初萌、原審第三者株式会社良品計画

の委託代理人である李中聖が訴訟に参加した。被上訴人中華人民共和国国家工商行政管理総局

商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）は、書面により本件訴訟に参加しないこと

を示した。本件は既に結審した。
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北京市第一中級人民法院は、審議の結果、次の事実を明らかにした。第 799693号登録商標

「MUJI」（以下「紛争商標」という）は、盛能公司が 1994年 3月 17日に登録を出願し、 1995

年 12月 14日に登録が認められた。使用指定商品は衣服、靴及び帽子である。 2000年 5月 8日、

株式会社良品計画は、我が国の 1993年改正後の「商標法」第 27条及びこの関連法律である「商

標法実施条例」第 25条の規定に基づき、商標評審委員会に紛争商標の取消を申し立てた。商

標評審委員会は、 2005年 11月 30日に、商評字［ 2005］第 4079号「第 799693号『 MUJI』商

標紛争に関する裁定書」（以下、「第 4079号裁定」という）を下し、紛争商標を取り消すこと

とした。盛能公司は、これを不服とし、訴訟を提起した。

北京第一中級人民法院は、次のように判断した。株式会社良品計画は、 1991年 11月 28日

に香港において「 MUJI」商標の登録を出願し、同商標は 1995年 6月 30日に実際に登録され

た。 1991年 11月、株式会社良品計画は香港において香港永安百貨との合弁により「無印良品 

MUJI」商品の専門店を設立し、このことは数多くのメディアに報道された。他方、盛能公司

が紛争商標の登録を出願した期日は 1994年 3月 17日であり、その期日は株式会社良品計画が

「MUJI」商標を出願し、かつ実際に登録した日よりも遅く、かつ、株式会社良品計画が香港に

おいて使用した日よりも後である。盛能公司は香港の会社であり、香港は株式会社良品計画が

「無印良品 MUJI」商標を登録及び使用している地域の一つであり、その上、盛能公司は株式会

社良品計画と同じく服装製品の製造及び経営を扱う企業であり、紛争商標が登録した商品類別

も株式会社良品計画が香港において登録した「 MUJI」の商品類別と同一であり、さらに、紛

争商標は株式会社良品計画の別の商標である「無印良品」と一緒に大量に使用されている。以

上の事実から、盛能公司は、香港企業として、株式会社良品計画が既に香港において「 MUJI」

を登録及び使用していたことを明らかに知っていながら、中国大陸において悪意により紛争商

標を登録したと認めることができる。従って、商標評審委員会が「盛能公司は不正な手段によ

り登録を得た」と認定したことには、不当性はない。

上記の事実に基づき、北京市第一中級人民法院は、「中華人民共和国行政訴訟法」第 54条第 

1項の規定に従い、商標評審委員会の第 4079号裁定を維持する旨の判決を下した。

盛能公司は、これを不服として、本院に上訴を提起し、原審判決及び商標評審委員会の第 

4079号裁定の取消と商標評審委員会に対し紛争商標について裁決のやり直しを命じる判決を

下すよう請求した。盛能公司の主な理由は、次のとおりである。 

1　紛争商標は、盛能公司が独自に考案し完成させたものであり、かつ中国において最初に

登録及び使用したものである。株式会社良品計画は、紛争商標の出願日以前に、中国

において当該商標を登録及び使用しておらず、かつ当該商標は中国の著名商標又は他

人が既に使用する一定の影響力を有する商標にも該当しない。よって、商標評審委員
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会が盛能公司による紛争商標の出願には悪意があると認定したことは、事実と合致せ

ず、証拠も不足している。 

2　商標評議審査過程において、株式会社良品計画は数回にわたり挙証期間を超えて商標評

審委員会に補充理由と証拠を提出しており、商標評審委員会がこれらを採用し、かつ

認めたことは、手続の違法である。

商標評審委員会及び株式会社良品計画は、原審判決を受け入れた。

審議の結果、以下の事実が判明した。 1991年 11月 28日、株式会社良品計画は、香港にお

いて「無印良品 MUJI」及び「 MUJI」商標を登録した。「無印良品 MUJI」商標の実際の登録日

は 1995年 6月 30日であり、「MUJI」商標の実際の登録日は 1995年 2月 15日である。両商標

の使用指定商品はいずれも第 25類の衣服、靴及び帽子である。 

1995年 12月 15日、株式会社良品計画は、日本において「無印良品 MUJI」商標の登録を出

願した。使用指定商品は第 25類の衣服等である。 

1991年 7月 4日及び同 7月 30日、株式会社良品計画は、イギリスにおいて「無印良品 

MUJI」商標及び「 MUJI」商標の登録を出願した。両商標の使用指定商品はいずれも第 25類

商品である。

「香港商報」、 、 、 、「快報」「成報」「星島晩報」及び「信報」等の多くの香港メディアや「織研新聞」

「日経流通新聞」等の多くの日本メディアの各種の報道によると、株式会社良品計画は、 1991

年 11月に、香港において、香港永安百貨との合弁により「無印良品 MUJI」商品の専門店を設

立している。

紛争商標は、盛能公司が 1994年 3月 17日に我が国の商標局に登録を出願し、 1995年 12月 

14日に登録が認められたものである。使用指定商品は第 25類の衣服、靴及び帽子である。 

2000年 5月 8日、株式会社良品計画は、我が国の 1993年改正後の「商標法」第 27条及び

その関連法律である「商標法実施条例」第 25条の規定に基づき、商標評審委員会に紛争商標

の取消を申し立てた。

商標評審委員会は、 2005年 11月 30日に、第 4079号裁定を下し、次のとおり認定した。 

1　現行「商標法」第 31条にいう「既に使用している一定の影響力を有する」とは一般的に「中

国大陸において先に使用されていること」を指すものと理解する。株式会社良品計画

が提出した、その商標が香港において先に使用されていたこと及びその影響力につい

ての証拠は現行「商標法」第 31条に定める状況に該当しないため、株式会社良品計画

の現行「商標法」第 31条に基づく紛争申立理由は成立しない。 

2　株式会社良品計画は「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ世界各国において広汎
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に登録していることを証明した。特に盛能公司の所在地である香港において紛争商標

出願日の 2年以上も前に「無印良品 MUJI」商標を先に使用し、かつ登録したことを証

明した。さらに、「無印良品 MUJI」商標自体が一定の独創性を有しており、盛能公司

は「 MUJI」の由来は中国語の「木記」であると答弁したが、盛能公司は実際の使用過

程において、紛争商標と「木記」を一緒に使用しておらず、他方、紛争商標を、盛能

公司が同時期に登録した「無印良品」商標と一緒に使用しており、商標の実際の使用

方式についても株式会社良品計画の商標と非常に類似した方式を採用しており、販売

段階においても販売員が自己のブランドは日本のブランドであると発言している。こ

れらの事実は、盛能公司の紛争商標の登録及び使用における主観的悪意を証明してお

り、盛能公司の紛争商標の登録出願行為は 1993年改正の「商標法」第 27条第 1項及

び 2001年改正の「商標法」第 41条第 1項にいう「その他不正な手段によって登録を得る」

行為に該当するものである。以上の事実に基づき、商標評審委員会は、 2001年「商標法」

第 41条第 1項、第 2項及び第 43条の規定に基づき、紛争商標を取り消す旨の裁定を

下した。

別の調査により以下の事実も明らかとなった。盛能公司は、 1994年 2月 8日に我が国の商

標局に「無印良品」商標の登録を出願し、 1995年 11月 28日に同商標の登録が認めらた。使

用指定商品は第 25類の衣服、靴及び帽子であり、商標登録番号は第 795636号である。株式会

社良品計画は、 2000年 5月 8日に商標評審委員会に同商標の取消を申し立てた。商標評審委

員会は、 2005年 11月 30日に、商評字第（ 2005）第 4078号「第 795636号『無印良品』商標

紛争に関する裁定」を下し、第 795636号「無印良品」商標を取り消した。北京市第一中級人

民法院の（ 2006）一中行初字第 191号行政判決は上記の裁定を維持し、本院の（ 2007）高行終

字第 16号行政判決も上記の裁定を維持した。

上記の事実については、第 4079号裁定書、株式会社良品計画の「 MUJI」商標に関する登録

資料、メディア報道、商標評審委員会の評議審査記録資料、商標評審委員会の商評字第（ 2005）

号第 4078号「第 795636号『無印良品』商標紛争に関する裁定」、北京市第一中級人民法院の

（2006）一中行初字第 191号行政判決書、本院の（ 2007）高行終字第 16号行政判決書及び当事

者の陳述等の証拠が、事件の証左である。

本院は、次のように考える。株式会社良品計画が紛争商標の取消を申し立てた時期は、 2000

年 5月 8日である。他方、証拠資料の提出期限について明確な規定を定める「商標法実施条例」

及び「商標評議審査規則」は、それぞれ 2002年 8月 3日及び 2002年 9月 17日に制定及び改

正されたものであり、いずれも上記の取消申立の提出時期よりも後に制定又は改正されている。
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我が国の立法法の法律不遡及の原則に従うと、本件においては「商標法実施条例」及び「商標

評議審査規則」における証拠資料の提出時限に関する規定は適用されない。従って、商標評審

委員会が裁定書において第三者の補充提出した証拠資料を引用し、評価をしたことには不当性

はなく、商標評審委員会が法定の期限を徒過して補充提出された株式会社良品計画の証拠を採

用し、かつ認定したとの盛能公司の主張は認められない。

我が国の「商標法」第 31条は、「商標の登録出願は、不正な手段によって他人が既に使用し

ている一定の影響力を有する商標を抜け駆け登録してはならない」と規定している。不正な手

段とは、主に紛争商標の登録者がその主観において他人の商標の市場上の信用を盗用し、不正

競争を行おうとする悪意を有することを指す。同条項の目的は、悪意による抜け駆け登録を禁

止することにある。本件において、株式会社良品計画は、早くは 1991年に「MUJI」商標を登録し、

同年に香港において「無印良品 MUJI」商品の専門店を開設し、メディアにおいて一定の宣伝

活動を行っていた。盛能公司は香港に所在し、抜け駆け登録された商標が先に使用されていた

地域と同一の地域にあり、かつ双方とも服装商品を生産及び経営する企業である。これらの事

実から、盛能公司が、株式会社良品計画が香港において「 MUJI」商標を登録及び使用してい

た事実を知らなかったということはあり得ず、株式会社良品計画の「 MUJI」商標は盛能公司

に対し一定の影響を与えており、盛能公司が我が国の商標局に紛争商標を登録及び使用する際

に主観的な悪意を有していたことは明らかであるから、紛争商標は取り消されるべきである。

「紛争商標は盛能公司が独自に考案したものであり、かつ盛能公司が中国において最初に登録

及び使用しているから悪意はない」との盛能公司の上訴における主張は根拠に欠けるため、本

院はこれを認めない。商標評審委員会の（ 2005）第 4078号裁定及び原審判決が 2001年改正の

「商標法」第 41条第 1項を適用して本件紛争を処理したことには妥当でない部分もあるが、本

件の最終的な処理結果には影響しない。

以上のとおり、商標評審委員会の第 4079号裁定及び原審判決における事実認定は明確であ

り、法律適用も基本的に正確であるため、本院はこれを認める。上訴人盛能公司の上訴理由は

成立するものではなく、その訴訟請求については、本院はこれを認めない。以上の理由に基づ

き、本院は、「中華人民共和国行政訴訟法」第 54条第 1項の規定に従い、以下のとおり判決す

る。　　

上訴を棄却し、原審判決を維持する。

第一審の事件受理費用 1,000元は、盛能投資有限公司の負担とする。第二審の受理費用 100

元は、盛能投資有限公司の負担とする（納付済み）。
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本判決は、終審判決とする。

裁　判　長：　張　氷

代理裁判官：　程　霞

代理裁判官：　鐘　鳴 

本文は原本と相違なし

2007年 12月 20日

（北京市高級人民法院　印鑑）

書　記　官：　遅雅娜

　張見秋
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4　商標評議審査規則（和訳）

（旧国家工商行政管理局制定、 1995年 11月 2日公布、同日施行。国家工商行政管理総局 

2002年 9月 17日第一次改正、同日公布、 2002年 10月 17日施行。国家工商行政管理総局 

2005年 9月 26日第二次改正、同日公布、 2005年 10月 26日施行）

目次

第 1章　総則（第 1条～第 11条）

第 2章　申立及び受理（第 12条～第 23条）

第 3章　審理（第 24条～第 39条）

第 4章　証拠規則（第 40条～第 54条）

第 5章　期間及び送達（第 55条～第 58条）

第 6章　附則（第 59条～第 62条）

第 1章　総則

第 1条（制定）

「中華人民共和国商標法」（以下「商標法」という）及び「中華人民共和国商標法実施条例」（以

下「実施条例」という）の規定に基づき、本規則を制定する。

第 2条（処理案件）

商標法及びその実施条例の規定に基づき、国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商

標評審委員会」という）は、次の各号に掲げる商標評議審査案件を処理する。

（1）国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という）の商標登録出願の却下決定を不

服として、商標法第 32条の規定に基づき、不服審査を申し立てた案件

（2）商標局の異議裁定を不服として、商標法第 33条の規定に基づき、不服審査を申し立て

た案件

（3）登録済みの商標に対し、商標法第 41条の規定に基づき、取消裁定を申し立てた案件

（4）商標局の商標法第 41条第 1項、第 44条、第 45条の規定に基づき出された登録商標の

取消又は維持の決定を不服として、商標法第 49条の規定に基づき、不服審査を申し立

てた案件

第 3条（当事者の評議審査活動への参加）

当事者が商標紛争案件の評議審査活動に参加する場合は、書面により行わなければならな

い。
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第 4条（書面審理）

商標評審委員会による商標紛争案件の審理は、書面によって行われる。但し、実施条例第 

33条の規定に基づき公開評議審査を決定した場合はこの限りでない。

第 5条（書面による決定及び裁定の通知）

商標評審委員会が商標法、実施条例及び本規則に基づき出した決定と裁定は、書面の形式に

より関係当事者に通知し、かつその理由を説明しなければならない。

第 6条（合議制の原則）

本規則に別段の規定がある場合を除き、商標評審委員会が商標紛争案件を審理する場合は、

合議制によるものとし、商標評議審査員によって合議廷を組織し、審理を行う。

合議廷により案件を審理する場合は、多数決の原則に従う。

第 7条（忌避の申立）

当事者又は利害関係者が実施条例第 9条の規定に基づき商標評議審査員の忌避を申し立てる

場合には、書面の形式により行い、かつ理由を説明しなければならない。

第 8条（権利の処分、和解及び調停）

商標評議審査の期間中、当事者は法に従い自己の商標権及び商標評議審査に係る権利を処分

する権利を有する。社会の公共の利益、第三者の権利に配慮することを前提に、当事者の間で

自ら書面の形式によって和解することができ、商標評審委員会も調停を行うことができる。

第 9条（代表者）

商標を共有する当事者が商標評議審査活動に参加する場合は、そのうちの 1人を代表として

指名しなければならない。代表者を指名していない場合は、その商標登録出願書又は商標登録

簿の一番目に記載されている者を代表者とする。代表者による評議審査参加行為は、その者が

代表する当事者に対し効力を生じる。但し、代表者が評議審査の申立を変更もしくは放棄し、

又は相手側当事者の評議審査の申立を承認する場合は、必ずその代表する当事者の書面による

授権を受けなければならない。

第 10条（外国人又は外国企業が評議審査業務を行う場合）

外国人又は外国企業が商標評議審査業務を行う場合において、中国に経常的な住所又は営業

所があるときは、国の認める商標代理資格を有する組織にその事務の代理を委託することも、

また、直接行うこともできる。中国に経常的な住所又は営業所がないときは、国の認める商標

代理資格を有する組織にその事務の代理を委託しなければならない。

代理権限に変更が生じ、代理関係が解除され、又は代理人を変更する場合は、当事者又は代

理人は遅滞なく書面により商標評審委員会に通知しなければならない。

第 11条（資料の閲覧）

当事者及びその代理人は、その案件に関わる資料の閲覧を申請することができる。
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第 2章　申立及び受理

第 12条（申立の条件）

商標評議審査を申し立てるには、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

（1）申立人が適法な主体資格を有していること

（2）法定期間内に提出すること

（3）商標評審委員会の評議審査範囲に属すること

（4）法に従い、規定に合致する申立書及び関連証拠資料を提出すること

（5）明確な評議審査請求、事実根拠及び理由があること

（6）法に従い評議審査費用を納付していること

第 13条（申立書）

商標評議審査を申し立てるには、商標評審委員会に申立書を提出しなければならない。被申

立人がいる場合は、被申立人の人数に応じた部数の副本を提出しなければならない。申立人の

商標が譲渡、移転され、既に商標局に申請したが、未だ公告の審査確認（原文は「核準」）を

受けていない場合は、申立人は相応の証明文書を提出しなければならない。商標局の決定書又

は裁定書に基づき不服審査を申し立てる場合、さらに商標局の決定書又は裁定書を添付しなけ

ればならない。

第 14条（申立書の記載事項）

申立書には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

（1）申立人の名称、住所、連絡住所、担当者及び連絡先電話番号。評議審査の申立に被申立

人がいる場合は、被申立人の名称及び住所を明記しなければならない。商標代理組織

に商標評議審査業務を委託する場合、さらに商標代理組織の名称、連絡住所、担当者

及び連絡先電話番号を明記しなければならない。

（2）係争中の商標及びその出願番号又は仮審査番号、登録番号及び当該商標を掲載した「商

標公告」の刊行番号

（3）明確な評議審査請求とその根拠となる事実、理由及び法的根拠

第 15条（申立の不受理）

商標評議審査の申立が本規則第 12条第（ 1）号、第（ 2）号、第（ 3）号に定める条件のいず

れかを満たさない場合は、商標評審委員会はこれを受理せず、書面により申立人に通知し、か

つその理由を説明する。

第 16条（申立の補正）

商標評議審査の申立が本規則第 12条第（ 4）号、第（ 5）号、第（ 6）号に定める条件のいず

れかを満たさない場合、又は実施条例及び本規則の規定に従い関係証明書類を提出しない場合

は、商標評審委員会は申立人に補正通知を送付し、補正通知の受領日より 30日以内に補正さ
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せなければならない。

補正後もなお規定に合致しない場合は、商標評審委員会はこれを受理しないものとし、書

面により申立人に通知し、かつその理由を説明する。期間内に補正しない場合は、実施条例第 

30条の規定に従い、申立人が評議審査の申立を取り下げたものとみなし、商標評審委員会は

書面により申立人に通知しなければならない。

第 17条（受理通知書）

商標評議審査の申立が審査を経て受理条件を満たした場合は、商標評審委員会は 30日以内

に申立人に「受理通知書」を発送しなければならない。

第 18条（申立の却下事由）

商標評審委員会の受理した商標評議審査の申立が次の各号のいずれかに該当する場合は、受

理条件に合致しないものとみなし、実施条例第 30条の規定に従い却下しなければならない。

（1）商標法第 42条の規定に違反し、登録の審査確認前に既に異議の申立がありかつ裁定を

経た商標に対して、再び同一の事実及び理由によって裁定を申し立てる場合

（2）実施条例第 35条の規定に違反し、申立人が商標評議審査の申立を取り下げた後に、再

び同一の事実及び理由によって評議審査を申し立てる場合。

（3）実施条例第 35条の規定に違反し、商標評審委員会が既に行った裁定又は決定に対して、

再び同一の事実及び理由によって評議審査を申し立てる場合

（4）その他受理条件を満たさない場合

商標評審委員会が商標評議審査の申立を却下する場合は、書面により申立人に通知

し、かつその理由を説明しなければならない。

第 19条（答弁）

評議審査の申立に被申立人がいる場合は、商標評審委員会は受理後、遅滞なく申立書の副本

及び関係証拠資料を被申立人に送達し、当該被申立人に申立書副本の受領日より 30日以内に

商標評審委員会に対し答弁書を提出させ、かつ申立人の人数に応じた部数の副本を提出させな

ければならない。期間内に提出しない場合、又は提出期限を徒過した場合は、答弁を放棄した

ものとみなす。

第 20条（証拠資料の補充、証拠資料に対する質疑）

当事者が評議審査の申立後又は答弁後に関連の証拠資料を補充する必要がある場合は、申立

書又は答弁書においてその旨を表明し、かつ申立書又は答弁書の提出日から 3か月以内に、申

立書又は答弁書と同数の証拠資料を一括で提出しなければならない。申立書又は答弁書におい

て表明しない場合、又は期間を徒過しても提出しない場合は、関連証拠資料の補充を放棄した

ものとみなす。但し、期間満了後に新たな事実に基づき証拠が生じた場合、又はその他正当な

理由がある場合はこの限りでない。

当事者が法定の期間内に提出した証拠資料について、相手側当事者がいる場合は、商標評審
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委員会は当該証拠資料を相手側当事者に発送し、指定の期間内に証拠に対する質疑を行わせな

ければならない。

第 21条（身分証明）

申立人が申立書を提出する場合、又は被申立人が答弁書を提出する場合は、同時にその身分

を証明できる有効な証書を提出しなければならない。申立人又は被申立人の名称はその提出す

る証書と一致しなければならない。

当事者の名称又は住所等に変更が生じた場合は、相応の証明書類を提出しなければならな

い。

第 22条（目録リストの作成）

　当事者は、その提出する証拠資料を逐一分類し、番号をつけ、目録リストを作成し、証拠

資料の出所、証明する具体的事実について簡潔に説明し、かつ署名押印しなければならない。

商標評審委員会は、当事者から提出された証拠資料を受領した後、目録リストに従い証拠資

料を照合し、かつ担当者が受取書に署名してこれを受け取り、その提出日を明記しなければな

らない。

第 23条（申立書及び答弁書の補正）

商標評議審査の申立書及び関係証拠資料は、規定の書式及び要求に基づいて作成し、提出し

なければならない。規定の書式及び要求に基づいて作成、提出しない場合は、商標評審委員会

は申立人に対し補正通知を送付し、補正通知の受領日から 30日以内に補正させるものとする。

補正後もなお規定に合致しない場合、又は期間内に補正しない場合は、本規則第 16条第 2項

の規定により処理する。

商標評議審査の答弁書及び関係証拠資料は、規定の書式及び要求に基づいて作成し、提出し

なければならない。規定の書式及び要求に基づいて作成、提出しない場合は、商標評審委員会

は被申立人に対し補正通知を送付し、補正通知の受領日から 30日以内に補正させるものとす

る。補正後もなお規定に合致せず、又は期間内に補正しないとしても、商標評審委員会の評議

審査に影響しない。

第 3章　審理

第 24条（単独評議審査）

商標評審委員会が商標評議審査案件を審理する場合は、合議廷を設置して審理を行わなけれ

ばならない。合議廷は、商標評議審査員 3名以上の奇数で構成する。但し、次の各号のいずれ

かに該当する案件については、商標評議審査員 1名が単独で評議審査を行うことができる。

（1）商標局の行った却下決定、異議裁定で引証された商標が評議審査のとき既に専用権又は

優先権を失っている場合
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（2）取消裁定を申し立てられた商標が既に専用権を失った場合

（3）商標局の行った却下決定で引証された商標が申立人の所有に属し、申立人が適時に変更

手続を行わなかったため商標局に却下され、評議審査のとき申立人が既に商標局に対

し変更手続を申請し完了させている場合

（4）商標局の行った却下決定で引証された他人が先に出願又は登録した商標が、評議審査の

とき既に申立人に譲渡されることが審査のうえで確認されている場合

（5）単独で評議審査を行うことができるその他の案件

第 25条（忌避を申し立られた審査員の審理参加一時停止、決定・裁定後における忌避申立

の有効性）

当事者又は利害関係者が実施条例第 9条及び本規則第 7条の規定に基づき商標評議審査員に

対し忌避を申し立てた場合は、忌避を申し立てられた商標評議審査員は、商標評審委員会が忌

避するか否かを決定するまで、本案件の審理への参加を一時的に停止しなければならない。

商標評審委員会が決定、裁定を出した後に、当事者又は利害関係者からの忌避申立を受領し

た場合は、その決定、裁定の有効性に影響しない。但し、評議審査員に忌避すべき事情が確か

に存在する場合は、商標評審委員会は法に従い処分を行わなければならない。

第 26条（忌避申立の処理期間、不服審査の申立・処理期間）

商標評審委員会は、当事者が提出した忌避申立について、申立の受領日より 7日以内に書面

で決定を行い、かつ書面で申立人に通知しなければならない。申立人は、商標評審委員会の行

った忌避却下の決定に不服がある場合は、決定を受け取った日から 3日以内に一度不服審査を

申し立てることができる。不服審査期間中、忌避を申し立てられた商標評議審査員は、本案件

の審理への参加を停止しないものとする。商標評審委員会は、不服審査の申立に対して、 3日

以内に不服審査決定を出し、かつ書面で不服申立人に通知しなければならない。

第 27条（商標登録出願却下決定に対する不服申立案件の審理）

商標評審委員会が商標局の商標登録出願却下決定に対する不服申立案件を審理する場合、商

標法第 10条、第 11条、第 12条及び第 16条第 1項の規定を適用しなければならないほか、商

標局の却下決定及び申立人の不服申立の事実、理由、請求及び評議審査時の事実状況に対して

評議審査を行わなければならない。

商標評審委員会は、本条前項の規定に従い不服審査決定を出す前に、申立人の意見を聴取し

なければならない。

第 28条（異議裁定に対する不服申立案件の審理）

商標評審委員会が商標局の異議裁定に対する不服申立案件を審理する場合、当事者の不服審

査の申立並びに答弁の事実、理由及び請求に対して評議審査を行わなければならない。

第 29条（登録商標の取消裁定申立案件の審理）

商標評審委員会は、商標法第 41条に基づく登録商標の取消裁定申立案件を審理する場合、
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当事者の申立又は答弁の事実、理由及び請求に対して評議審査を行わなければならない。　

第 30条（商標登録の取消又は維持の決定に対する不服申立案件の審理）

商標評審委員会が商標局の商標法第 41条第 1項に基づく商標登録の取消決定に対する不服

申立案件を審理する場合、商標局の決定並びに申立人の不服申立の事実、理由及び請求に対し

て評議審査を行わなければならない。

商標評審委員会が商標局の商標法第 44条、第 45条の規定に基づく商標登録の取消又は維持

の決定に対する不服申立案件を審理する場合、商標局が登録商標の取消又は維持の決定を行っ

た際に根拠とした事実、理由及び法律適用に対して評議審査を行わなければならない。但し、

商標法第 44条第（ 4）号に基づく不服申立案件の当事者が証拠を補充する必要があり、かつ正

当な理由がある場合はこの限りでない。

第 31条（商標権の譲渡又は移転）

商標評議審査手続において、当事者の商標権が譲渡又は移転された場合、譲受人又は承継人

は遅滞なく書面により譲渡人の地位を譲り受けた旨を表明し、以後の評議審査手続に参加し、

かつ相応の評議審査結果を負わなければならない。

第 32条（評議審査の終了事由）

次の各号のいずれかに該当する場合は、評議審査を終了する。

（1）申立人が死亡又は終了した後、承継人がなく、又は承継人が評議審査権を放棄した場合

（2）申立人が評議審査の申立を取り下げた場合

（3）当事者が自ら和解し、又は商標評審委員会の調停により合意した場合

（4）その他評議審査を終了しなければならない場合

評議審査を終了する場合、商標評審委員会は結審し、書面により関係当事者に通知し、

かつその理由を説明するものとする。

第 33条（合議記録）

合議廷により案件を審理する場合、合議記録を作成しなければならず、かつ合議廷のメンバ

ーがこれに署名しなければならない。合議廷のメンバーに異なる意見があった場合は、事実ど

おりに合議記録に記載しなければならない。

審理を経て結審した案件については、商標評審委員会が法に基づき決定、裁定を出す。

第 34条（決定書・裁定書の記載事項）

商標評審委員会が出した決定書、裁決書には、次の各号に掲げる内容を明記しなければなら

ない。

（1）評議審査の請求、紛争の事実及び理由

（2）決定又は裁定により認定された事実、理由及び適用した法律根拠

（3）決定又は裁定の結論

（4）当事者が選択できる後続手続及び期限
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（5）決定、裁定を出した日付

決定書、裁定書には、合議廷のメンバーが署名し、商標評審委員会の印を押す。

第 35条（人民法院への訴訟提起）

当事者が、商標評審委員会が出した決定、裁定を不服として、人民法院に訴訟を提起する場

合は、人民法院に訴状を提出すると同時に、又は遅くとも 15日以内に商標評審委員会に当該

訴状の副本の写しを送付するか、又は別途書面により通知しなければならない。

商標評審委員会が、その決定又は裁定を発送した日から 60日以内に、人民法院又は案件当

事者から当該決定又は裁定に対する如何なる訴状提起の通知も受け取らない場合は、関係当事

者が人民法院に訴訟を提起しなかったものとみなし、かかる決定又は裁定は商標局に転送され、

執行される。

第 36条（公開評議審査）

商標評審委員会は、当事者の申請又は実際の必要に応じて、評議審査の申立に対して公開評

議審査を行うことができる。

第 37条（公開評議審査の申請理由）

当事者が公開評議審査を申請する場合は、公開評議審査を必要とする具体的な理由を述べな

ければならない。

第 38条（公開評議審査の申請期間）

申立人が公開評議審査を申請する場合は、被申立人の答弁書の副本を受領した日から 15日

以内に書面で商標評審委員会に申請しなければならない。被申立人が公開評議審査を申請する

場合は、商標評審委員会に答弁書を提出する際、又は関係証拠資料を補充する際に一括申請し

なければならない。

第 39条（公開評議審査の手続）

公開評議審査に関する具体的な手続は、商標評審委員会が別途規定する。

第 4章　証拠規則

第 40条（証拠）

当事者は、自ら提出した評議審査の申立の根拠となる事実又は相手側の評議審査の申立に反

論する根拠となる事実について、それを証明する証拠を提出する責任を負う。

証拠がない場合、又は証拠によって当事者の主張する事実を十分に証明できない場合は、立

証責任のある当事者が不利益な結果を負うものとする。

一方当事者が他方当事者の主張する案件事実を明確に認めている場合は、当該他方当事者は

証拠を提出する必要はない。

一方当事者が主張する事実について、他方当事者が承認も否定もしない場合は、当該事実を
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認めたものとみなす。

当事者が代理人に評議審査への参加を委託した場合、代理人による承認は、当事者による承

認とみなす。但し、特別な授権を得ていない代理人の事実承認が直接に相手側の評議審査要求

を認めることになる場合はこの限りでない。当事者がその場に在席していながら、その代理人

がなした承認を否定しない場合は、当事者が承認したものとみなす。

第 41条（立証不要の事実）

次の各号に掲げる事実については、当事者は立証を要しない。

（1）周知の事実

（2）法律の規定に基づき推定される事実

（3）既に法律に基づき証明されている事実

（4）日常生活の経験法則に基づき推定される事実

（5）法律に基づき立証する必要のないその他の事実


但し、当事者が事実を覆すに足る反対証拠を有する場合はこの限りでない。


第 42条（原始文書及び原物の提出）

当事者が商標評審委員会に書証を提出する場合、原本、正本及び副本を含む原始文書を提出

しなければならない。原始文書の提出が困難である場合には、相応の写し、写真、抜粋を提出

することができる。関係部門で保管されている原始書証の写し、影印本又は抄録本を提出する

場合は、出所を明記し、当該部門が間違いのないことを確認したうえで押印しなければならない。

当事者が商標評審委員会に物証を提出する場合は、原物を提出しなければならない。原物の

提出が困難である場合には、相応の複製物、又は当該物証を証明する写真、録画等のその他の

証拠を提出することができる。原物が数の比較的多いの種類物である場合は、そのうちの一部

を提出する。

一方当事者が他方当事者の提出した書証、物証の複製物又は写真等に対し疑義を有し、かつ

これを証明する相応の証拠を提出した場合、又は商標評審委員会が必要と認めた場合は、疑義

を申し立てられた当事者は関連の証拠の現物又は公証を経た複製物を提出又は提示しなければ

ならない。

第 43条（国外で発生した証拠に対する公証認証）

当事者が商標評審委員会に提出した証拠が、中華人民共和国領土外で発生した場合、又は香

港、マカオ、台湾地区で発生した場合において、相手方当事者がかかる証拠の真実性について

疑義を有し、かつこれを証明する相応の証拠を提出したとき、又は商標評審委員会が必要と認

めたときは、関連の規定に従い相応の公証認証手続を行わなければならない。

第 44条（外国語の書証等の中国語訳）

当事者が商標評審委員会に外国語の書証又は外国語の説明資料を提出する場合、中国語の訳

本を添付しなければならない。外国語の証拠を提出した当事者が中国語の訳本を添付しない場
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合、当該外国語の証拠は提出されなかったものとみなす。

相手側当事者が訳本の具体的な内容について異議を有する場合、異議のある部分の中国語の

訳本を提出しなければならない。必要がある場合は、双方当事者の認める単位に委託し、全文

又は使用される部分もしくは異議のある部分を翻訳させることができる。

双方当事者が翻訳の委託について合意できない場合は、商標評審委員会は専門の翻訳単位を

指定し、全文又は使用される部分もしくは異議のある部分を翻訳させることができる。翻訳委

託に必要な費用は双方当事者がそれぞれ 50パーセントずつ負担する。翻訳費用の支払を拒否

した場合は、相手側の提出した訳本を認めたものとみなす。

第 45条（証明力）

単一の証拠の証明力の有無及び証明力の強弱は、次の各号に掲げる角度から審査して認定す

ることができる。

（1）証拠が原本又は原物であるか否か、写し又は複製物が原本又は原物と一致しているか

否か

（2）証拠が本件事実と関連しているか否か

（3）証拠の形式、出所が法律の規定に合致するか否か

（4）証拠の内容が真実であるか否か

（5）証人又は証拠を提出した者と当事者との間に利害関係があるか否か

第 46条（証拠に対する総合的な審査及び判断）

評議審査員は、案件の全ての証拠について、各証拠と案件事実との関連度、各証拠間の関係

等の角度から総合的に審査し、判断しなければならない。

第 47条（単独で案件事実認定の証拠としてはならないもの）

次の各号に掲げる証拠は、単独では案件事実認定の証拠としてはならない。

（1）未成年者によるその年齢と知能に相応しくない証言

（2）一方当事者と親族関係、従属関係又はその他密接な関係にある証人の当該当事者に有

利な証言、又は一方当事者と不利益な関係にある証人の当該当事者に不利な証言

（3）公開評議審査において証言しなければならないにもかかわらず、正当な理由なく公開

評議審査に参加しない証人の証言

（4）改竄されたか否かを判断が困難な視聴資料

（5）原本、原物と照合することができない写し又は複製物

（6）一方当事者又は他人に修正された、相手側当事者が認めていない証拠資料

（7）その他単独では案件事実を認定する証拠とすることができない証拠資料

第 48条（証明力の確認を必要とするもの）

一方当事者が提出した次の各号に掲げる証拠について、相手側当事者が異議を提出したもの

の、これに反論できるだけの反対証拠がない場合、商標評審委員会はその証明力を確認しなけ
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ればならない。

（1）書証原本又は照合を経て書証原本との間に相違がないと確認された写し、写真、副本

及び抜粋

（2）物証原物又は照合を経て物証原物との間に相違がないと確認された複製物、写真及び

録画資料等

（3）その他の証拠より裏付けられ、合法的手段で取得した、疑問点のない視聴資料、又は

照合を経て視聴資料との間に相違のない複製品

第 49条（証明力の認定）

一方当事者が委託した鑑定部門が出した鑑定結果について、他方当事者にこれに反論できる

だけの反対証拠及び理由がない場合、商標評審委員会はその証明力を認定することができる。

第 50条（証明力の確認）

一方当事者が提出した証拠について、他方当事者がこれを認めた場合、又は提出した反対証

拠の反論が不十分である場合は、商標評審委員会はその証明力を確認することができる。

一方当事者が提出した証拠について、他方当事者に異議がありかつ反対証拠を提出し、相手

側当事者が反論の証拠を認めた場合は、商標評審委員会は反論の証拠の証明力を確認すること

ができる。

第 51条（同一事実に対する双方当事者の証拠の証明力の比較及び確認）

双方当事者が同一の事実に対し、それぞれ反対の証拠を提出したが、いずれも相手側の証拠

を否定するには十分な根拠がなかった場合、商標評審委員会は案件の状況を踏まえて、一方の

提出した証拠の証明力が他方の提出した証拠の証明力よりも明らかに大きいか否かの判断を行

い、かつ証明力がより大きい一方の証拠に対し確認を行わなければならない。

証拠の証明力を判断できないために、紛争の事実認定が困難になった場合は、商標評審委員

会は立証責任分担の原則により判断しなければならない。

第 52条（自己に不利な事実及び承認した証拠に対する確認）

評議審査過程において、当事者が申立書、答弁書、供述及びその委託代理人の代理書の中で

認めた自身に不利な事実及び承認した証拠について、商標評審委員会はこれを確認しなければ

ならない。但し、当事者が翻意し、かつ事実を覆すに足る反対証拠を有する場合はこの限りで

ない。

第 53条（当事者が自己の主張に対して関係証拠を提出できない場合）

当事者が自己の主張について本人の供述以外にその他の関係証拠を提出できない場合はか

かる主張は認められないものとする。但し、相手側当事者がその主張を認めた場合はこの限り

でない。

第 54条（同一事実に対して複数証拠がある場合の証明力の認定）

商標評審委員会は、同一の事実に対する複数の証拠の証明力について、次の各号に掲げる原
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則に基づき認定することができる。

（1）国家機関及びその他の職能部門が職権により作成した公文書は、その他の書証に優先

する。

（2）鑑定結果、保管ファイル資料及び公証又は登記を経た書証は、その他の書証、視聴資

料及び証人の証言に優先する。

（3）原本又は原物は写し又は複製物に優先する。

（4）法定鑑定部門の鑑定結果はその他の鑑定部門の鑑定結果に優先する。

（5）原始証拠は伝聞証拠に優先する。

（6）第三者証人の証言は、当事者と親族関係又はその他密接な関係にある証人による当該

当事者に有利な証言に優先する。

（7）公開評議審査に参加して証言した証人の証言は、公開評議審査に参加せずに証言した

証人の証言に優先する。

（8）種類が異なるが内容の一致している複数の証拠は、単独の証拠に優先する。

第 5章　期間及び送達

第 55条（期間）

期間は法定期間及び商標評審委員会の指定する期間を含む。

期間は日、月、年で計算する。期間の開始日は期間内に算入しない。

期間満了の最終日が祝祭日の場合は、祝祭日後の最初の業務日を期間満了日とする。

第 56条（提出日の基準）

当事者の商標評審委員会に対する書類又は資料の提出日は、直接手渡す場合は、手渡した日

を基準とし、郵送の場合は、発送の消印日を基準とする。消印日が明らかでない場合、又は消

印がない場合は、商標評審委員会が実際に受領した日を基準とする。但し、当事者が実際の消

印日について証拠を提出することができる場合はこの限りでない。

第 57条（送達）

商標評審委員会の各種文書は、郵送、直接手渡し又はその他の方法で当事者に送達すること

ができる。当事者が商標代理組織に委託した場合、文書が商標代理組織へ送達されたときに当

事者に送達されたものとみなす。

商標評審委員会の当事者に対する各種文書の送達日は、郵送の場合は、当事者の受取の消印

日を基準とする。消印日が明らかでないもしくは消印日がない場合、又は郵便局から戻されな

い場合は、文書を発送した日から 15日が経過することにより、当事者に送達されたものとみ

なされる。直接手渡す場合は、手渡した日を基準とする。文書を郵送又は直接手渡しすること

ができない場合は、公告の方法によって当事者に送達することができ、公告の公布日から 30 
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日が経過することにより、当該文書が既に送達されたものとみなされる。

第 58条（中国に経常的な住所又は営業所を有しない外国人又は外国企業への送達）

当事者が中華人民共和国に経常的な住所又は営業所を有しない外国人又は外国企業である

場合は、商標登録ファイルに記載される商標代理組織が商標評議審査手続における当該商標の

関連法律文書の署名受領義務を負う。商標評審委員会が関連の法律文書を当該商標代理組織に

送達したときに、当事者に送達したものとみなす。

商標代理組織が、前項にいう関連法律文書が送達する前に、既に関係外国当事者との商標代

理関係を解除した場合は、書面により商標評審委員会に関連の状況を説明し、かつ文書の受領

日から 10日以内に関連の法律文書を商標評審委員会に返却し、商標評審委員会が別途送達し

なければならない。

マドリッド国際登録商標で国際局が転送する関連文書にかかわる場合は、相応の送達証拠を

提出しなければならない。提出しない場合は、書面により理由を説明しなければならず、国際

局の文書発送日から満 15日が経過することにより送達したものとみなされる。

上記の方法によっても送達することができない場合は、公告により送達する。

第 6章　附則

第 59条（改正前・後の商標法の適用基準）

商標法改正決定が施行された 2001年 12月 1日より前に発生し、改正後の商標法第 4条、第 

5条、第 8条、第 9条第 1項、第 10条第 1項第（ 1）号、第（ 3）号、第（ 4）号、第 10条第 2

項、第 11条、第 12条、第 13条、第 15条、第 16条、第 24条、第 25条、第 31条に定める内

容に該当し、商標評審委員会が商標法改正決定の施行後に評議審査を行う場合は、改正後の商

標法の関連規定に基づき評議審査を行う。その他の場合については、商標評審委員会は改正前

の商標法の関連規定に基づき評議審査を行う。

商標法改正決定の施行時に既に登録満 1年が経過している商標について紛争が生じ、当事者

が商標評審委員会に評議審査を申し立てる場合は、改正前の商標法第 27条第 2項に定める申

立提出期限を適用して処理する。商標法改正決定の施行時に登録 1年未満である商標について

紛争が生じ、当事者が商標評審委員会に評議審査を申し立てる場合は、改正後の商標法第 41

条第 3項に定める申立提出期限を適用して処理する。

関係単位又は個人が商標法改正決定の施行前に、改正前の商標法第 27条及びその実施細則

第 25条の規定に基づき評議審査を申し立て、これが改正後の商標法第 13条、第 15条、第 16

条及び第 31条に定める内容に該当する場合は、改正後の商標法第 41条第 2項に定める評議審

査申立提出期限に関する規定を適用しない。
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第 60条（文書の書式）

商標評議審査手続の文書の書式については、国家工商行政管理総局が制定し、かつ公布する。

第 61条（解釈）

本規則の解釈は、国家工商行政管理総局が行う。

第 62条（施行日）

本規則は 2005年 10月 26日より施行する。
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5　商標審理基準（和訳）

説明

商標に関する権利確認事案を客観的かつ公正に審理するため、現行の「中華人民共和国商標

法」及びその実施条例の規定に基づき、長年の商標に関する権利確認事案の審理業務の経験を

総括したうえで、国外の方法を参考にし、「商標審理基準」を制定し、商標局が商標異議、登

録商標取消事案を審理し、商標評審委員会が商標紛争事案を審理するときの使用に供する。

商標異議、登録商標取消事案及び商標紛争事案を審理するにあたり、商標として使用できな

い標章、商標の顕著な特徴、同一又は類似している商標、立体的形状の商標、色彩の組合わせ

の商標、証明商標、集団商標にかかわるものについては、「商標審理基準」の関連規定により、

かつ個々の事案に応じて判定を行うことができる。

目次

一　他人の著名商標の複製、模倣又は翻訳の審理基準


二　被代理人又は被代表人の商標を無断で登録した場合の商標審理基準


三　他人の既存の権利の侵害の審理基準


四　他人が既に使用している一定の影響力を有する商標の抜け駆け登録の審理基準


五　欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録された商標の審理基準


六　登録商標取消事案の審理基準


七　類似商品又はサービスの審理基準


八　使用によって顕著な特徴が備わった標章の審理基準


一　他人の著名商標の複製、模倣又は翻訳の審理基準

「商標法」第 13条

同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録していない他人の著名商標を複

製、模倣又は翻訳したもので、当該著名商標と混同しやすい場合は、これを登録せず、かつそ

の使用を禁止する。

同一でない又は類似しない商品について出願した商標が、中国で登録した他人の著名商標を

複製、模倣又は翻訳したもので、かつ公衆が誤認し、当該著名商標の登録者の利益に損害を与

えるおそれのある場合は、これを登録せず、かつその使用を禁止する。

中国商標権冒認出願対策マニュアル 157 



   

 

 

「商標法」第 14条

著名商標の認定は、以下の要素を考慮しなければならない。

（1）関連する公衆の当該商標に対する認知度。

（2）当該商標の継続的な使用期間。

（3）当該商標のあらゆる宣伝業務の継続期間、程度及び地理的範囲。

（4）当該商標の著名商標としての保護記録。

（5）当該商標が著名であることのその他の要素。

「商標法実施条例」第 5条

商標法及び本条例の規定に従い、商標登録及び商標審査の過程において紛争が生じた際に、

関連当事者がその商標は著名商標を構成すると認めた場合、商標局又は商標評審委員会に対し

て、著名商標の認定、商標法第 13条の規定に違反する商標登録出願の却下、又は商標法第 13

条の規定に違反する商標登録の取消を請求することができる。関連当事者は当該請求を行う際

に、その商標が著名商標を構成するとの証拠資料を提供しなければならない。

商標局及び商標評審委員会は、当事者の請求に基づき、事実を明らかにした上で、商標法第 

14条の規定に従ってその商標が著名商標を構成するか否かを認定する。 

1　はじめに

上記の規定は、著名商標に対する保護を具体化したものである。すなわち、著名商標所有者

の利益を保護し、公平な競争と消費者の権利を守ることを出発点として、著名商標の知名度及

び信望を利用し、市場の混乱又は大衆の誤認を招き、著名商標所有者の利益を侵害するおそれ

のある商標登録行為を禁じることで、登録の原則を厳格に実施することによって生じる可能性

のある不公平な結果を補うものである。

商標異議、異議再審及び紛争事案の審理において、他人の著名商標の複製、模倣又は翻訳が

問題となるときは、本基準を原則として個々の事案の判定を行う。 

2　適用の条件 

2.1 「商標法」第 13条第 1項を適用するときは、次の条件を満たさなければならない。

（1）他人の商標が係争商標の出願日前に既に著名であったが、中国で登録されていな

いこと

（2）係争商標が他人の著名商標に対する複製、模倣又は翻訳にあたること

（3）係争商標を使用する商品 /サービスと他人の著名商標が使用される商品 /サービ

スとが同一又は類似していること

（4）係争商標の登録又は使用が混同を招きやすいこと 

2.2 「商標法」第 13条第 2項を適用するときは、次の要件を満たさなければならない。

（1）他人の商標が係争商標の出願日前に既に著名であったが、中国で登録されていな

いこと
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（2）係争商標が他人の著名商標に対する複製、模倣又は翻訳にあたること

（3）係争商標を使用する商品 /サービスと他人の著名商標が使用される商品 /サービ

スとが同一又は類似していること

（4）係争商標の登録又は使用が公衆の誤認を招き、当該著名商標登録者の利益に損害

を与えるおそれがあること 

3　著名商標の判定 

3.1	 著名商標とは、中国において関連する公衆に広く知られ、比較的高い信望を有する商

標をいう。関連する公衆には、次のものが含まれるがこれに限らない。

（1）商標により示される商品の製造者又はサービスの提供者

（2）商標により示される商品 /サービスの消費者

（3）商標により示される商品 /サービスの販売ルートに関わる販売者及び関係者等 

3.2	 他人の商標が著名商標にあたるかを認定するときは、個々の事案の状況にあわせ、次

の各種の要素を勘案しなければならない。但し、当該商標が次のすべての要素を満た

すことが前提ではない。

（1）関連する公衆の当該商標に対する認知度

（2）当該商標の使用継続期間

（3）当該商標のなんらかの宣伝活動の継続機関、程度及び地理的範囲

（4）当該商標が著名商標として保護を受けた記録

（5）当該商標の登録状況

（6）当該商標が著名であるというその他の要素 

3.3	 上記の著名商標認定の参考となる要素は、次に定める証拠資料によって証明すること

ができる。

（1）当該商標を使用する商品 /サービスの契約、領収書、貨物引替証、銀行入金証憑、

輸出入証憑等

（2）当該商標を使用する商品 /サービスの販売区域の範囲、販売網の分布及び販売経

路、方法に関する資料

（3）当該商標にかかわる放送、映画、テレビ、新聞、定期刊行物、ネットワーク、戸

外等のメディアの広告、メディアの評論及びその他の宣伝活動資料

（4）当該商標を使用する商品 /サービスについて参加した展示会、博覧会に関する資料

（5）当該商標を最初に使用した時期及び使用継続状況に関する資料

（6）当該商標の中国、国外及び関係地域における登録の証明書

（7）商標行政主管機関又は司法機関が当該商標を著名商標と認定して保護したことに

関する文書並びに当該商標が侵害又は冒用された状況

（8）定められた資格を有する評価機構が発行する当該商標の無形資産価値評価報告書
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（9）公信力を有する権威ある機構、業種協会が公表し、又は発行する当該商標を使用

した商品 /サービスの販売高、利益及び税金、生産量に関わる統計及び順位、広

告量統計等

（10）当該商標の受賞状況

（11）当該商標の知名度を証明することができるその他の資料

　 上記証拠は、原則として係争商標出願日より前の証拠に限る。 

3.4	 商標が著名であることを証明するために提供する証拠資料は、中国のものに限らない。

但し、当事者が提出する国外の証拠資料は、当該商標が中国の関連する公衆に知られ

ていることを証明できるものでなければならない。

著名商標の認定は、当該商標が中国において登録されていること、出願されている

こと又は当該商標を使用する商品 /サービスが中国において実際に生産され、販売さ

れ、もしくは提供されていることを前提としない。当該商標を使用する商品 /サービ

スの宣伝活動は当該商標の使用にあたり、これに関わる資料を当該商標が著名である

かを判断する証拠とすることができる。

商標の使用継続期間及び状況を証明するのに用いる証拠資料は、使用した商標標章、

商品 /サービス、使用日及び使用者を示すことができるものでなければならない。 

3.5	 事案の審理にあたり、商標行政主管機関又は司法機関によって既に認定された著名商

標に関わる場合であって、相手方当事者が商標が著名であることについて異議を有し

ないときは、これを認めることができる。相手方当事者が当該商標が著名であること

について異議を有するときは、「商標法」第 14条の規定により著名商標に関する資料

についてあらためて審査を行ったうえで認定する。 

4　他人の著名商標の複製、模倣又は翻訳の判定 

4.1	 複製とは、係争商標が他人の著名商標と同一であることをいう。 

4.2	 模倣とは、係争商標が他人の著名商標の顕著な部分又は顕著な特徴を踏襲することを

いう。

著名商標の顕著な部分又は顕著な特徴とは、著名商標の主な識別作用を果たす部分

又は特徴をいい、特定の文字又はその組合せ方法及び字体表現形式、特定の図形構成

方法及び表現形式、特定の色彩の組合せ等が含まれる。 

4.3	 翻訳とは、係争商標が他人の著名商標を別の言語文字で表現し、かつ当該言語文字が

他人の著名商標と対応関係にあるうえ、関連する公衆に広く知られ、又は習慣的に使

用されている場合をいう。 

5　混同、誤認の可能性の判定 

5.1	 混同、誤認とは、商品 /サービスの出所の誤認を招くことをいう。混同、誤認には、

次の場合が含まれる。
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（1）消費者が商品 /サービスの出所を誤認し、係争商標が表示されている商品 /サー

ビスを著名商標の所有者が製造し、又は提供したものであると認識する場合

（2）消費者に、係争商標が表示されている商品の製造者又はサービスの提供者と著名

商標との間に投資関係、ライセンス関係又は提携関係等、なんらかの関係があ

ると連想させる場合 

5.2	 混同、誤認の判定は、実際に混同、誤認が発生したことを要件とせず、混同、誤認の

可能性の有無を判定するだけで足りる。 

5.3	 混同、誤認の可能性の判定にあたっては、次の各種要素を勘案しなければならない。

（1）係争商標と例証とする商標の近似度

（2）例証とする商標の独創性

（3）例証とする商標の知名度

（4）係争商標及び例証とする商標のそれぞれを使用する商品 /サービスの関連度

（5）混同、誤認を招くおそれのあるその他の要素 

6　著名商標の保護の範囲の判定 

6.1	 中国で登録されていない著名商標については、「商標法」第 13条第 1項の規定により、

保護の範囲は、同一又は類似の商品 /サービスに及ぶ。 

6.2	 中国で既に登録されている著名商標については、「商標法」第 13条第 1項の規定により、

保護の範囲は、同一でない、又は類似しない商品 /サービスに及ぶ。

既に登録されている著名商標の保護の範囲を同一でない、又は類似しない商品 /サ

ービスに拡大するときは、混同、誤認の可能性があることが前提となる。個々の事案

における保護の具体的範囲は、本基準 5.3に定める要素を勘案して判定する。 

7　利害関係者の判定

「商標法」第 41条第 2項の規定により、著名商標の所有者のほか、利害関係者も商標評審委

員会に登録商標取消裁定を申し立てることができる。次の主体を利害関係者とする。

（1）著名商標のライセンシー

（2）事案と利害関係があることを証明する証拠を有するその他の主体

利害関係者であるかどうかは、評議審査申立時点を基準とする。但し、事案の審理

のときに既に利害関係が備わっているものについても、利害関係者と認定する。 

8　悪意の登録の判定

他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳して登録を出願した場合には、当該商標登録の日から 

5年以内に、著名商標の所有者又は利害関係者は、商標評議審査員会に当該係争商標の取消を

申し立てることができる。但し、悪意の登録については、著名商標の所有者による係争商標の

取消の申し立ては、 5年間の期間の制限を受けない。

係争商標出願者の悪意の有無を判定するにあたっては、次の要素を考慮する。
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（1）係争商標出願者と著名商標所有者との間に過去に取引又は提携関係があった。

（2）係争商標出願者と著名商標所有者とが同一地域にあり、又は双方の商品 /サービスに同

一の販売経路及び地域範囲がある。

（3）係争商標出願者と著名商標所有者との間に過去に他の争いが生じたことがあり、当該

著名商標を知っていた。

（4）係争商標出願者と著名商標所有者との間に過去に内部人員の行き来があった。

（5）係争商標出願者に、登録後、不当利益の獲得を目的とし、著名商標の信望及び影響力

を利用して誤認を招く宣伝を行い、著名商標所有者に自らとの取引提携を強要し、著

名商標所有者又は他人に高額の譲渡金、ライセンス料又は権利侵害の賠償金等を要求

する行為があった。

（6）著名商標に比較的強い独創性がある。

（7）悪意と認定することができるその他の事情

二　被代理人又は被代表人の商標を無断で登録した場合の商標審理基準

「商標法」第 15条

権利を授けられていない代理人又は代表人が自らの名義で被代理人又は被代表人の商標を

出願し、被代理人又は被代表人が異議を申し立てた場合は、それを登録せず、かつその使用を

禁止する。 

1　はじめに

代理人又は代表人が授権を経ないで被代理人又は被代表人の商標を無断で出願する行為は、

信義誠実の原則に反し、被代理人、被代表人又は利害関係者の合法的権益を侵害するものであ

る。上記規定の主旨は、代理人又は代表人の悪意による抜け駆け登録行為を禁じることにある。

商標異議、異議再審及び紛争事案の審理において、代理人又は代表人による被代理人又は被

代表人の商標の無断登録が問題となるときは、本基準を原則として個々の事案の判定を行う。 

2　適用の条件

代理人又は代表人が授権を経ないで被代理人又は被代表人の商標を無断で出願する行為を

認定するにあたっては、次の条件を満たさなければならない。

（1）係争商標登録出願者が商標所有者の代理人又は代表人であること。但し、本基準 5の

第 2項に定める事由があるときは、当該規定による。

（2）係争商標の指定使用範囲が被代理人、被代表人の商標を使用する商品 /サービスと同一

又は類似の商品 /サービスであること。

（3）係争商標が被代理人、被代表人の商標と同一又は類似していること。

（4）代理人又は代表人がその出願行為について被代理人又は被代表人から権利を授けられ
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ていることを証明できないこと。

商標紛争事案において、被代理人、被代表人又は利害関係者は、係争商標登録の日から 5年

以内に取消を申し立てなければならない。 

3　代理関係、代表関係の判定 

3.1	 「商標法」第 15条の内容は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」 6条（ 7）の規定

に由来するものである。このため、代理関係を定義するときは、同条項が制定された

目的、すなわち信義誠実の原則に反する代理人の悪意の抜け駆け登録行為を阻むこと

を念頭において解釈を行う必要がある。同条における代理人には、「中華人民共和国民

法通則」、「中華人民共和国契約法」に定める代理人のほかに、商事取引に基づき被代

理人の商標を知り得る販売者が含まれる。

代表人とは、被代表人に従属する特定の身分を有し、職務行為を遂行することによ

って被代表人の商標を知り得る個人をいい、法定代表者、董事、監事、総経理・副総経理、

組合業務の執行者等の人員が含まれる。 

3.2	 代理関係終了後に代理人が被代理人の商標の登録を出願し、被代理人又は利害関係者

の利益が損なわれる可能性をもたらしたときは、「商標法」第 15条を適用し、これを

登録せず、又は係争商標を取り消す判定を行うことができる。

代表関係終了後の代表人の悪意の抜け駆け登録行為については、前項を参照して処

理する。 

3.3	 被代理人は、次に定める証拠資料によって代理関係の存在を証明することができる。

（1）双方当事者が締結した契約

（2）双方当事者間の取引証憑、調達資料等、契約関係又は商事取引の存在を証明する

ことができる証拠資料

（3）代理関係の存在を証明することができるその他の証拠資料 

3.4 被代表人は、次に定める証拠資料によって代表関係の存在を証明することができる。

（1）企業登録登記資料

（2）企業の給与表、労働契約、任命文書、社会保険、医療保険の資料

（3）一方の当事者が被代表人に従属する特定の位置付けを有し、職務行為を遂行す

ることによって被代表人の商標を知り得ると証明することができるその他の証拠

資料 

4　被代理人、被代表人の商標 

4.1	 被代理人の商標には、次のものが含まれる

（1）契約又は授権委託書に明記されている被代理人の商標

（2）当事者間に約定がない場合において、代理関係が既に確定しているときは、被

代理人が販売を代理させる商品 /サービスに既に先に使用している商標を被代理
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人の商標とみなす。

（3）当事者間に約定がない場合において、代理人が販売を代理する商品 /サービスに

使用する商標は、代理人自身の広告宣伝等の使用行為によって、関連する公衆に

当該商標が被代理人の商品 /サービスと他人の商品 /サービスとの違いを示すも

のであると認識させるに足るときに、被代理人の商品 /サービスに関してこれを

被代理人の商標とみなす。 

4.2	 被代表人の商標には、次のものが含まれる。

（1）被代表人が既に先に使用している商標

（2）法により被代表人に帰属するその他の商標 

5　係争商標の登録出願を代理人又は代表人が自らの名義で出願した場合

代理人又は代表人の名義で被代理人又は被代表人の商標の登録を出願したわけではないが、

登録出願者と代理人又は代表人との間に共謀する行為があるときは、「商標法」第 15条を適用

し、登録を認めず、又は係争商標を取り消す判定を行うべきである。 

6　被代理人、被代表人の商標に対する保護の範囲は、当該商標を使用する商品 /サービス

と同一の商品 /サービスだけでなく、類似の商品 /サービスにも及ぶ。 

7　代理人又は代表人が登録を出願してはならない商標標章は、被代理人又は被代表人の商

標と同一の標章だけでなく、被代理人又は被代表人の商標と似通った標章も含まれる。 

8　代理人、代表人が商標登録の授権を経たことについての判定 

8.1	 被代理人、被代表人が行う授権の内容は、代理人、代表人が登録できる商品 /サービ

ス及び商標標章のほか、授権の意思表示をはっきりと明確にしなければならない。 

8.2	 代理人又は代表人は、次の証拠資料を提出して授権の事実が存在することを証明しな

ければならない。

（1）被代理人、被代表人が代理人、代表人に対して行った書面による授権の文書。

（2）被代理人、被代表人が代理人、代表人に対してはっきりとした明確な授権の意思

表示を行ったと認定できるその他の証拠。 

8.3	 代理人、代表人が登録出願時に被代理人、被代表人の明確な授権を経ていなかった場

合であっても、被代理人、被代表人が当該登録出願行為を追認したときは、代理人、

代表人が被代理人、被代表人の授権を経ていたものとみなす。 

9　利害関係者の判定

「商標法」第 41条第 2項の規定により、被代理人又は被代表人のほか、利害関係者も商標評

審委員会に登録商標取消裁定を申し立てることができる。次の主体を利害関係者とする。

（1）被代理人又は被代表人の商標の合法的な相続人

（2）被代理人又は被代表人の商標のライセンシー

（3）事案と利害関係があることを証明する証拠を有するその他の主体
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利害関係者であるかどうかは、評議審査申立時点を基準とする。但し、事案の審理のときに

既に利害関係が備わっているものについても、利害関係者と認定する。

三　他人の既存の権利の侵害の審理基準

「商標法」第 31条

商標の登録出願は、他人の既存の権利を侵害してはならない。 

1　はじめに

登録を出願する商標は、既存性（中国語は「在先性」）を有するものでなければならない。

ここでいう既存性とは、登録を出願する商標が、他人が先に出願し、又は登録した商標と競合

してはならず、また、他人が先に取得したその他の合法的権利と競合してはならないことをい

う。既存の商標権の保護については、「商標法」の他の条項に規定があるため、本条に定める

既存の権利とは、係争商標の登録出願日前に取得されたその他の権利を指し、商号権、著作権、

意匠特許権、氏名権、肖像権等が含まれる。

商標異議、異議再審及び紛争事案の審理において、既存の権利の保護が問題となるときは、

本基準を原則として個々の事案の判定を行う。 

2　商号権 

2.1	 他人が先に登録し、使用し、かつ一定の知名度を有する商号と同一又は基本的に同一

である文字の商標登録を出願し、中国の関連する公衆の混同を招きやすく、既存の商

号権者の利益を侵害するおそれがあるときは、他人の既存の商号権に対する侵害と認

定し、係争商標を登録せず、又は取り消す。 

2.2	 適用の条件

（1）商号の登記、使用日が係争商標の登録出願日より前であること。

（2）当該商号が中国の関連する公衆の間において一定の知名度を有すること。

（3）係争商標を登録及び使用すると、関連する公衆に混同を生じさせやすく、既存の

商号権者の利益が侵害されるおそれがあること。 

2.3	 既存の商号権の定義

商号権をもって係争商標に対抗するためには、使用日が係争商標の登録出願日より

前であることを要する。

商号権を先に有していたという事実は、企業登記資料、当該商号を使用した商品取

引文書、広告宣伝資料等によって証明することができる。 

2.4	 混同のおそれの判定

混同のおそれとは、係争商標を登録及び使用すると、当該商標によって示される商

品 /サービスの出所が商号権者であり、又はこれと商号権者との間に特定の関係がある
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と関連する公衆に誤認させる可能性があることをいう。

係争商標と既存の商号権との混同を招きやすく、既存の商号権者の利益を侵害する

おそれがあると認定するにあたっては、次の各種の要素を勘案しなければならない。

（1）既存の商号の独創性

商号に使用されている文字がよくある語句ではなく、確かな意味のない創作語

彙であるときは、独創性があると認定することができる。

（2）既存の商号の知名度

既存の商号が関連する公衆の間において知名度を有しているかを認定するとき

は、商号の登記時期、当該商号を使用した経営活動の期間、地域範囲、経営業績、

広告宣伝状況等の面から考察する必要がある。

（3）係争商標の指定使用商品 /サービスと商号権者が提供する商品 /サービスとが原

則として同一又は類似していること。 

2.5	 保護の範囲

既存の商号に備わっている独創性、知名度並びに双方の商品 /サービスの関連度に

基づき、個々の事案について当該既存の商号の保護の範囲を具体的に確定する。 

3　著作権 

3.1	 他人が著作権を有する著作物をもって著作権者の許諾を経ないで商標登録を出願した

場合には、他人の既存の著作権の侵害と認定し、係争商標を登録せず、又は取り消す。 

3.2	 適用の条件

（1）係争商標が他人が先に著作権を有している著作物と同一又は実質的に同一である

こと。

（2）係争商標の登録出願者が他人が著作権を有する著作物に接触したことがあり、又

は接触した可能性があること。

（3）係争商標の登録出願者が著作権者の許諾を経ていないこと。 

3.3	 既存の著作権の定義

先に著作権を有しているとは、係争商標の登録出願日より前に、他人が既に創作し

て著作物を完成させ、又は相続、譲渡等の方式によって著作権を取得している場合を

いう。

先に著作権を有しているという事実は、次に定める証拠資料によって証明すること

ができる。著作権登記証書、当該著作物を先に公表したという証拠資料、当該著作物

を先に完成させたという証拠資料、著作権を相続、譲渡等の方式で先に取得したとい

う証拠資料。

確定判決において確認された当事者が著作権を先に有していたという事実は、十分

な反証がないときは、これを認めることができる。
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3.4 「著作物」とは、「中華人民共和国著作権法」の保護を受ける対象をいう。 

3.5	 係争商標の登録出願者が係争商標を独自の創作によって完成させたことを証明できる

場合には、他人の既存の著作権に対する侵害にあたらない。 

3.6	 係争商標の登録出願者は、その主張する著作権者の許諾を経たという事実について挙

証責任を負う。

「中華人民共和国著作権法」及びその「実施条例」の関連規定によると、係争商標の

登録出願者は、係争商標の登録出願者が著作権者と使用許諾契約を締結したこと、又

は著作権者が当該登録出願者に対して著作物を使用して商標の登録を出願することを

許諾する直接かつ明確な意思表示をしたことを証拠を示して証明しなければならない。 

4　意匠特許権 

4.1	 授権を経ないで、同一又は類似の商品について、他人が特許権を有する意匠を商標と

して出願したものについては、他人の既存の意匠特許権の侵害と認定し、係争商標の

登録を認めず、又は取り消す。 

4.2	 適用の条件

（1）意匠権付与の公告日が係争商標の登録出願日及び使用日より前であること

（2）係争商標が意匠と同一又は類似の商品に使用されること

（3）係争商標が意匠と同一又は似通っていること。 

4.3	 他人の既存の意匠特許権の定義

意匠特許権付与の公告日が係争商標の登録出願日及び使用日より前でなければなら

ない。

当事者は、意匠特許権を先に有していたことを主張するときは、意匠特許証書、年

金納付証憑等の証拠資料を提出してこれを証明しなければならない。 

4.4	 係争商標と意匠とが同一又は類似商品に使用されていること。商品が同一でなく、又

は類似しないときは、意匠特許権の侵害と認定することはできない。 

4.5	 係争商標と意匠とが同一又は似通っているかを判断するにあたっては、係争商標と意

匠の全体とを比較してもよいし、係争商標の主要部分の顕著な部分と意匠の主要部分

とを比較してもよい。

係争商標と意匠とが同一又は似通っているかを認定するときは、原則として、商標

の同一、類似の審査基準を適用する。意匠特許の文字は、その特別な表現形式のみが

保護され、意味は特許権の保護の範囲に含まれない。 

4.6	 係争商標の登録出願者は、その主張する意匠特許権者の授権を経たという事実につい

て挙証責任を負う。 

5　氏名権 

5.1	 許諾を経ないで、他人の氏名の商標登録を出願し、他人の氏名権に損害をもたらし、
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又は損害をもたらすおそれがあるときは、係争商標を登録せず、又は取り消す。 

5.2	 適用の条件

（1）係争商標と他人の氏名とが同一であること

（2）係争商標の登録が他人の氏名権に損害をもたらし、又は損害をもたらすおそれが

あること 

5.3	 他人の氏名には、本名、筆名（ペンネーム）、芸名、別名等が含まれる。

「他人」とは、存命中の自然人をいう。

「同一」とは、他人の氏名と完全に同一の文字を使用し、又は他人の氏名の翻訳であ

って、社会公衆の認識上、当該氏名権者を指すことをいう。 

5.4	 係争商標が他人の氏名権を侵害するかを認定するときは、氏名権者の社会公衆の間に

おける認知度を考慮しなければならない。 

5.5	 係争商標の登録出願者は、その主張する氏名権者の許諾を経たという事実について挙

証責任を負う。

許諾を経ないで有名人（原文は「公衆人物」）の氏名を用いて商標登録を出願し、又

は他人の氏名であることを明らかに知りながら、他人の利益を侵害する目的で商標登

録を出願した場合には、他人の氏名権に対する侵害と認定する。

争商標の登録出願日の前に氏名権者が許諾を撤回した場合、氏名権者が使用を許諾

した商品 /サービスの範囲を逸脱して商標登録を出願した場合、並びに氏名権者が明確

に許諾していない使用商品 /サービスについて商標登録を出願した場合には、許諾を経

ていないものとみなす。 

5.6	 氏名を用いて商標登録を出願し、公序良俗を損ない、又はその他の良くない影響があ

る場合には、「商標法」第 10条第 1項第 8号の規定により審査を行う。 

6　肖像権 

6.1	 許諾を経ないで、他人の肖像をもって商標登録を出願し、他人の肖像権に損害をもた

らし、又は損害をもたらすおそれがあるときは、係争商標を登録せず、又は取り消す。 

6.2	 適用の条件

（1）係争商標が他人の肖像と同一又は似通っていること

（2）係争商標の登録が他人の肖像権に損害をもたらし、又は損害をもたらすおそれが

あること 

6.3	 他人の肖像には、肖像の写真、肖像画等が含まれる。

「他人」とは、存命中の自然人をいう。

「同一」とは、係争商標が他人の肖像と完全に同一であることをいう。

「似通っている」とは、係争商標と他人の肖像とが構図上異なる部分もあるが、他人

の主な姿形の特徴を示しており、社会公衆の認識上、当該肖像権者を指すことをいう。
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6.4	 係争商標の登録出願者は、その主張する肖像権者の許諾を経たという事実について挙

証責任を負う。

許諾を経ないで有名人（原文は「公衆人物」）の肖像氏名を用いて商標登録を出願し、

又は他人の肖像であることを明らかに知りながら、商標登録を出願した場合には、他

人の肖像権に対する侵害と認定する。

係争商標の登録出願日の前に肖像権者が許諾を撤回した場合、肖像権者が使用を許

諾した商品 /サービスの範囲を逸脱して商標登録を出願した場合並びに肖像権者が明確

に許諾していない使用商品 /サービスについて商標登録を出願した場合には、許諾を経

ていないものとみなす。 

6.5	 他人の肖像を使用して商標登録を出願し、公序良俗を損ない、又はその他の良くない

影響がある場合には、「商標法」第 10条第 1項第 8号の規定により審査を行う。 

7　既存の権利者又は利害関係者が商標評審委員会に係争商標の取消を申し立てるときは、

係争商標登録の日から 5年以内に申し立てなければならない。次の主体を利害関係者と

する。

（1）既存の権利のライセンシー

（2）事案と利害関係があることを証明する証拠を有するその他の主体

利害関係者であるかどうかは、評議審査申立時点を基準とする。但し、事案の審

理のときに既に利害関係が備わっているものについても、利害関係者と認定する。

四　他人が既に使用している一定の影響力を有する商標の抜け駆け登録の審理基準

「商標法」第 31条

商標の登録出願は、他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段によっ

て抜け駆けして登録してはならない。 

1　はじめに

上述の規定は、信義誠実の原則に基づき、既に使用されている一定の影響力を有する商標を

保護し、不正な手段による抜け駆け登録行為を制止し、登録の原則を厳格に実施することによ

って生じる可能性のある不公平な結果を補うものである。

商標異議、異議再審及び紛争事案の審理において、他人が既に使用している一定の影響力を

有する商標の抜け駆け登録が問題となるときは、本基準を原則として個々の事案の判定を行う。 

2　適用の条件

（1）他人の商標が係争商標の出願日前に既に使用されていて一定の影響力を有していること

（2）係争商標が他人の商標と同一又は似通っていること

（3）係争商標を使用する商品 /サービスと他人の商標が使用される商品 /サービスとが同一
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又は類似していること

（4）係争商標出願者が悪意であること

先に使用していて一定の影響力を有する商標の所有者又は利害関係者が「商標法」

第 31条の規定により係争商標の取消を申し立てるときは、係争商標登録の日から 5年

以内に申し立てなければならない。 

3　既に使用している一定の影響力を有する商標の判定 

3.1	 既に使用している一定の影響力を有する商標とは、中国で既に使用されており、一定

の地域の範囲内の関連する公衆に知られている未登録の商標をいう。

関連する公衆の判定には、「他人の著名商標の複製、模倣又は翻訳の審理基準」 3.1

の規定を適用する。 

3.2	 商標に一定の影響力があるかを判定するにあたっては、個々の事案の状況について次

に定める各種要素を勘案しなければならない。但し、当該商標が次のすべての要素を

満たすことが前提ではない。

（1）関連する公衆の商標に対する認知度

（2）当該商標の使用の継続期間及び地理的範囲

（3）当該商標のなんらかの宣伝活動の期間、方法、程度及び地理的範囲

（4）当該商標に一定の影響力を生じさせるその他の要素 

3.3	 上記参考要素は、次に定める証拠資料によって証明することができる。

（1）当該商標を使用する商品 /サービスの契約、領収書、貨物引替証、銀行入金証憑、

輸出入証憑等

（2）当該商標を使用する商品 /サービスの販売区域の範囲、販売網の分布及び販売経

路、方法に関する資料

（3）当該商標にかかわる放送、映画、テレビ、新聞、定期刊行物、ネットワーク、戸

外等のメディアの広告、メディアの評論及びその他の宣伝活動資料

（4）当該商標を使用する商品 /サービスについて参加した展示会、博覧会に関する資料

（5）当該商標を最初に使用した時期及び使用継続状況に関する資料

（6）当該商標の受賞状況

（7）当該商標に一定の影響力があることを証明することができるその他の資料 

3.4	 商標の使用状況の証明に用いる証拠資料は、使用した商標標章、商品 /サービス、使

用日及び使用者を示すことができるものでなければならない。 

3.5	 商標が一定の影響力を有しているかどうかは、原則として係争商標出願日を基準とし

て判定する。 

4　悪意の判定

係争商標出願者の悪意の有無を判定するにあたっては、次に定める各種要素を勘案すること
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ができる。

（1）係争商標出願者と先使用者との間に過去に取引又は提携関係があった。

（2）係争商標出願者と先使用者とが同一地域にあり、又は双方の商品 /サービスに同一の販

売経路及び地域範囲がある。

（3）係争商標出願者と先使用者との間に過去に他の争いが生じたことがあり、先使用者の商

標を知っていた。

（4）係争商標出願者と先使用者との間に過去に内部人員の行き来があった。

（5）係争商標出願者に、登録後に、不当利益の獲得を目的とし、先使用者の一定の影響力を

有する商標の信望及び影響力を利用して誤認を招く宣伝を行い、先使用者に自らとの

取引提携を強要し、先使用者又は他人に高額の譲渡金、ライセンス料又は権利侵害の

賠償金等を要求する行為があった。

（6）他人の商標に比較的強い独創性がある。

（7）悪意と認定することができるその他の事情 

5　利害関係者の判定

「商標法」第 41条第 2項の規定により、著名商標所有者のほか、利害関係者も商標評審委員

会に登録商標取消裁定を申し立てることができる。次の主体を利害関係者とする。

（1）一定の影響力がある商標のライセンシー

（2）事案と利害関係があることを証明する証拠を有するその他の主体

利害関係者であるかどうかは、評議審査申立時点を基準とする。但し、事案の審理

のときに既に利害関係が備わっているものについても、利害関係者と認定する。

五　欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録された商標の審理基準

「商標法」第 41条

既に登録された商標が、欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録を得ていた場合

は、商標局は、その登録商標を取り消す。その他の単位又は個人は、商標評審委員会にその登

録商標の取消裁定を申し立てることができる。 

1　はじめに

商標登録出願は、信義誠実の原則を遵守しなければならず、虚偽を弄する手段によって商標

行政主管機関をあざむいて登録を受けてはならず、また、不正競争を行い、不当利益を得るこ

とを目的として悪意で登録を行ってはならない。

欺瞞的な手段又はその他の不正な手段によって商標登録を受けたことが問題となる場合に

は、本基準を原則として個々の事案の判定を行う。
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2　適用の条件 

2.1 虚偽を弄する手段によって商標行政主管機関をあざむいて商標登録を受ける行為

これは、係争商標登録者が商標登録を出願するときに、商標行政主管機関に対して

事実を偽り、又は真相を隠し、偽造の出願書類又はその他の証明文書を提出して商標

登録を受ける行為をいう。これには、次のものが含まれるがこれに限らない。

（1）出願書類の署名捺印を偽造する行為

（2）出願人の主体資格証明文書を偽造、改ざんする行為。これには、虚偽の身分証、

営業許可証等の主体資格証明文書を使用し、又は身分証、営業許可証等の主体資

格証明文書上の重要な登記事項等を改ざんする行為が含まれる。

（3）その他の証明文書を偽造する行為 

2.2 不正競争を行い、不当利益を得ることを目的として悪意で登録を行う行為

これは、「商標法」第 13条、第 15条、第 31条等の条項に定める場合のほかに、係

争商標登録者が他人が先に使用している商標であることを明らかに知り、又は知り得

べきであったにもかかわらず、その登録を出願したことを証明する十分な証拠がある

場合をいう。かかる行為は、他人の合法的権益を侵害し、公平競争の市場秩序を損な

うため、係争商標を登録せず、又は取り消す。

当事者が遅滞なく権利を行使し、商標に関する法律関係の相対的安定性を保つため、

商標の先行使用者が係争商標の登録が本項の場合に該当するとして取消を申し立てる

ときは、「商標法」第 41条第 2項の期間に関する規定を参照し、その商標紛争裁定申立は、

係争商標登録の日から 5年以内に商標評審委員会に申し立てなければならない。

（1）係争商標登録者の悪意の有無を判定するにあたっては、次の要素を勘案すること

ができる。

①係争商標出願者と他人との間に過去に取引又は提携関係があった。

② 係争商標出願者と他人とが同一地域にあり、又は双方の商品 /サービスに同

一の販売経路及び地域範囲がある。

③ 係争商標出願者と他人との間に過去に係争商標に関する他の争いが生じたこ

とがある。

④係争商標出願者と他人との間に過去に内部人員の行き来があった。

⑤ 係争商標登録後、係争商標登録者に、不当利益の獲得を目的とし、他人に自

らとの取引提携を強要し、他人に高額の譲渡金、ライセンス料又は権利侵害

の賠償金等を要求する行為があった。

⑥他人の商標に比較的強い独創性がある。

⑦悪意と認定することができるその他の事情

（2）係争商標が他人が先に使用している商標であること
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先に使用しているとは、係争商標登録出願日の前に、他人が既に中国で当該商

標を使用していることをいう。

（3）保護の範囲

先に使用している商標の保護の範囲は、原則として当該商標を使用する商品 /サ

ービスと同一又は類似の商品 /サービスに限られる。

六　登録商標取消事案の審理基準

本基準は、「商標の不正登録による取消事案の審理」、「商標の使用及び関連行為による取消

事案の審理」、「商品品質問題による取消事案の審理」の 3つの部分に分かれている。

登録商標の取消が問題となる場合には、本基準を原則として個々の事案の判定を行う。

第一部分　商標の不正登録による取消事案の審理

「商標法」第 41条第 1項

既に登録された商標が本法第 10条、第 11条、第 12条の規定に違反している場合、又は欺

瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録を得ていた場合は、商標局は、その登録商標を

取り消す。

「商標法」第 49条第 1項

商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服がある場合は、通知を受領した日から 

15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、…。 

1　はじめに

上記条項は、不正登録商標の取消の実体要件と手続要件を定めたものであり、「商標法」の

禁止事由にあてはまる登録商標を取り消し、信義誠実の原則に反する不正登録行為を取り締ま

ることを目的としている。 

2　商標不正登録に該当するかどうかの判定 

2.1 次の場合には、商標不正登録に該当する。

（1）係争商標が「商標法」第 10条に定める商標として使用できない標章に該当する。

（2）係争商標が「商標法」第 11条第 1項に定める商標として登録できない標章に該

当する。

（3）係争商標が「商標法」第 12条に定める商標として登録できない立体的形状に該

当する。

（4）係争商標の登録を商標出願者が欺瞞的手段又はその他の不正手段によって受けた。 

2.2

（1）係争商標が「商標法」第 10条に定める商標として使用できない標章に該当する
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かどうかの判定にあたっては、「商標審査基準」の一「商標とすることができな

い標章の審査」を適用する。

（2）係争商標が「商標法」第 11条第 1項に定める商標として登録できない標章に該

当するかどうかの判定にあたっては、「商標審査基準」の二「商標の顕著な特徴

の審査」を適用する。

（3）係争商標が「商標法」第 12条の商標として登録できない立体的形状に該当する

かどうかの判定にあたっては、「商標審査基準」の四「立体的商標の審査」を適

用する。

（4）係争商標の登録が欺瞞的手段又はその他の不正手段によって受けたものであるか

どうかの判定にあたっては、「欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により登録

された商標の審理基準」を適用する。

第二部分　商標の使用及び関連行為による取消事案の審理

「商標法」第 44条

登録商標の使用に際し、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する場合は、商標局は、期

限を定めて是正を命じ、又はその登録商標を取り消す。

（1）無断で登録商標を変更した場合。

（2）無断で登録商標の登録者の名義、所在地又はその他の登録事項を変更した場合。

（3）無断で登録商標を譲渡した場合。

（4）継続して 3年間使用を停止した場合。

「商標法実施条例」第 39条

商標法第 44条第 1号、第 2号、第 3号の行為のいずれかに該当する場合、工商行政管理機関は、

商標登録者に期限を定めて是正を命じる。是正を拒否した場合は、商標局にその登録商標の取

消を求める。

商標法第 44条第 4号の行為については、いかなる者も商標局に当該登録商標の取消を請求

でき、かつ関係状況を説明することができる。商標局は、商標登録者に通知しなければならず、

その通知を受け取った日から 2か月以内に当該商標の取消請求の提出前に使用したことの証拠

資料を提供させるか、又は使用しなかった正当な理由を説明させる。期間が満了しても使用し

た証拠資料を提出できず、又は証拠資料が無効であり、かつ正当な理由がないときは、商標局

はその登録商標を取り消す。

前項における使用したことの証拠資料は、商標登録者が登録商標を使用したことの証拠資料

及び商標登録者が他人に登録商標の使用を許諾したことの証拠資料を含む。

「商標法」第 49条第 1項

商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服がある場合は、通知を受領した日から
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15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、…。 

1　はじめに

商標登録者は、登録商標を規範的かつ継続して使用する法定の義務を負う。「商標法」は、

登録商標を無断で変更する行為、登録商標の登録者の名義、所在地又はその他の登録事項を無

断で変更する行為、登録商標を無断で譲渡する行為等を禁じている。 

2　無断で登録商標を変更した状況の有無の判定

無断で登録商標を変更したとは、商標登録者又はライセンシーが登録商標を実際に使用する

ときに、当該商標の文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ等を無断

で変更し、元の登録商標の主要な部分及び顕著な特徴に変化を生じさせることをいう。変更後

の標章を元の登録商標と対比させると、同一性がないと認識されやすい。

上述の行為が存在し、工商行政管理部門が商標登録者に期限を定めて是正するよう命じたに

もかかわらず、是正しない場合には、法によりこれを取り消す。 

3　無断で登録商標登録者の名義、所在地又はその他の登録事項を変更した状況の有無の判

定 

3.1	 無断で登録商標登録者の名義を変更したとは、商標登録者の名義（氏名又は名称）に

変更が生じた後、法により商標局に変更申請を提出せず、又は実際に登録商標を使用

する登録者の名義と「商標登録簿」に記載された登録者の名義とが一致しないことを

いう。 

3.2	 無断で登録商標登録者の所在地を変更したとは、商標登録者の所在地に変更が生じた

後、法により商標局に変更申請を提出せず、又は商標登録者の実際の住所と「商標登

録簿」に記載された登録者の所在地とが一致しないことをいう。 

3.3	 無断で登録商標のその他の登録事項を変更したとは、商標登録者の名義、所在地以外

のその他の登録事項に変更が生じた後、登録者が法により商標局に変更申請を提出し

ないで、「商標登録簿」上に登記された関連事項と一致しなくなることをいう。

上記の行為のいずれかがあり、工商行政管理部門が商標登録者に期限を定めて是正

を命じたにもかかわらず、是正しない場合には、法によりこれを取り消す。 

4　無断で登録商標を譲渡した状況の有無の判定

無断で登録商標を譲渡したとは、商標登録者が自ら登録商標専用権を譲受人に譲渡したにも

かかわらず、両者が法に従わないで共同で商標局に申請を提出せず、譲渡手続をしない違法行

為をいう。

上記の行為があり、工商行政管理部門が商標登録者に期限を定めて是正を命じたにもかかわ

らず、是正しない場合には、法によりこれを取り消す。 

5　継続して 3年間使用を停止した事実の有無の判定 

5.1	 継続して 3年間登録商標の使用を停止したとは、登録商標の有効期間内にその使用を
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停止し、当該行為が間断なく 3年以上続いた場合をいう。 

5.2	 継続して 3年間登録商標の使用を停止した場合の期間の計算は、申立人が商標局に当

該登録商標の取消を申し立てた日から起算し、さかのぼって 3年間とする。 

5.3	 商標の使用の判定 

5.3.1　商標の使用とは、商標の商業使用をいう。これには、商標を商品、商品包装又

は容器及び商品取引文書に用い、又は商標を広告宣伝、展示及びその他の商業

活動に用いることが含まれる。 

5.3.2 商標を指定商品に使用する具体的な形態としては、次のものが挙げられる。

（1）直接貼り付け、刻印し、烙印を押し、もしくは編み込む等の方法で商標を

商品、商品包装、容器、ラベル等に付け、又は商品に付ける製品マーク、

製品説明書、パンフレット、価格表等に用いる。

（2）商標を商品の販売と関係のある取引文書に使用する。これには、商品販売

契約、領収書、証票、受領書、商品輸出入検査検疫証明書、通関書類等

に使用する場合が含まれる。

（3）商標をラジオ、テレビ等のメディアで使用し、又は公開発行される出版物

の中で発表し、広告板、郵送広告又はその他の広告方法によって商標又

は商標を使用する商品の広告宣伝を行う。

（4）商標を展示会、博覧会で使用する。これには、展示会、博覧会で提供する

当該商標を使用した印刷物及びその他の資料が含まれる。

（5）法律の規定に合致するその他の商標使用形式 

5.3.3　商標を指定サービスに使用する具体的な形態としては、次のものが挙げられる。

（1）商標をサービス場所に直接用いる。これには、サービスのパンフレット、

サービス場所の看板、売り場の飾付、従業員の衣服、ポスター、メニュー、

価格表、賞品券、事務用品、便箋及び指定サービスに関わるその他の用

品に用いる場合が含まれる。

（2）商標をサービスと関係のある文書資料に使用する。これには、領収書、送

金証憑、サービス提供協議書、メンテナンス証明等が含まれる。

（3）商標をラジオ、テレビ等のメディアで使用し、又は公開発行される出版物

の中で発表し、広告板、郵送広告又はその他の広告方法によって商標又

は商標を使用するサービスの広告宣伝を行う。

（4）商標を展示会、博覧会で使用する。これには、展示会、博覧会で提供する

当該商標を使用した印刷物及びその他の資料が含まれる。

（5）法律の規定に合うその他の商標使用形式。 

5.3.4　商標登録情報の公表又は商標登録者がその登録商標について専用権を有する旨
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の声明は、商標法上における商標の使用とみなさない。 

5.3.5　係争商標に継続して 3年間使用を停止した状況がないという事実については、

係争商標登録者が挙証責任を負う。

係争商標に継続して 3年間使用を停止した状況がないことを証明する証拠

資料は、次の条件を満たさなければならない。

（1）使用した商標標章が示されていること

（2）係争商標を使用指定商品 /サービスに使用したことが示されていること

（3）係争商標の使用者が示されていること。これには、商標登録者自身だけで

なく、商標登録者が許諾した他人も含まれる。他人に使用を許諾した場

合には、使用許諾関係の存在を証明できること。

（4）係争商標の使用時期が示されていること。なお、使用時期は、取消申立の

日からさかのぼって 3年以内でなければならない。

（5）係争商標が「商標法」の効力の及ぶ地域範囲内で使用されたことを証明で

きること

（6）係争商標が商業活動上で実際に公けかつ合法的に使用されたことを証明で

きること 

5.3.6　商標登録者又はライセンシーが指定使用商品のうちの 1種類に登録商標を使用

した場合には、当該商品に類似する商品についての登録を維持することができ

る。 

5.4 次の事由は、登録商標未使用の正当な理由とみなす。

（1）不可抗力

（2）政府の政策的規制により使用を停止した場合

（3）破産、清算により使用を停止した場合

（4）商標登録者の責に帰すことのできないその他の正当な事由

第三部分　商品品質問題による取消事案の審理

「商標法」第 45条

登録商標を利用して、その商品を粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いた場合は、商標局

がその登録商標を取り消す。

「商標法」第 49条第 1項

商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服がある場合は、通知を受領した日から 

15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができ、商標評審委員会は決定を下し、…。 

1　はじめに

商標の管理を通じて、製造者、販売者による商品の品質保証を促し、消費者の利益を保護す
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ることが、商標法の立法目的の一つである。商標登録者は、その登録商標を使用する商品の品

質を保証する義務を負う。 

2　登録商標を使用する商品を粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いた状況の有無の判定

粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いた事実があったかどうかは、品質検査報告、行政主

管機関の行政決定又は司法機関の判決において認定された事実及びその根拠とされた証拠によ

って証明しなければならない。

七　類似商品又はサービスの審理基準 

1　はじめに

「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」の主旨は、標章の

登録のための商品及びサービスの共通の国際分類体系を確立し、その実施を保証することにあ

る。その後、同協定に基づいて世界知的所有権機関（ WIPO）が「標章の登録のための商品及

びサービスの国際分類」を制定し、現在、世界の大部分の国で採用されている。

「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類」を採用することは、各国が標章の登録

を取り扱うにあたっての商品及びサービスの分類の統一に役立ち、国際貿易及び商標業務の国

際交流の必要性に見合うものである。各国の商標主管機関にとっては、登録出願の審査時間を

節約し、作業量を減らすことができ、科学的な商標登録制度を確立しやすくなる。商標登録出

願者にとっては、出願前の準備作業が簡素化され、便利になる。

「類似商品及びサービス区分表」は、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類」を

ベースとして、類似商品又はサービスの分類に関する長年の実務経験を総括して制定、公布し

たものである。

類似商品又はサービスの判定が妥当であるかどうかは、当事者の商標専用権の取得及び行使

に直接かかわる問題であり、経済取引の安全性及び公平な競争が行われる市場経済秩序の維持

にも関係してくる。商標局、商標評審委員会は、事案を審理するときに「類似商品及びサービ

ス区分表」を参照すべきである。但し、商品及びサービス項目は絶えず更新され、発展し、市

場取引の状況も変化し続け、類似商品及びサービスの判定にも変化が生じるほか、個々の事案

の特殊性もあるので、事案審理の過程において類似商品又はサービスの具体的な審査及び判断

が必要となる場合もある。

商標出願拒絶、異議、異議再審、紛争、取消、取消再審事案の審理において、商品又はサー

ビスが類似しているかどうかが問題となる場合には、本基準を原則として個々の事案の判定を

行う。 

2　類似商品の判定 

2.1 類似商品とは、効能、用途、主要原料、生産部門、販売経路、販売場所、対象となる
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消費者等の面で同一又は大差ない商品をいう。 

2.2 類似商品の判定にあたっては、次の各種の要素を勘案しなければならない。

（1）商品の効能、用途 

2種類の商品の効能、用途が同一又は大差なく、消費者の同様の需要を満たす

ことができる場合には、類似商品と判定される可能性が比較的高い。 

2種類の商品が効能、用途面で相互補完性を有し、又は一緒に使用してはじめ

て消費者の需要を満たすことができる場合には、類似商品と判定される可能性が

比較的高い。

（2）商品の原材料、成分

商品の原材料又は成分は、商品の効能、用途を決める重要な要素である。一般

的には、 2種類の商品の原材料又は成分が同一又は大差ない場合には、類似商品

と判定される可能性が比較的高い。

但し、商品のモデルチェンジに伴い、商品の原材料又は成分が変わっても、そ

の原材料又は成分が代替可能であり、商品の効能及び用途に影響を与えない場合

には、類似商品と判定される可能性がある。

（3）商品の販売経路、販売場所 

2種類の商品の販売経路、販売場所が同一又は大差なく、消費者が両方に同時

に触れる機会が比較的多く、消費者が両者に関連性があると認識しやすい場合に

は、類似商品と判定される可能性が比較的高い。

（4）商品と部品

多くの商品は一つ一つの部品によって組み立てられているが、当該商品と一つ

一つの部品又は部品同士がすべて当然に類似商品に該当すると認めることはでき

ず、両者の関連度についての消費者の通常の認識をもとに判断する必要がある。

特定の部品の用途が特定の商品の使用効能にあわせたものであって、当該部品

がないと当該商品の効能を実現することができず、又は当該商品の経済的な使用

目的が著しく損なわれる場合には、類似商品と判定される可能性が比較的高い。

（5）商品の製造者、消費者 

2種類の商品が同一の業種又は分野の製造者によって生産、製造、加工されて

いる場合には、類似商品と判定される可能性が比較的高い。 

2種類の商品が同一の業種に携わる消費者を対象としている場合、又はその消

費者に共通の特徴がある場合には、類似商品と判定される可能性が比較的高い。

（6）消費の習慣

類似商品の判定にあたっては、これらのほかに、特定の社会・文化的背景の下

で形成された中国の消費者の消費習慣を考慮しなければならない。消費者にとっ
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て習慣上、 2種類の商品が代替可能である場合には、その 2種類の商品は類似商

品と判定される可能性が比較的高い。

（7）類似商品の判定に影響を与えるその他の関連要素 

3　類似サービスの判定 

3.1	 類似サービスとは、目的、内容、方式、対象等の面で同一又は大差ないサービスをいう。 

3.2	 類似サービスの判定にあたっては、次の各種の要素を勘案しなければならない。

（1）サービスの目的 

2種類のサービスの目的が同一又は大差なく、代替可能であり、一般のサービ

ス利用者の同一又は大差ない需要を満たすことができる場合には、類似サービス

と判定される可能性が比較的高い。

（2）サービスの内容

提供するサービスの内容が近いほど、類似サービスと判定される可能性が高く

なる。

（3）サービス方式及びサービス場所

サービス方式及びサービス場所が同じであって、一般のサービス利用者が同時

に触れる機会が比較的多い場合には、類似サービスと判定される可能性が比較的

高い。

（4）サービスの対象の範囲

サービス利用者が同一又は大差ない消費者グループに属している場合には、類

似サービスと判定される可能性が比較的高い。

（5）サービス提供者

サービス提供者が同一の業種又は分野に属している場合には、類似サービスと

判定される可能性が比較的高い。

（6）類似サービスの判定に影響を与えるその他の関連要素 

4　商品とサービスとが類似しているかどうかの判定 

4.1	 商品とサービスとが類似しているとは、商品とサービスとの間に特定の関連性があり、

関連する公衆に混同されやすいことをいう。 

4.2	 商品とサービスとが類似しているかどうかの判定にあたっては、次の各要素を勘案し

なければならない。

商品とサービスとの間の関連度、用途、使用者、通常の効用、販売経路、販売習慣

等の面における一致性。
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八　使用によって顕著な特徴が備わった標章の審理基準

「商標法」第 11条

次の各号に掲げる標章は、商標として登録してはならない。

（1）その商品の通用名称、図形、型番にすぎないもの。

（2）単に商品の品質、主要原料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表示し

たにすぎないもの。

（3）顕著な特徴を欠くもの。

前項に掲げる標章は、使用により顕著な特徴を有し、識別しやすいものとなったと

きは、商標として登録することができる。 

1　「商標法」第 11条第 1項にいう標章に使用によって顕著な特徴が備わり、市場における

特定の意味合いを持つようになり、関連する公衆が当該使用者の提供する商品 /サービ

スを識別する標章となった場合には、「商標法」第 11条第 2項の規定により、これを商

標として登録できるものと判定する。

例 1：練り歯磨き 例 2：靴墨 

2　「商標法」第 11条第 2項の規定により、使用によって顕著な特徴が備わった標章を審査

するときは、次の要素を勘案しなければならない。

（1）関係する公衆の当該標章に対する認知度

（2）当該標章が指定商品 /サービスに実際に使用された時期、使用方法及び同業種における

使用状況

（3）当該標章が使用されている商品 /サービスの生産、販売、広告宣伝状況及び当該標章が

使用されている商品 /サービスそのものの特徴

（4）当該標章に顕著な特徴を与えたその他の要素 

3　当該標章に使用によって顕著な特徴が備わったと主張する当事者は、相応する証拠資料

を提出してこれを証明しなければならない。当該標章が使用によって顕著な特徴が備わ

った標章であるかどうかを判断するにあたっては、中国の関連する公衆がこれを指定使

用商品 /サービスを示す標章であると認知し、かつこれによって他人の商品 /サービス

と区別していることを基準とする。 

4　本基準において使用とは、中国における使用をいう。
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当該標章の使用状況を証明する証拠資料は、使用されている商標標章、商品 /サービス、使

用時期及び当該標章の使用者が示されるものでなければならない。 

5　使用によって顕著な特徴が備わった標章の登録を出願する場合には、実際に使用した標

章と基本的に一致する標章でなければならず、当該標章の顕著な特徴を変更してはなら

ない。 

6　ある標章が使用によって顕著な特徴が備わった標章であるかどうかを判定するときは、

審理時点における事実の状態を基準とする。
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6　最高人民法院による登録商標、企業名称と既存の権利との抵触に

　 係る民事紛争案件の審理における若干問題に関する規定（和訳）

（最高人民法院審判委員会制定、 2008年 2月 18日公布、 2008年 3月 1日施行）

登録商標、企業名称と既存の権利との抵触に係る民事紛争案件を正確に審理するため、「中

華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国民法通則」、「中華人民共和国商標法」及び「中華

人民共和国不正競争防止法」等の法律の規定に基づき、裁判実務をふまえ、本規定を制定する。

第 1条

原告が、他人が登録商標に使用した文字、図形等がその著作権、意匠特許権、企業名称権等

の既存の権利を侵害したことを理由に訴訟を提起し、民事訴訟法第 108条の規定に合致する場

合、人民法院はこれを受理しなければならない。

原告が、他人が指定商品上に使用した登録商標が原告の先行登録商標と同一又は類似のもの

であることを理由に訴訟を提起した場合、人民法院は、民事訴訟法第 111条第 3項の規定に基

づき、関連行政主管機関に解決を申し立てるよう原告に告知しなければならない。但し、原告

が、他人が指定商品の範囲を逸脱していること、又は顕著な特徴の変更、分解、組合せ等の方

法によって使用した登録商標がその登録商標と同一又は類似のものであることを理由に訴訟を

提起した場合、人民法院はこれを受理しなければならない。

第 2条

原告が、他人の企業名称がその先行企業名称と同一又は類似のもので、関連の公衆にその商

品の出所を混乱させるに足り、不正競争防止法第 5条第 3項の規定に反することを理由に訴訟

を提起した場合、民事訴訟法第 108条の規定に基づき、人民法院はこれを受理しなければなら

ない。

第 3条

人民法院は、原告の訴訟請求及び争いとなっている民事法律関係の性質に基づき、「民事案

件事件名規定（試行）」により、登録商標又は企業名称と既存の権利の抵触に係る民事紛争案

件を案件名として確定し、かつ相応の法律を適用しなければならない。

第 4条

訴えられた企業の名称が登録商標専用権を侵害し、又は不正競争を構成する場合、人民法院

は、原告の訴訟請求及び案件の具体的状況に基づき、被告が使用の停止、使用の規範化等の民

事責任を負うよう確定することができる。
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7　ウェブサイト『中国商標網』による検索結果の例

「無印良品」（指定商品：服装等）
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「MUJI」（指定商品：服装等）加 PDF「MUJI」
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「クレヨンしんちゃん（図形）」（指定商品：眼鏡等）

1/1 ページ

http://sbcx.saic.gov.cn/trade/servlet?Search=TI_REG&RegNO=1133301&IntCls=9...　  2006/10/19 
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「クレヨンしんちゃん（中国語の文字）」（指定商品：眼鏡等） 

202!ʲĜʐ 

iuuq;00313/219/:1/830usbef0tfswmfu@Tfbsdi>TY`UJSfh'SfhOP>2244486'JouDmt>:///!ā3117014012! 
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